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－１－ 

令和３年３月定例会会議録（第１号） 

 

月  日 令和３年３月４日（木曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり13名であります。 

  １番 田中 圭介    ２番 大林 隆昭    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 坂上 昌史    ５番 田中 豊一    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 文野 慎治    ９番 二見 裕子    10番 渡辺 豊子 

  11番 河合 弘樹    12番 矢野 正憲    13番 江川 慶子 

  14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 南  和仁 

教 育 長 勘六野 朗 総 合 政 策 部 長 明松 大介 

総 合 政 策 部 理 事 野津  惠 
総 合 政 策 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 住 民 部 長 巖根 晃哉 

住 民 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 長 山本 雅隆 

都 市 整 備 部 長 矢部 義雄 
都 市 整 備 部 理 事 

兼 道 路 課 長 
白川 文昭 

都 市 整 備 部 理 事 田中 耕二 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 教 育 次 長 阪上 敦司 

教育委員 会 事 務 局 

統 括 理 事 
吉田 茂昭 教育委員会事務局理事 林 栄津子 

教育委員会事務局理事 原田 哲哉   

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 藤原 伸彦 書 記 瀨野 裕三 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

        会議録署名議員の指名 

        会 期 の 決 定 

        施 政 方 針 表 明 

        一 般 質 問 

  議案第３号 監査委員の選任同意について 

  議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例 

  議案第５号 森林環境譲与税基金条例 

  議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

        る条例 

  議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第13号 町道路線認定及び廃止について 
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  議案第14号 町道路線認定について 

  議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号） 

  議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号） 

  議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２号） 

  議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算 

  議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算 

  議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算 

  議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）皆さん、おはようございます。令和３年３月熊取町議会定例会の開会に当たり、一

言ご挨拶申し上げます。 

   まず、昨日、３月３日の大阪府町村議長会総会において、カラー化など読みやすい議会広報の作

成や議会報告会の実施などによる開かれた議会の実現、災害時の議員の行動基準である議会ＢＣＰ

の策定、議会のペーパーレス化、新型コロナウイルス感染症対策に係る迅速な政策提言などが評価

され、全国町村議会議長会の町村議会表彰22団体の一つとして熊取町議会が表彰されました。また、

自治功労者表彰、町村議会議員として議会の運営及び地域の振興発展に特に顕著なる功労のあった

者として、私、矢野が特別表彰を受けました。 

   このことは、私だけではなく、議員全員の議会改革、議会の活性化への取組が評価されたもので

あると考えており、共にお喜び申し上げるとともに、今後も引き続き、理事者と一丸となって本町

の住民福祉の向上のために邁進してまいりたいと考えております。 

   さて、本定例会は、令和３年度の行財政運営の根幹を成す予算についてご審議をいただく重要な

会議であり、後ほど町長から町政運営方針が表明されます。新型コロナウイルス感染症への対策は

いよいよこれから正念場となると考えているところでもあり、議案の審議に当たりましては、住民

本位を基本とし、住民福祉の向上に意を注ぎたいと考えております。あわせて、議事の運営が円滑

に運びますようご協力をお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

   ただいまの出席議員は13名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和３

年３月熊取町議会定例会を開会いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時03分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）なお、発言される方は、起立の上、マスクを着けたままで発言していただきますよ

うお願いいたします。 

   日程に入る前に、諸般の報告を行います。藤原議会事務局長。 

議会事務局長（藤原伸彦君）それでは、諸般の報告をいたします。 

   例月出納検査の結果報告書が提出されておりますので、その報告をいたします。 

   まず、例月出納検査につきましては、令和３年１月の熊取町議会第１回臨時会に報告をいたしま

した以降、１月19日から26日及び２月12日から18日に実施されまして、監査委員からその結果報告

書が提出されております。 

   その内容は、「現金の出納及び計数について、提出された資料と出納関係諸帳簿を照合した結果、

過誤のないことを確認した」ということでございます。 
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   ご参考までに、令和３年１月末現在における各会計の現金預金残高を申し上げます。 

   一 般 会 計 11億 686万7,344円 

   国民健康保険事業特別会計   8,094万4,252円 

   介 護 保 険 特 別 会 計 １億2,731万2,799円 

   墓 地 事 業 特 別 会 計    100万5,221円 

   後期高齢者医療特別会計   2,701万7,214円 

   歳 入 歳 出 外 現 金   2,850万5,436円 

   水 道 事 業 会 計 ４億8,304万8,748円 

   下 水 道 事 業 会 計 １億5,925万5,209円 

  となっております。 

   以上で報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）以上で、諸般の報告を終わります。 

   本定例会には、町長ほか関係職員の出席を求めております。 

   町長から挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可します。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）皆様、おはようございます。 

   議長のお許しを賜りましたので、令和３年３月熊取町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご

挨拶申し上げます。 

   議員の皆様におかれましては、本定例会を招集申し上げましたところ、何かとご多忙の中ご参集

をいただきまして、誠にありがとうございます。 

   さて、桃の節句も過ぎ、日増しに寒さも緩んでまいりました。２月末には緊急事態宣言も解除さ

れたところでございますが、これから人の移動も多くなる時期でございますので、気を緩めること

なく、ワクチン接種の準備など、住民の皆様が日常を取り戻せるよう鋭意努めてまいります。 

   では、本定例会にご提案申し上げております議案でございますが、選任同意につきましては監査

委員の選任同意について、条例の制定につきましては森林環境譲与税基金条例、一部改正条例につ

きましては事務分掌条例の一部を改正する条例ほか７件、そのほか、町道路線認定及び廃止につい

て、町道路線認定についてでございます。また、補正予算につきましては令和２年度熊取町一般会

計補正予算（第13号）ほか５件、新年度予算につきましては令和３年度熊取町一般会計予算ほか５

件をそれぞれご提案申し上げております。 

   何とぞよろしくご審議を賜り、原案どおりご可決いただきますようお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）ここで傍聴者の皆さんにお知らせをいたします。 

   写真の撮影は駄目です。ビデオを回すのも駄目なんで、よろしくお願いします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、行政報告を行います。 

   報告第１号 損害賠償に関する専決処分報告についての件を報告願います。山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）それでは、報告第１号 損害賠償に関する専決処分報告につきましてご説明

申し上げます。 

   本件は、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について、

別紙のとおり専決処分しましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   専決処分日は令和３年１月12日でございます。 

   内容でございますが、事故発生日時は令和２年12月７日午後３時50分頃でございます。 

   事故発生場所は、熊取町大字久保2983番地の１、熊取町環境センター内でございます。 

   相手方の住所、氏名につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 

   事故の概要でございますが、環境センターに持ち込まれたごみ、具体的にはたんすでございます
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が、これを当該センター職員が相手方所有の車両から降ろす際、養生を行わずに降ろしたため、車

両バンパーに傷をつける損害を与えたものでございます。 

   損害賠償額は１万6,016円で、全て相手方車両の修繕費でございます。 

   なお、損害賠償額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険から補塡を受けるものでござい

ます。また、今後におきましては、ごみの積卸しをする場合、利用者様に作業上支援が必要か否か

についての意思確認を行った上で、より一層慎重かつ丁寧に、また複数人での対応により、事故防

止を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

   以上で、報告第１号 損害賠償に関する専決処分報告につきまして説明を終わらせていただきま

す。 

議長（矢野正憲君）次に、報告第２号 損害賠償に関する専決処分報告についての件を報告願います。

白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）それでは、報告第２号 損害賠償に関する専決処分報告につ

いてご報告させていただきます。 

   報告第２号をお開きください。 

   地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分い

たしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

   次のページをご覧ください。 

   専決処分日は令和３年２月３日でございます。 

   内容につきまして、１、事故の発生日時ですが、令和２年12月５日午後１時30分頃でございます。 

   ２、場所は、熊取町高田４丁目2760番地先の里道でございます。 

   ３、相手方につきましては、報告書に記載のとおりでございます。 

   ４、事故の概要でございますが、町が管理する里道を相手方が自動車にて走行中、アスファルト

舗装版がめくれて生じた約10センチの段差にタイヤがはまり、タイヤ２本が損傷したものでござい

ます。 

   ５、損害賠償額につきましては、損害賠償金額は６万2,134円で、内訳は車両修繕料、運搬費及

び代車費用となってございます。 

   なお、損害賠償金は全額全国町村会総合賠償補償保険の適用を受け、全額を自動車損害共済基金

から補塡を受けるものでございます。 

   今回の事故につきましては、上高田地区の町道久保高田線から分岐し永楽浄水場に向かう行き止

まりの道路であり、隣接の土地所有者以外の一般の方の通行が発生しない里道となってございます。

相手方につきましては、永楽ダムへ向かう道路と誤り進入し、落ち葉で埋まった路肩のくぼみ、段

差に気づかず車両走行し事故となったもので、事故判明後におきましては、即日路肩の復旧を行う

とともに、町道の分岐点にこの先行き止まりの看板を設置し、誤進入の防止に努めたところでござ

います。 

   今後におきましても、道路パトロールなどにより対応に努め、適切な道路管理に努めてまいりま

すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

   以上で、報告第２号 損害賠償に関する専決処分報告についての報告を終わらせていただきます。 

議長（矢野正憲君）ただいまの行政報告２件に対し、質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）それでは、本日の議事日程に入ります。 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。議会会議規則第126条の規定に基づき、議長が指

名いたします。議席14番 坂上巳生男議員、議席１番 田中圭介議員、以上の２名の方を指名いた
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します。よろしくお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

   本件に関し、議会運営委員会の報告を求めます。文野議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（文野慎治君）おはようございます。 

   それでは、議会運営委員会報告を行います。 

   去る２月25日午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委員７名全員出席の下に議会運営

委員会を開催し、令和３年３月熊取町議会定例会の運営について審議いたしました結果、次のとお

り決まりましたので、その報告をいたします。 

   まず、会期について報告いたします。 

   会期は、本日３月４日から３月29日までの26日間といたします。 

   本会議の日程でありますが、本日３月４日、５日、８日、９日及び29日の５日間といたします。 

   常任委員会の開催についてでありますが、総務文教常任委員会を３月15日に、事業厚生常任委員

会を３月11日に開催していただきます。 

   令和３年度の各会計予算につきましては、予算審査特別委員会を設置し、３月19日、22日、23日

及び24日に開催していただきます。 

   第２回目の議会運営委員会を３月11日に、環境施設広域化調査特別委員会を３月15日に、議員全

員協議会を３月15日に、それぞれ開催いたします。 

   次に、議事日程についてでありますが、議案書に記載の議事日程のとおりといたします。 

   なお、日程第５ 議案第３号 監査委員の選任同意についての件及び日程第21 議案第19号 令

和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２号）の件、以上２件につきましては、委員会付託を

省略し、本会議で審議していただきます。 

   このように決まりましたので、議長からよろしくお諮り願います。 

   以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、本定例会の

会期は本日３月４日から３月29日までの26日間と決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日３月４日から３月29日までの26日間と決

定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第３ 施政方針表明を行います。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、３月定例会の開催に当たり、令和３年度における町政運営の基本的な考

え方と主要な施策を申し上げます。 

   まず、令和２年１月に日本国内で初めて新型コロナウイルス感染症の感染が確認され、現在も世

界経済など社会情勢に大きく影響を及ぼしているところですが、感染患者への対応に全力を尽くさ

れている医療従事者をはじめ、感染拡大の防止に奔走する保健所の職員や細心の注意で高齢者など

に向き合う介護関係者、全ての関係者の皆様に対し、この場をお借りして敬意を表しますとともに、

心からお礼申し上げます。 

   さて、昨今の我が国の経済情勢については、未だ完全な終息が見えない新型コロナウイルス感染

症の影響により、依然として厳しい状況にあります。 

   今後も、感染対策と経済活動を両立し、雇用の確保、事業の継続を通じて国民生活を守り抜くた

め、令和２年12月８日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対

策」が着実に実行されるとともに、この感染症によって明らかになったデジタル化などの新たな目

標については、「経済財政運営と改革の基本方針2020」などに基づき、集中的な規制改革や必要な

投資により、再び力強い経済成長につなげられるよう期待するものです。 
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   また、大阪府においては、ＳＤＧｓやSociety5.0、スマートシティを見据えた「2025年大阪・関

西万博」について、令和２年度には公式ロゴマークが決定されるなど、明るい話題をもたらしまし

たが、今後も新型コロナウイルス感染症を乗り越えた先の、大阪の未来を切り開く象徴的な取組と

して、令和３年度は地元パビリオンの具体化など、開催に向けた動きを本格化し、新型コロナウイ

ルス感染症の克服に向けた動きと相まって、府域全体が盛り上がっていくことが期待されます。 

   次に本町の取組を振り返りますと、改めて申し上げるまでもなく、令和２年は新型コロナウイル

ス感染拡大の影響を大きく受けた１年でありました。 

   特に、コロナ禍が私たちの生活様式に与えた影響は大きく、密を避けるように都市から地方への

関心が高まるとともに、テレワークやオンライン会議など働き方をはじめ、リモート学習、オンラ

イン診療など、様々な分野でデジタル化に向けた動きも大きく変化しました。 

   こうした変化への対応も含めてＳＤＧｓの視点やSociety5.0に代表される最先端技術を活用した

スマートシティを実現すべく、大阪府・大阪市が推進する「大阪版スマートシティ戦略」に歩調を

合わせた「熊取町スマートシティ構想」を令和２年10月に策定したところであり、新しい生活様式

への対応も含め、住民の皆様の生活の質の向上を図り、長く楽しい日々を送っていただけるまちづ

くりに着手したところです。 

   令和３年度におきましては、このような社会経済情勢の大きな変化に柔軟に対応するとともに、

これまでの各施策の方向性を踏まえ、次の４つのテーマに重点的に取り組んでまいります。 

   まず１点目は、『新型コロナウイルス感染症への対応』です。 

   新型コロナウイルス感染症拡大の兆候が見られた際、いち早く対策本部を設置し、感染拡大の防

止に向けた対策や体制整備などを検討・実施してまいりました。加えて、早期の臨時議会の開催な

ど、議員の皆様のご支援・ご協力もいただきながら、少しでも住民の生活を支援し不安を和らげる

べく、国の対策に先駆けて本町独自の「熊取町版緊急生活経済支援」を２度にわたり取り組んでま

いりました。また、コロナ禍における大規模災害への備えとして、各避難所用テント450張の購入

をはじめとした受入れ体制の整備を行うなど、未知の経験に屈することなく知恵を絞り、一歩先を

見越した対応に努めてきたところです。 

   また、医療崩壊の防止と住民の皆様の不安を軽減するため、関西医療大学との連携による「ＰＣ

Ｒ検査体制（熊取モデル）」を構築したところですが、引き続き令和３年度においても同検査体制

を維持するとともに、順次開始されるワクチン接種に向け、「新型コロナウイルスワクチン接種推

進本部」を立上げ、全庁体制で万全の準備を整えているところです。 

   今後も、国・大阪府の動向を注視しながら、住民が望む、より効率的な独自支援の追加実施を積

極的に検討し、コロナ禍で厳しい現状に置かれている住民生活・地域経済を支援してまいります。 

   ２点目は、『スマートシティの実現に向けたまちづくり』です。 

   行政サービスの在り方やまちづくりについては、社会の変化に対応しつつ、住民が幸せを感じ、

生活の質の向上を実感できるよう新たな取組が必要であり、従来型の解決手法では限界があった課

題に対して、先端技術を活用した革新的な解決手法を積極的に検討・導入していくことが求められ

ております。こうした時代の要請に応えるため、先ほども申し上げましたが、利用者視点による、

住民が主役のスマートシティの実現に向けた基本的な方向性や取組を示した「熊取町スマートシテ

ィ構想」を令和２年10月に策定し、令和３年２月からは、亡くなった方の様々な手続を専用窓口で

一括して受け付け、ご遺族の負担を軽減することを目的とした「おくやみワンストップサービス」

を開始したところです。 

   令和３年度においては、同構想に基づき役場のデジタル化（行政ＤＸ）を中心に取り組むことと

しており、オンライン会議のためのウェブ会議ツールの導入や、役場窓口における手数料支払いの

キャッシュレス化、国のデジタル化政策に合わせた本町の行政手続のオンライン化に着手します。

また、マイナポイント事業が令和３年９月まで延長されたことから、マイナポイント設定支援を引

き続き実施するとともに、企業や団体、グループを対象としたマイナンバーカードの出張申請に新
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たに取り組むなど、マイナンバーカードの取得率の向上に努めてまいります。 

   役場のデジタル化のほか、「買い物難民」や「ラストワンマイル問題」といった課題解決に向け

「デマンド交通社会実証実験」を実施し、スマートモビリティの推進につなげてまいります。また、

教育分野におきましては、児童・生徒の主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図るべく、

「デジタル教科書」を小・中学校の社会科及び理科に導入するとともに、校務業務の電子化や校内

情報の一元化により業務効率を向上させ、教職員の負担軽減を図る「統合型校務支援システム」を

導入します。 

   ３点目は、『ＳＤＧｓの実現を通じたまちづくり』です。 

   国連では、「誰ひとり取り残さない世界」をスローガンとし、2030年を年限とする17の国際目標

から成る持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」を定めており、これからの様々な課題解決や、まちづく

りに当たっては、この国際目標の実現を通じて豊かで活力ある持続可能な社会を目指していくこと

が求められています。 

   我が国においても、政府がその取組の重要性を示しておりますが、国による取組だけでは達成が

困難であり、地方公共団体も含めた社会のあらゆる主体が連携してＳＤＧｓの取組を進める必要が

あり、住民に最も身近な行政サービスを提供する本町においても、積極的に推進してまいります。 

   ＳＤＧｓの基本理念は「公正」「共生・包摂」「循環」であり、一例を申し上げますと、地球環

境保全における取組については、令和２年５月に「熊取町気候非常事態宣言」を発出したところで

あり、「第４期熊取町温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、引き続き温室効果ガス排出

量の削減に取り組むほか、同年に策定した「熊取町エコプロジェクト」に基づき、「プラスチック

ごみの削減」や「食品ロスの削減」などを積極的に進めてまいります。 

   また、子どもを守り育てる取組として、児童相談所などの関係機関や関係自治体間で支援の対象

となる要保護児童の情報を共有するため国が整備を進めている「情報共有システム」に新たに参画

するなど、子どもの総合相談体制や見守り体制のさらなる充実を図るほか、子どもの居場所づくり

については、地域のボランティアが支える「子ども食堂」や「くまとり元気広場」など、本町の特

色を生かした町ぐるみの子育てを引き続き推進します。 

   これら以外にも、「教育」や「ジェンダー」といったＳＤＧｓの17の目標の達成につながる取組

を通じて、人口減少社会の中でも持続可能なまちづくりを進めてまいります。 

   ４点目は、『町制施行70周年記念事業』です。 

   令和３年11月３日、町制施行から70年を迎えるに当たり、令和３年度はその節目の年として住民

の皆様とお祝いするとともに、これまで先人が築いてきた我が“まち”を改めて知り、感じること

で、さらなる愛町心を高め、確かな未来への夢や希望を育む機会にしたいと考えております。 

   現在、関係団体の皆様には「町制施行70周年記念事業懇話会」にご参画いただき、貴重なご意見

を踏まえながら進めているところであり、ロゴマークとキャッチフレーズにつきましては広く公募

の上、令和２年11月に決定しております。 

   令和３年度におきましては、年末に至るまでの間を本事業期間として、様々な記念事業に住民の

皆様とともに取り組みます。 

   具体的には、記念式典をはじめとして、後世に思いをつなぐ記念植樹やデザインマンホールの作

成、著名な歌手などによる記念コンサート及びだんじりや健康をテーマとしたフェスティバルのほ

か、町内飲食店を盛り上げる連携事業など、既存事業を生かした冠事業なども含め、「町制施行70

周年記念事業懇話会」のご意見を参考に今後さらにブラッシュアップするとともに、新型コロナウ

イルス感染症の感染状況を注視しながら、住民の皆様と一緒になって町制施行70周年をお祝いする

にふさわしい事業にしてまいりたいと考えております。 

   それでは、令和３年度当初予算の概要ですが、歳入は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、町税が減少しておりますが、それらを一定補塡する形で、地方交付税をはじめ、地方特例交

付金、臨時財政対策債が増加しております。 
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   一方の歳出は、人件費が増加したことに加え、社会保障関連経費である扶助費が増加しており、

また、公共施設の老朽化に伴う維持経費等も必要額を計上した結果、大きな投資的事業があった前

年度よりは減少しているものの、過去最大規模となった令和２年度に次ぐ予算額となっております。 

   続いて、令和３年度予算についてですが、一般会計については、前年度に比べ3.8％減の147億

5,840万3,000円、国民健康保険事業特別会計は、前年度に比べ0.5％減の51億4,298万5,000円、後

期高齢者医療特別会計は、前年度に比べ4.3％増の７億2,242万2,000円、介護保険特別会計は、前

年度に比べ1.0％減の39億5,786万円、墓地事業特別会計は、前年度に比べ147.5％増の4,610万円、

下水道事業会計は、前年度に比べ1.3％減の21億485万5,000円であり、これらの総額は、267億

3,262万5,000円の規模となっております。 

   続きまして、第４次総合計画に定める５つの施策の大綱に従い、令和３年度において取り組んで

まいります主要な施策を中心に、その概要を申し述べます。 

   １つ目は、「一人ひとりの意識とご近所のふれあいで暮らしやすいまち」です。 

   初めに、「住民協働・住民参画」です。 

   町がテーマを提案し、住民の皆様から事業募集する「行政テーマ型」の住民提案協働事業として、

子どもたちの居場所・交流の場を提供する「こども食堂」をはじめ、「ＳＮＳを活用した住民主体

のシティプロモーション」がテーマのＹｏｕＴｕｂｅｒ養成講座のほか、新たなテーマとして「長

池オアシス公園のハスの保全・活用」事業など、合計６つの事業を実施します。 

   また、先ほど申し上げましたとおり、町制施行から70年を迎えるに当たり、関係団体のご協力の

下、より多くの住民の皆様にご参加いただき、一緒にお祝いできる様々な記念事業を実施してまい

ります。 

   次に、「地域コミュニティ」です。 

   全39の区長・自治会長の皆様に「町政連絡事務嘱託員」の委嘱を行い、年５回の「町政連絡事務

嘱託員連絡会」などを通じて、地域と行政の緊密な連携を図ります。 

   次に、「防犯・交通安全・消費生活」です。 

   「防犯対策の強化」については、「熊取町安全パトロール隊」による青色防犯パトロールを引き

続き実施し、発生事案に臨機に対応するなど、より効果的なパトロールを行います。 

   また、防犯カメラについては、各自治会との協議などを踏まえ、令和２年度にリース契約により

増設した42台を含めて現在100台設置しており、また、「動く防犯カメラ」とも言われるドライブ

レコーダーについては、青色防犯パトロールカーをはじめ全公用車に設置しているところです。今

後も泉佐野警察と連携の上適切に運用し、犯罪抑止に努めます。 

   交通安全については、児童などを対象とした交通安全教室の開催や放置自転車などへの街頭指導

及び定期的な撤去を行うなど、交通安全意識と交通マナーの向上に努めるとともに、道路交通環境

の安全性確保を図り、交通事故防止につなげてまいります。 

   消費生活相談体制につきましては、引き続き「消費生活センター」を平日、全て開設し、複雑

化・多様化する消費生活問題に迅速に対応するとともに、大阪府消費生活センター、大阪弁護士会

などの関係機関と連携を図り、円滑な相談対応を行います。 

   また、講演会の開催や、きめ細かな出前講座などの消費者教育を実施することで、多面的に被害

の未然・拡大防止に取り組みます。 

   次に、「防災」です。 

   町内の全ての地区で結成されている自主防災組織において、地域住民が自助・共助を基本とする

自主防災活動を展開していく際に必要となる「地区別自主防災マニュアル」の作成を支援・推進し

てまいります。 

   また、近年の大規模水災害の頻発や甚大な被害を踏まえ、不動産取引時における重要事項説明の

項目として「水防法に基づく水害ハザードマップにおける取引物件の所在地」が新たに位置づけら

れたことから、本町の備えとして、既存の「熊取町防災マップ」に水害ハザードも含めた総合防災
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マップを作成するとともに、全戸配布により情報共有を図ります。 

   さらに、各種団体など住民参加の下大規模災害を見据えた総合防災訓練を開催し、住民の防災意

識の高揚はもとより、地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを進めます。 

   防災体制の整備としては、緊急情報などの効率的な伝達に向け、防災行政無線の適正管理を行う

とともに、「おおさか防災ネット」や「大阪府防災行政無線」を活用するほか、民間ケーブルテレ

ビ事業者と引き続き連携するなど災害時における円滑な状況集約につなげます。加えて、近い将来

発生が想定される巨大地震に備え、災害用備蓄物資などを適正に管理します。 

   また、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の趣旨を踏まえ、災害に適切かつ

効果的に対応するため、消防団装備などの計画的な整備及び適正な維持管理を行うとともに、消防

団員の災害対応能力の向上を目指します。加えて、消防団各分団の防災資機材を充実させ、今後も

分団車両及び分団消防器具庫を適正に管理し、消防力強化を図ります。 

   住宅の耐震化率の向上については、「熊取町耐震改修促進計画」に基づき、住宅の耐震化率目標

95％達成に向け、耐震基準に満たない木造住宅に対し、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修費用さ

らに除却工事費用への一部補助を引き続き実施するほか、ブロック塀の撤去などの補助につきまし

ても期間を延長し、実施します。 

   土砂災害の未然防止などに資する取組としては、土砂災害防止法に基づき「土砂災害警戒区域

等」として大阪府から指定された地域の自治会単位において、避難施設や避難路など、円滑な避難

を確保する上で必要な事項を記したハザードマップの作成を小垣内地区、五門地区において実施し

ます。 

   また、大雨時、河川の溢水、護岸の崩壊を未然に防止するため、令和２年度に引き続き、若葉地

区の準用河川見出川における河床整正工事を実施するほか、老朽化したため池の改修として、鳥ノ

池において取水施設の修繕を行います。 

   次に、「男女共同参画・多文化共生」です。 

   男女それぞれの人権が尊重され、性別に関わらずその個性と能力が発揮できる社会の構築を目指

すため、「熊取町男女共同参画プラン」に基づき、講演会の開催や情報誌の発行による啓発をはじ

め、全庁的な取組を推進するとともに、ＤＶ被害者を守るため、関係機関との連携を強化し、相談

体制の充実を図ります。 

   また、令和４年度末に同プランの計画期間が満了することから、令和３年度は次期計画策定に向

けたアンケート調査などに着手します。 

   次に、「平和・人権」です。 

   非核平和については、広報紙やホームページを活用した周知活動を行うとともに、平和パネル・

ポスター展の開催や平和関連施設を訪問するフィールドワークなどを通じ、平和意識を醸成します。 

   人権課題については、新型コロナウイルス感染者やその家族、濃厚接触者、加えて医療従事者を

はじめとするエッセンシャルワーカーへのいわゆる「コロナ差別」など新たな課題や年々複雑多様

化する課題の解消に向け、講演会、ポスター展、街頭啓発などによる周知・啓発に取り組むととも

に、庁内関係部署や関係機関との連携を強化し、相談体制の充実に努めます。 

   ２つ目は、「まちに愛着を持てる、たくましく生きる力を持つ子どもが育つまち」です。 

   初めに、「子育て」です。 

   子育て世代包括支援センター（すくすくステーション）を中心に、安心して子どもを産み育てる

ことができる環境づくりとして、保健師による妊娠届出時や出生届出時の全数面接の機会及び各種

乳幼児健診や地域出前講座などの対面の機会に加え、令和２年度に導入した子育てアプリ「くまっ

子ナビ」を活用した情報発信を行うなど、相談しやすい体制づくりを進めるとともに、産後ケア事

業の対象期間と多胎妊婦への妊婦健診受診券の補助及び不妊不育治療費助成を拡充するなど、妊娠

期・出産期から子育て期にわたる切れ目のない支援のさらなる充実に努めてまいります。加えて、

発育・発達の遅れ、疾病及び虐待の早期発見を目的とした専門的な相談を引き続き実施し、安心し
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て子育てができるようきめ細かく対応するとともに、風疹対策として、妊婦や妊娠を希望する女性

とパートナーを対象とした任意接種助成や抗体が不十分な年代の男性を対象とした定期接種を行う

など、引き続き風疹の感染拡大防止に取り組んでまいります。 

   子どもの総合相談体制及び見守り体制につきましては、引き続き児童虐待防止のスーパーバイザ

ーを配置し、緊急事態などへの迅速かつ適切な対応をするとともに、教育・福祉・保健分野との連

携を生かした、相談機関が一体となった子ども家庭相談を実施し、児童虐待の未然防止に努めます。

さらに、要保護児童が転居した際の自治体間の的確な引継ぎや児童相談所と自治体との日常的かつ

迅速な情報共有に資するべく、国が整備を進めている「情報共有システム」に参画してまいります。 

   また、子どもの最善の利益を尊重するための指針となる「（仮称）子ども基本条例」については、

令和３年度の制定に向け、当事者である子どもの意見も取り入れた実効性のある条例となるよう、

住民と協働で作業を進めてまいります。 

   次に、「保育・幼児教育」です。 

   「第２期熊取町子ども・子育て支援計画」に基づき、教育・保育事業をはじめとした各種の子育

て支援施策の取組を進めます。 

   保育所等については、現在建て替えを進めている民間のさくらこども園に対して、引き続き施設

整備に係る補助金を交付し、教育・保育認定児童に対する充実した保育環境の提供と入所受入れ枠

の拡充を図るなど、今後も公民連携の下で待機児童の発生回避に努めてまいります。 

   また、保育所等に通う子どもが病気により集団保育が困難なときに、医療機関と連携した施設で

預かる「病児・病後児保育」を貝塚市との広域利用により実施し、保護者の子育てと就労の両立を

支援します。 

   町立保育所においては、保育環境の改善を図るため、西保育所の大規模修繕工事とともに東保育

所の大規模修繕に向けた設計を実施するなど、各施設の適切な維持管理を行ってまいります。 

   また、令和４年度からの西保育所の民営化については、現在の町立保育所の保育を継承し、子ど

もや保護者が不安を抱かないよう、保護者の意見を聞きながら、１年間をかけて丁寧に引き継いで

まいります。 

   感染症対策としては、町立保育所に換気機能付エアコンを導入するとともに、民間保育所に対し

ても保育環境を保つために必要な費用を助成します。 

   学童保育運営事業については、引き続き指定管理者と連携しながら、新たに施設整備した北学童

保育所を含め、全ての学童保育所において、より安全で安心できる保育を提供するとともに、待機

児童対策に努めてまいります。特に、長期休業期間と土曜日における開所時間の午前８時への前倒

しに加え、北学童保育所及び中央学童保育所においては「長期休業期間限定学童保育」を実施する

など、保護者の就労形態に応じた保育サービスを提供します。 

   次に、「学校教育」です。 

   冒頭の「ＳＤＧｓの実現を通じたまちづくり」で申し上げたとおり、ＳＤＧｓの17の目標項目に

向けた学びを通じて、国際化、多分化共生社会を見据えた上で、将来を担う子ども達が広く世界に

目を向けるきっかけや、人権問題、環境問題といった様々な課題を自分事として考える力・エモー

ショナルな力の醸成につながるよう、子どもたちへの教育を進めてまいります。 

   具体的には、ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ機器を活用した研修などを通して教職員の授業

力の向上を図るとともに、子どもたちに寄り添い、また、子ども達を支援するファシリテーターと

して、目線を合わせた取組姿勢により、「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」のバランスの

取れた児童・生徒の育成を目指して取組を進めます。 

   また、グローバル化に対応した教育の充実・質の向上を目指して、引き続き全小・中学校に外国

語指導助手を配置し、子どもたち一人一人の英語への興味・意欲・関心を高めながら、外国語で多

様な人々と意思疎通を図ることができる基礎的な力を育成することに加え、新たに、公立中学校の

生徒を対象とした英語の民間試験を実施し、英語力の定着状況を測ることにより、主体的に学習に
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取り組む姿勢を育むとともに、授業の改善にも生かしてまいります。 

   学力向上を図るために、児童生徒に基礎・基本を定着させるとともに、学習意欲の向上や学習習

慣を育成・定着させ、生涯にわたる学習の基盤をつくることが必要です。このようなことから、町

内大学との連携によるインターンシップ事業や学生・地域人材による学習支援ボランティア派遣事

業を引き続き実施し、児童・生徒の個に応じたきめ細かな指導・支援を行います。また、運動部活

動の活性化を図るために、大阪体育大学との連携による「ＤＡＳＨプロジェクト」の一環として、

町内公立中学校の運動クラブに、大学生をスポーツ指導者として派遣します。このように、地域・

町内大学等との連携を進め、「開かれた学校づくり」と「地域のよさを活かした特色ある学校づく

り」を積極的に推進します。 

   全国的にも高い配置水準であるスクールソーシャルワーカーにより、学校におけるいじめ、不登

校、児童虐待など、子どもを取り巻く様々な問題に対し引き続き多面的な支援を実施します。また、

教育・子どもセンターに臨床心理士を配置し、学校と教育委員会、健康福祉部、子ども家庭センタ

ーなど、関係機関との連携を生かしたきめ細かな相談体制の充実も図ります。 

   学校ＩＣＴ環境整備については、その環境を有効に活用できるよう、ＩＣＴ支援員を配置し、子

どもたち一人一人に個別最適化を目指した教育に取り組むとともに、情報活用能力育成のための情

報教育の充実を図ります。また、ＩＣＴを活用した授業の充実のため、小・中学校に社会科・理科

の授業用「デジタル教科書」を導入します。さらに、学校におけるネットワークセキュリティーの

強化を行うとともに、教職員の校務業務の軽減を図り、校内情報についての一元化を図るため、新

たに「統合型校務支援システム」の導入を進めます。 

   学校給食については、令和２年度からスポットクーラーにより夏季の給食調理場内の環境改善に

取り組んでいますが、令和３年度はスポットクーラーを増設することにより、さらなる労働環境の

改善と衛生的な給食の提供に努めます。また、町単独で学校栄養士を１名任用し、安全でおいしい

給食の提供体制を確保します。 

   教育環境の整備については、令和２年度末で全ての小学校のトイレ洋式化整備が完了しておりま

す。令和３年度は、熊取北中学校、熊取南中学校の同工事を令和２年度に引き続き行うとともに、

熊取中学校の同工事に向けた設計を進めていきます。 

   また、東小学校の大規模改造工事については、令和２年度の体育館棟に続き、令和３年度は管理

棟の工事を計画的に進めるほか、熊取中学校については老朽化が進む中央校舎、南校舎床の一部改

修工事を実施するなど計画的に改修等を進めてまいります。 

   次に、「生涯学習」です。 

   「熊取町第４次生涯学習推進計画」に基づき、計画の基本目標である「仲間といきいき活動し、

みんなが健康で心豊かに暮らせるまち 熊取」の実現に向け、引き続き様々な取組を進めてまいり

ます。 

   教育コミュニティづくりについては、地域による学校教育活動への支援を行う「学校支援地域本

部事業」や学校・家庭・地域が協力して子どもの学びや育ちを支える「地域教育協議会」の取組に

より、地域の教育力を高めていくよう努めます。また、「くまとり元気広場事業」、小学校での

「放課後学習」及び中学校における「放課後自習室」を引き続き開設し、放課後の子どもの安全・

安心な居場所づくりを進めてまいります。 

   公民館・町民会館の整備については、学識経験者と住民代表などで構成する整備検討委員会での

検討を経て「熊取町公民館・町民会館整備基本構想」としてまとめ、この基本構想を実現するため

の設計業者を公募型プロポーザル方式にて決定し、令和５年度中のリニューアルに向け、基本設計

及び実施設計業務を進めてまいります。 

   図書館については、まちづくりの情報拠点として機能するよう、引き続き新鮮な資料や地域資料

などを幅広く収集・整理するとともに、住民の課題解決に役立つ情報の提供にも取り組みます。さ

らに、住民団体・公的機関と連携した様々な事業を実施し、図書館利用の促進や読書活動の推進に
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努めます。また、施設管理においては、安全・快適に施設が利用できるよう、引き続き適切な維持

管理を行います。 

   次に、「文化・芸術」です。 

   文化・芸術では、煉瓦館、町民会館ホールなどで開催する企画展や文化公演を通じて、文化・芸

術に触れる機会を提供するとともに、住民が主体となった文化・芸術活動の発表の場として活用で

きるようその機会充実を図り、住民活動の活性化と支援を行います。 

   また、重要文化財降井家書院に係る障壁画の修復作業について、適正な指導や補助金の交付など

の支援により、貴重な文化財をより良い状態で後世へと引き継いでまいります。 

   ３つ目は、「だれもがいつまでも健康でいきいきと活躍できるまち」です。 

   初めに、「健康・長寿」です。 

   介護予防に取り組む住民運営の通いの場である「タピオステーション」については、引き続き地

域展開を推進するとともに、既に立ち上がっている「タピオステーション」に対する継続支援につ

いても、運動指導士、薬剤師、管理栄養士の専門職を派遣するなど、引き続き活性化を図ってまい

ります。 

   また、令和３年度から開始する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に当たり、新た

な取組として集団健診時に後期高齢者医療保険加入者を対象とした「フレイル相談」を実施し、

「タピオステーション」への参加を促進することにより、専門職との関わりの充実や必要な支援に

つなげられるよう努めてまいります。 

   さらに、大阪体育大学との協働事業である「ＤＡＳＨプロジェクト」の健康分野での取組として、

「タピオステーションの効果判定」や「フレイル予防サポーター養成講座」を引き続き実施するこ

とにより、介護予防・健康づくり推進ボランティアの育成につなげ、「“フレイルゼロ”のまち 

熊取」を目指します。 

   次に、「保健・医療」です。 

   「第３次健康くまとり21（健康増進計画、食育推進計画、自殺対策計画）」に基づき、引き続き

多様な取組を進めてまいります。 

   がん検診については、利便性の向上による新規受診者の獲得のため、協会けんぽの特定健診と町

によるがん検診とのコラボ実施において検診種目を拡大するとともに、通常の集団検診についても、

引き続き胃がん・大腸がん検診と結核・肺がん検診の同時実施日を設定するなど、利便性の向上を

図ります。 

   受診勧奨については、子宮がん検診と乳がん検診のクーポン券送付対象者においても、これまで

の電話に加え、新たにはがきによる再勧奨を行うことにより、若い世代を含めた効果的な勧奨に努

めます。 

   新型コロナウイルス感染症対策については、引き続き、感染予防などに資する情報発信や啓発を

行うとともに、関西医療大学と連携協定を締結し、ＰＣＲ検査が迅速に受けられるよう「熊取モデ

ル」を引き続き実施します。また、急務となっているワクチン接種については、冒頭の「新型コロ

ナウイルス感染症への対応」で申し上げたとおり、泉佐野泉南医師会及び町内医療機関などの協力

を得ながら、住民の皆様が速やかに接種できるよう体制整備を図っているところです。 

   次に、「運動・スポーツ」です。 

   総合体育館（ひまわりドーム）などについては、引き続き指定管理者による管理運営を行い、ニ

ーズに応じた教室の開催など住民サービスの向上に努め、さらなるスポーツ環境の整備を図ります。 

   あわせて、スポーツ大会やイベントを通して、スポーツの振興及び地域の活性化に向け取り組ん

でいるスポーツコミッションと協力・連携するとともに、その取組を支援してまいります。 

   また、各種スポーツ施設・設備については、八幡池青少年広場のトイレ新設工事や、総合体育館

における老朽化に伴う雨漏り修繕に向けた調査、ガス設備の更新など、引き続き適切な維持管理に

努めます。 
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   次に、「高齢者福祉」です。 

   令和２年度策定の「いきいきくまとり高齢者計画2021」に基づき、高齢者が尊厳を持ち、住み慣

れた地域で安心して健やかに暮らせるまちづくりを目指し、さらなる地域包括ケアシステムの推進

に取り組むとともに、地域共生社会の実現に向けた地域づくりの取組を支援します。 

   具体的には、新たに「大阪府介護予防活動強化推進事業」を活用したスーパーバイザーの助言な

どに基づき、今後ますます重要となる介護予防・自立支援・重度化防止などの取組を充実させるべ

く検討を行うとともに、地域包括支援センターの相談窓口については、令和２年度から熊取ふれあ

いセンターに開設した月１回の出張相談窓口に加え、「タピオステーション」においても新たに相

談機会を設けるなど、身近な地域で気軽に相談できる体制づくりを進め、支援が必要な高齢者をよ

り早く地域包括支援センターにつなげられるよう、支援体制の強化を図ります。 

   在宅医療・介護連携については、2040年を見据え、町内の医師やケアマネジャーなどの多職種で

構成する「医療介護ネットワーク連絡会（ひまわりネット）」の連携強化を図るとともに、広域的

な医療と介護の連携を拡充するため、本町以南の３市３町共同で泉佐野泉南医師会へ引き続き委託

し、在宅医療・介護連携を推進します。 

   認知症施策については、令和元年６月に国が策定した「認知症施策推進大綱」に沿って、認知症

の理解促進や相談先の周知などを目的とした「認知症サポーター養成講座」を引き続き実施するほ

か、新たに「認知症簡易チェックシステム」を導入し、認知症の早期発見・早期治療による重症化

の予防につなげるなど、普及啓発に努めます。 

   また、認知症の方や家族の支援ニーズと認知症サポーターを結びつける「チームオレンジ」の取

組として、認知症サポーターの具体的な支援活動に向けた「ステップアップ講座」を新たに開催す

るほか、この「チームオレンジ」の具体的な活動の場づくりとして、ふれあいセンターで認知症カ

フェを定期的に開催してまいります。 

   適正な介護サービスに提供に向けましては、引き続き広域福祉課と連携し、介護事業所への指導

を実施するとともに、ケアプランチェックなどにより、安心して介護サービスを利用いただけるよ

う努めてまいります。 

   独り暮らし高齢者等の見守りについては、既存の緊急通報装置貸与事業のオプションサービスで

ある「お元気コール」を活用し、地域包括支援センターでの見守りや町内事業所の見守りネットワ

ークでの見守りなどとともに、引き続き重層的に取り組みます。 

   地域交流や介護予防事業の拠点施設である老人憩の家については、利用者の安全確保などを念頭

に公共施設等総合管理計画などに基づき、昭和56年以前の旧耐震基準の26施設のうち、耐震補強工

事に係る国の補助金の活用を図り、時期を前倒ししながら令和２年度には５施設の耐震補強工事が

完了し、その他14施設についても耐震補強工事などの実施設計が完了しております。令和３年度に

おいても、14施設の耐震補強工事を完了させるなど早期の耐震化に向け安全対策などを計画的に進

めてまいります。 

   次に、「障がい者福祉」です。 

   令和３年３月に策定した「熊取町第６期障がい福祉計画」及び「熊取町第２期障がい児福祉計

画」に基づき、障がいのある人もない人も住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができる社会の

実現に向けて、保健、医療などの関係機関と連携し、施策の推進を図ります。 

   その一つとして、障がい者の重度化・高齢化や親が亡くなった後を見据え、令和２年度に「地域

生活支援拠点等の整備」として、相談機能のほか、緊急時の受入れ、体験の機会、専門的人材の確

保・養成、地域の体制づくりの５つの機能に着目した、障がい者の生活を地域全体で支えるサービ

ス提供体制を構築したところですが、令和３年度は関係機関と連携しながら、利用の可能性がある

方に対する事前登録の案内や協力事業所の拡大に向けた研修を実施するなど、体制の充実に努めて

まいります。 

   また、手話言語条例に基づき、引き続き、手話の理解啓発及び普及を図ってまいります。 
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   次に、「地域福祉・社会保障」です。 

   「熊取町第４次地域福祉計画」に基づき、住民や地域、関係機関、行政などが「我が事」のよう

に「丸ごと」つながり合える地域を共に力を合わせてつくる「地域共生社会」の実現を目指します。 

   住民の生活課題の早期発見や複合的な課題を抱えた相談者への対応など、コミュニティソーシャ

ルワーカーが寄り添うきめ細かな相談体制の構築をはじめ、令和２年度にモデル事業として実施し

た「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」を引き続き推進することにより、重層

的な支援体制のネットワークづくりにつなげてまいります。 

   また、地域とのつながりが強い熊取町社会福祉協議会と連携・協力しながら、住民の地域福祉活

動への参加促進や環境づくりに努めます。 

   健康づくりへの機運醸成のため、先駆的な取組である「熊取町国民健康保険被保険者健康づくり

推進奨励事業（めざせ！がっちり健幸）」や、健康づくりやボランティアへの取組に対してポイン

トが貯まる「熊取ぴんぴん元気！ポイントアップ事業」を引き続き実施し、ひいては、医療費や介

護給付費も縮減するなど、「健康の好循環」を図ってまいります。 

   また、医療保険制度を維持し、負担の公平性が保たれるよう個々の状況に応じた保険料の収納対

策に努めるとともに、福祉的配慮が必要な方々には、子ども医療をはじめ、ひとり親家庭医療、重

度障がい者医療に対する費用助成について、適切に実施してまいります。 

   ４つ目は、「住みたい、住み続けたい、いつか帰りたいまち」です。 

   初めに、「市街地整備」です。 

   熊取駅西地区については、本町の玄関口にふさわしい、にぎわいのある市街地の形成を目指して、

熊取駅西地区まちづくり協議会との協働の下、引き続き土地利用の事業手法などを検討してまいり

ます。 

   熊取駅西交通広場の整備については、泉佐野市と連携を図りながら、事業用地の取得を進めた上

で、交通広場の整備工事や熊取駅東西自由通路に係る昇降設備などの整備工事を実施し、早期の供

用開始に向けて取り組んでまいります。 

   また、人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するため、医療や日常生活サービスの機

能を維持しつつ、適切な都市機能の誘導や公共施設の配置により、持続可能な都市構造に再構築す

るための指針となる「立地適正化計画」を策定します。 

   次に、「道路・交通」です。 

   都市計画道路の整備促進については、災害時における物資輸送路としての観点からもミッシング

リンクとなっている広域幹線道路のネットワークの整備に取り組むよう、現在事業中の大阪岸和田

南海線の早期完成及び事業着手の方針が示された泉州山手線の早期事業展開、並びに大阪外環状線

の４車線化の早期事業化について、引き続き国・大阪府に対しより強く要望を行ってまいります。 

   また、泉州山手線の整備促進に向け、貝塚市と協力して、七山北地区の地籍調査を引き続き実施

してまいります。 

   地域幹線道路の整備では、令和４年度の事業完了を目指す町道久保高田線歩道拡幅事業について

は、ひまわりドーム前交差点からひまわりドーム南交差点の区間において、通学児童などの安全・

安心な歩行空間を確保するため、引き続き歩道拡幅工事に取り組みます。 

   また、計画的な道路網整備を進めるため、第３次道路整備計画策定業務を実施し、今後の道路網

整備について検討してまいります。 

   一方、道路の維持管理については、「道路舗装修繕計画」及び「道路橋りょう長寿命化修繕計

画」などに基づき、歩道部分を含めた舗装修繕工事及び道路橋梁の修繕設計を計画的に進めるとと

もに、引き続き、道路附属物などの点検や路面下空洞調査を実施してまいります。また、公共用地

境界確定図の電子化業務を実施し、窓口サービスの迅速化及び謄抄本交付事務などの適切かつ効率

化を図ってまいります。 

   ひまわりバスについては、今後も町民の皆様の利便生の向上のため、改善に取り組むとともに、
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「地域公共交通会議」を設置の上、路線バスとの適切な連携の下、将来においても持続可能な新た

な交通体系の構築に向けた調査研究を行うとともに、「デマンド交通社会実証実験」を行ってまい

ります。 

   次に、「上水道・下水道」です。 

   上水道事業については、令和３年度から大阪広域水道企業団との統合により、浄水場から蛇口ま

で一元管理が可能となり、今後においては、本町のライフラインとしての防災面の強化など緊密に

連携しながら、企業団の技術力や組織力などを生かした経営基盤において、より効率的・効果的に

耐震化事業を推進するなど、さらに安全で安心な水の供給に努めてまいります。 

   下水道事業については、令和２年度策定の「熊取町下水道ビジョン（経営戦略）」に基づき持続

可能で健全な運営を図ってまいります。 

   整備面については、令和３年度末人口普及率82.6％を目標に、指定避難所である東小学校及び熊

取南中学校を含めた小垣内、大宮、久保及び大久保地区において公共下水道工事を実施するととも

に、小垣内、朝代及び和田地区において令和４年度以降の工事に向けた詳細設計を行います。 

   また、施設の維持管理については、ストックマネジメント計画に基づき、マンホールポンプ施設

の更新工事を実施するとともに、管路施設の点検調査に着手します。 

   一方、経営面については、今後の人口減少及び１人当たり有収水量の減少により使用料収入の減

少が予測されることから、公営企業会計における新たな下水道使用料の見直し検討に着手します。 

   次に、「公園・自然環境」です。 

   「みどりの基本計画」に基づき緑化対策を推進するとともに、永楽ダム周辺の桜の保全・活用に

ついては、「奥山雨山自然公園みどりの保全・活用計画」に基づき進めてまいります。 

   公園については、「公園施設長寿命化計画」に基づき、国の交付金を活用し、長池オアシス公園

において、３か年計画の３年目として施設をリニューアルするとともに、令和４年度からの奥山雨

山自然公園施設更新に向け、設計業務を行います。 

   また、希望が丘１号公園において、老朽化した外周フェンスを修繕するとともに、都市公園の全

照明灯のＬＥＤ化について、５か年計画の１年目として計画的に進めてまいります。 

   次に、「住環境」です。 

   「美しいまちづくり条例」及び「第２次美しいまちづくり推進基本計画」に基づき、美化活動の

充実を図るため、熊取駅周辺における街頭啓発キャンペーンや路上喫煙・ポイ捨て対策パトロール

などの美化活動に加え、熊取駅西地区での新たな路上喫煙禁止区域などの指定についても当地区の

整備の進捗状況を見ながら検討してまいります。 

   また、永楽ダム周辺における大学やボランティア団体との協働による美化活動をはじめ、自治会

が実施する環境美化活動を支援するなど、引き続き、「大阪でいちばんきれいなまち『くまと

り』」を目指します。 

   次に、「循環型社会」です。 

   地球環境保全におけるＳＤＧｓの取組を積極的に進めてまいります。 

   具体的には、令和２年５月に表明した「熊取町気候非常事態宣言」による気候変動の非常事態に

関する住民への周知啓発に努めるとともに、「第４期熊取町温暖化対策実行計画（事務事業編）」

に基づき、引き続き温室効果ガス排出量の削減に向け、企画・実行・評価・改善という不断の取組

を進めてまいります。 

   また、令和２年５月に策定した「熊取町エコプロジェクト」に基づき、プラスチックごみの削減

に関する取組については、令和２年度に作成した熊取町オリジナルエコバッグのイベントなどにお

ける配布、イベント開催時におけるリユース食器の活用、町内公共施設における自動販売機のペッ

トボトル販売抑制など、また、食品ロスの削減に関する取組については、熊取版食べきり・食材使

い切りレシピの普及啓発や『毎週月曜日は食べマンデー』をキャッチコピーとした啓発をはじめ、

持ち帰りや小盛対応協力店へのステッカーの配布のほか、町内公共施設に設置しております食品回
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収窓口（フードドライブ）で回収した食品をフードバンク、町内子ども食堂等へ寄附するなど、

様々な取組を継続して実施してまいります。 

   し尿処理については、令和３年４月から泉佐野市田尻町清掃施設組合への事務委託を開始し、そ

れに伴い大原衛生公苑については受入れ終了の上、施設廃止に向けた清掃などの作業を進めるとと

もに、跡地の有効活用について検討してまいります。 

   環境センターについては、焼却炉のさらなる安定燃焼のため、炉内にごみを自動制御で投入する

給じん機や、炉底部の不燃物除去を担う不燃物取り出しコンベアの更新を行い、施設の長寿命化を

図っていきます。 

   広域での新ごみ処理施設整備については、最適候補地の環境アセスメント調査をはじめ、各種調

査業務などを実施することに併せ、泉佐野市田尻町清掃施設組合へ本町から職員派遣を行い、関係

自治体とともに慎重に事業推進に努めてまいります。 

   次に、「商工業・サービス業」です。 

   町内産業の持続的な発展を図るため、令和２年度に更新した産業振興ビジョンの具現化に取り組

んでまいります。 

   また、「産業活性化基金」を活用し、中小企業者向け融資制度に対する補助を行うとともに、

「熊取ブランド創造支援事業」や、熊取コロッケをはじめとする「『くまとりやもん⤴ 』ブランド

認定事業」を通じて、熊取ブランドの創出に努めます。 

   さらに、「創業支援事業」や「６次産業化支援事業」により町内の中小企業者、農業者を支援し

ていくことにより、一層の産業活性化を図ってまいります。 

   次に、「農林業」です。 

   農業の魅力を伝えるため、地元で取れた野菜や米を学校給食に使用するとともに、「熊取ふれあ

い農業祭」をはじめ「品評会」や「野菜市」への支援などを通じて、地産地消の取組を進めます。 

   また、熊取町「人・農地プラン」に基づき、地域の担い手の把握や農地の利用集積に努めつつ、

新規就農者への支援や、有害鳥獣への対策など、継続的・安定的な農業経営ができる環境づくりに

取り組みます。このほか、遊休農地対策事業により、引き続き遊休農地の解消を図ります。 

   森林資源の保全については、奥山雨山自然公園及びその周辺の町有林におけるナラ枯れ被害の拡

大を防止するため、令和元年度から新たに歳入している「森林環境譲与税」を財源として、引き続

き防除などの対策を講じてまいります。 

   次に、「観光・交流」です。 

   本町の自然や文化など、地域資源の魅力を発掘・発信し、既存の観光資源を生かしたイベントな

どを通じて、認知度を高め、交流人口の増加に努めるとともに、多様な関係者と協働し、にぎわい

づくりを推進してまいります。とりわけ、「くまとりにぎわい観光協会」への支援を引き続き行う

ことで、町主催イベントとの連携を図りながら、「くまとりＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩの日」に代

表される特色あるイベントを企画・実施するなど、地域活性化に取り組んでまいります。 

   また、一般社団法人ＫＩＸ泉州ツーリズムビューローへの参画により、広域で連携したプロモー

ションを行い、観光、交流の推進を図ります。 

   さらに、野外活動ふれあい広場周辺において、にぎわい創出の新たな仕掛けづくりとして取り組

んでいるブルーベリー農園の運営を継続支援することにより、交流人口の増加につなげるとともに、

ブルーベリーを使った特産品の開発に向け、新たに生産拠点として拡張する農園に対し、支援して

まいります。 

   次に、「雇用・就労」です。 

   就労困難者等支援策の一環として、引き続き、就労支援センターにおいて雇用・就労につなげる

ための就労相談に取り組むとともに、就職困難者のスキル向上のため、資格取得費用の一部助成な

どを行うことにより就労につなげてまいります。 

   ５つ目は、「健全で安定した持続可能なまち」です。 
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   初めに、「行財政運営」です。 

   持続可能で身の丈に合った行財政運営の実現に向け、「熊取町第３次行財政構造改革プラン」及

び「アクションプログラム」に基づき、様々な改革に取り組みます。 

   自主財源の確保については、公平・公正で適正な課税を前提として、滞納整理の推進及び税務職

員の徴収技術の向上を目的に設置された大阪府域地方税徴収機構へ引き続き参画するなど、さらな

る徴収率の向上に取り組みます。 

   また、令和２年４月から、納税できるスマートフォンアプリの種類を拡大し、さらなる利便性の

向上を図ったところですが、今後とも納税方法の多チャンネル化を推進し、納税者の利便性の向上

に、一層取り組んでまいります。 

   平成31年４月から実施しているコンビニ交付サービスの利用状況については、マイナンバーカー

ド取得者の増加に比例し向上していることから、さらなるコンビニ交付の稼働率向上を図るべく、

引き続きタブレット端末によるマイナンバーカードのオンライン申請支援を行うほか、身近な場所

で申請ができるよう、新たに企業や団体、グループを対象とした出張申請を開始させるなど、マイ

ナンバーカードの普及に努めます。 

   これまでタイムカードで管理していた職員の出退勤管理及び各種休暇などの届出処理については、

出退勤システムの導入により、ペーパーレス化を含めた事務の効率化を図ります。 

   また、いわゆる「３密」を回避する新型コロナウイルス感染症対策として有効であるウェブ会議

については、現在既存のシステム環境において限られた範囲で対応しているところですが、本庁舎

や出先の施設との連絡調整や、外部関係者との会議など、働き方改革などにもつながる、より効率

的な行政活動に向けた「Ｗｅｂ会議システム」を導入します。 

   加えて、選挙に係るコストを抑制するとともに、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和４

年に執行される参議院議員通常選挙から「投票管理システム」を導入すべく、システム構築に向け

た準備を進めます。 

   次に、「情報の公開」です。 

   運用開始後10年が経過する町のホームページについて、町制施行70周年記念事業の一環としてリ

ニューアルし、利用者の皆様が必要な情報に簡単にたどり着き、より多くの情報を得られるよう進

めてまいります。 

   広報紙については、令和２年10月号からＡ４判へ移行したところですが、引き続き情報量や紙面

構成などの改善に取り組み、より親しみやすい広報紙づくりに努めます。 

   さらに広報紙、ホームページ、ＳＮＳなどを通じて、重要な施策や緊急の情報などを、速やかに

かつ分かりやすく住民の皆様にお届けしてまいります。 

   また、「タウンミーティング」や区、自治会との「直接対話」を引き続き実施するとともに、

「パブリックコメント制度」と「パブリックモニター制度」の運用を継続し、住民参加のまちづく

りを推進します。 

   次に、「多種多様な連携」です。 

   大学との連携につきましては、先ほど申し上げた、教育、健康・長寿分野において、大阪体育大

学との連携による「ＤＡＳＨプロジェクト」など、多種多様な事業を展開しているところであり、

学園文化都市の特長を生かし、引き続き連携・協力してまいります。 

   次に、「シティプロモーション」です。 

   子育て世代に対するブランドメッセージ「ほほえみ 子育て 熊取町！」の継続的かつ効果的な

発信はもとより、若者世代を主なターゲットとしている情報誌及びＰＲ動画「熊取ものがたり」に

ついても引き続き幅広く発信してまいります。 

   また、今後の人口確保につなげるための未来への投資と持続可能なまちづくりの視点から、平成

30年度から実施している「３世代近居等支援」及び「社宅誘致支援」について、制度の利用促進の

視点で改良の上継続し、定住・転入促進につなげてまいります。 
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   以上、令和３年度における主要な施策について申し述べましたが、冒頭で申し上げました４つの

重点テーマを柱として、これらの施策を通じて、子ども、若者から高齢者まで、あらゆる人々が交

流し、つながり、ともに歩むことでまちの活力を維持し、『住みたい 住んでよかった ともにつ

くる“やすらぎ”と“ほほえみ”のまち』の実現につなげてまいります。 

   しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえますと、今後しばらくは感染拡大

防止の取組が優先されることも予想され、先ほど申し上げた主要な施策については、感染拡大状況

を見極めながら、状況により取捨選択を迫られる場合も考えられます。 

   住民の皆様に対し、ご不便やご負担、時には我慢をお願いすることもあるかもしれませんが、コ

ロナ禍で厳しい現状に置かれている住民生活・地域経済につきましては、先ほども申し上げました

とおり、国・大阪府の動向を注視し、しっかりと支援してまいります。 

   最後になりますが、施策の推進に当たりましては、私自身はもとより、職員全員が一丸となって

取り組んでまいりますので、議員各位並びに住民の皆様方におかれましても、より一層のご支援、

ご協力を賜りますようお願いいたします。 

   以上、町政運営方針といたします。ご清聴ありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で施政方針表明を終わります。 

   議事の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時47分」から「13時00分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、日程第４ 一般質問を行います。 

   質問の通告がありましたので、順次発言を許します。 

   初めに、江川議員。 

13番（江川慶子君）それでは、私から一般質問をさせていただきます。 

   冒頭、新型コロナ感染症によって亡くなられた方々に衷心よりお悔やみを申し上げるとともに、

闘病中の方々に心からお見舞い申し上げます。困難な状況下で奮闘されている医療、介護従事者に

深い感謝の意を表明するものです。 

   コロナ感染症の対策は、ワクチン頼りにせず、無症状感染者を含めた検査の抜本的拡充、医療機

関への減収補塡、雇用と営業を守る十分な補償など、感染対策の基本的取組を同時並行でしっかり

行うことが重要であります。雇用と営業を守る補償については会派代表質問で坂上巳生男議員が行

いますので、私はそれ以外の質問をさせていただきます。 

   国内の新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。政府は、医療従事者４万人への先行

接種、続いてその他の医療従事者、65歳以上の高齢者、基礎疾患を持つ人などに順次拡大する予定

であります。熊取町でも、国の方針どおりに円滑に進められるようワクチン接種推進本部を立ち上

げ、準備が進んでいるところです。しかし、国がワクチンの必要量を円滑に確保できるかは見通せ

ず、接種日程も流動的です。期間がかかるものと思われます。今重要なのは、ワクチン接種を進め

るとともに、ＰＣＲ検査の拡充など感染対策を同時並行で行うことです。 

   熊取町では、地元の関西医療大学と連携して、コロナ感染症対策としてＰＣＲ検査、熊取モデル

が創設され、事業所などで２人以上の感染者が出た場合、濃厚接触者以外の希望者に町補助でＰＣ

Ｒ検査ができるようになりました。 

   そこでお伺いします。さらなるＰＣＲ検査の拡充を求めますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、１つ目のご質問のコロナ対策についての１点目、さらなるＰＣ

Ｒ検査の拡充を求めますについてご答弁申し上げます。 

   これまでに大阪府では検査体制の拡充に取り組まれており、大阪府内においてはＰＣＲ検査が受
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けられる診療・検査医療機関は1,424か所が指定を受けており、そのうち泉佐野保健所管内では66

か所の医療機関において指定を受けております。また、そのほかの検査体制としましては、大阪府

では新規入所者等の検査や高齢者施設等の従事者への検査の集中的実施計画等におきまして、感染

拡大防止対策としてのＰＣＲ検査を実施しているところであり、また、本町の熊取モデルも併せ、

一定の検査体制は充実していると考えております。 

   議員のご質問の熊取モデルの拡充につきましては、現状、クラスター対策における実績もある中

で、必要な検査を迅速に対応できるよう体制を構築したものでございまして、今後においても引き

続き、クラスター対策としての検査として感染拡大防止に努めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ありがとうございます。クラスター対策を構築するためにＰＣＲ検査、熊取モデル

というのができたんですけれども、これ、実際に運用はどのようになっていますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）実施件数につきましては、また後ほど他の議員からも本題の中にもご質問

いただいておりますが、今ご質問ということでございますのでお答えをさせていただきます。 

   熊取モデルの２月18日まで集計した時点でございますけれども、いわゆる行政検査、病院のほう

で、どうしても検査機関のほうではなかなか２日、３日かかってしまうから、どうにか早いこと検

査できへんかなというご相談に対応するので30件の検査実績がございます。また、事業所のほうで、

いわゆる濃厚接触者までは当然保健所のほうでご対応いただけるんですけれども、それを少し越え

て、やっぱり心配やということに対しての検査、これが７件ということで、２月18日までの集計で

は37件という実績が上がっておるところでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）病院から検査をしてほしいと言われている分が30件と事業所からの分が７件という

ことで、37件がＰＣＲ検査、熊取モデルで活用されたということですね。ありがとうございます。 

   ＰＣＲ検査を受ける上での方法なんですけれど、４つあるんですよね。まず最初に医学的検査と

いうのがありまして、疑われる症状が見られる場合、本人に症状が見られる場合、コストは国費で

行われるので検査料金は無料で、診察費は必要やと。かかりつけ医院等でしてもらえるわけですよ

ね。当初、これが４日以上37.5度以上を発熱し、武漢に滞在した人か関係者にしか検査できずとい

うことで、昨年は大変これで混乱になった原因になったんですけれども、医学的検査、もう今はど

この病院でも相談すれば検査できる場所を紹介してくれる、そういった対応で、しかもそういう症

状が見られる場合は無料で受けられると、医学的検査が今は受けられるようになったということで

すね。 

   それから、行政検査というのは保健所が濃厚接触者と判断した者に行う検査で、これも国費で完

全無料ですね。その次は自費検査、自分で、元気なんだけれど里帰りするので調べたいとか、そう

いったものに対しては自費検査、自らが望み検査機関で検査だけを行う場合です。また、判定も含

めた医療機関で行う場合と、そういった自費検査があります。 

   今、私たちが何度も質問しながら力を入れてほしいと思っているのは社会的検査なんです。社会

的検査というのは、自治体が独自に援助して、医学検査や行政検査の対象ではない低額もしくは無

料で、施設内の人々や職員を安全・安心なまちづくりに貢献するために行う検査ということで、自

治体が独自に援助して行う検査ということなんです。社会的検査、ＰＣＲ検査、熊取モデルがそう

いった社会的検査として高齢者施設などで拡充できるようにできませんか。２つ目の質問です。 

   ２つ目はワクチンですね。すみません。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）いわゆる再質問ということでよろしいですか。 
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（「はい。すみません」の声あり） 

健康福祉部長（山本雅隆君）高齢者施設での従業員の方への検査というのは、先ほどのご答弁の中で申

し上げましたとおり、大阪府において集中的実施計画というのが定められて、それに基づいて高齢

者施設のほうで、希望する施設において従業員の方が受けられるということをやっております。２

月のたしか22日ぐらいから受付を始めて、３月末までの間、集中的実施計画に基づいて検査が実施

されます。当然費用は、大阪府が実施主体になりますので無料ということで実施をされます。 

   それから、これも先ほどご答弁申し上げましたとおり、高齢者施設へ新規で入所する場合、これ

につきましてもお医者が必要と認めた場合には同様に集中的実施計画の一部として検査が受けられ

るというようなことで、一定、高齢者施設でよくクラスターが起こってしまっているということを

踏まえて、大阪府のほうも厳重な対応をしてくださっておるというのが今の現況でございます。 

   それにプラス熊取モデルでの実施をというお申出でございますが、答弁の中でも申し上げました

とおり、熊取モデルと申しますのが関西医療大でのキャパもございます。関西医療大のほうでこれ

を実施したというのは、各医療機関で、先ほどもちょっと申し上げましたとおり、検査が逼迫して、

検査機関のほうに出したけれども２日、３日かかってしまうと。どうにかそれを短くできへんかな

というご相談を受けて構築したものでございます。これを構築することによって、要望のあった医

療機関はそれこそ日本で一番安心して検査を受けられるまちになったなというふうに言うていただ

いたところでございます。つまり、必要な時点で必要な検査、これを迅速に実施させていただきた

いという思いでつくったものでございますので、社会的検査のほうまではキャパ的にも、また今時

点、実施するという計画はございません。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）そこで利用することは、今現在は考えていないということなんですね。 

   各地で高齢者施設などでの社会的検査が実際に広がっているんです。札幌市は３月から、高齢者

施設、障害者支援施設、療養病床のある医療機関などで働く人を対象に、月１回のＰＣＲ検査を実

施しています。大阪府の吹田市も高齢者の施設等への新規入所者に対してＰＣＲ検査を行っている

わけなんですが、今ご説明がありましたように、２月22日に大阪府も同じように、高齢者入所施設

での無症状の従業者などのＰＣＲ検査を、集中的実施計画に基づいてというご説明でしたか、やり

始めたということで理解しました。 

   それで、その分については医師が認めたらそういう人も対象にＰＣＲ検査をするというような運

びになるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）高齢者施設での従業員の方については、施設のほうが希望すれば、その施

設に従事する方で希望する方、これが全て無料で対象になると。医師の診断に基づくというのは、

その施設に新規に入所される方、この方がお医者さんの診断によって受けておいたほうがいいなと

いうことがあれば受けていただけると、そういうような２つの仕組みになっております。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。２月22日に始まってまだ１週間ちょっとぐらいやから、熊取町での

状況というのはつかみかねているのかなと思うんですけれど、どうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）全ての事業所に問合せまではまだ無理なんですけれども、ある程度の規模

の事業所のほうに数件問合せしましたところ、希望しているという事業所の返事もいただいており

ます。これは直接大阪府のほうに申込みする形になりますので、町は経由しないんで個々聞いてみ

ないと分からないという状況ですけれども、希望して検査を実施するという方向には向かっている

のかなというふうに思っております。 

   以上です。 
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議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。町を通していないというのがちょっと驚いてしまったんやけれど、

把握して、できるだけ高齢者施設等の施設に対して検査をして、大阪府が進めているんやからぜひ

乗ってほしいということで、広めてほしいなと思います。よろしくお願いします。それでもし足り

ない部分は、ＰＣＲ、熊取モデルを活用して広げていけたらいいなと思います。 

   そしたら、先日、元日本癌学会の会長であり、元岐阜大学学長の黒木登志夫さんの新聞記事を見

たんです。ちょっとご紹介したいんで読ませていただきます。 

   「『新型コロナウイルス』は、ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳほど悪性ではないが、非常にずるがしこいウ

イルスです。その特徴の一つは、発症する前に、あるいは無症状で感染する。それで知らないうち

に広がってしまうということです。そして高齢者ほど死亡しやすく、肺炎になると非常に進行が早

い。つまり誰が近所で感染しているか分からないし、どこで感染するか分からない。感染したら肺

炎になってしまうし、肺炎になるとあっという間に死んでしまう。死んだら密閉した袋に入れられ

火葬して戻ってくる。こんなひどい病気はない。高齢者にとって今まで一番恐ろしい病気だと思っ

ています。若い人は大丈夫だと言われてきましたが、後遺症が次々分かっており若い人にとっても

恐怖だと思います。ＡＣＥ（アンジオテンシン変換酵素）２というウイルスの受容体が肺、腎臓、

心臓、血管、舌の粘膜細胞や唾液腺にあり、ここに感染する。血栓などを引き起こし、若い力士が

死亡し、メジャーリーグ選手が心筋炎でシーズンを棒に振ったこともありました。インフルエンザ

は大体、症状が出てから感染します。ところが新型コロナは発症前から感染する。これがすごく厄

介なところです。そのメカニズムはまだ分かっていませんが、そもそも無症状で感染させることは

信じられないことでした。ドイツのミュンヘン大学のローテという人が最初に無症状感染に気づい

てＮＥＪＭという権威ある医学雑誌に論文を出したら、『津波のように非難が押し寄せた』と言っ

ています。これは全く常識外のことだったのです。しかし、その後の世界中の研究によって無症状

感染は疑う余地がなくなります。オックスフォード大学の分析など含め、最近の論文では59％が無

症状者からの感染であるとされています。このウイルスをチェックするにはＰＣＲ検査と抗原検査

しかありません。ＰＣＲはウイルスのＤＮＡの特徴的な部分を増幅して検出するもので、抗原検査

はウイルスのタンパク質を見る。抗原検査の感度は今のところＰＣＲの20分の１くらいで、そのた

めＰＣＲにならざるを得ません。ところが厚労省はＰＣＲ検査の拡大にいろいろと言って抵抗し続

けてきました。日本のコロナ対策の最大の問題はＰＣＲ検査を制限したことです。ＰＣＲを制限す

る厚労省の言い分の一つは、感染しているのに引っかからない『偽陰性』が30％出るということで

した。しかし、これはＰＣＲ検査に内在する問題というより、検体を採取する時期の問題だと分か

ってきました。ウイルスの排出には時期的に変化があり、減っているときや出ていないときに検出

しないのは当たり前です。無症状感染を捕まえるには週に２回検査することが必要になります」。 

   「それで『ＰＣＲはコストパフォーマンスが悪い』という人もいます。偽陰性と検出率の低さを

問題にしている。しかしコロナ感染を予防して社会経済のダメージを防ぐという意味で、これほど

大きいパフォーマンスはありません。もう一つは、厚労省はＰＣＲ検査を非常に特殊扱いした。し

かし、ＰＣＲは乳がんや白血病の診断に使われ、結核菌も現在ではＰＣＲで捕まえる。どこでも使

っているごく普通の検査なのに、特殊扱いして反対しました。それで『論争』が起こってしまった。

ＰＣＲの感度・特異度はいくらか、信頼できるものかという論争を引き起こして議論を分裂させま

した。しかし、世界のどこにもそんな議論はなく、不毛な議論はもうやめるべきです」。 

   「医学の歴史を見れば、最初は症状があって、そこから細菌を見つけ、その菌を培養して調べる

という時代がありました。今も細菌の培養や検査はしますが、糖尿病であれば尿の中の糖や血糖を

測るし、高血圧なら血圧を測ります。その基本にその人の体質があり、その基礎にゲノム＝遺伝情

報の総体があってその分析をする。ゲノムは２万個ぐらいの遺伝子からなるとても長いもので、そ

の一部分に狙いを定めて検出するのがＰＣＲ検査です。ＰＣＲは、ほんのわずかのサンプルからで

も目的の遺伝子があることがあるかどうかが分かる、すごい発明です。ＰＣＲなしに現在の生命科
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学はありません」。 

   変異株の分析でもＰＣＲの検査は鍵になります。 

   「まず普通のＰＣＲ検査をし、陽性になったサンプルの中から変異ウイルスに特徴的な遺伝子の

配列をおさえるためのＰＣＲをもう一回やる。そこで陽性になると変異ウイルスとわかるし、さら

に全体のゲノムを見てウイルスの特徴を把握するわけです。ですから変異ウイルスをチェックして

予防対策を立てる第一報はＰＣＲです。変異ウイルスは感染力が強く、制御困難になる危険があり、

分析と対策は急務です」。 

   「無症状者の発見保護のための大規模検査について、地方自治体は中央の厚労省以上に危機感を

持っていると思います。感染者が減ったから検査を減らすというように手を抜いたら再拡大につな

がります。また医療、介護施設への定期的検査は第一に行うべきで、飲食店のクラスターを抑えれ

ば院内感染も防げるかのような強引な『論理』も見直すべきです。ワクチンについては、これほど

短期間で有効なものができたのは本当に驚くべきことです。ワクチンには個人を守るという意味と

集団免疫によって接種していない人も含め集団を守るという意味があります。社会の60％が免疫を

得ると集団免疫を獲得するとされますが、ファイザーのワクチンは90％の人に有効とされ、70％の

人が接種すると集団免疫が成立しみんなが守られることになります。ただ日本人は世界でも最もワ

クチンに懐疑的という調査（149カ国中最下位）が出ており、相当な情報公開と啓蒙が必要です。

ワクチン接種はただでさえ時間がかかるうえそうした課題もある中で、基本的な感染対策を引き続

きしっかり進めることが必要です」といったような内容なんです。これを読んで本当にそのとおり

だなと思いました。 

   ワクチンがあったらそれで大丈夫かなと期待してしまうんですが、今までどおりマスクも必要で

すし、今までどおりＰＣＲ検査もやっていかないと感染拡大は止まらないんだなというふうに思い

ました。 

   ２つ目の質問に入ってよろしいですか。ワクチン接種について今後の予定と課題をお聞きします。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）江川議員のほうからお一人の学者の方の論文、拝聴させていただきました

けれども、それはその方のご意見であろうかと思います。熊取モデルを実施させていただきました

関西医療大の畑村先生のご意見も、ご意見としてご理解をいただければと存じます。 

   それでは、ご質問の２点目、ワクチン接種について今後の予定と課題はについてご答弁申し上げ

ます。 

   今後の予定でございますが、現状では２月14日にファイザー社のワクチンが薬事承認され、17日

から医療関係者向けの先行接種が開始、高齢者を対象とした接種を４月以降に開始する予定となっ

てございます。 

   接種順位につきましては、４つのグループに分かれておりまして、１グループ目が医療提供体制

の確保等を踏まえまして医療従事者等、そして、第２グループが高齢者、３グループが高齢者以外

で基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者、ワクチンの供給量に応じては60歳から64歳の方も

入っております。そして、４グループがその他の方となっております。 

   接種券送付は、国のスケジュールに応じて速やかに送付できるよう準備を整えているところでご

ざいます。 

   周知方法につきましては、広報やチラシ、ホームページや町公式ＬＩＮＥによる周知、そして個

別の通知、ポスターやチラシの配架等を行う予定でございます。 

   なお、本町の新型コロナワクチン接種に係るコールセンターにつきましては、来週３月10日頃に

開設の予定をしております。 

   次に、課題につきましては、ワクチンの供給状況に応じ、個別接種券の送付や接種開始時期が流

動的であることや、国のワクチンシステムについても徐々に情報提供されている状況であることが

挙げられております。国や府の動向を見極めながら、柔軟に対応できるよう準備を進めてまいりま
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すので、ご理解いただきますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）国や府がどう出てくるか、まだつかめない状況で、でも予定どおり来たならばすぐ

に対応できるようにということで、日々準備を進めていただけていると思います。ありがとうござ

います。 

   熊取町では、２つ目の高齢者の数というのをお聞きしようかなと思っていんですけれども、文野

議員の答弁資料を見たら65歳以上の人の数の記録が出ていまして、１万2,571名の方が対象であっ

て、それでその方の２回分ということですよね。ということで２万5,142回分がここで必要なんだ

なということで、これはもうほんまに気の遠くなるような、ちゃんとその分来るんかなと不安も持

ちながらお聞きしているんですけれども、でも、やらないといけないなと切に思っております。 

   ワクチンの関係ですけれど、基礎疾患を有する人というのは詳しく周知されるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）こちらのほうにつきましては、いわゆるかかりつけのお医者さんからの情

報提供であったり、また、町のほうからのご案内であったりを想定しております。今時点、町のほ

うで2,100名程度の方を想定しております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）2,100名というのはちょっと少ないなと私は今思ったんですけれども、その基準と

いうのは大体どのぐらい、高血圧というか、それやったらいっぱいいてはるし、腎臓が悪いといっ

てもステージがありましてどの程度かとか、自分がそれに該当するのかとか、そういうのも分かる

ような周知方法をしてくれるんでしょうか。それとも、言ってくれるまで待たなあかんのか、その

辺のことを教えてください。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）また広報あるいはチラシ、そちらのほうにもできる限り分かりやすくご案

内させていただく予定をしておりますので、そちらをご覧いただければと考えております。今おっ

しゃっていただいたように、一定程度の症状をお持ちの方というふうにお考えいただければと思い

ます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）本当はもうちょっと詳しく聞きたかったんですけれども、今はその程度だというこ

とで理解してよろしいですか。 

   そしたらあと、お子さんを妊娠中や授乳の女性の方、そういう方の対応というのはどのようにな

っていますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）こちらのほうにつきましても、基本はやはりご本人の希望によるところが

大きいということになります。特に妊娠中の方であれば、基礎疾患とかそういうことも総合的に考

えてやはりかなりご心配があろうかと思いますので、そこはご本人のご希望というところでご案内

ということになります。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。胎児に対しては12週までの器官形成期は避けたほうがいいとか、そ

ういうのがあるんですけれども、それは産婦人科のほうで判断されるかもしれませんね。そういっ

たことも一定は周知しておいたほうがいいのかなと思ったので、質問させてもらいました。 

   ワクチンの効果なんですけれど、どのように捉えてはりますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ワクチンのほうは、担当の河野大臣ですか、常に記者会見の際にワクチン
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の効果と、それから出てくる可能性のある副反応、こちらをしっかりと情報提供して、そして、そ

れでもって受ける受けないという判断をしていただきたいと。ただ、ワクチンの効果というのは、

ファイザー社の分でいきますと90％を超えるぐらいのかなり高い効果が示されていると。インフル

エンザのワクチンの効果が５割とか６割とか言われておりますので、それと比べるとはるかに高い

効果が証明されているというのが今公表されている情報でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）私たちの考えている効果とちょっと違ったんで驚いた部分があるんですけれども、

このワクチンの効果は、重症化を防ぐためのワクチンなんだということで理解しているんです。そ

れで、厚生労働省もワクチンによる発症予防効果は臨床実験で確認されていますが、感染予防効果

については明らかになっていないとしています。ワクチンの効果が長期にわたって続くかどうかも、

今のところ定かではありません。変異株の中には、抗体が効かない逃避変異もあるとの指摘もあり

ます。ワクチンの接種が始まっても、届くのにもかなりの時間がかかるし、社会全体で効果が確認

されるのも時間がかかるだろうなというのが専門家の一致した意見だと認識しています。 

   この点で、またＰＣＲ検査に話は戻るんですけれど、やはり新規感染者数の減少に伴って検査数

も減少しているんですよ、今のＰＣＲ検査というものが。全国的に大きな問題になっているんで、

新規感染者が減少して検査のキャパシティーに余裕ができた今こそ検査によって感染を抑え込むこ

とが重要だということで、無症状感染者を含めた検査の抜本的拡充、医療機関への減収補塡、十分

な補償など、感染対策の基本的取組を同時並行でしっかりと行うことが重要だということで、今、

本当にワクチンのことで頭いっぱいなところにまたＰＣＲ検査をということで、どうしろと言うん

やというイメージで捉えられたら困るんですけれども、ワクチンは感染終息への有効な手段ですが、

未知の問題を多く抱えています。ですから、ワクチン頼みになって感染対策の基本的取組がおろそ

かにならないようにしなければいけません。 

   接種した人は、接種していない人と比べて発症リスクを20分の１に減らすことができます。ワク

チンを接種した場合であっても、感染拡大防止のため密集、密接及び密閉の回避、手洗いや咳エチ

ケット等の基本的な感染予防対策は継続して行う必要がありますということです。ですのでぜひ、

ワクチンとＰＣＲ検査と同時に、両方大事だということで同時並行で取り組んでいただきたいなと

思います。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ワクチンの効果についての話、驚きやとおっしゃられましたけれども、感

染予防、それから重症化予防、こちらについては先ほど申し上げました率での効果というのが公表

されてございますので、ワクチンについて過小評価もいけません。過大評価もいけません。正しい

情報を皆さんへ情報提供してまいりますので、どうぞご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ありがとうございます。 

   ワクチン接種はあくまでも個人の自由意思なんですよね。ですので、今もおっしゃられましたけ

れども、判断できる材料、安全性や有効性や副反応などのリスクについても住民に知らせていただ

きたいです。接種の有無で差別することは絶対にあってはいけないと思いますので、その辺もよろ

しくお願いしたいなと思います。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ワクチンでの差別というようなお話がございましたけれども、そういった

ことは一切ございませんのでご安心いただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 
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13番（江川慶子君）それでは、次の質問に入らせていただきます。 

   災害対策についてお伺いします。 

   先日、２月13日に震度６強の地震が福島を襲いました。原発は大丈夫か、地震国に原発は要らな

いとの思いが広がりました。また、コロナ禍で避難所はどう対応しているのか大変気になりました。

東日本大震災から10年目を迎えます。また、6,434人が犠牲になった阪神・淡路大震災からも26年

になります。現在、住民や関係者とともに、災害に強いまちづくりへの取組が熊取町でも進められ

ています。そこで、確認も含めて質問させていただきます。 

   まず、１点目は、小垣内区と若葉地区で火災がございました。住民の命と財産を守るために対応

してくださった消防職員や関係者の皆さんに感謝申し上げます。住民の方からの声なんですが、た

くさんの消防車や関係者が来てくださっているのですが、十分にそれぞれの機能が発揮できている

のかなというようなご意見をいただきました。 

   そこでお聞きします。住民の一人一人が安心して暮らせる地域づくりに取り組む消防、火災の消

火活動についてお聞きします。また、今後の課題をお聞きします。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）それでは、災害対策についてのご質問の１点目、火災時の消火活動及び

今後の課題について答弁いたします。 

   本町で火災が発生した場合、泉州南広域消防本部指揮司令課指令センターに119番通報が入り、

建物火災であれば本町消防団の全分団に出動指令があります。 

   火災現場における消火活動ですが、消防本部や熊取消防署が現場で設置する指揮本部が活動全体

の指揮を執り、火災の状況などを取りまとめ、消防と消防団が適切に役割分担しながら連携して、

効果的に消火に当たっています。消火活動に当たっては、先着した隊から現場近くの消火栓を使用

して消火を行うため、後から到着した隊で消火栓から遠くなった場合は、直近の消火栓で放水して

いる他の隊の消防ホースから分岐させたり、分岐したことで水圧が下がれば消防ポンプ車を活用し

て水圧を上げて放水するなど、現場状況に応じて、持てる資機材と人材を臨機応変に駆使して消火

活動を行っています。 

   さらには、直接、消火放水する人員だけでなく、火災現場の規模によっては放水の交代要員や火

災現場の管理補助要員として、延長ホースの整理、作業用照明の使用、無線が通じにくい場所での

伝達、交通誘導等、火災現場においては消防署と消防団の連携の下、様々な活動を支障なく円滑に

行っておりますが、今後とも、住民の皆様の生命、財産をしっかりと守るべく、常に適正な消火活

動に努めてまいります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ありがとうございます。消火活動には、火を消す作業だけでなく、いろんな業務と

いうかいろんな役割があるということですよね。消火栓から分岐するところとか圧をかけるとか、

消防団の車でもいろんな車の役割がありまして、それに合わせた動きがあるということで今お聞き

したわけですけれども、到着したところから消火活動にすぐ入っていくと。消防本部が指揮を執っ

て効果的に動いているということで、もちろんそうだろうなと思っているんです。住民から見たら

ちょっと見えなかった部分があったのかなという気はしたんですけれど、そのように私のほうから

も伝えたいなと思います。いろんな役割があると。だから、消火している人だけが消火しているん

じゃなくて、そのためにいろんな役割があって、そこで活動しているんだということで理解してよ

ろしいですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）おおむねご理解いただいたとおりでありまして、火災現場においては、

消火指揮本部が現場の状況に応じて消火戦術というものを取り仕切っておりまして、例えば、家屋

内に隊員が入って放水しているような際に外部から大量の放水をすれば、これは中の隊員に危険が
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及ぶようなこともございます。ですので、指揮本部のほうではそういった状況を鑑みながら、時に

は放水の口があっても水を止めたりとかいうことが現場によってございますので、この辺ご理解い

ただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。ありがとうございます。 

   消火栓の充足率です。先日、川田のところと若葉のところと足りているのかなと、消火栓がきち

んとあるのかなと、その辺もちょっと不安なんでお聞かせ願えますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）消火栓、いわゆる消防水利についての充足率でございますが、現状、熊

取署管内においては、比率としまして92.5％となっております。この充足率の考え方なんですけれ

ども、土地を170メートルのメッシュで考えて、そこに消火栓あるいはほかの消防水利があるかな

いかということでカウントしていって率を出すんです。これによると熊取署管内で92.5％、これは

泉州南の消防の管内においてもかなり高い割合になっておりまして、低いところであれば55.5％み

たいなところもございますので、消火栓については高い水準で確保されておりますし、今回のご覧

になった現場においてもしっかりと消火栓については活用して、水利において足りなかったという

ような状況はないということで確認しております。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。92.5％充足率、これが低い数字ではないということですね。 

   火災がないことにこしたことはないんですけれども、いざ、なったときには速やかにやっていた

だけているんですが、もし消火栓が足りないような事態があるところがあるのでしたら、そこにつ

いてはすぐに改善していただきたいなということで質問させていただきました。ありがとうござい

ます。 

   じゃ、２点目で、コロナ禍での避難所対応についてお伺いします。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、２点目のコロナ禍での避難所対応について答弁いたします。 

   本町においては、昨年６月に大阪府が策定した避難所運営マニュアル作成指針（新型コロナウイ

ルス感染症対応編）に基づき、コロナ禍における避難所対応の準備を行っているところです。 

   まず、可能な限り多くの避難所を確保するために、教育委員会と調整を行い、指定避難所である

小・中学校の体育館に加えて教室等を可能な限り活用することを考えているほか、町内の大学と締

結している災害時における連携協力に関する協定及び社会福祉法人等と締結している災害時におけ

る福祉避難所施設利用に関する協定に基づき、それぞれの施設を避難所として活用できるよう協力

要請を行うものとしております。 

   このように避難所が不足することのないよう最大限の対策を講じた上で、新型コロナウイルス感

染者等の避難については、福祉避難所であるふれあいセンターでの受入れを行い、感染防止対策と

隔離をより徹底することとしております。 

   このほか、マスクや消毒液、非接触型体温計などの資機材の準備はもちろんのこと、昨年11月に

公開実施しました避難所開設訓練において披露いたしました避難所用テントを活用し、単なる間仕

切りよりも高い飛沫防止効果により感染対策を補完するなど、コロナ禍における避難所対応につい

ては万全を期しておりますが、今後とも、いつ起こるか分からない災害に対し適切な避難所運営が

できるよう準備に努めてまいります。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げて、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）いろんな施設と協定を結んで借りられるようにしたり、避難所のテントを確保した

りと対応しているということで、ありがとうございます。 

   今、避難については分散化という避難方法がコロナによって注目を浴びているんです。車中泊及
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び在宅避難はどのぐらい危険なのか分からないですけれど、在宅避難という避難の対応も今、出て

きていますよね。エコノミークラス症候群の予防も必要ですし、トイレの改善については二見議員

が前に質問されていましたし、車中避難は文野議員が質問されていたんですけれども、やはり分散

避難というのを一定これから見通して、考えていかなければいけないかなという時期に来ているよ

うに思われます。 

   車中避難についてはエコノミークラス症候群の心配があって、その辺では肺塞栓で死亡した例が

ありますので、それを止めるための有効な弾性ストッキングというんですか、着圧のあるハイソッ

クス、それを避難するときに車に載せておくとか、避難所にも用意するとか、何かそういったこと

も今行われて研究されているようです。災害に備えてふだんから車に非常食や水、簡易トイレ、弾

性ストッキングなどを用意したり、車のメーカーは座席をフラットにしやすい車に変えていくとか、

自治体は安全な場所に駐車場を確保してトイレを設置して、車中泊用の食料、水などの支援物資の

配給場所を造るなど、何かそういった取組が今新たに必要になってきているのではないかなという

ふうになってきています。 

   それから、自宅の状況、在宅避難を選んだ方の場合をどう自治体が把握するのか、それから在宅

避難を選んだ人に対してどう支援していくのか、そういった方のアプリもできているみたいですし、

そういったこともこれから新たに広げて考えていかなあかんかなというふうに思いました。 

   今後予想される南海トラフ地震などを想定した大規模災害を見通した分散避難についても、具体

的な支援の形を想定して考えていかなければいけませんねということで、よろしいですね。時間が

ないので、次の質問に入らせていただきます。ありがとうございます。 

   次、高すぎる国民健康保険料についてお伺いします。 

   来年度の国民健康保険料の見込みについて、２月15日の国民健康保険運営協議会の資料を議員全

員協議会で頂き、大阪府の統一保険料についての資料の説明がありました。昨年と比べてどのよう

になるのか、お聞かせください。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の１点目、来年度の国民健康保険料の見込みについてご

答弁申し上げます。 

   令和３年度の保険料率についてでございますが、議員の皆様方には大阪府から提供されました本

算定に係る資料を１月15日付で、また、２月19日の議員全員協議会において国民健康保険運営協議

会資料、これを事前に情報提供をさせていただいております。令和３年度の市町村標準保険料率は、

府の激変緩和財源の全面適用などによりまして、後期支援分の所得割、均等割を除き令和２年度と

比べ減少となっております。ただし、本町では令和２年度に医療分の平等割を独自に20％軽減して

おります。そのため、令和３年度標準保険料率と令和２年度の本町独自軽減後の保険料率を比較し

た場合、この部分については上昇することとなります。 

   これらの状況を実際の保険料に当てはめて試算した場合、まず単身世帯で所得なしの場合ですと

1,072円、２人世帯で所得なしの場合で695円、３人世帯で所得なしの場合で319円、これは年間で

の増ということになります。それ以外は、賦課限度額増額による影響を除きまして減額するものと

見込んでおります。 

   そのため、令和３年度につきましては、今後の財政状況の推移を見ながら、独自の軽減対策を行

うかどうかも含めまして、今後、５月開催予定の国民健康保険運営協議会にお諮りすべく準備を進

めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）令和２年と３年と比べると、先ほどご提示のあった減額になると。それは、激変緩

和措置、今まで平成28年度の一番熊取町の保険料の高いときやったか、それを基準に計算されてい

たので、府からの激変緩和措置が熊取町には入ってこなかったんですけれども、総額的に全部大阪

府のほうで一括で入れて軽減されているので、今回から恩恵が少し受けられることになったんです
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よね。それによる減額が出ていますが、無所得の層と、賦課限度額が上がったことによって99万円

まで上がっていますよね。そのことによって所得の高い人たちがちょっと保険料が上がるという形

になっていますね。令和３年度は、熊取町独自の激変緩和措置はどのようになるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今ご答弁申し上げましたとおり、今後の財政状況ということで、要は決算

見込み、それがまだ確定してございません。その辺のところも踏まえ、また今申し上げました状況

も踏まえ、これを決定させていただくのが５月開催の国保の運営協議会という、そういう流れにな

っておりますので、一定そのあたりで検討を進めていっているというところでご理解いただきたい

と思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。 

   それと、厚生労働省が高過ぎる国民健康保険料の問題で子育て世帯の負担軽減を進めるとして、

昨年、子どもの数が多いほど国保料が引き上がる均等割の部分を、５割を未就学児に限って公費で

軽減する方針を決めていますよね。2022年から導入する予定ですが、ぜひ、その件については国が

予算を出すことでありますので、国に働きかけて拡充してもらうようにお願いしたいなと思います

が、いかがですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）正式な通知はまだ受けておりませんが、そういった動きにあるというのは

承知してございます。江川議員ご指摘のように、これは全国一律の制度でそういう形という話の動

きでありますので、当然、熊取町もそれに従った対応ということになります。その点はご安心いた

だきたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）分かりました。正式通知がまだ出ていない段階なんですけれども、ぜひ、未就学児

と言わず、子どもに充てられるような何か要望を熊取町からしていただけたらなと思います。 

   それともう一つ、コロナの影響で収入減になる世帯に対して保険料の減免や免除、傷病手当につ

いてお聞きします。また、継続を求めますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）次に、ご質問の２点目、新型コロナウイルス感染症に伴う保険料減免の状

況についてでございますが、本年１月末時点で、令和元年度分が82件314万1,294円、令和２年度分

が106件2,471万9,845円となっておりまして、合わせて188件2,786万1,139円となっております。ま

た、傷病手当金につきましては１件出ておりまして、15万2,190円の支給実績となっております。 

   これらの制度は、共に国が費用の全額を財政負担することを前提に、各市町村に実施を求めたも

のでございます。本町が独自で継続することというのは、他の被保険者の皆様の新たなご負担を求

めることになるため、現時点で考えてございません。今後も、国の動向を注視しながら、財政支援

が継続される場合には適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）江川議員。 

13番（江川慶子君）時間延長してすみませんでした。これで質問を終わります。ありがとうございます。 

議長（矢野正憲君）以上で、江川議員の質問を終了いたします。 

   議事の途中ですが、議場内の換気のためしばらくの間休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「14時02分」から「14時06分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）それでは、議長の許しを得ましたので一般質問をさせていただきます。 

   今回は大きく分けて３点質問していきますので、よろしくお願いいたします。 

   １点目は、令和２年９月議会でも質問いたしました消防団についてです。 

   来週の木曜日、３月11日には、東日本大震災からちょうど10年という区切りの日を迎えます。10

年という月日はたちましたが、復興までにはまだまだ時間がかかると思われます。私も、震災後数

年たちまして消防団時代に現地のほうに研修の視察に行かせていただきましたけれど、もう何もな

い、家がすごく建っているところに全く何もなく、骨組みだけの何かの工場があったような記憶が

残っております。そのときのバスガイドはすごく陽気だったんですけれど、その地区に入り出した

らいきなり泣き出しまして、やっぱりフィードバックで思い出されるという、行った方なら多分分

かっていただけると思いますけれど、なかなかテレビでは分かりづらいところがあると思います。 

   東日本大震災で東北３県で犠牲になった消防本部職員は27人に対し、消防団員は253名の方がお

亡くなりになられました。消防団は非常勤特別職の地方公務員でありますが、１人につき年間数万

円の報酬しか支給されておりません。災害や火事などの１回の手当は1,500円から3,000円ほどだと

書いてある記事もあります。先週も、栃木県足利市、山林火災が９日間続き、もちろん地元消防団

員も連日出動されていたと思われます。また、私が９月議会で質問した内容とほぼ同じ内容の書簡

が昨年12月15日に都道府県知事、市区町村長宛てに発出されました。もちろん、藤原町長も目を通

されたかと思います。 

   １番目の質問ですが、武田総務大臣から書簡発出を受け、本町は何を改善いたしましたか、お聞

かせください。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）それでは、１点目の総務大臣から全国市区町村長宛てに発出された書簡

を受けての本町の改善について答弁いたします。 

   ご質問の大臣書簡につきましては、消防団員の確保を主眼に、消防団員の処遇改善は団員のモチ

ベーション向上や家族の理解につながり、ひいては団員の確保に資するため、報酬や出動手当、特

に地震、風水害等の災害に係る出動手当を引き上げ、団員一人一人の処遇改善を図るよう求められ

ております。 

   こうした消防団員の処遇改善について、大臣書簡と併せて公表された消防団の組織概要等に関す

る調査（令和２年度）の結果で示されているとおり、本町の消防団員報酬のうち団員に係るものに

ついて、国の算定基準の年額３万6,500円に対し本町は５万3,000円と国の算定基準以上の金額を支

給しており、団員のみならず全ての階級において国の基準を上回っております。 

   一方、出動手当につきましては、国の算定基準では火災等の災害に係る出動を想定したもので、

１回当たり7,000円と示されており、大阪府内の市町村では１団体を除き国の基準以下となってお

ります。本町でも１回当たり2,000円と国基準を下回っており、ご質問の本町の改善につきまして

は、現在、総務省において消防団員の処遇等に関する検討会を立ち上げ、全国の市町村のデータを

基に報酬、出動手当をはじめとした適切な処遇の在り方の検討を進めており、本年夏頃には取りま

とめるスケジュールであることから、その結果を注視し、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）そしたら、この夏の検討会で全体的に引き上げろという結論になったときには引き

上げる予定ですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）今回の書簡並びに答弁申し上げた会議においても、特に出動手当のうち
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火災であったり水害等の出動に係るものについて、底上げというものを主眼に検討が進められてい

るように理解しております。本町においては2,000円ということでございまして、火災であっても

訓練であっても2,000円ということでの今、支給基準をしております。今、この会議においては、

一定の訓練等は非常に時間が短いと。実際出ている時間というのは１時間から２時間程度の出動時

間であるのに対し、火災であれば丸１日かかったりとかというような出動状況によっては違いもあ

りますので、主に火災については、先ほど申し上げた7,000円というものを基準に、底上げを視野

に入れているような議論をされていると理解しております。この辺は我々もしっかりと注視して、

答弁申し上げましたけれども、熊取町の消防団員がほかに比べて非常に低いような状況で据え置く

ようなことはあってはならないし、その方針に対してしっかりと報いたいというふうに考えており

ます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）そしたら、僕の資料提供の中の大臣の書簡というところを見ていただきたいんです

けれど、そこに途中から、全部読みたいんですけれど、この辺が僕の伝えたいところかなというの

と大臣の言葉がかぶっているかなと。「災害の多発化・激甚化と消防団員数の減少により一人ひと

りの役割が大きくなっている現状に鑑みると、私は、その労苦に報いるため、消防団員の処遇改善

が不可欠であると考えます。処遇の改善は、消防団員のモチベーションの向上や家族の理解につな

がり、ひいては消防団員の確保にも資することとなります。貴職におかれましては、消防団員に対

する報酬や出動手当、特に地震・風水害などの災害に係る出動手当を引き上げ、消防団員一人ひと

りの処遇がしっかりと改善されるようお願い申し上げます」。ここの中にやっぱり家族の理解とい

うのが入っています。９月の僕の会派代表質問、平成18年の行政改革で家族手当がなくなりました、

まず。やはり家族の理解が要る、そしてまた、後でも言いますけれど、よその消防団員を持ってい

るところは、逆に報酬を上げたり出動手当を上げているんです。熊取町ぐらいなんですよ、この20

年間で報酬というか収入が減っていると。それについてどう思いますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）家族手当については一定、行革の全体的な取組の中の一つとして削除し

た経過は議員ご指摘のとおりでございますけれども、報酬に関しましては、下げたというよりはこ

れまで数次にわたって増額を図ってきておりますので、その点はご理解をいただきたいと思います。

各近隣の自治体の消防団、岸和田市以南なんかで見ましても、総額として町としてお支払いしてい

る報酬ベースあるいは手当も含めた額につきましては、特に他の団体に比べて低い水準にあるもの

でありませんので、併せてご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）報酬を上げたというのはいつですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）我々が把握できているベースで申し上げますと、昭和59年に恐らく当初

の条例制定があったと推察するんですけれども、その時点から手当については一度、平成元年に仕

組みそのもの、対象を増やすような改正を行いまして、啓蒙であったり機関員の手当をこのときに

新設しております。また、平成４年には各報酬、年額報酬、全ての職階の報酬を増額しております。

また、平成８年にも増額の改定を実施しております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）その上げた額というのは幾らか分かりますか、今。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）当初、昭和59年時点の報酬が、これは全ての職階で申し上げればよろし

いですか。 
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（「団員で」の声あり） 

総合政策部理事（野津 惠君）団員でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

総合政策部理事（野津 惠君）では、団員のほうで申し上げますと、昭和59年度時点では団員の報酬４

万円でした。それが、報酬については平成４年と８年の改正になるんですけれども、平成４年のと

きには４万8,000円、平成８年のときに５万3,000円、現在の額へと改定してございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）確かに近隣市町、特に関西圏については、僕が調べたところ非常に低いんですよ、

数字が。別紙の資料の中にもあると思うんですけれど、消防団員の組織概要というやつが各市町で

あります。まず、１個目の熊取町というところの左下のほうの報酬、手当というところを皆さん見

ていただいたら分かるかと思うんですけれど、報酬額、先ほど理事が言われたように、平成８年５

万3,000円になっております。この下の３万6,500円というのは国の水準であります。下の火災出動

手当、これは手当ですね。これが１回2,000円と。国のほうでは一応7,000円という形を取っており

ます。ここに書いていないんですけれど、消防団長というのが年額11万円なんです。 

   次のページ見ていただいたら、これは群馬県の大泉町というて、世帯数でいうたら１万9,578世

帯で人口が４万1,987人、これを見てください、団長30万7,000円、団員６万8,000円、水防手当

1,000円、点検手当2,500円と書かれております。うちよりか人口の少ないところ、団長に対しては

約３倍の差がありますね。 

   まためくっていただくと、これは近隣の京都府の与謝野町というところも、左下のほうを見てい

ただいたら、年間報酬７万3,000円、火災出動手当2,200円、ここも団長というのが書いていないん

ですけれど、団長が年間30万円、２万2,183人で8,120世帯という、うちの半分ぐらいですね、規模

的に。 

   その次の奈良県の広陵町というところを見ていただければ、ここは団長に23万円で団員が７万円、

火災出動が3,000円、３万5,000人ぐらいです。世帯数は１万3,000世帯と、そんな感じです。 

   全体的に見ても、先ほど国の水準を上回っているとおっしゃっていますけれど、３万6,500円と

いうのはどういう計算か、もちろんご存じですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）それは、総務省の交付税の財政需要額の算定の基礎として３万6,500円

という数字をもって、消防団に係る経費というものが一般的に自治体にとってどれだけあるかとい

うことの算定基礎になっているという理解でございますが、よろしいでしょうか。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）これ、３万6,500円というのは１日100円計算でやっているんですよ。24時間いつで

も、一般の仕事をしながら何かあったら、火災があったら出動しなければならない。それに対して

１日100円なんですよ、これ。今、検討会をされているとおっしゃっていますけれど、もちろん検

討会の僕、記事も見ましたよ。１日100円、低過ぎる。そやから３万6,500円、いや上回ってますよ、

上回ってますよと言うけれど、１日100円ですよ。 

   次にもういきたいと思うんですけれど、２番の団員の１年間の平均の点検の回数、出動回数は何

回ぐらいありますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、２点目になりますが、団員１人平均の年間定検、出動回数で答弁

申し上げますと、初めに、消防団員による車両、資機材の点検につきましては、機械器具取扱訓練

として行っていただいておりまして、点検と併せて車両、資機材を操作し、習熟することを通じて

機械器具取扱技術の向上に努めていただいております。 

   ご質問の団員１人当たりの年間点検回数ですが、平成29年度から令和元年度までの３年を平均し
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た１年間の回数が1,274回で、団員１人当たりに換算しますと約16.3回となります。また、団員１

人当たりの年間出動回数につきましては、点検同様に３年を平均した１年間の回数が190回で、団

員１人当たりに換算しますと約2.4回となります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）ということは、平均年間約16回ぐらい出ているということで理解したらいいですか。 

   そしたら、出動手当、僕、この間最低でも2,500円ぐらいというふうな話をしたかと思うんです

けれど、これ、１人当たり16.3回でしたら年間8,000円ですよね。それ掛ける78人いてるんで年間

で62万4,000円。予算額からしたらそんなに大きい数字でもないかと思うんですけれど、その辺は

どう思われますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）消防団の費用弁償、いわゆる出動手当についての支払い状況でございま

すけれども、年間に直しますと、額でいきますと令和元年度で１人当たり４万8,718円の支払い額

となっております。議員が先ほど資料の中でご提示いただいた報酬の非常に高い団のご提示があっ

たんですけれども、私どもも資料の事前提示がありましたもので一定ちょっと資料確認等させてい

ただいたんです。やはり各団にはいろいろ経緯もあったりするということも一部ご理解いただきた

いということでご紹介させていただくんですけれども、大泉町においては、確かに団員の数が173

人の定員であるのと、団長等の報酬は30万7,000円であったりとか、非常に熊取町の額からいうと

大きいです。ただ、経緯を聞きますと、こちらについてはもともと消防組合で常備消防という形の

設置があったものが、近隣の３町と大泉町と合わせて４町で消防組合を組織していたところが、大

泉町以外の３つの町が合併することになったと。合併することによって組合が解散になったと。た

だし、大泉町は合併に乗らなかったということで、独自で消防を立ち上げる必要が出てきたと。し

かも、消防団もそのときに初めて自分たちで立ち上げて、もともとあったものを組織し直さなあか

んというような状況だったと。そんな中で、近隣の中で一番高い額を報酬額として設定して、今後

の新たに始まる活動に対して士気を高めたという経緯があったやに理解しております。 

   またほかにも、京都の与謝野町につきましても、かなりの大所帯で運営されているのは確かなん

ですけれども、やっぱりここも３つの町が合併したということで、結局は３つ分の団が合算したと、

減らすわけにはいかんということになったんだと思うんです。かなり大きな人数になっていると。

かつ一番高いところに報酬は合わせにいったというような経緯があるように聞いております。 

   ただ、ここなんかは、報酬はすごく高いんですけれども、訓練は非常に大所帯である関係で団の

それぞれが独自に活動されているというんですか、我々が危機管理で関与しているような関与はほ

とんどないような状態であって、対応というのはいろいろやっぱりあるんかなということがありま

して、先ほど私、報酬の改定経過を申し上げましたけれども、やっぱりそれぞれの団において、そ

れぞれの事情があったり地形があったり人口の配置があったりとかで、いろんな経緯を経て額とい

うのは定まってきているんだろうと。ただ我々、議員のご指摘のように、安いままでほっておくと

いうつもりではなくて、今、消防庁のほうで実施されている在り方会議のほうで議論された推移を

見て、それは是々非々でもって何が一番正しいかというのは選択してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）もちろん、僕も大泉町に電話して経緯は聞きました。説明ありがとうございます。 

   大泉町の消防署が管轄ですよね、あの辺はまだたしか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）すみません。そこがちょっと漏れましたけれども、大泉町は消防事務を

委託しているということでお聞きいたしました。合併した町の署のほうに委託しているということ
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でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）どこの市町をとっても消防団は同じ人間で、ほかの仕事をしていて、同じ24時間火

事があったら出なければいけない。市町によってばらばらやから、今回、武田総務大臣が書簡を発

令して、どないかこれを、平均と言うたらおかしいですけれど、足並みをそろえなければいけない

というふうな形でかなり強くおっしゃられているんです。先日、総務省のほうに陳情に行った際に

大臣に会う機会があれば聞こうと思ったんですけれど、なかなか会う機会もなく、谷川政務官との

話になったんですけれど、やっぱり谷川政務官のほうも、もう何かあれば大臣がすごく力を入れて

いるんです、消防団に対して。 

   なぜかというと、前も言いましたけれども、平成25年に消防団を中核とするという法律ができ、

そこからまた、先ほども言いましたけれど、すごく大きい災害が出てきまして、近隣の市町でいい

ましたら、貝塚市と田尻町に関したら、田尻町は令和元年４月からですか、報酬を5,000円上げて

出動手当300円。その300円上げるために前の前の団長が町長に直談判に行ったらしいですわ、上げ

へんかったら辞めると言って。そしたら、町長が上げへんかったからほんまにその人は辞めたらし

いですよ。300円上げるのにみんなやっぱり、たかが300円と思いますけれど、１年間何回出なあか

んねんというほど消防団は出なきゃいけないんで。その後また団長が代わりまして、それでも田尻

町は諦めずに、今度は町長じゃなくて、今言われる野津理事とか消防団に関わる方のほうに言った

らそれを受け入れてくれたり、貝塚市はまだ消防本部のほうが管轄しているもので、ここ近年でい

っても３回ぐらい値上げがあったんですよ。それはもう、上げろということを藤原市長から言われ

たらしいんです。ちょっとここにはないんですけれど、平成27年、平成30年４月と３段階に分かれ

て上げて、消防団長が市長にこれも言ったという、どないかしてくれないかと。 

   今回の書簡についても、全部電話して聞きました。報酬の値上げを検討しているというところが

貝塚市。泉佐野市は、逆に消防団がめちゃ伸びていると。女性消防団員やら役場分団等で、減って

いるより伸びていると。しかも一般の人が消防団員に入れてくれへんかという問合せもあるぐらい、

えらく増えているらしいんですよ。そやから、今のところは考えてはいませんが、やはりこれは検

討していかなければいけないと。増えているからというて甘んじていたらいけないというふうなご

回答がありました。あとはもう田尻町は、先ほど言いましたけれど、平成元年４月から上がってお

ります。そのほかについては、もう今のところ検討はないという話でございます。 

   そしたら次、３番にもう移りたいと思います。現在の出動の基準を教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、３点目の出動基準でございます。 

   本町で火災が発生した場合、泉州南広域消防本部指揮司令課指令センターから消防団に出動指令

がなされます。消防団の出動基準は、119番通報段階で建物火災と考えられる場合は全団一斉の指

令となり、全ての分団が出動しています。そのほか、建物火災以外につきましては、泉州南消防組

合熊取消防署の現場中隊長の判断により消防団に出動要請がなされるものでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）そしたら、基本、林野火災の場合は消防団に今、出動命令は出ていないということ

ですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）一律に林野火災ですぐに団に連絡が入るというんじゃなくて、このたび

正月２日にも火災がございましたけれども、あのように一旦は常備消防のほうで対応して、状況に

よって消防団のほうにも声がかかるというような運用でございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 
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１番（田中圭介君）まさにその１月２日のことを僕はちょっと聞きたかったんですけれど、火災発生時

は何時やったんですか、教えてください。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）入電したのが11時44分でございました。団のほうにこれが結局指令とし

て入ったのが16時24分ということでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）それで、団の撤収は何分にかけたんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）団の撤収が、すみません、手元に正確な時間がないんですが、鎮火自体

が23時35分という形で記録をもらっておりまして、たしか私も現場におったんですけれども、９時

か10時ぐらいまででもう解散という形、団のほうは一旦撤収という形の指示だったと記憶しており

ます。 

   以上でございます。 

（「10時ぐらいですか」の声あり） 

総合政策部理事（野津 惠君）そうですね。申し訳ございません。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）まず、１点目に聞きたいのは、11時45分、お昼前に火災が発生して、何で夕方まで

消防団を呼ばなかったんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）詳細は、この辺答弁申し上げたとおり、消防組合の指揮指令のほうと現

場の判断ということでございますけれども、私も想像するに、一旦は常備消防のいわゆる隊の活動

で鎮火できるものと見込んで作業活動しておったところが、長時間に及んできて、林野火災という

ことで私も現場を見ましたけれども、なかなか火が収まらないということで団のほうにもお声がか

かったということで理解しております。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）もうちょっと早く出動をかけておけば、もしかしたら鎮圧がもうちょっと早かった

かもしれませんよね。その辺の判断は現場の判断なんで、僕がああだこうだ言うのも何ですけれど、

１月２日の16時半ぐらいといったら、もう日が暮れかかっている頃の出動なんです。日が暮れかか

っていて、しかも現場には街灯もないような場所で、ライトで照らしながらの消火と聞いたんです

けれど、それはほんまですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）４時24分ということは、このときであればもう５時頃になれば日も落ち

ますので、ご指摘のとおり、現場においては照明をたきながら作業に当たっていただいておりまし

た。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）照明というのはヘルメットについているヘッドライトなんですか、もしくは手で持

っている懐中電灯でやっていたんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）団員個々の、議員ご指摘のヘルメットの照明もそうですけれども、現場

において投光器も使用して、それぞれ隊員が作業するところにおいては照明をたきながら作業して

いたものでございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）出動した団員に聞いたところ、全員ヘッドライトもなく、各分団に２つぐらいしか
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ないと聞いているんですけれど、それは本当でしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）たしか、今年度の団装備の整備においてヘルメットについて照明つきの

ものを貸与することで進めてきておったんですけれども、ご指摘のとおり、正月２日の時点で全員

に行き渡っていなかったかもしれません。ちょっと私、そこの詳細をすみません、把握しておりま

せんが、団員が直接そうおっしゃっていたということは、まだ行き渡っていなかったのかなという

ふうに理解します。すみません。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）ということは、真っ暗な中、懐中電灯を片手で持ちながらホースをこうやるという

のは作業しにくいのがめちゃめちゃ分かりますよね。しかも１月２日、めちゃくちゃ寒くて、防寒

具といっても消防の防寒具なんかめちゃくちゃぬくいものじゃないので、しかもまた、水を使いま

すよね。さっきおっしゃっていましたが、招集が16時24分で終わったのが22時ぐらいと。多分、家

に帰られたのは22時半ぐらいだと思われます。そしたら約６時間の出動です。先ほどから言うてい

ます出動手当、今2,000円ですね。時間割りしたら幾らになりますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）単純に2,000円の６分の１で333円ということ形で。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）時給333円、どうですか。しかも、この長時間、６時間のうちに飲物さえ出てけえ

へんかったと僕はお聞きしているんですけれど、その辺の対応はどうなっているんですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）現場においては、我々は団長と相談しながら、作業の先が見えない中で

長時間に及んできたので、飲物については一定準備もしかけていたんですけれども、結果、団長と

相談する中で、もう寒い中で我々温かいものの準備がそのときはかないませんでして、お茶をお持

ちしようとしたんですけれども、もうちょっと様子を見ようという形で結果お届けしないままに、

非常食も現場には職員に運ばせておったんですけれども、結果的にはお配りできていないというの

が状況でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）用意していましたというのは、結局、配っていなかったら配給されていないと一緒

ですよね。時給333円で６時間くそ寒い中、水を出しっ放しで、それは総務大臣もこの辺を改善し

ていかな後継者がまずいなくなるぞというのを危惧しているし、また、ただの火災じゃなく、先ほ

ども言いましたように大きい火災のとき、台風21号のときもそうですけれど、消防団がかなり役に

立っているというのは皆さん多分ご存じかと思います。やっぱり消防団に対して、もうちょっと総

務大臣から言われているようなことを検討していくつもりはありますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）最初に答弁申し上げたとおり、適切な対応については検討するというこ

とでして、議員がご指摘の団員の非常なご苦労というのは私もすごく身に染みて理解しております

し、ゆめゆめそこをほったらかしにして団に非常に厳しい状態のまま、おっしゃった300円の時給

でということもありましたけれども、そういう形で我々はそのままそれがいいというふうにほって

おくということではございませんので、そこは我々も適切に対応していくという意思は持っており

ます。そこはご理解いただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）その対応というのは、出動手当、年間報酬の見直しも入っているということの認識

でいいですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）今、会議のほうでもその点についてまさに議論されておりますので、そ
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の議論の推移を見て、熊取町としてそこがやっぱり足りないということであれば、しっかりと対応

してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）分かりました。 

   そしたら次、４番の新しい備品の選定基準についてということで、毎回新しい備品を購入という

か配給していると思うんですけれど、どういう基準で配給してはるんですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）４点目にまいります。 

   ご質問の選定基準につきましては、議員もご存じのとおり、平成25年12月の消防団を中核とした

地域防災力の充実強化に関する法律の公布・施行を受けまして、翌年に消防団の装備の基準や消防

団員服制基準が改正されておりまして、市町村においては、基準の内容を踏まえ、安全確保対策、

救助用器具、情報通信機器等の装備について一層の充実強化を図るように定められております。 

   本町におきましては、平成27年度から消防団員の安全確保を優先して防火服、安全靴、火災現場

用長靴や耐切創性手袋など個人装備の充実を図るべく、装備品の更新に努めました。加えて、消防

自動車の更新時には救助資機材を積載した消防ポンプ自動車を導入し、また、全消防自動車に受令

機や無線機の通信機器を積載したところです。 

   また、平成30年の台風21号での活動を教訓に団員から要望がありましたチェーンソーを翌年に配

備し、今年度につきましても、各分団器具庫の停電対策の一環として発電機や照明器具を配備しま

した。 

   以上のように、消防団・団員への新しい備品等の選定に当たっては、消防団の装備の基準や消防

団員服制基準を前提としつつ、活動態様を考慮しながら適切な装備に努めているところでございま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）これ、僕からの要望というか、いろいろ毎回チェーンソーとかいいものを配給して

いただいているんですけれど、さっき言うたヘッドライト、そんなに高くないと思うんです。やっ

ぱり夜間の際は皆さんヘッドライトをつけるような形で、ヘッドライトも購入備品の中に入れてほ

しいなと思います。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）今年度の装備品の一部に、保安帽のヘッドライトつきのものについて一

定購入はしてございます。今後も、全分団に行き渡るように確実に努めてまいります。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）そしたら、５番に入ります。 

   団員不足になった際の対応についてどうお考えでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、５点目にまいります。 

   本町においては、これまで団員の方の諸事情により年度途中に退団となったことに伴い一時的に

欠員となった事例を除き、条例定数の確保を堅持しております。これは、昨年９月議会の会派代表

質問でも答弁いたしましたとおり、消防団の入退団については各分団が地元区の公認団体として認

められ、区の運営の一環として取り組まれ、地元区の役員の方々のご協力も得て新任団員の推薦を

いただいていることなどにより、各分団の人員体制を堅持し、条例定数の確保ができているもので

ございます。 

   しかしながら、全国的には団員の人数が大幅に減少しつつあり、本町においても将来的には消防
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団員の確保が困難となり、条例定数から乖離するおそれがあり、そうした場合には、消防団員の士

気を高め、強い結束の下、活発な消防団活動に資することを前提に幅広い対象に加入を求め、機能

別団員、機能別分団制度を導入していくことも視野に入れ、不断に検討を進めていく考えでござい

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）まさに団員不足は始まっております。９月議会終了後に地元の後輩のほうが、来年

辞めることになるけれど次の担い手がいないと、どうしたらいいかと。じゃ、おまえもうあと５年

ぐらいせえよと冗談で言うたんですけれど、やはりそういうわけにもいかない。 

   それと同時に、資料にある年齢別人口を見てもらっていいですか。そこに、一応消防団というの

は18歳からできるところが多く、一番欲しいところは20代、30代ですよね。左が平成27年度の二十

歳から39歳までの統計を赤線で引いております。令和３年１月分も同じように４か所赤線を引いて

おります。平成27年10月から令和３年１月、まだ５年ちょっとぐらいしかたっていません。その中

で、20歳から30歳がマイナス865人、５年ですよ。これ関係ないというか、将来のこともあるのか

もしれませんけれど、０歳から19歳までがこの５年間でマイナス781人、これ定住・転入促進のほ

うにもつながるかと思うんですけれど、これだけマイナスが続いていたら、あと10年後どうしてい

くんでしょう。今、野津理事は団員不足でないとおっしゃられていますけれど、実際、この数を見

たら、もう厳しいのは目に見えていますよね。どうですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）ですので、先ほども答弁申し上げたとおり、将来的に、もしくは近い将

来、消防団員の確保が困難になることは我々としても懸念として持っておりまして、そうした際に、

これは答弁の繰り返しになりますけれども、現在の対象からさらに広げて、機能別の団員であった

り機能別の分団制度の導入も念頭に置いて、ずっと検討を進めていきたいということでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）９月議会のとき、たしか機能別というのは役場分団ですよね。役場分団をつくる気

はない、報酬も上げる気はないという答えをいただいたと思うんですけれど、やはりそれは、大臣

の書簡が発出されたんでちょっと考え方が変わったんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）前回、役場のいわゆる分団をすぐに入れることは現時点ではないという

ことでお答え申し上げたと思うんですけれども、おっしゃるとおり、総務大臣の書簡というのは確

かに大臣ですから、おっしゃることというのは重々我々も重く受け止めていますし、かつ、将来的

に考えたときには、繰り返しになりますけれども、やはり熊野町全体の人口あるいは高齢化が進ん

でいく中には、消防団の確保が難しいのは我々も分かっておりますので、そこはおっしゃった役場

のみならず、学生であったりとか女性の消防団員というものも我々としても頭に入れて検討してい

かなあかんということでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）そしたら、もう時間がないので６番に入ります。 

   消防団に関する条例改正は直近でいつしましたか。また、その内容を教えてください。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）消防団に関する条例といたしまして、消防団設置等条例につきましては

令和元年12月に一部改正を実施しておりまして、これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴って、成年被後見人等は消防団員

となることができないとしていた規定を削除して、そのほか、所要の規定の整備の語句の改正等も
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行ったものでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）ありがとうございます。 

   そしたら最後に、消防団の一番トップの熊取町長、藤原町長にお聞きしたいんですけれど、今ま

での話を聞いてどう思われますか。どうしていこうと思われますか。 

議長（矢野正憲君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）改めて、熊取町の消防団、全国の消防団の実態について理解できるような、そうい

う意見、質問だったというふうに思います。 

   熊取町は、協働憲章に定めておりますように、住民の皆さん、そして関係の皆さん方と協働して

まちづくりを進めていくというふうなことをうたっております。いろんな方々が協力してまちづく

りを進めていく中にあっても、消防団員というそういう職務については本当に崇高な見識を持って

参加していただいているものだというふうに思っております。そういった方々に対する対価、処遇、

これらについては見劣りのしないような、そして、皆さん方が消防団員に入ってもいいよと言って

もらえるような、そういった装備なり処遇なりを全面というんですか、バランスの取れたそういっ

た体制に持っていければなというふうに思います。低いところはやはり考え直す必要があろうかな

と思いますし、全体のバランスもこれは当然考えなければいけないところだと思いますので、その

点ご理解のほどお願いしたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）ありがとうございます。その対価の低さをぜひ上げていただくよう、よろしくお願

いいたします。 

   そしたら、２点目に移りたいと思います。 

   子ども医療費助成についてです。「ほほえみ 子育て 熊取町！」とうたっておりますが、子ど

も医療費助成を18歳まで拡大するという検討はしておりませんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、子ども医療費助成についてご答弁申し上げます。 

   本町では、平成27年４月に助成対象を拡充し、現在、中学校卒業年度末までを対象に入院・通院

ともに助成を行っているところでありまして、令和３年１月現在、府内では43団体中24団体が同じ

対応となっております。 

   また、18歳年度末まで助成対象としておりますのは、府内全体で19団体、忠岡町以南の５市４町

では田尻町と岬町の２団体となっておりますが、令和３年度から貝塚市が18歳年度末まで拡充する

予定というふうに伺っております。さらに全国では、厚生労働省の調査において、平成31年４月時

点での調査になりますが、６割弱が中学校卒業年度末まで、約４割が18歳年度末まで助成対象とし

ておりまして、現状での本町の実施状況でございますが、標準的な水準であるというふうに考えて

おります。 

   議員ご提案のように、子ども医療費助成制度の拡充は、経済的支援を通じまして少子化や若年世

代の転入・定住対策などに寄与できる施策といたしまして、子育て支援のブランドイメージ向上に

一定の効果が期待できるものというふうに考えますが、現行の中学校卒業年度末まででも、令和元

年度決算におきまして補助金を除く町のいわゆる一般財源負担が年間で約１億1,000万円となって

おります。また、仮に18歳年度末まで拡充した場合、これも概算でございますが、さらに年間で約

2,500万円の追加負担が見込まれるとともに、今後、医療技術の進展などにより、将来的な医療費

増加も予想されることから、対象の拡大につきましては慎重に検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

   なお、市町村が独自に子どもの医療費を助成する場合、未就学児分を除いて国は国民健康保険財
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政への国庫負担を減額調整する、いわゆるペナルティーの仕組みがございます。これにつきまして

は、全国知事会あるいは市町村長会からこの仕組みの撤廃と子ども医療費の全国一律の保障制度の

構築を国に求めておるという、そういう状況にございます。 

   また、現在、子ども医療費助成に係る大阪府からの補助金につきましては未就学児のみを補助対

象としているため、助成対象年齢を町村が独自助成している範囲まで引き上げるように町村長会を

通じて継続して要望しておるところでございます。 

   今後につきましては、これらの動向を注視しながら、制度の拡充が本町の財政状況に与える影響

も勘案しつつ、他の自治体との行政サービスのバランスも含め検討してまいりたいというふうに考

えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）おっしゃるように、貝塚市はこの４月から18歳まで、そして、もう泉南郡で言うた

ら田尻町、岬町がやっていて、うちだけやっていないですよ。そのことも考えていただいて、2022

年４月１日より18歳以上はもう成人になるんで、やはりもう18歳まで子ども医療費助成を取り入れ

ないと、ほかの市町はどんどんそれをやっていって、定住の決め手となるのはやっぱり結構大きい

と思うんです。そういうことでちょっと検討していっていただきたいなと思います。 

   時間がないので次にいきます。すみません。 

   熊取町公式ＳＮＳについて、公式ＬＩＮＥ、フェイスブックはあるが、フェイスブックより利用

者が多いインスタグラムは導入しないのかという……。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、インスタグラムの導入に関するご質問について答弁申し上げま

す。 

   現在、本町では、情報発信ツールとしての広報紙やホームページのほか、公式ＳＮＳとしてＬＩ

ＮＥとフェイスブックを活用し、情報発信を行っているところでございます。この２つのＳＮＳの

ツールにつきましては、最近ではコロナ関係の緊急情報などを積極的に発信するなどし、３月１日

現在ではＬＩＮＥの友だち数は2,481人、フェイスブックのフォロワー数は537人となっております。 

   そのような中、今年度はＳＮＳ以外のツールとして広報紙のリニューアルを行い、来年度はホー

ムページのリニューアルも予定しており、着実に多様な媒体を活用し、住民の皆様をはじめ町外の

方に対しても幅広く本町の情報発信に努めているところでございます。 

   議員ご質問のインスタグラムに関してでございますが、現時点で導入しておりませんが、熊取町

スマートシティ構想を推進する本町としましては、ＳＮＳによる活用媒体の一つとして今後検討し

ていくべきものと認識しております。 

   ここで各ＳＮＳの特徴を確認させていただきますと、まず、フェイスブックは、実名登録制で情

報の信頼度が高く、投稿に対して「いいね！」をすると、その投稿が友だちにも通知されるという

拡散性がございます。次に、ＬＩＮＥは、フェイスブックほどの拡散性はないものの、配信する側

と受け取る側で双方向コミュニケーションを実現でき、あらゆる年齢層がメールに代わる日常の連

絡ツールとして利用しているツールでございます。そして、議員ご提案のインスタグラムは、写真

や動画でユーザーの感性に訴えるＳＮＳであり、投稿の中心は写真や動画で、視覚を通して見る人

の感性に訴えることができることから、投稿する内容の世界観に共感してもらいやすいという特徴

がございます。 

   こうしたＳＮＳのそれぞれの特徴に着目し、どの内容をどういったターゲットにどのツールで伝

えていくのかを多角的に考慮した上で導入を検討し、有効に活用していくことが必要であると考え

ております。 

   したがいまして、インスタグラムの活用につきましては、あらゆる媒体の特徴を念頭に、より効

果的な情報発信を行うための研究を行う中で、インスタグラムの導入につきましても検討してまい

りたいと考えております。 
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   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中圭介議員。 

１番（田中圭介君）すみません、ちょっと時間を過ぎまして、ささっと終わりたいと思います。 

   近隣でインスタグラムをしている市町は、岸和田市、泉大津市、貝塚市、そして島本町消防本部

がフォロワーが大体2,000人ぐらいいてるので、またそれをちょっと見ておいてもらえますか。泉

大津市はよく南出市長が出ておったり、リポストというて、誰かがハッシュタグを打ったのを転送

できたりする機能もあるんで、ぜひそういうのもちょっと参考にしていただきたいと思います。 

   そしたら、以上で私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

議長（矢野正憲君）以上で、田中圭介議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、ただいまより午後３時30分まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「15時07分」から「15時30分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）議長の指名がありましたので、私より質問させていただきます。 

   まず、１点目は、何回も質問していますが、少人数学級の問題です。 

   国は、５年かけて少人数学級を進めようとしております。これは子どもの減少を待つような政策

だと思われます。大阪府も、次年度は少人数学級を進めるつもりはないようです。ありますか。す

みません。今のコロナ禍の中でこそ少人数学級が必要です。一日も早く進めるべきだと思われます

が、どのようにお考えですか、お答えください。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、鱧谷議員のコロナ禍で少人数学級の実現などについて

の１つ目、少人数学級が５年かけて行われることが決まったが、コロナ禍の中、もっと早く進める

べきと考える。中学校も同時に、熊取町独自で実現できないかのご質問にご答弁申し上げます。 

   令和３年２月２日、政府は公立小学校の１学級当たりの上限人数を35人とする義務教育標準法改

正案を閣議決定しました。令和３年度は小学校２年生を35人学級とし、その後、学年ごとに順次引

下げを行い、令和７年度に小学校の全学年が35人学級となります。また、中学校につきましては今

後の検討課題となっており、萩生田文部科学大臣は閣僚折衝後の記者会見で、これで終わりではな

く、中学生を対象にした第２ステージに向けて準備したいと述べられております。 

   熊取町といたしましては、国の制度改正に基づき、学校教育の充実に取り組んでまいります。現

在のところ、町独自での35人学級の実施は検討しておりません。また、中学校につきましては今後

の国の動向を注視したいと考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）この時点で、次年度の４月から３年生で35人学級を超える学級は何学級ありますか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）全体で３年生で２学級が超えるという状況になっています。

１つの学校のみです。 

（「１つの学校のみですか」の声あり） 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）のみですね。 

（「ほかのところはもう35人以下学級ということですね」の声あり） 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）35人以下となっております。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今の現状で、この４月から35人を超える学級の数は何学級ありますか、全体で。も
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し分かりましたら、中学校では何学級、小学校で何学級とお答えいただけたらありがたいです。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）小学校で４つの学年です。１つの小学校で４年生、それから

１つの小学校が３年、４年、５年と３つの学年となっています。ただし、１つの学年は36人と35人

という、１人のみオーバーというふうな状況となっております。 

   続いて、中学校についてですが、２校でそれぞれ１学年ずつという状況となってございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）本当に数が少なくなってきているというのは、今お聞きしただけでも35人学級がす

ぐにでもできそうな状況じゃないのかなというふうな気はするんですけれど、されないというお答

えだったと思うんですが、昨年の４月から校長の判断で、チームティーチングの先生を担任として

少人数学級を進めていいということになりました。今年度の実施状況と、それから来年度４月から

の計画がありましたらお答えいただけますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）本年度は中学校で１つの学年がそれを実施しております。そ

れから、令和３年度につきましては小学校１校、１つの学年、それから中学校１校で１つの学年で

それを実施するという予定になってございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ということは、今令和３年度から35人学級を超えるのは、35人と36人を除いたら本

当に少ないかと思うんですけれども、何学級で何人の生徒になる予定ですか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）すみません。今２つ、小１、中１でいわゆる加配、35人以下

学級を特別に使うというふうに申し上げましたので、先ほどお伝えした数というのはこれを省いた

数をお伝えさせていただいております。既にそれを活用したところは35人以下学級というふうにカ

ウントさせていただいております。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）分かりました。 

   ほかのところで、校長先生がそれを望まないという理由というのは分かりますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）各学校のほうでは、35人以下学級にするのか、それとも従来

からやっている算数等でのいわゆる習熟度であるとか、等分割した少人数での実施をするのかとい

うことで、実際すごく悩んで考えておられます。ただ、やはり算数等の教科を分割してやることの

効果というのは、各学校何年かやってきましてかなり感じておられると。そういった状況の中で、

やっぱりその辺の基礎基本をしっかり身につけさせるためには少人数で、いわゆる教科で、35人以

下学級ではなくてそちらで活用するほうが有効に活用できるという判断の中で、各学校はそのよう

にされているというふうな状況でございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）私に泉佐野市の小学校の友人がいるんですけれども、泉佐野市は全ての小学校で35

人以下学級をやっておりまして、習熟度別というのも、算数の時間を同じように持って、３人の先

生がやっておられるという話を聞いております。それと今の習熟度別というのは、習熟度別の先生

というのは時間単位で来ていただいていますよね。でもないんですか。１日中いらっしゃっている

という感じなんですか。そしたら、そういう方がいらっしゃったらば、それのほうがより子どもた

ちとクラスの担任としてつながっている部分と、同じ学年の子どもたちを３つに分けてやっていく

というのでは効果的には同じと感じるんですけれども、それは全然違うんですか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）今申し上げた習熟度、少人数というのは、１つの学年のみで
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はなくて、例えば３年生から６年生までのそれぞれの算数を全部分割してその先生が入っていくと。

だから、先ほど申し上げました35人以下学級にすると、１つの学年、幾つかのクラスは35人以下に

なるけれども、結局少人数指導することによって、３年から６年までまたいだ学年が少人数の算数

の授業等を行うことができるというふうなことになっています。ですから、そういった点で、習熟

度のほうで活用するのか、それともクラスを35人以下学級でその先生を活用するのかというところ

でいろいろ検討し、悩みながら、やはりこちら側の習熟度、少人数のほうで実施していきたいとい

うふうなことで、各学校で決められているという状況です。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ちょっと理解しにくいんですけれども、学年が違ったら習熟度も全然違う。算数を

通じてのそういう発達の度合いとかというのは、そういうところでずっと関わってきた先生にとっ

ては見やすくなると思いますけれども、子どもとの関係から言えば、２クラスを３人に割って、そ

の３人の中で習熟度別の子どもたちの指導をしていくほうが、子どもたちの見方というのがより深

くなっていくような気がするんです。その辺は、私の理解というのは間違っていますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）すみません。ちょっと私のほうもなかなかうまく理解できな

くて非常に申し訳ございません。 

   もう一度申し上げますと、３年生から６年生までを、例えば３年生が２つのクラスであったと。

それを４つに分割して少人数で授業をすると。そうすると、算数の授業の１クラス当たりの数とい

うのは非常に少なくなってまいります。また、今度は４年生も同じような形をする。１人の先生を

配置することによって、全ての学年がそういう分割した形で実施することができることになるんで

す。だから、１人を入れることで４つの学年をそのように分割して、算数できめ細やかな指導をす

るのが、やはり子どもたちの今の状況を見てそれがいいのか、一方で１つの学年に、例えば36人、

37人の学級を、１人の先生を入れることによって１つのクラスを少なくするのがいいのかというふ

うなところは、当然、学校のほうでもどちらがいいかというのをこちらも投げかけ、学校長にも相

談し、こういったメニューがあるけれども、学校が子どもたちにしっかり指導していく上で、どの

方法がいいのかというのをしっかり考えてほしいと。 

   だから、当然ながら35人以下学級を我々は望んでいないわけではございませんので、それも含め

てしっかりと学校のほうで検討してほしいと。ただ、これを一律にそういうメニューがあるからと

いって教育委員会のほうが学校にこうしなさいというふうなものではなくて、やはり幾つかのメニ

ューの中から学校にとって今現状に応じた、あるいは学校の取組の中でここに重点を置いてやって

いきたいというふうなことをいろいろ検討した中でそれに決めていただいているというふうな状況

がございますので、その辺のところは、今年はそうしたけれども次年度はまた違うメニューでいこ

うというふうなことだって当然考えられる部分もあるのかなというふうに考えております。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今の話を聞いていますと、チームティーチングでも先生を多いところの担任として

入れていけば、ほとんどの学校で35人以下学級ができるという感じがするんですけれど、その辺は

そうはならないんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）加配に関しましては、下りてくる人数というのがやっぱり限

られております。小学校であれば来年度は５名配置されることになっています。となってきますと、

各校に１名ずつ少人数を配置させていただいたとしたならば、１つの学校に36人以上の学級が複数

学年である場合には、やはり１人しか配置されないので、そこについては全部35人以下学級を実現

するというのは基本的には無理になってくるであろうと。 

   もう一つの考え方としては、加配をじゃ36人以上の学年が多いところへたくさん入れるというこ

とについても、これは有効に各学校それぞれ平等な形で活用してほしいということもございますの
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で、ある学校に35人以下のために集中的に入れるというような形はなかなか取りづらいというふう

なことも実際考えております。ですから、各学校に１名ずつ、だからそれによって全て解消される

学校もあります。１つの学校は１つの学年が36人以上の学年でしたので、その加配を活用すること

によってこの学校は全部35人以下になったというふうな状況もございます。その辺は、一概に配置

の数等の関係でなかなか全て解消できるかといったら、そこは難しいところかなというふうに思っ

ています。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）英語教育とか、それからＧＩＧＡスクール構想においてＩＴ機器を使った教育なん

かにも、やはり個人的に指導するということが非常に重要になってくるかと思います。そんなとき

に、35人以下で今のチームティーチングやったら算数とか国語とかというふうな形になってきてい

ますけれども、その辺は教科全体を見渡して、このときには35人以下学級ですべきやというところ

がどんどん増えてくるかと思うんで、その辺は先生の人数が足らないということもあるかと思いま

すけれど、やはりこれからの教育を考えるときには35人以下、もう世界では20人以下というのが普

通になっています。複数担任制というのも普通です。それが日本の教育はこれだけ遅れているとい

うことをしっかり理解していただいて、35人以下にして指導していく。 

   子どもたちが、密の中で今マスクして、きれいにしてもらってというふうな状況で生活している

んで、少しでも間を空けてゆったりと授業が受けられる。コンピューターのほうでも、やはり40人

近くなるとコンピューターを置く場所が非常に少ないとか、それから棚がもういっぱいになってし

まうとか、机が密集していたらコンピューターに移動するときに当たってしまうとか、そういうふ

うな話も聞きますので、やはり35人以下の学級で指導していただきたいという思いは切に持ってお

ります。その点についてはいかがですか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）我々としましても、今回、国が小学校、これ一括ではないで

す。１年ごとですけれども、小学校全体を35人以下学級にしようというふうなことで法改正をする。

これはもう間違いなく議員の皆様方や、あるいは社会が少人数での学習というものを要望していた

だいた、そのおかげだというふうに思っています。ですから当然、中学校もその後、実際に35人以

下学級が動いてほしいというのは我々も思っているところであります。 

   ただ、現段階でそういった思いは持ちつつも、やはり国の法改正、それに基づいて我々は今のと

ころ、独自ではなくてやっていきたいというふうなこと。ただし、議員言っていただいているとお

り、子どもに対して一人一人きめ細やかに支援、指導していかないといけないというのは、これは

もう十分分かっておりますので、若干人数が多い中ででもその辺のところは常に心がけていきなが

ら取組を進めるよう、我々も学校のほうを指導していきたいというように思っています。だから、

鱧谷議員と同じ気持ちであるのは間違いないというようなところでご理解いただけたらうれしいか

なと思います。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）私の資料を見ていただけませんか。 

   少人数学級の拡充の動きというのは、これは国の動きなんですけれども、北海道や青森やら15道

府県が少人数学級の独自施策を拡充しています。まだ大阪府はそれに入っておりませんけれども、

また、群馬県は小・中学校全学校に対象を拡大しています。泉佐野市も小学校35人学級になりまし

たし、田尻町も令和３年度から小学校35人以下学級になります。 

   ぜひ、熊取町も子どものために、小学校、中学校も同時に独自の決断で、お金がないと言われれ

ばあれなんですけれども、やはり子どものためならばお金を使ってもいいのではないかというふう

に感じます。ほかのことにお金を使うんだったら、まず初めに子どものことにお金を使っていただ

きたいと思います。転入促進とおっしゃっていますけれども、やはり熊取町を選んでもらうために

も、一日も早く全ての学校、小学校を先に進めてもいいかとは思いますけれども、35人以上学級が
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あるというふうなことがあると熊取町のイメージも悪くなるかと思いますので、その点はいかがで

しょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）先ほどから同じことばかり申し上げて申し訳ございませんが、

国が５年という、長いと見るのかどう見るのかあれですけれども、かけてやるというふうに言って

おりますので、それに基づいて我々は学校教育の充実に取り組んでまいりたい。ただ、現有の状況

であったとしても、しっかりと子どもたちのために頑張ってまいりたいというふうな気持ちである

ということでございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）町としての考えはやはり小学校で35人……。もうここまで来たら35人学級はそこま

で来ているような気がするんですけれど、少人数学級で絶対残してほしいという学校をどうするか

というのは、また先生と話合いはしてもらわないといけないかと思います。ＩＴ化するにも35人以

下学級というのは当然だと思うんですけれど、その辺ではいかがなものでしょうか、町として。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）鱧谷議員おっしゃっておられることは非常によく分かるんですけれども、もち

ろん、さっきから統括が申しているように、先生が不足していると。それともう一つやっぱり原因

があって、各小・中学校に空き教室がある学校もあるけれども、今の現状でクラスいっぱいいっぱ

い入っているという学校もあります。となると、35人学級になってクラスが増えるということは、

当然施設のほうも増やしていかなあかんという状況もございます。現在の補助制度であれば学校の

子どもの数に応じた学校面積というのが決まっておりますので、それを超えて施設整備をするとい

うと全額町費での持ち出しということになります。先生を基準を超えて採用するとなると、泉佐野

市はどういう方法を取られたのか分かりませんけれども、全額を先生のお給料の分は町が負担しな

ければならないということで、やっぱり財政的にかなりの負担になってくるというところもござい

ますので、現状、統括が申し上げましたように、少人数ということで教科に応じて、子どもたちの

習熟度に合わせた形での対応ということで現在させていただいております。 

   ただ、やっぱり大阪府全体として、市町村が手を取り合わせて、35人学級の実現に向けてはいろ

んな機会を通じて大阪府なり国のほうへの要望については引き続き行っておりますので、そのあた

りについては議員方のバックアップもぜひいただけたらなというふうに思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今お話しいただきましたけれど、部屋の数が足らないというお話でした。部屋の数

が足らないときには、私たちも若いときは部屋の数が足らないのが当たり前ということで、特別教

室で授業があったりとか、そういうふうなことは経験してきているんですけれど、特別教室をクラ

スに変えて、特別教室の使い方をいろいろと工夫してみるとか、そんなこともできるのではないか

なと思うんです。そういうことは無理な学校がやはりあるということですね。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）やはり特別教室については一定それぞれ教室を動かせないという、家庭科室で

あったりとか音楽室が階段状になっていたりとかいうところもございますので、学校によっては多

目的で使えるような部屋というのもあるんですけれども、生徒数の増減の具合で、どうしても今、

支援の子どもたちも増えてきていますので、そういうような形で教室が不足しているというところ

も現状ございます。そのあたりについては学校のほうといろんな相談をしながらということで、教

室の使い方というのもございますので、この辺についてはご理解いただけたらと思います。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）分かりました。 

   今のところは足らないところ、小学校の４つの学級、２つあると。それから中学校の２校で足ら
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ないというところで、これだけだったら、それで35人、36人だったら４人の先生を配置できればで

きるんだったら、できるような気がして仕方がないんですけどね。ここまで来ているのに、もう35

人のところに手が届き、子どもたちのいろんな面でも、先生の負担の面に対しても、全然40人近い

学級と35人以下の学級では違うというのは私自身もすごく感じていますので、またその辺はお考え

いただけるということでお願いできませんでしょうか。無理ですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）先ほど来、町側にも転入促進の観点でということで子育てしやすいまち、

教育のまちということで掲げておりますけれども、先ほど吉田統括のほうから答弁があったとおり、

私自身は、教育委員会のほうが人数が仮に36人、37人、オーバーするようなことがあったとしても、

しっかりと一人一人に行き渡る教育というのをされているということでございますので、決して35

人学級を全てやっているから優れているというものではなくて、やはりその姿勢ということが大事

かなというふうに思っております。 

   その参考かどうかあれなんですけれども、我々、定期的に不動産業者とお話しするんですけれど

も、やはり熊取町の学校教育は非常に優れているという評価をいただいて転入されている方が多い

というお声もいただいておりますので、そういったところで、先ほど教育委員会が答弁申し上げま

したとおり、まずは国の動きにしっかりと合わせながらというのが基本かなというふうに考えてお

ります。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）国の動きはかなり遅いので、なるべく早く行っていただきたいということを申し上

げて、もう一つ、先生の長時間労働の負担軽減のためにタイムレコーダーを導入されたと思うんで

すけれども、その効果があったらお話ししていただけますか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）タイムレコーダーの導入に関してどんな効果があったかとい

うことについてでございますが、全体的に、申し訳ございません、細かな資料を持っていませんけ

れども、勤務時間数はやっぱり減ってきております。結局、タイムレコーダーを使うことによって、

先生方が帰るということを意識されるようになっているのは間違いないと思っています。 

   ただ、当然ながらまだ遅くまで残ってしないといけないときがあったりとかという方がございま

すので、その辺、働き方改革については今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）２番目についてお聞きします。 

   12月議会でも聞きましたが、広報２月号でスクールサポートスタッフの４名募集というのがあり

ました。学習支援員やスクールサポートスタッフの現状はどうなっていますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、２つ目の学習支援員についてですが、12月議会一般質

問でもご答弁させていただきましたとおり、予定どおり各校８時間、延べ16名を配置し、現在活動

を行っております。令和３年度につきましては、大阪府の補助事業が行われないため実施しない予

定です。しかしながら、本町では従来から学習支援ボランティア事業を実施しており、ボランティ

アの学生に支援員と同様の活動を行っていただくことにより、児童・生徒の学習の充実に努めたい

と考えております。 

   続きまして、スクールサポートスタッフの現状についてですが、主に新型コロナウイルス感染症

対策における消毒作業を従事内容といたしまして、昨年７月以降継続して、広報紙の掲載やハロー

ワークを通じてスタッフの募集を続けてまいりました。現在、小・中学校８校中、７名のスタッフ

の方に従事していただいており、残り１校が未配置となっている状況でございます。 

   また、令和３年度のスクールサポートスタッフ関連予算につきましては、本議会にご提案申し上
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げている令和３年度当初予算にも計上させていただいており、並行してスタッフの募集についても

進めているところでございます。 

   応募状況でございますが、２月号広報紙に掲載し、現在７名が従事する見通しとなっております。 

   残る１名のスタッフ配置につきましては、再募集の検討と併せまして、スタッフの派遣業務とし

て事業者への委託も視野に入れて検討を行っているところであり、スタッフ未配置学校が解消され

るよう鋭意努力してございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

   なお、このスクールサポートスタッフ配置事業については、大阪府の補助事業を活用して実施し

ているところでございますが、大阪府の予算が現時点で令和３年10月末までで一旦区切りをつける

とのことでございます。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大あるいは終息の状況や、これに伴

う大阪府の動向を見据えながら、10月以降、本町としての対応について検討してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）２月の広報のホームページでは、今年度中だけ、３月末までの募集のような書き方

をされてありまして、３月１日に更新されたホームページでは来年度も募集が１人ということで、

そのときにやっと２月の採用で３名が採用され、採用期限も３月末までと書いてあったんでほっと

したんですけれど、何かホームページの書き方が２月の募集で令和２年度の３月３１日までみたい

な書き方やったんで、えっ、１か月だけの採用みたいな感じと思ったんです。それはよかったなと

いうふうに思っているんです。 

   熊取町は時給973円、泉佐野市は時給1,051円なんです。せめて近隣と同じようにしてあげていた

だきたいと思います。 

   私の資料のほうを見ていただきたいんですけれども、採用の状況を見たときに、泉佐野市のほう

の講師の募集については金額とかいろいろと詳しく載せてあるんです。熊取町のホームページでは

講師にご登録ください、それだけなんで、何かほんまに産休の先生とか先生が病欠になったときの

募集とか、本当に募集をしたいという気持ちが伝わってこないので、この辺はちょっと改良してい

ただきたいなと、考えていただきたいという思いでおります。一応そこで質問は終わりなんですが。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）講師募集の記事に関しましては、また掲載の仕方については

考えたいと。ここには４年制大学新卒ということで書かれてありますよね。 

（「講師登録の形みたいですけどね」の声あり） 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）はい。その辺のところ、額を示す場合に例えばいろいろな経

験であるとか、あるいは一般企業でお勤めであったとか、様々な状況によってかなり給与の額が変

わってくるので、そこをなかなか明示してしまうのが難しいなというところも実際ございまして、

かなり複雑な府の計算式の下でやられていますので、簡単に書いてしまうことによって誤解を招く

ことがないのかなということが若干気になっています。そこのところを考えながらホームページを

アップしていきたいなというふうに思います。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）またお考えをお願いしておきます。 

   次の質問に移らせてもらいます。生活保護の扶養照会についてです。 

   扶養照会とは、生活保護の申請時に福祉事務所が３親等までの親族に援助できないかを問い合わ

せるものです。生活が困窮しても、家族に知られるのが嫌だからと生活保護を受けないケースが多

く見られるようです。私が相談を受けた方も、ご夫婦とも国民年金だけで、それも満額ではなく、

ご主人が介護施設に入所するとお金が足らなくなり、１日500円で食事をしているという話でした。

生活保護の話をしたんですが、親戚に手紙が送られると娘に恥をかかせるからと拒絶されました。 

   菅首相は１月27日の予算委員会で、コロナ感染拡大によって困窮者が増えている、もっと支援で

きないのかの答弁で、政府には最終的には生活保護という仕組みもと答弁しました。生活保護が必
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要な世帯の２割しか利用していない下で、扶養照会によって申請をためらうのは仕方ないのかとい

う答弁に田村厚労相は、扶養照会は法律事項ではなく、義務ではないと答弁しました。菅首相も、

生活保護は国民の権利だと認めました。 

   コロナ禍の下、生活に困窮される方が増えると思われます。今こそ扶養照会はやめ、生活保護制

度の改善、拡充が必要です。町から国へと改善するよう要望してもらいたい。また、改善が決まる

と広報をお願いしたいが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の生活保護の扶養照会につきましてご答弁申し上げます。 

   まず、生活保護の扶養照会でございますが、議員ご指摘のとおり、生活保護申請者の親や子及び

兄弟、姉妹等の扶養義務者がいる場合に、扶養を受けることができる範囲で生活保護よりその扶養

が優先されることとなっているため、照会を行うものでございます。 

   本町は福祉事務所を設置しない町村となっておりますので、扶養照会を含む生活保護の業務は大

阪府が行っており、岸和田子ども家庭センターで実施しております。本町に生活保護の相談があれ

ば岸和田子ども家庭センターに引き継いでおります。 

   なお、生活保護の扶養照会につきましては、本年２月８日の衆議院予算委員会におきまして、よ

り弾力的に運用できるように厚生労働省で検討しているという発言もあり、運用に変更があった場

合は情報の発信に努め、今後とも、保護を必要とされる方が適切に生活保護を受給できるように大

阪府と協力してまいります。 

   以上、ご理解をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）私がこの質問を出した後、２月27日に厚生労働省は、今まで20年間音信不通の親族

には扶養照会調査は不要だったのを改め、期間を10年間で扶養照会不要としました。また、自営の

収入が回復する見込みのある場合は持家のまま制度が利用できる。また、今まで親族が高齢、未成

年、ＤＶの場合は照会しないとしていましたが、それに加えて、親族に借金している、相続をめぐ

り対立している、縁が切られていて関係が著しく悪いなども照会不要と明文化しました。しかし、

この判断はどこがするのでしょうか。親戚と関係が悪いから知らせないでくださいで済むのでしょ

うか。その辺も、もしお分かりでしたらお答えください。また、分からなかったら調べていただき

まして広報もしていただきたいというふうにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今ご指摘のあったとおり、令和３年２月26日付で事務連絡も参っておりま

す。生活保護問答集についての一部改正というような文章で新旧のほうもつけられておりまして、

今、議員ご指摘のあった借金を重ねている、相続をめぐる対立、そういったことで縁が切られてい

るなど著しい関係不良の場合が想定されるというようなＱ＆Ａの改正の通知が来ております。 

   ただ、具体にそれをどのような聞き取りというんですか、そこまでするのをどういうふうな手順

でどのようなタイミングでというそこまでのところは、現実、この対応は子ども家庭センターのほ

うでやっていただくことになりますので、我々もそこまではちょっと把握していないというのが正

直なところでございます。その辺につきましても情報発信できる部分につきましては、今、議員ご

指摘のとおり情報発信すべきだと考えますので、適宜聞き取り、その辺の中身につきましては発信

できる範囲で発信させていただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）そもそも2017年の調査によりますと、年間に26万回の扶養照会が行われています。

そのうち経済援助に至ったのは僅か1.45％です。福祉事務所の負担が重く、現状にそぐわない制度

になっております。また、扶養すると答えたもののできなくて、また初めから生活保護を申請する

というようなケースもあるようです。 
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   ２月24日のネットに、菅首相の息子が接待した飲食代１人７万4,000円の記事と、残金13円を残

して親子が餓死したという記事が載っていました。何かとてもたまらない気持ちになりました。ぜ

ひ権利としての生活保護が一日でも早く実現しますようお願いしまして、次の質問に移らせていた

だきます。 

   ３番目としまして、菅内閣はデジタル化の推進を最重要課題の一つに掲げています。熊取町もデ

ジタル化を進めています。デジタル化により、新しい科学技術は生産力の発展をもたらしますが、

デジタル化が生活に及ぼす変化が幸せにつながらないおそれがあることを考えてもらいたいと思っ

て質問いたします。 

   労働の在り方や労働者の雇用への影響が大きく及んできます。ＡＩは、人間の知能労働さえもＡ

Ｉコンピューターによって代替する技術を今切り開いていっています。経済産業省の新産業構想ビ

ジョン施策によりますと、デジタル化によって様々な仕事において人減らしが起こり、ホワイトカ

ラーの仕事は大きく減少し、対策を講じないと、2030年です。2030年というたらあと10年ほどしか

ないんですが、従業員数が735万人も減少すると予測をしております。 

   行政では、デジタル化が進むと働き方が変わっていくのでしょうか。人数が減らされていくので

しょうか。どうなっていくと思われますか、ご答弁お願いいたします。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、デジタル化と働き方について、まず行政でのデジタル化と働き方に

ついて答弁申し上げます。 

   ＡＩなどの先端技術を活用して内部管理業務をデジタル化することにより、行政ニーズの高度

化・多様化による業務量の増大や人件費抑制への対応など、行政が抱える課題解決につながるもの

と考えてございます。その結果、デジタル化で対応できない、職員が直接対応しなければならない

業務、例えば職員が地域課題に直接向き合う業務に対する時間を確保するなど、業務への人的資源

をより合理的にシフトさせることで、住民の利便性の向上が図られるとともに職員の働き方によい

影響があると考えてございます。 

   次に、デジタル化による人員の対応についてでございますが、少子高齢化のみならず、厳しい財

政状況の中でデジタル化による業務の効率化は必要不可欠な取組であると考えています。この取組

を進めることにより、限られた人員の中で、増加傾向にある超過勤務の抑制につなげていくととも

に、先ほども申し上げたとおり、デジタル化による業務の効率化により、デジタル化で対応できな

い業務、職員が直接対応することが望ましい業務に注力できることで、今後も増大するであろう行

政需要に対し、限られた職員数ながらも住民サービスの質の向上を図っていけるものと考えてござ

います。 

   一方、１人当たりの職員の働く時間を短縮し、その代わりに職員数を増やすというワークシェア

リングにつきましては、デジタル化による業務の効率化とは切り離して考えていくべきものであり、

今後の情勢に留意しつつ研究してまいりたいと考えております。 

   以上、ご理解をお願い申し上げて答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）人間らしい仕事ができるということではプラスに働くことは多いかと思いますが、

ただ、人を減らしても仕事をしていけるということに対して、やはり危惧を感じざるを得ません。 

   私は先日、中国の配送車の映像を見ました。全自動化された配送車が団地の前に止まると、会社

からお客に届いたという知らせが行き、ボックス番号と暗証番号が知らされます。ボックス番号の

ところに行って暗証番号を打ち込むと扉が開いて物品を受け取ることができます。これが量産され

れば配達業者は要らなくなります。同じように、全自動の車がたくさんできればタクシー運転手は

要らなくなります。失業が増えてくるのは当然ではないでしょうか。 

   また、料理や宅配業者、コンビニオーナー、美容師など、個人経営者の形を取ってウェブサイト

アプリの仲介をする仕事になり、デジタル日雇労働という将来世代を生み出す可能性もあると言わ
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れております。これはウーバーみたいなので、アプリからどこどこへ行って、個人経営者としてお

金は受け取りますが、あと何の保障もない。年金もなければ、それから失業保険もない、そういう

人々が増えてくると思われるのです。 

   働く場所の減少とデジタル日雇労働者の増加は、私は少子化社会を加速させるのではないかと心

配します。今、コロナ禍の中で、2019年度86.5万人だった出生件数が2020年度には84.8万人と減少

しています。コロナ不況で2021年度は80万人を切るかもと言われています。80万人を切る予測は

2030年以降の予測値だったようです。あまりにも早い少子化、私は、この少子化に加えて、デジタ

ル化により仕事がなくなり、アプリやウェブサイトが仲介する年金や退職金など保障のない労働者

が増えることで、また少子化がどんどん進んでいくのではないかと思っております。 

   そこで、私の資料を見てください。 

   スウェーデンで６時間労働制が今進んでいます。そのきっかけになったのは日本のトヨタでした。

最大の効果は、従業員の離職率が減少したことです。辞められると次の従業員のトレーニングコス

トがかかります。６時間勤務制を導入したことで職場に魅力を感じ、転職を考えなくなったそうで

す。しかし、デメリットとして、６時間労働制を維持するには人材コストがかかります。しかしな

がら、仕事がなくなり生活保護費ばかりが増える社会よりは、長時間労働をやめ若者の働く場所を

増やし少子化を止めるために６時間勤務制にすることが、私は望ましいことではないかと考えます。 

   行政も、デジタル化によって人員を減らしていくのではなく、人員を増やしていくことを考えら

れないでしょうか。また、そのような考えはありますでしょうか。先ほどはないとおっしゃいまし

たが、よろしくお願いします。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）議員が言われる、要は時短をして人を増やすという策でございます。これまで

１人で担当していた仕事を複数人で分けるということによって１人にかかる負担を減らそうという

ものでして、そうすることで効率性と生産性のレベルアップを目指すというものになろうかと思い

ます。これも、議員の資料にもあるようにヨーロッパの諸外国で導入されて実績を上げられ、日本

でもトヨタということもありましたけれども、そういう企業が増えてきて、現在様々な企業で問題

解決につながり、成功を収めているという事例も見させていただきました。 

   それで、本町についてでございますが、要はこの取組といいますのは、雇用を増やしつつ労働時

間と賃金の削減という２つの異なる取組を行うということになりますので、現時点では本町ではな

かなかなじみにくいものなのかなと感じます。ただし、検討するとすれば、正規職員では制度上の

縛りがありますので時短は難しいということになるんですが、会計年度任用職員では勤務時間の裁

量は町にありますので、そこができるのかなと思いますけれども、ただ、雇用される側、働き手に

とりましては、労働の負担は減りますけれども勤務時間が短くなるということは、やはり給料が、

そのまま収入面が減るということになってまいります。そうしますと募集しても、他団体の条件と

かも申込みされる方は比較をされて申し込まれてきます。そういった意味でも、現状でも多く申し

込んでもらえていない状況が確かにあるので、さらに申し込んでいただけない厳しい状況になるの

かなというところが心配するところでございます。 

   そういったことで、現状では対応は難しいのかなと思いますけれども、やはり議員おっしゃるワ

ークシェアリングにつきましては雇用の創出であったりとかハードワークの緩和とか、要は職場環

境の改善が図れる手段の一つということで認識してございますので、今後も研究は重ねていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

議長（矢野正憲君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ありがとうございます。 

   本当に少子化が進んでいきますと、どんどん少子化の悪循環というんですか、リーマンショック

のときに働けなかった子どもたちが今、やっぱりしんどい思いをたくさんしております。また、コ

ロナの中で就職できないという子どもたちも増えてきて、その子たちが子どもを産めないような状
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況というのがまた出てくるのではないかというふうに私はちょっと不安を感じています。その辺も

考えていただいて、少子化の問題と雇用の問題というのをみんなで考えていけるようなきっかけに

なったらいいかなというふうに思って、質問させてもらいました。ありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、鱧谷議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、議場内の換気のためしばらくの間休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「16時24分」から「16時28分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

   町政運営方針で中学生を対象とした民間の英語試験の実施というのがあったので、ちょっとちぐ

はぐになるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。 

   まず、１個目、英語検定試験受験料の補助についてということで質問させていただきます。 

   大阪府内や近隣自治体でも実施している英語検定の受験料の補助について、以前の一般質問の中

で聞いているが、現在の状況をお聞かせください。 

   １点目、以前と変わらず受験料の補助は考えていないかということで、ご答弁をお願いします。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）坂上議員の英語検定受験料補助についての１つ目、受験料の補

助についてご答弁申し上げます。 

   今年度から小学校での英語教科化が本格的に始まったこともあり、子どもたちの学習意欲やコミ

ュニケーション力をさらに向上させるため、授業内容の充実及びＡＬＴの効果的な活用を図ってい

るところです。あわせて、英語に対する取組の成果や課題を的確に見取り課題改善に取り組むこと

が、本町英語教育のさらなる充実につながると考えており、令和３年度には、英語検定受検料補助

ではありませんが、英検ＩＢＡを中学１年生から３年生対象に実施したいと考えています。英検Ｉ

ＢＡとは、日本英語検定協会が実施している英語能力判定テストで、リーディングとリスニングの

２技能を測ることができます。中学生全員を対象とすることで、全ての生徒の学習成果や各校及び

町全体の英語力の定着状況が把握でき、小・中学校の英語授業やＡＬＴ活用の在り方を効果検証す

ることができると考えています。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）何かしらやっていただくのは、前よりは前進しているので、いいのかなと思います。 

   次に、２点目の補助を実施している多くの自治体は、英語力及び学習意欲の向上を図るためとし

ています。また英検３級では、受験料団体、多分こっちで受けるほうが安いんですけれども、受け

ても5,000円近くするんですね。補助があるほうが、子どもたちも保護者の方に受けたいんやけれ

どというのは言いやすいと思うんですけれども、その辺はいかがですか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）２つ目の補助があるほうがチャレンジしやすいのではについて

ですが、英検ＩＢＡ実施の目的の一つとして生徒の学習意欲の向上があります。英検ＩＢＡ実施後

には、生徒一人一人に個人成績表が返却され、自らの学習成果を把握することができます。生徒自

身が自分の得手不得手を客観的に知ることにより、英語学習に粘り強くチャレンジするきっかけと

なり、英語のみならず全ての学習に対して主体的に取り組む態度をさらに育むことができると考え

ています。 

   今後も、子どもたちのコミュニケーションを図ろうとする意欲を一層高めていき、英語を通じて

全ての子どもたちが自分のことを表現したい、そして人と関わりたいと思うことができるよう、英



－５１－ 

語教育の充実に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いしまして、ご答弁とさせてい

ただきます。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）分かりました。ちょっとその辺が絶妙に微妙かなというふうに感じるんです。よく

新聞でも、英検３級相当な人は50％と書いているんです。要は、相当というのは将来、履歴書とか

に書けないんですよ。僕、英検３級相当ですと書いても、ふーんで終わっちゃうんですよ。結局そ

こは、外部のちゃんとした実績として残るような英検を受けたり、そのほかにもいろいろな英語検

定試験というのがあるんで、そういうのを受けたほうが、結局自分の持ち物というか、一つの成功

体験ですよね。要は相当みたいな話じゃなくて、ちゃんと英検３級を持っています、英検２級を持

っています、そういうふうに言えるんですよ、将来にわたって。ちゃんと勉強した結果がそうやっ

て履歴書とか正式な書類に書けるものをもらえるというのは、一定モチベーションも上がると思う

んですけれども、その辺の考えは以前とは変わっていないですか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）教育委員会としましては、英検受験となると希望者ということ

になる可能性が高いかなというところで、やはり全ての子どもたちの英語の学習状況を把握してい

きたいと考えたところ、英検ＩＢＡがちょうど適するかなと思っているところです。全ての子ども

たちの学習状況を把握できたら、学校全体の成果であったり課題、また町全体の英語教育の取組の

成果、課題もはかることができるというふうに考えたため、英検ＩＢＡを実施する予定にしている

というところです。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）分かりました。教育委員会としてはそういう答弁になると思います。 

   僕が言いたいのは、結局町長に言いたいんですけれども、英検の受験料を補助してくださいよと

いうことなんですよ。町長も以前、マニフェストとかでも塾代補助だとかを書いていたときもあり

ますし、そういった観点は持っておられると思うんです。 

   近年、中学、高校生ぐらいの受験生の数はぐんぐん伸びていっていますし、小学生以下でも今40

万人とかになっているんです。受験する子たちが増えています。実際、小学校５、６年生で５級か

ら始めたり、４級をいきなり受けたりという子どもたちも増えていっているんです。そういった中

で、実際、近隣でも補助している自治体もある中で、熊取町は教育のまちとかも言うている中でど

うしていくんかなというところで、教育委員会としてはそうやって全体的な答えでやっていたんで

すけれども、これは町長にお聞きしたいんです。どうでしょう。 

議長（矢野正憲君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）教育委員会としての考え方があると思います。全体的な底上げを図る中で、英語に

興味を持ってもらいながら英語能力を向上させていくという、これは公平性というふうなことから

言えば当然のことだというふうに思います。 

   ただ、個人的に言えば、私も町長に出るときには学習塾代のクーポンをというふうなことも公約

に掲げておりましたし、できれば、そういった希望を持っている子どもたちには応えてあげたいと

いうふうに今でも思っております。ただ、これが今適切なのかというふうなことも考えなければな

らないというのが、コロナ禍の現状であるのかなというふうに思うところです。これは自分の中で

相反することなんですけれども、全体的なそういった総合的な状況判断というのがありますので、

まずは教育委員会の考え方も尊重しながら、時期を見ながらそういう決断をどこかでしたいなとい

うのを思っているのが現状です。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）ぜひ、そのどこかというのは早いほうがいいと思いますので、中学校からとは言わ

ず、小学生から英検とか英語検定試験、いろいろありますので、受験料の補助をしていただきたい
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なと思います。 

   先ほども鱧谷議員から仕事がなくなっちゃうよという話をしていたんですけれども、やっぱり子

どもたち、仕事がなくなっても困りますので、子どもたちのスキルをどんどん上げていくために、

そういった英語の補助というのも考えなければならないと思います。ぜひ、その辺は早い段階で決

断をお願いします。 

   次、２つ目の質問へいかせていただきます。 

   資産の稼働率、更新の考え方についてということで、公共施設等総合管理計画が平成29年に策定

されました。計画が進められているところですが、コロナ禍の影響で情勢は一変しました。そこで、

資産の稼働率や更新の考え方についてお聞きします。 

   １点目、稼働率の低い資産はどのように把握していますか。その基準はどうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、ご質問いただいております公共施設等総合管理計画に基づく資産の

稼働率や更新の考え方についての１点目、稼働率の低い資産の把握の仕方とその基準について答弁

申し上げます。 

   公共施設等総合管理計画につきましては、本町の公共施設等の適正な配置や効果的、効率的な管

理運営の方向性を示すべく、各関係部局との連携の下、平成29年２月に策定したものでございます。

この公共施設等総合管理計画は基本的な方向性を示すものでございますので、各施設の稼働率に関

する基準は設けておりませんが、本計画策定後、施設管理部局において個別施設計画の策定を進め

ているところであり、その中で、施設の稼働率や利用者の増減の推移等につきましては各施設ごと

で適宜把握しているところでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）あえて全体的な、すごく広い範囲の質問をさせていただきました。要は、よく分か

らんと言ったらあれですけれども、把握しにくい計画なんで質問させていただきました。 

   僕が、ちょっと稼働率が悪いんじゃないか、これはもう一般企業で言ったら不良資産じゃないの

というところもあったりするんですよ。でも行政というのは、利益を出さなくても住民のニーズが

あったらやらなければならないじゃないですか。使われていない、全然利益を生んでいないから要

らないよねという判断がしにくいので、こういったよく分からんなというのが出てくるので、あえ

てこれはちゃんと基準を設けたほうがいいんじゃないのというので質問しているんです。 

   まず、分かりやすいところで、野外活動ふれあい広場の令和元年度のＫＰＩの評価がＣなんです

よ。実際、イベント参加者数とか見ても、平成28年度で7,500人、平成29年度7,025人、平成30年度

5,962人、そういう人数なんですよ。自己評価で利用者数、イベント参加者数がともに減少してい

るため、評価Ｃになっていると書いています。この施設は、担当部局としては稼働率としていいの

か悪いのか、どのように捉えていますか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）ＫＰＩ指標のほうでも利用者数、これはイベントを除く利用者数になり

ますが、8,400名とさせていただいているところ、先ほど議員おっしゃったとおりの数字になって

おるというところで、目標に当然達していないというところでＣという評価をさせていただいてい

ます。もちろんこれは、やはり我々としては不満足、もっと利用していただけるような工夫をして

いかなければならないというふうに認識しています。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）まさしくそこなんですよ。増やしていかなあかんのかどうかというところが問題な

んですよ。資産を持っていたら、ずっとお金がかかりますよね。これを切ってしまうのかどうかと

いう基準がどこにあるんかが、目標に達していないから目標人数まで持っていこうよという考え方

もあると思うんですけれども、資産を持っていたらこのままずっと更新費用とか、委託しているの
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で委託費用がかかっていますよね。なので、平成29年度に策定されたこういう公共施設等総合管理

計画のときにはなかったコロナという状況の後に今来ていて、財源をどうやって配分するのかとい

うのはもっと改めて考えなあかん時期に来ているんじゃないかなというところで、野外活動ふれあ

い広場、こうやって人数がいっていない中でずっとこのまま熊取町が持ち続けるんかどうかという、

そういう基準はありますか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）もう一度確認させていただきたいんです。施設整備計画はもう一旦置い

ておいて、施設として町が持つべきかどうかというレベルのお話というところでよろしいですね。 

   野外活動ふれあい広場につきましては、やはり緑の拠点的な施設でございまして、ファミリー層

であるとか、また子ども会、ボーイスカウト、大学のサークル等、こういった団体がいわゆる施設、

バーベキュー施設もそうですしミニ広場なんかもそうですけれども、そういう施設を使って野外活

動をしていただく、また、宿泊もしていただけるような施設ということで、町で唯一の施設でござ

いますので、そういう意味では施設としては必要であろうというふうに考えております。 

   もう一つ、基準があるかというところにつきましては、個別に現在のところでこの基準になった

らこういう施設は要らないよねというような基準は、熊取町ではないというふうに認識していると

ころです。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）分かりました。 

   次に、利用者が少ないんじゃないかなと思うので、老人福祉センターのことをお聞きします。 

   入浴サービスというのがなくなってから利用者が減っていると思うんです。その中では、これは

議員全員協議会でもちょっとご質問したんですけれども、議員全員協議会で配られた資料の中では、

平成27年は積み上げの利用者数なんで１万6,859人になっています。施設の総合管理計画の中では

平成27年度の利用者が6,600人ぐらいになっているんですよ。要は比べにくい数字になっているん

です。この施設も年間、施設の総合管理計画の数字をもっていうと6,000人ぐらいなんですけれど

も、先ほどの野外活動ふれあい広場のことと同じように、更新していくのかどうかというそういう

基準はありますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）まず、老人福祉センターですけれども、近辺にある公共施設として皆さん

にご利用いただきやすい施設であるというのがまず１点ございます。それから、老人福祉センター

は老人福祉法に基づく、設置の義務とまではなっておりませんけれども、老人福祉法に定める施設

ということになっておりまして、基準が特Ａ型、Ａ型、Ｂ型という３種類がありまして、本町はＢ

型になるんです。こういった法的な位置づけのある施設である。それから、先ほどご紹介いただい

たように一定の人数、これは特に２階に設置してあるヘルストロン、それから１階の入り口のとこ

ろにあるマッサージ器、こちらを利用される方が非常に多いと。それから年間5,000件を超える貸

し館のご利用も、やはり場所的なものもございます。利用されているというところもございます。 

   それから、この老人福祉センター、今、基本はご高齢の方限定というふうになるんですけれども、

やはりふれあいセンターとの相互利用というようなことも今後考えていかないと、ふれあいセンタ

ー自体がもうかなり手狭になってきております。それから、これからの福祉施策の中で地域共生社

会ということを前面に頑張っていかなければならない、それの拠点施設的なものとしての位置づけ

も今後考えていきたいなというふうに考えておりまして、やはりこの施設、我々福祉部局として、

また利用状況からしても、今後継続していく施設だというふうに考えております。 

   それから、あともう一点は、耐震診断を実施し耐震補強の必要性も出ておりますけれども、非常

に安価に耐震補強できるという結果が出ておりまして、これをそれこそ更地にしてしまうというの

は逆にもったいない話で、これに少し手を入れて補強して、そうすれば地域共生社会、地域の皆さ

んが憩いの場としてご利用いただける、そういった場に今後発展的に使っていきたいという考えを
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持っております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）すみません、１点申し忘れた部分がありまして、先ほど総務部長の答弁

で、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画に基づいてそれぞれ施設のことを考えているん

だというような答弁やったかと思いますが、野外活動ふれあい広場の場合で申し上げますと、それ

は公園施設の長寿命化計画、こちらに基づいてやっていくという形になります。これ実は平成26年

に策定されておりますが、この見直しが令和７年から令和16年までの期間の長寿命化計画を立てる

という予定になっております。公共施設総合管理計画を策定する段階から、野外活動ふれあい広場

の次回の更新であるとか一定規模に施設整備を投じるというようなものの検討については、次回の

長寿命化計画時に検討しましょうという形になっておりますので、その時点で、ひょっとしたら先

ほど議員おっしゃった施設の在り方そのものというようなところも含めた検討というところになっ

てこようかというふうに考えます。 

   これが一つと、今後、もう一つ今ありますのが、和田山ベリーパークというものができてきてお

りますので、こちらとの一体的な利活用というものも含めて考えていきたいような施設である、こ

れはもう間違いないのかなというふうに考えております。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）ぱっと見、利用人数が少なくて稼働率が悪いんじゃないのという施設を２つぐらい

見つけて質問させていただきました。聞けば要るんかなというふうにも思うし、でも人数的に利用

者数だけ見るとやっぱり少なくて、稼働率としては悪いんじゃないのという印象も捨て切れないの

で、その辺の基準が行政としてないのが一番判断しづらいですよね。僕たち議会としても、その辺

の町として何人に達しなかったらこの施設は要らないと思っていますとかいう基準があるんやった

ら、じゃその人数に達しなかったら要らんやんというふうになると思うし、そうやっていろんな視

点から見た基準をつくっておくほうがいいんじゃないかなと思って、この質問をさせていただいて

います。 

   次の質問にいきます。 

   平成29年度でやらなければならない事業、町の財政負担が変わってきていると思います。要はコ

ロナがあったから、いろいろな事業が前倒しされて、かかってくる財政負担が増えていると思うん

ですけれども、公共施設等総合管理計画の中で大きく見直す部分はありませんか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）次に、２点目の施設の更新などの見直しについてでございます。 

   施設の更新時期につきましては、公共施設等総合管理計画の中で定めた施設の長寿命化と適正な

更新の方針に基づき、各施設の個別施設計画において今後の更新時期を想定しているところです。

一例といたしまして、役場庁舎におきましては、本館・北館・東館の一体的な更新について長寿命

化を図った上で、令和26年度から38年度の間と想定しているものでございます。 

   しかしながら、公共施設の建物や設備等につきましては、情報技術の発達やライフスタイル・価

値感の多様化、また、議員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス等による社会状況の変化など、取

り巻く環境も目まぐるしく変化するものでございます。こうした情勢に適切に対応するため、各施

設に係る個別施設計画につきましては、その期間内においても必要に応じて見直しを行うなど柔軟

に対応してまいりたいと考えてございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ、答弁と

いたします。 

議長（矢野正憲君）坂上昌史議員。 

４番（坂上昌史君）柔軟に対応していただくということなんですけれども、やはり要るか要らんかとい

う判断ですよ。公共施設等総合管理計画、大体更新するというふうになっていっているので、さっ

き利用人数が少ないから聞いた施設でも、基本的には更新していきたいよねというご意見やったん



－５５－ 

ですけれども、本当にそれは、一般企業で言えば不良資産なのかどうかという基準があまりにもな

さ過ぎて判断できていないと思うんですよ。それは建物も部屋があったほうがいいんですよ、住民

は使えるから。そのサービスは本当に今の財政で要るのかどうかですよ。 

   今までは、いろんな施設をいっぱい造っていったら税金とかもあったし維持できていったのかも

しれないですけれど、これからは、建てていくというよりはもうどんどん減らしていかんとあかん

ような時代とか、ほんまに必要な施設は残していかないといけないけれども、本当に要るのかどう

かという判断基準があまりにも曖昧過ぎて考えづらいというのは現実やと思うんです。 

   先ほども山本部長がおっしゃいましたけれども、それは部屋があったほうがいいし、手狭になっ

てきたから部屋あったほうがいいというのは分かるし、野外活動ふれあい広場でも意義があって持

っているというのは分かるんですけれど、この先の財政を考えて、何か分からん状況に対応してい

かなあかんと考えたら本当にそれは要るのかな。野外活動ふれあい広場にしてみたら、民間に譲渡

してそこで使ってもらっても意味が一緒なんじゃないんかなとか、そういう基準をもうちょっと明

確に持っておくほうが、全員で判断しやすいし分かりやすいんじゃないかなと思うんですよ。 

   今まで行政のお金の流れというのが結構注目が行きがちやったのが、予算を何に使うかというほ

うに注目が行きがちやったんですけれど、何に使うかというのはもちろんこれからもずっと大事な

んですけれど、今ある資産に対してどう管理していくのかというのはすごく重要な話やと思うんで

す。将来にわたって更新しますじゃなくて、これ、更新をもうやめます、なくします、なくしたこ

のお金を次、じゃＩＣＴのことに使いますとか、そういう考えはきっと必要になってくると思うん

ですよ。 

   それは、部屋はあったほうがいい、建物はあったほうがいい、こういう設備はあったほうがいい

んですけれど、次に何か起こってきたときに対応するために、やはり今持っている持ち物を減らし

ておくほうがいい。けど、その減らす順番が分からないとなったら困るので、これからいっぱい人

員が関わっているこの計画で、相当時間かかると思うんですけれど、そういったこれぐらいまで利

用者が少なくなったらとか、利用者の人数だけじゃないでしょうけれども、何かいろんなみんなの

意見の中で、こうなったら更新しなくてもいいんじゃないのという基準はある一定持っていただい

て、更新しませんとなったときに議会にも判断を仰いでいただけたら、こっちもそういうことやっ

たら要らないんじゃないのとか、いやいや要るでしょうという判断をしやすいかなと思います。ぜ

ひその辺は一旦、僕も議員を６年やったんですけれども、そこの中で決算とかは結局使ったお金で

言われているから、ちゃんと資料は見ていますけれども、あまりどうこう言えないよねというふう

に思ったんです。これから、ちゃんと今ある資産の管理状況というのも見ていかなあかん時代にな

ってきたんやなと思っております。 

   アフターコロナの財政とかというのを見据えて、今後、さらに限られる財源ですよね。どのよう

な根拠でどんなエビデンスで配分していくんかというのも考えなあかん時代やと思いますし、ＩＣ

Ｔとかを導入される中で公務員もきっと減ってくると思うので、施設があったらそこに人も配置せ

なあかんとなってくる。そういった中で、それは必要な施設なのか、いろいろな人と金、そういっ

た配分の仕方を考えていかなあかん時代やと思います。そういうふうな皆さんで、いろんな担当部

局がいっぱいあると思うんですけれど、ちょっと集まって基準を一旦考えていただいたほうがこれ

からはいいんじゃないかなということで、私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（矢野正憲君）以上で、坂上昌史議員の質問を終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。 

   本日はこれにて延会いたします。ご協力ありがとうございました。 
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───────────────────────────────────────────────────────── 

（「16時58分」延会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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令和３年３月定例会会議録（第２号） 

 

月  日 令和３年３月５日（金曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり13名であります。 

  １番 田中 圭介    ２番 大林 隆昭    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 坂上 昌史    ５番 田中 豊一    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 文野 慎治    ９番 二見 裕子    10番 渡辺 豊子 

  11番 河合 弘樹    12番 矢野 正憲    13番 江川 慶子 

  14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 南  和仁 

教 育 長 勘六野 朗 総 合 政 策 部 長 明松 大介 

総 合 政 策 部 理 事 野津  惠 
総 合 政 策 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 住 民 部 長 巖根 晃哉 

住 民 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 長 山本 雅隆 

健 康 福 祉 部 理 事 木村 直義 都 市 整 備 部 長 矢部 義雄 

都 市 整 備 部 理 事 

兼 道 路 課 長 
白川 文昭 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 上 下 水 道 部 理 事 永橋 広幸 

教 育 次 長 阪上 敦司 教育委員会事務局理事 原田 哲哉 

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 藤原 伸彦 書 記 瀨野 裕三 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

        一 般 質 問 

  議案第３号 監査委員の選任同意について 

  議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例 

  議案第５号 森林環境譲与税基金条例 

  議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を求める条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

        る条例 

  議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第13号 町道路線認定及び廃止について 

  議案第14号 町道路線認定について 

  議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号） 

  議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 
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  議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号） 

  議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２号） 

  議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算 

  議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算 

  議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算 

  議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は13名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和３

年３月熊取町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）なお、発言される方は、起立の上、マスクをつけたままで発言していただきますよ

うお願いいたします。 

   それでは、本日の日程に入ります。 

   昨日に引き続き、日程第３ 一般質問を継続いたします。 

   次に、文野議員。 

７番（文野慎治君）皆さん、おはようございます。２日目、どうぞよろしくお願いをいたします。 

   今回、一般質問で３項目の大きな項目を通告させていただいています。実は、昨年12月議会を前

に、私の同志であり同僚議員である重光議員が残念ながらご逝去されました。２人でこの６年間、

会派を共にしまして、同じ思いを持ってこういう質問項目についていろいろ相談し、やってまいり

ました。その中で、今回初めて出るような項目は実は選んでなくて、重光議員なり私がいろいろ相

談した中で今回はこれをやろうという形で選んできた中で、２人の共通認識としては、１時間お時

間をいただいて一般質問なり会派質問の機会を与えられているわけなんですが、１回質問しただけ

でなかなか行政は動かない、これはもうどの議員もお分かりのことだと思います。１発花火を打ち

上げても、なかなかそれがすぐに言ったから実現するようなことはないわけなんです。そういった

意味で、常に一の矢、二の矢、三の矢、時期を見てそれをやっていって、最終的には実現できたら

いいよねと、こういうスタイルで議員活動を続けてまいりました。 

   その中で、直近、今回はこれを言ったけれどもなかなか、ちょっとは進んだと。しばらくまたた

ってやって実現を見ていこうというような、私ども熊愛という会派の中で、重光議員と共に終着点

まではきっかけをつくったけれども、まだそこまで行っていないということが多々ありました。そ

の中で、今回、重光さんも病床の中でも、次はこれをしたいんや、その次はこれやということをい

ろいろ２人で話をした中でありましたので、今回のテーマ３つはそういう思いで上げております。

ぜひ、そのこともご理解をいただいた上でこれから始めたいというふうに思います。 

   一番初め、１点目なんですが、熊取町の高齢者対策について、これは平成30年12月に重光議員が

質問をされております。そのときの数字等、まだ２年しかたっていないんですけれども、まずは表

とグラフでお願いをしたいなというふうに思っておりますので、順次ご答弁いただけますでしょう

か。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の分につきまして、ご提供させていただいております資

料に沿いましてご説明をさせていただきます。 



－５９－ 

   それでは、2020年から2040年までにおける町内の高齢者数等につきましてご答弁申し上げます。 

   恐れ入りますが、提出させていただいております資料をご覧ください。 

   まず、表１のところでございますが、ご質問の１点目、町内の全人口、並びに65才～74才の人口

と75才以上の人口の割合予測についてでございます。2020年９月末現在の人口４万3,425人で、65

歳以上の人口は１万2,463人となっており、そのうち65歳から74歳までの人口は6,590人、75歳以上

の人口は5,873人となっております。人口に占める65歳以上の高齢者の割合は28.7％で、そのうち

65歳から74歳までの割合は15.2％、75歳以上の割合は13.5％となっております。 

   また、2040年までの人口推計等につきましては、第８期計画のいきいきくまとり高齢者計画2021

策定において推計を行っておりまして、2040年には人口は３万5,307人となり、65歳以上の人口は

１万2,710人になると予測されております。そのうち65歳から74歳までの人口は5,650人、75歳以上

の人口は7,060人となっております。また、人口に占める65歳以上の高齢者の割合は36.0％となっ

ており、そのうち65歳から74歳までの割合は16.0％、75歳以上の割合は20.0％となり、75歳以上の

割合が65歳から74歳までの割合を上回り、より一層高齢化が進むものと見込まれております。 

   次に、表の２をご覧ください。 

   ご質問の２点目、小学校区毎の人口、並びに65才～74才の人口と75才以上の人口の割合予測につ

いてでございますが、例年３月末時点における集計を行っておりますが、将来予測につきましては

行っておりません。ご理解くださいますようお願いをいたします。 

   それでは、この表でのポイントを少し申し上げますと、小学校区ごとの人口に対する65歳から74

歳までの割合につきましては、北小学校区が17.9％と一番高く、東小学校区が13.0％と一番低くな

っております。また、75歳以上の割合につきましては、中央小学校区が14.3％と一番高く、東小学

校区が9.4％と一番低くなっております。 

   次に、表の３をご覧ください。 

   ご質問の３点目、町内の二人住まいと独居高齢者世帯数予測についてでございますが、65歳以上

の独居世帯数につきましては、第８期計画のいきいきくまとり高齢者計画2021策定において推計を

行っておりますが、65歳以上のいわゆる夫婦のみの世帯数につきましては、本町独自で推計を行っ

ておりません。そのため、直近の平成27年度国勢調査における65歳以上夫婦のみ世帯数を基に、国

立社会保障・人口問題研究所が平成30年３月に行った推計値の増加率を用いて算出した数値をお示

しさせていただいております。 

   65歳以上の高齢夫婦のみの世帯は、2020年は2,638世帯、2040年は2,689世帯となっており、65歳

以上の独居世帯は、2020年は1,788世帯、2040年は2,123世帯となっております。今後、特に独居世

帯が大きく増加していくことが見込まれることから、地域での支え合いの体制の構築や高齢者の見

守り支援の取組が重要であると考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）ありがとうございました。 

   冒頭に言ったように、２年前にも同じ資料を作っていただいています。表１のほうは、本当に

2040年までのスパンでいうと20年先で、直近が２年前に作ってもろうていますので、ごくごく数字

が、ちょっと下２桁が変わったりとかいうふうな形があります。 

   ただ、そのとき重光議員も指摘されているんですが、ここで言えることは、2025年には団塊の世

代が75歳以上になるんだということと、2040年にはその団塊世代のジュニア、団塊ジュニアの世代

が70歳以上になるんだと、こういうことがやり取りの中でも共有できたというふうに思っています。

要は、どんどん高齢化は進むということで、人口は減ってくると。そのうちのもう約４割の方が高

齢者になるんやと、こういうことが言えるんだなというふうに思っています。これも、２年前の重

光議員の質問の中でも確認ができています。そういう認識は一緒ですよね。うなずいておられます

ので一緒です。 
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   表２で小学校区の人口ということをお願いしていまして、実は２年前は各自治会ごとのものを出

してくれないかということで当初重光議員は通告のときにはしていたんですが、そういう形はござ

いましたようになかったので、それぞれの小学校区ごとという数字を出していただいておりました。 

   部長が今ご答弁の中でもおっしゃっていただいたように、ここで言えることが、北小学校と東小

学校の例を出していただいたんですが、北小学校区といえば、私ももう平成元年から住ませていた

だいていますけれども、熊取ニュータウンという一番熊取の発展のときに大きく人口が増え、若い

世代がどっと来たというところが、先ほどの１点目でもあったように、団塊の世代の人がもう25年

には75歳以上になるんだということをまさしく物語っているわけなんですよ。今回、２点目の大き

な項目として自治会問題ということも取り上げているんですが、これもこういう数字を基に今日お

話をさせていただきたいなというふうに思っているんです。その中で、今ございました将来予想は

校区別のはしていないということでしたよね。はい、分かりました。 

   ３表目です。３つ目の資料、これも問題点として、どんどん全世帯に占める65歳以上あるいは独

居、それが増えてくるんやということで、ご答弁の中でもありましたように、独居世帯が増えると

いうことで地域の支え合いや見守りが必要なんやというご指摘、町側もそういう認識、福祉部門を

担当される部局の方もそう思われているということは、これはもう全く私も一緒でございます。そ

れはまた２点目の自治会問題のほうにつなげていきたいというふうに思うんですが、この表はそう

いう形で、おおむね今後の熊取町の将来像というのは、本当に人口の構成が変わってきて、高齢者

が本当にそこにどう施策を集中してやっていくかというようなこと、子育ても十分必要やし、それ

を防ぐためには若い世代の転入がもっと必要なんやということの表れではないかなと思うんですが、

この表を見て、転入促進とかいうような形の部局の部長はどうお考えでしょうか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）もう重光議員がおっしゃるとおり、同感でございます。2040年の総人口の

ほうが３万5,000人と、それと、2045年まで社人研のほうでは出ておりますが、３万3,000人という

推計値が出ておりまして、高齢化率につきましてもご覧のとおり、ただいま説明のありましたとお

りということで、今後ますます高齢者に対する対策と、それから若い世代の転入、これが必要とい

う認識、重光議員と全く一緒でございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）当時もそういうお考えを言っていただいたと思います。 

   そしたら、高齢者対策の中で４点目、答弁を用意していただいていると思っています。在宅高齢

者への支援事業をどう考えておられるか、このご答弁をいただけますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、平成30年12月重光議員一般質問で、65歳以上の在宅高齢者の安

否確認システム利用、これを拡大するための支援事業計画に関しまして答弁いたしました、その事

業のその後の経過及び本町の高齢者支援についてご答弁を申し上げます。 

   本町の安否確認システムといたしまして、独居高齢者等を対象に、急病や災害等の緊急時におい

て第三者に通報ができる緊急通報装置貸与事業を行っております。この事業は、利用者が緊急時に

ペンダントや通報装置のボタンを押すと受信センターへつながり、そこから地域の協力員やご家族

へ連絡され、安否確認が行われます。また必要に応じて受信センターから救急搬送を要請すること

もできる、そういった事業となっております。 

   本事業については、町が実施する見守りアンケートや民生委員・児童委員の方が把握する見守り

対象の方のうち、独居等に関する心配を抱える方に勧奨いたしまして、利用の促進に努めてきたと

ころでございます。 

   また、コロナ禍において不要不急の外出自粛の不安軽減及び安否確認のため、緊急通報装置の利

用及びこれまでオプションサービスとして利用者負担でご利用いただいておりましたお元気コール
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を令和２年８月から令和３年３月まで無料とし、75歳以上の独居高齢者の皆様へ個別通知による啓

発を行ったことによりまして、令和３年１月末現在、緊急通報装置の利用者数は208名に倍増し、

お元気コール利用者数も99名となっております。 

   なお、無料期間につきましては３月末をもって終了いたしますが、お元気コールについては、独

居高齢者の見守り強化として、令和３年度の予算において計上をさせていただいているところでご

ざいます。 

   緊急通報装置以外の在宅高齢者への支援事業としましては、平成29年度から開始した高齢者見守

りネットワーク事業においては、事前に登録をいただいた協力機関に、日頃の業務の中で町内の高

齢者を温かく見守り、異変などがあった場合に連絡をしてもらうことで、支援が必要な高齢者を早

期に発見・支援する事業を実施しており、令和３年１月現在、協力機関は41件まで増加しておりま

す。そのほかに、65歳以上の寝たきりの高齢者の方や独居高齢者の方に対して、福祉電話の貸与や

電磁調理器及び火災報知機などの日常生活用具の給付も行っております。 

   また、認知症高齢者の方への支援としましては、認知症などにより外出後に行方不明になってし

まった方の特徴などの情報をメールやファクスで協力者・協力機関に一斉配信し、地域で協力し早

期に発見する仕組みといたしまして、徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業のほか、認知症の方や

そのご家族を見守り、支援することができるよう、認知症サポーター養成講座などを実施し、認知

症の方やその家族が安心して暮らせるよう事業を推進しております。 

   さらに、家族介護者の精神的、経済的な支援といたしまして、高齢者を介護しているご家族のた

めに、介護の方法、介護予防などについて知識・技術を習得してもらう家族介護教室や、介護から

一時的に解放され心身のリフレッシュを図っていただく日帰り旅行や施設見学及び介護用品支給事

業などを実施し、介護者の負担軽減も図っておるところでございます。 

   今後も、高齢者の方やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう取り組んでまいりま

す。 

   以上で答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）るる本当に丁寧な回答で、２年前の議事録も読んできたんですけれども、そのとき

に比べて、重光議員が指摘したような内容等について具体的にはそれが今おっしゃった中でこうい

うシステムになっているんやなと、こういう見守りの一つにしてもやっていただいているなという

意味合いを感じました。 

   そのときも、何かロボット云々とかいうようなことでも理事者側の方ともいろいろあったんです

けれど、例えば、今スマートシティとか言っていますよね。便利さとかいうような追求のことはあ

れなんだけれど、介護を今言ったように本当に高齢者の方の見守りであるとかそういった部分で何

か、いやこんなのもまだできてへんけれど、将来役に立つものがもう今はあるんですよみたいな情

報はありますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）現在、本年度から熊取町スマートシティ構想を構築いたしまして進めてい

るわけでございますが、現時点、行政ＤＸ、それからスマートモビリティなど、具体的に年度を定

めて、2030年を一定の目標年度として進めております。まだ2030年の中には、申し訳ございません

が介護ロボット、高齢者につながるようなものはないんですけれども、ただ、まずは行政ＤＸとい

うことで、これが進みますとキャッシュレスなどで高齢者の方も便利になる、また、スマートモビ

リティにおいてはラストワンマイル問題ということで、高齢者の方の身近なバス停までの足であっ

たりとか交通の利便性の向上につながるといった、そういったところでまずは対応していきたいと。

その後、また時代が進んで技術が発展してきましたら、議員ご指摘のような介護ロボットであった

りとかというそういったところも見えてくるのかなというふうに考えているところでございます。 

   以上でございます。 
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議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）ずっとこの問題は我々の会派で重光さんとも一緒にやってきた中で、当初は見守り

というたらヤクルトの人の情報やとか、そんな話が本当に答弁として出ていたんですよ。それから

比べると、もう本当に時代がそういうことになっていくのは確実なんだから、本当に全庁挙げて知

恵を絞って、高齢者の方、それがやはり教育の問題、子育てにつながったり、高齢者に優しいまち

やということがどんどん大阪の中、全国の中、関西の中でアピールして、取材を受けて関心を持っ

ていただいて、転入していこうかというようなことにもきっとつながると思うんで、モビリティー

とかそういう形は本当に実証実験したらばっとニュースでやってくれてと、本当に。なんだけれど

も、今住んでいる熊取町でついの住みかとして生活をされて、ご苦労されて老後を静かに送ってお

られる方がいつまでも安心して過ごしていただけるようなまちづくりということを改めて共通認識

として全庁的に持っていただいて、いろんな施策を組み合わせて高齢者のほうにももっと視点を当

てていただけたらなと、このように思っております。 

   高齢者対策については以上にしておきます。今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 

   ２点目、自治会の問題です。 

   これは、私のほうが令和元年６月議会で一般質問もされています高齢化率とかそういうことを受

けた中で、現実、私も自治会員の役をした経験、あるいは今も住ませていただいていますので自治

会の会員ということも含めて、非常に問題点というのがあります。 

   ちょうど副議長をさせていただいたときに、町政連絡事務の年５回、昨日の町長の施政方針の中

でもございましたけれども、そういうことをやっている中で、もう本当にその場におったら39の自

治会長のお顔も見られるわけで、いろんな問題点があるんやなということはそれぞれの地域で感じ

ています。 

   そういった中で、まず回答を用意していただいていると思っていますので、１点目、町内の自治

会の現状でどんな問題点を把握しておられるかということで、ご答弁いただけますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、ご質問の２点目に入ります前に、先ほど文野議員のほうからご

提案というかお話がございました今住んでいる高齢者の方が安心して住み続けられるという点、こ

ちらにつきましては非常にスマートシティの目指すところと合致してございますので、しっかりと

そのご意見というのを今後の参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

   それでは、１点目の問題点の把握についてでございますが、まず問題点の把握方法ですけれども、

日常的なものといたしましては、町政相談という形で把握の上、担当部署において対応しておりま

す。また、区長・自治会長が直接広報公聴課へ個別相談にお越しになり、町政相談にまで及ばずと

も担当部署との直接の調整の中で問題点を把握し、解決に至るケースもございます。そのほか、町

政連絡事務嘱託員連絡会や自治会連合会総会での意見交換、また各小学校区単位でのタウンミーテ

ィングや各区・自治会との直接対話を通じて直接問題点等を把握するなど、様々な機会を通じてそ

の把握に努めているところでございます。 

   そのような機会を通じての町が認識しております各自治会に共通する問題点としましては、自治

会加入の減少、それと、それに伴い役員選出が困難であること、このことが大きな問題点であると

認識しております。その背景につきましては、高齢化により活動従事が困難になっていることや、

若い方も多忙な中で自治会活動が負担となっていることから、加入が減少し、役員の成り手の確保

が難しくなっていることが考えられます。また、共助の精神の希薄化、地域よりも個人とのつなが

りを重視するといった風潮などから、加入自体を敬遠されるなどが主な原因であると考えておりま

す。 

   加えて、昨今のコロナ禍を受けた特徴的な問題点といたしまして、今年度は、集会所や老人憩の

家の使用自粛にご協力をいただく中で活動自粛を余儀なくされ、各種イベントが中心になるととも

に、定期的な会議につきましても開催を見送らざるを得ないといった状況など、地域活動において
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最も大切であります対面での活動に大きな制約が生じまして、自治会活動に支障を来しているとい

うお声も確認しているところでございます。 

   以上、１点目の答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）本当に今のご答弁、共通認識はございます。一つは加入率の低下、それとやはりお

隣の家が脱退したら、それならうちもうちもということで、脱退世帯の加速度的な増加というのが

実はあるんです。 

   それと、今もありましたように執行部体制がなかなかつくりにくい。これは、昔はそれこそ団塊

の世代の方が仕事もばりばりやっておられて自治会の役に当たった、あるいはもう定年退職したか

ら地域のために頑張るんやということで、これは私の地元の話なんですけれども、立候補制で十分

やれたんです。その方は、やはり立候補で１年任期やけれども２期、３期、４期とやられて、その

うちに若い人も巻き込んでチームができて楽しく活動をやる。そのときにいっぱい行事を増やした

やつを、今は現実は順番制で１年で、抽せんですよね。そんな形でやると、その行事自体も持ちこ

たえられなくなってくるとか、そこに今、今回に限ってのコロナ禍の状況ということ、おっしゃっ

ていただいたとおりの状況が今起こっているんですよ。そこらの問題をどう解決していくか。福祉

のほうからも先ほど山本部長からもあったように、やはり高齢者を守っていくとか地域力、地域で

見守る、そやからそういう本当に隣近所の助け合い、共助の精神、それが必要なのに今、自治会で

はそういう問題が起こっているんですよ。 

   ２年前、重光議員が１点目のグラフ、資料を求めたときに、自治会ごとで出してくれへんかと言

うたけれども、それは今もあったように校区別しかできませんということがあったんですが、その

ときのやり取りの議事録を今回読んだんです。当時、南副町長がそのご答弁をやっておられるんや

けれど、自治会ごとの資料は行政にはあるんですよね。というような記録が残っているんですけれ

ど、それはあるんですか、地区ごとの。 

議長（矢野正憲君）南副町長。 

副町長（南 和仁君）ちょっと今、隣の部長に確認しましたら、今も作成していると。 

（「ありますよね」の声あり） 

副町長（南 和仁君）    保有している状況ではございます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）だから、そういったことをつぶさに見ていっていただいたら、今までは非加入者と

いう人はほぼいなかったんですよ、例えば。それがぽんぽんとこの１年、２年ですごく増えてきて

いる状況が、今ニュータウンでは起こっています。 

   先ほど、町政連絡事務嘱託員連絡会、区長会と言われる、そこでも、僕も逆に議会側として出さ

せていただいたことがありますけれど、ほぼ一方通行やと僕は思うんです。町側が自治会長さん、

区長さんにお願い事ばかり。これを配ってください、町からこういう人を出してください。それで、

慣れた人は、その議題が終わった後でこんなんどうしてんのよとか、あるいは次の場で交流会みた

いなところの中で、具体的に僕もそのときも、前回質問したときにもご紹介しましたけれど、旧村

は旧村なりの悩みがあるんや、どうしてるのというような話の相談も受けたことがあるし、僕らは、

旧村のほうはもうそんなん黙っていても、もうちゃんといけてるのと違うんですかというような話

やけれど、いや、そこにもまた今の話ですわ。小さな開発があって、そこに、ここはだんじりのあ

るところですよ、ここはこうやから会費があるんやと言ったら、いやもう入りませんという人がた

くさんおるんやと。 

   そのとき、南副町長ともやり取りしたけれども、町の対策としたら、転入者の人には役場の外に

のぼりも作っているし、自治会に入ってくださいというチラシも配っている。そのときに、僕も、

いやそんな甘いことでは駄目やと。逆に全国チェーンの業者で何とかショップとか何かそんなどこ

にでも看板があるような業者は、自治会に入るのを断る方法というのをネットに出しているんです
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よ。そやから、熊取町に住んでくれる、それはありがたい。住民税を払ってくれる。しかし、自治

会にも協力してと。そんなの煩わしいから入れへん。会長さんは入ってくれたから加入届を持って

いく。そしたら、もうそういう理論武装したお若い奥さんが蹴散らすわけなんですよ。 

   そやけど、役場に転入届を出したときにはそういうチラシやのぼりは見ているけれども、なかな

かそういうことが、昔は郷に入ればやから、すんなりここに来たら入るのが当たり前やという、そ

れが僕らの世代では常識やったけれども、それがなかなか駄目になってきている。プラス、先ほど

来あったように、高齢者が増えてきているという状況の中で北小学校区がもう一番占める割合が高

くなっている。それで独居の数字も。そうなってくると、順番で当たってくる自治会の役員ができ

ない。実際、私が現役で自治会をやっていたときは、クリーン熊取というのがありますよね。私の

地区はそれをプラス１回多くしていたんです。町の回数より、ばっと草が生える前に１回やってお

いたら後が楽やということで、うちだけはもう一回やっていたんです。そやから、またその回収に

来ていただいたりご足労をかけたんやけれど、町の方には。それが、やっぱりその回数が維持でき

なくて、１回は町のシルバーに頼もうということでやっているような状況で、そやから、２回でい

いのを３回何でせなあかんの、そやけど、２回にするのはたやすいけれども、次に戻すとき、ある

いはきれいな公園を維持しようと思ったらこれが要るんやということを説得してその制度はずっと

やっていたけれども、やっぱり自前ではもうできなくなってシルバーに頼んでいるという状況が私

の地元でもあります。 

   だから、そういう意味合いの中で、先ほどもありましたように、高齢者についてもそうやし、特

にこれも私どもの会派で重点的にやらせていただいていた地域の防災、地区別の防災マニュアルま

でお願いしているわけですよ。区長さんや民生委員の方は町内を歩いて独り住まいの方の資料を作

って、それも個人情報の時代やからなかなか自治会が共有することができへんようなことも担当課

にはご相談したこともありますけれども、やはり助け合いやコミュニティーということが崩壊する

寸前に今あると思うんです。そういうことをやはり対処していく僕は部署が要るんではないかなと

実は思っています。 

   今、問題点のところで止まっているので、２点目の解決策はということで答弁をご用意いただい

ていると思うので、それを聞かせていただいた上で、またお話ししたいと思います。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、もう文野議員のほうから先にご答弁いただきましたが、改めて

答弁をさせていただきます。 

   ご質問の２点目、町としての解決策についてでございますが、基本的には、令和元年６月議会で

の文野議員からの一般質問における答弁で申し上げた取組を現在もしっかりと継続しております。 

   具体的には、先ほど議員からもお話がありましたとおり、住民課窓口における転入・転居者への

加入案内、特に年度末の転入手続が多い時期に住民課窓口で直接勧誘活動を行うとともに、大阪府

宅地建物取引業協会泉州支部などと自治会連合会との間で協定を締結し、住宅販売時に自治会加入

の案内を行っていただいているところでございます。 

   一方、各自治会におかれましても、自治会主催の行事で他地区の住民も参加できるように門戸を

広げていただく取組や、自主防災訓練では複数の地区で合同開催するなど、独自で加入促進や役員

の負担軽減などにつながる取組にも努めていただいております。 

   自治会加入は強制ではなく任意と言われますが、近年多発する災害においては、自治会は相互扶

助組織として大いにその機能を発揮する組織であることから、ふだんからの地域での関係性づくり

が非常に重要でございます。町といたしましては、各自治会、自治会連合会と連携するとともに、

住民代表である議会議員の皆様のご協力もいただきながら、先ほど申し上げました様々な方法によ

りまして自治会への加入促進に取り組んでまいりたいと考えております。 

   また、令和元年６月議会での文野議員の一般質問の再質問の中で、広報紙における「区・自治会

への加入を考えてみませんか」という見出しに対しまして、「必ず自治会に加入してください」に
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改めてはどうかというご提案をいただいたところでございます。それを受けまして、令和２年４月

号広報から「入ってよかった！ 区・自治会、ぜひ加入しましょう！」と改めたところです。ただ

し、昨年10月以降につきましては、例の広報紙をＡ４判化にリニューアルした関係で紙面の欄外が

なくなっているところですが、近々、定例的に記事の掲載を再開してまいりたいと考えております。 

   以上、このような地道な啓発活動をはじめとして、今後も一番の問題点と認識しております加入

促進をはじめとして、自治会活動の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えて

おります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）そのときのを私も今思い出してますけれど、もうすごく当時の広報紙と違う広報紙

やから、これはみんな見ていますから、字を大きくしてお願いしたいと思います。 

   やはり転入者に対する取組が主やと思うんですよ。現実起こっているのは、１点目にあったよう

に、やっぱり高齢になってきてなかなかそういう行事に、クリーン熊取にも行けないのに迷惑をか

けるとか、そんなの別に出なくていいんですよ、できる人がやるんだから。そういうことを地道に

その方にアタックする余裕が今の自治会の執行部体制の中ではなかなか、手を挙げてやっている人

ではないからなんですよ。そして、先ほど答弁の初めのほうにあったように、こういう窓口があり

ます、こういう窓口がありますやけれど、なかなかその窓口に、平日、役所にその担当がおるとき

に相談に行ける人が役員を必ずしもしていないんですよ。 

   先ほど言うた区長会で、僕らもコロナ禍の中で議会報告会というのがストップしているから、そ

こへ行ったらもうほんまに生の声が聞けるし、町長もタウンミーティングに行ったら複数の区長さ

んが来られているから、そういう中でこんな問題どうあるんやということが実際ありますよね。そ

れが今ない中で、どんどんもう今年度非加入者が増えている。ほとんどは高齢の方なんですよ。そ

れを今度どうしようという悩みを相談するポジションが実はないんです。 

   それで、僕の３点目のコストということとも関わるんやけれど、僕はずっと、これは後のほうで

はもうそのことは言いませんけれど、部長級が多いということをずっと言いましたよね。部長は部

で１人おったらいいけれど、部長級という形でいえば理事も全部部長級で、掛ける２とか、あるい

は３おるところもあるんですよ。そやから、そういうことを是正せえと、これはそういうことを口

酸っぱく言うてきて、今その途上で、４月、年度になったら、いやここは減りましたとかいうこと

はあるんやけれど、今度は、その人たちが部長級の報酬を受けて、あるいはそれだけやっぱり長年

町政でおるから、自治会の役員の方との顔見知りやとかそういう方が60歳定年で辞めた後、もう全

く今まで関係のないところの部署へ、それも会計年度の職員さんと並んでお仕事をするような方も

いらっしゃるし、それは僕は非常にもったいないと思う。生涯賃金の中で最後のほうは部長級の報

酬を得られて、行政経験も積んでおられて、優秀やからそういう抜てきをされたと思うんやけれど、

そういう方が年金が出るまでの間再任用というような形でそういうところに行かせていることが、

全く僕はもったいない。行政経験をもっと生かすべきやと思う。 

   そこで、他市に住んでいる人で若い人が、今、窓口があったとしましょう。でも、熊取町の自治

会の人の悩みというのはなかなか分かりませんよ。こうしたらどうですかと、その人は家へ帰って、

自治会の会員か知らんけれど、そういう運営をした経験も実はない世代の方がそういう窓口でおる

と思うんですよ。ですから、それこそコストをかけた人の再任用としての生かし方というのを僕は

考えたらええと思うんです。そういう部長級経験者で再任用期間については、今おっしゃるように、

熊取町のやっぱりコミュニティーの基本は39自治会なんですよ。そういうことを、皆さん方も５回

やって、こうやってくれ、ああやってくれということをお願いばかりじゃなくて、その悩みを聞く、

それを日常的にいつ行っても、そしてその人がそこの自治会に張りついてでも一緒に悩みを共有し

て解決していくということをやる組織、そういう人事をやるべきではないかなと、僕はこの問題を

考えたときにふと思いついたんです、コストを考えたらね。 



－６６－ 

   今までそれだけご苦労をかけていろんな経験をされた方が、そういう今度は再任用という立場の

中でやったらどうだろう。そうすれば、現職の方はもっとほかの問題にも当たっていけるし、その

予算が要るとかそれは相談をして、それをちゃんと熊取町のチームとして町長が判断して手助けを

していく、予算をつける、こういうことに僕はつながるのと違うんかなと思うんですけれども、こ

の考えはどうですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）またその件につきましては後ほど林部長のほうから職員の再任用の活用と

いうところで答弁があろうかと思いますが、今、現状の状況というのをお話しさせていただきます

と、実は今、広報公聴課のほうにもう自治会の専属で担当している職員が１人ございまして、この

職員のほうが、まさに先ほど文野議員がおっしゃったような各自治会からの要は相談事をしっかり

とワンストップで受けて、それで各担当課へつなぐというパイプ役をされておりまして、この職員

のほうが、もう年齢的にいいましたら非常に熟年の60歳前の職員になっておりまして、各自治会長

からの信頼も非常に厚く、逆に、ある自治会長からは替えんといてというような、そういった要望

も出るような職員が実は今１名ございます。ただ、その職員も、もうあと２年ほどしますと定年退

職という年齢を迎えることになります。 

   そのあたり、先ほど文野議員のご提案は、部長級が退職した後、その経験を生かしてというご提

案やったかと思うんですけれども、どちらかといえば、もちろん部長級というのも想定されますが、

そういった自治会長さんの本当に気持ちの部分にまで合わせられるというんでしょうか、目線を合

わせてしっかりとご相談を聞けるという、そういった職員の配置を今現時点も行っております。 

   ただ、その職員が退職した後につきましては、また考えていきたいと思っております。 

   私のほうからは以上でございます。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）議員のほうから再任用の職員の使い方ということでご意見いただきました。 

   今現在は、再任用の方につきましては退職時に本人の経験も踏まえた中で希望もお聞きしまして

配属させていただいているんですが、やはり豊富な経験をお持ちの職員さんですので、若い職員の

スキルアップのためのアドバイスであったりとか、そういった人材育成にも十分寄与していただい

ているところでございます。 

   そういうことで、議員のご意見も今いただきましたので、今後においてはやはり参考にさせてい

ただいて、そういったことも踏まえて考えていきたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）明松部長のその人の顔は僕も思い浮かびました。 

   ただ、チームワークで仕事を我々はやっているんですよ。零細企業じゃないんですよ。個人商店

じゃないんですよ。組織ですよ。39の自治会があるんですよ。そういうことやから、だからそれこ

そ自治会で相談しているところ、会長と相談してこういう解決しましょう、そやけど自治会の執行

部の中で乗り込んで膝を交えて日常的にそういう、今はここやなというところに行かなあかんわけ

なんです。 

   ですから、その個人の方はそれはそうです。分かります。それはその人の性格も含めて本当にぴ

ったりの人やと、僕、多分同じ人のイメージやと思うんやけれど、そやけど、やっぱりそれをその

個人の方の特性でこれをやっているから、今僕が指摘したような自治会の問題は一つ考えています

よということにはならない、議会の中で質問して答弁という中のレベルの答えではないと僕は思い

ます。 

   ですから、今、林部長がおっしゃっていただいたように一つ投げかけましたので、冒頭に言うた

ように、言うてすぐなるようなことではないと思っているから何遍も言いますから、これからも、

途中。だから、そういう意味合いの中でそれほどコミュニティーということが、やっぱり自治会を
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通じて皆さんが熊取町ということを実感するんですよ。そやから、そこの問題で、これからもっと

崩壊していったら早いと思います。それを立ち直らせるのは大変やと思います。今しかないと思う

ので、よろしくお願いします。 

   ３点目、ちょっと触れましたけれど、職員のコスト意識の問題についてご答弁をお願いいたしま

す。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）職員のコスト意識と問題意識についてのご質問の１点目、現状認識についてご

答弁申し上げます。 

   文野議員ご指摘のコスト意識や問題意識は、厳しい財政環境の中、持続可能で安定した行政サー

ビスを提供する上で、職員一人一人が目の前の仕事へのコスト意識や問題意識を持って取り組むこ

とが大切だと考えてございます。 

   第４次総合計画の大綱５「健全で安定した持続可能なまちをめざします」の中では、行財政運営

において目標を達成するための施策として、住民ニーズに適切に対応できる職員研修や人事評価等

の人事制度を充実し、職員の資質向上に努めることとしております。 

   具体的には、人事評価制度の中で、職員のコスト意識や問題意識につきましては評価の対象とし

ております。まずコスト意識では、コスト感覚を評価項目として、常にコスト感覚を意識し、最少

の費用で最大の効果が得られるよう、より効率的、効果的な行政を行えているかを、問題意識では、

企画力・計画力を評価項目として、高い成果を得るための最も効率的な手段を構築し、時間的、人

員的、経費的に最も有効な手段を具体化するため、常に問題意識を持ち、従来手法の延長で仕事を

していないことなどを評価しております。加えて、評価する上で、評価者である上司が常日頃から

人材育成の観点で部下の指導・育成に取り組んでいるところです。 

   また上司が部下を評価するだけでなく、部下から上司を評価する多面評価として、マネジメント

サポート制度を平成30年度から本格導入しまして、職員全体でのコスト意識、問題意識への醸成が

図られるよう取り組んでいるところでございます。 

   人事評価制度とは別に、職員研修にも注力し、人材育成にも努めているところでございます。令

和２年度は、新型コロナウイルス感染症への対応で当初の想定どおりの研修を実施することが難し

い面もありましたが、職員の階層別研修やテーマを設定した特別研修、近隣の４町合同研修、マッ

セ大阪等の外部研修等により、コスト感覚のみならず、多様化する住民ニーズに対し効率的かつ迅

速・柔軟な対応ができる職員の育成を図っているところでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）３点目の職員のコスト意識についても、平成29年９月、会派代表質問で重光議員が

口火を切っていただいて、29年９月の決算審査特別委員会で私のほうから議会対応の理事者の多さ

を指摘させていただきました。それ以降、それはもうすぐに実行に移していただいて、こういう状

況になっています。当時、熊取町の議員が14名に対して理事者は27名、この椅子が全部埋まってい

たんですよね。堺市は、議員数が48名で理事者数は23名、どことも大体、部の数プラス三役ぐらい

で対応しているやないかということで、今の現状になっています。それは目に見える部分だけれど

も、熊取町は部長のほかに理事ということでつけている。そこが、仕事の分け方が実はおかしいの

と違うかというふうに僕は思っています。 

   その後すぐ対応していただいて、議会対応ということで議員側にも提示していただいて、それは

合意をしていますけれども、僕は、コストという意味からすれば、やはり部長級で部長と理事は違

うと思うんです。やはり部長は部長ですよ。例えば、今日なんかでも部長は座っていない。これは、

僕の質問項目の中に、例えば土木の関係とかそれがないから来てへん、それは当時言われた形か知

らんけれども、僕は、部長と理事というのは、やっぱり部長は理事が２人おったり３人おったりし

ても、それを総括するから部のことは全部分かってないかん。自分のところに関係のないものであ
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っても、その人たちは次にまたどこかの部長に行く。定年前になっていたらもうそんな関心はない

かもしらんけれども、そやけど今言うたように、僕も今日は、うちの会派の質問が29年の何月議会

で言うたやつの再質問ですわということを言うているわけやから、そのときに今日いない部長がほ

かの部長になっていて、２年先にこんなのをと言うたときに、こういう議論、この空気感も知らな

い。人をつくっていくというのは、そのポストやと僕は思っています。 

   ですから、少なくとも、これは一つ僕の要望やけれども、必ず本会議は部長は必須ですよ。おら

さないかん。せっかく、部長やけれども今日は議員の質問に自分とこのはないからおれへんでは駄

目なんですよ。それがコストなんですよ。部長としておるコストで、違う部の話でも聞いて、それ

をまた次のところに生かすわけやから、だからそのことを、今日ここでおって部長がおれへんなと

思って、そうなんです。本当にコストの問題というのは持ってほしいなと思っています。 

   今、事業費がすごく膨らむというような状況が出てきています。議会で議決させていただいて、

１つの工事が何回も何回も補正があって最終的には倍かかったというようなこともあって、これは

これでまた議会からも要望を出させていただきますけれども、いろんな意味で自分の仕事に対する

コストという問題を持っておいてほしいなというのがこれを始めたきっかけなんですよ。 

   だから、今、部長でおる方はそれに相応するように努力もされて、今も苦労もされていますよ。

でも次、理事の中から誰かが部長になるときには、そういうことも全部分かった上でなっていただ

きたいし、部長で違う担当のほうに行く場合でも、部長として町政全般について、町長と一緒です

よ。自分のところだけじゃなくて、町政の中で自分の部がどうなのかということを判断できる人材

をぜひ育ててほしい、その気概を持ってほしい、こういうように思っています。 

   それと、２点目で宿題で僕は前回言っていたんやけれど、町職員で自治会に入ってへん人を調査

しましたかという、していないということやったんやけれど、それはしていませんか。 

議長（矢野正憲君）もう１時間を過ぎているから簡潔に。明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）職員のアンケート調査は必須でないということで、なかなかセンシティブ

な問題でございまして、具体的なアンケート調査というのは行っていませんというか行えていませ

ん。 

   ただ、職員のほうには、あの後、令和２年３月の予算委員会でご意見をいただいた後に、４月に

全職員宛てに副町長名でしっかりと加入促進についての案内をさせていただきました。それで、今

年も４月に行う予定ということで、しっかりと啓発してまいりたいというふうに思います。よろし

くお願いします。 

議長（矢野正憲君）文野議員。 

７番（文野慎治君）言いますけれど、部長で自治会に入ってへん人もおられますよ。そういう人が町政

連絡のところに出ても何の説得力もない。そのことを申し添えておきたいと思います。 

   ちょっと冒頭に言うたように、重光議員の思いも今回含んでさせていただきました。やはり、も

っとやりたかったと僕は思っています。しかし病に倒れられて、すごく悔しい思いをされています。

ですから我々、この今、議員団はあと２年任期がございますから、精いっぱい重光議員の思いも実

現すべく、これからも頑張っていきたいというふうに思っております。どうもありがとうございま

した。 

議長（矢野正憲君）以上で、文野議員の質問を終了いたします。 

   議事の途中ですが、議場内の換気のためしばらくの間休憩します。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時04分」から「11時07分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）議長からお許しを得ましたので、通告のとおり一般質問をさせていただきます。 
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   私は、今回の一般質問は２点に絞ってお伺いしたいと思います。 

   まず、熊取町で今できる新型コロナウイルス対策についてをお聞きしたいと思います。 

   本日、東京都を中心とした１都３県の緊急事態宣言の再延長が政府のほうで決められるというふ

うな報道がありまして、それには下げ止まり、それから、また新たに懸念として変異種が広がって

きつつあるという、これはテレビや新聞での報道があって、そういうところも加味して再延長とい

うことになっているということでございます。 

   熊取町では、ＰＣＲ検査は熊取モデルということで、町長が関西医療大学と連携し、新たなクラ

スター対策としてこの事業を始められました。 

   現在までの熊取モデルの実績、昨日の江川議員の質問のやり取りを聞いておりまして、大体のこ

とは分かっておるんですけれども、ここでは週ごとと書いていますけれども、全体数が少ないよう

ですので報告をお願いしたいと思います。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の１つ目、熊取町で今できる新型コロナウイルス対策に

ついてご答弁申し上げます。 

   ご質問の中にございますＰＣＲ検査についての１点目、熊取モデルの現在までの実績（週ごと）

の報告につきましては、本年１月６日より本格稼働しておりまして、本日までの実績といたしまし

ては、行政検査としての検査件数が30件、事業所等におけるクラスター対策に係る検査数は７件と

なっておる状況でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。検査数が多いのか少ないのかちょっと分からないんですけ

れども、保健所を通じてというものもある中、また自主的なものもある中、熊取町が絡んでという

ことで37件頑張っていただいて、関西医療大学のキャパの中でこういう数字が出てきているという

ことです。この検査がどう生かされているか、生かされているのではないかという、そういうご認

識はございますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）この検査に関しましては、主たる目的が２点ございます。 

   １点は、検査機関が件数が多くなってくると、出しても２日、３日検査結果が出ないという状態

が実際起こっておりました。そういったケースが起こった際に、一日も早く、少しでも早く確定診

断をして適切な治療に移っていきたい、だからこの方法の構築を進めてくれというのが、実際のと

ころ医師会のほうからのご要望としてございました。 

   これに関しましてですが、実際に生のお声といたしまして、今申し上げましたように、検査機関

に出しても今日はもう無理、あした、あさってになるよと言われたんやけれども、医療大のほうで

どないかならへんかというようなご相談を受けて医療大のほうに出すと、その日中に検査結果が出

たということで、そのお医者のほうから非常に喜んでいただいたと。結果、患者のほうには適切な

対応ができたという報告は何件もいただいておるというような状況でございます。 

   したがいまして、この本町の対応というのは早く進めてよかったなというふうに感じておるとこ

ろでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。熊取モデルが住民の安心・安全に寄与しているということ

を今発表いただいたんですけれども、実際、37件の中で陽性が出たことはありますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）具体に件数はあれなんですが、行政検査としてさせていただいた中には数

件というふうに報告は受けております。実際に検査結果を直接医療機関のほうに医療大のほうから
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報告が行きますので、今のところは０という状況ではないという程度でご認識いただければと思い

ます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）個人的な情報の件もあるし、保健所等との連携の件もあると思いますので、陽性が

出ているということは逆に言えば生かされているというふうに感じました。その話はこの程度にし

ておきます。 

   それでは、２番目なんですけれども、大阪市や寝屋川市で実施の社会的検査（高齢者施設等）で

のＰＣＲ検査の実施を進めてはどうかということなんです。これ、昨日の答弁で大阪府のほうでも

一部実施されているということなんですけれども、これについて熊取町ではどういうご認識ですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）次に、２点目の大阪市や寝屋川市で実施の社会検査（高齢者施設等）での

ＰＣＲ検査の実施を進めてはにつきましては、大阪府におきまして、政令指定都市及び中核市を除

く市町村にある特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームまたは障がい者入所施設

等を対象に、同意のあった施設へ同様の検査を、高齢者施設等の従事者への検査の集中的実施計画

といたしまして、２週間に１回の頻度で無症状者に対する検査を２月の下旬、22日というふうに伺

っておりますけれども実施しておりまして、費用負担なしで実施をされております。また、同様の

対象施設の新規入所者へも医師の判断の下、検査が行われておるというような状況でございます。 

   また一方で、これはもうご承知のとおり、平時の検査体制につきましては、診療・検査医療機関

あるいは夜間、休日に受診可能な受診相談センターによって検査が可能となっております。大阪府

において検査体制の充実に取り組まれておるというような状況でございます。 

   このように検査体制の充実を図られておりまして、本町の熊取モデル、クラスター対応あるいは

検査の逼迫したことへの対応、こういったことに併せることで円滑な検査が行われておるというふ

うに考えております。ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）今のご答弁で、大阪市は政令市ですし寝屋川市は中核市だと思うんですけれども、

こういうところでは対象外ということで、それ以外、熊取町を含む大阪府の対象になっているとい

うご答弁をいただきました。ただ、高齢者施設、介護施設、障がい者施設が、自らうちもしてほし

いという申出がないとできないというご答弁でした。これは最近のクラスターを見ていますと、特

に関東圏ですけれども、今日の発表では一番感染が多いのは家族間同士、その次は高齢者施設とい

うふうに出ておりました。全体のやっぱり９割ぐらいがそういう感染経路だと。熊取町で大きな病

院もありますし、どこがそういう申出をしているかというのはちょっと分からないんですけれども、

やはりこういう制度があって、積極的に大阪府のこういう制度に乗っかってはどうですかというこ

とを呼びかけたらどうかなと。また、特に障がい者施設なんかやったら小さいところも多いですの

で、そういうところは対象になるかどうか分からないんですけれども、それに漏れるようなところ

があれば熊取町でもやってはどうかなと思うんですが、その点はどうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今おっしゃっていただいたとおり、これにつきましては施設のほうの同意、

そして何よりも検査を受ける方の同意、これがなければ実施されないというのはご承知のとおりで

ございます。ただ、今おっしゃっていただいたとおり、積極的に進めていただきたいという思いは

我々も持っております。 

   したがいまして、大阪府から各施設のほうに、こういった事業があるから受けませんかという通

知は当然行っております。その通知に合わせて勧奨なり何なりの対応は、町としても少し考えたい

なというふうに考えております。 

   以上です。 



－７１－ 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ちょっとこれしつこく言うのは、コロナウイルスでクラスターが熊取町のある病院

も出ました。また、隣の貝塚市でも２、３の大きな病院で出ましたし、泉佐野市でも、これは病院

ですけれども出ています。今、重篤な症状になるというのは高齢者や基礎疾患のある方ということ

になっておりますので、そういうところはやはり今後特に力を入れていく必要があるかなというこ

とがあって、大阪府がやっている制度についての呼びかけ、また、それに対応できないような小さ

いところの場合熊取町が前向きにやっていくというのが、熊取町での感染拡大がないように、今ま

で毎日、最近は１人とか０とかというのが多いんですけれども、陽性の報告が新聞に出ますと、ま

たネットとかで出ますと、やっぱりどきどきするというか、自分とこの近くにもそういうことが及

んでいるんじゃないかというようなことを思いますので、そういう点でこれを前向きに積極的に取

り組んでいくというのは、一つは大阪府の制度に乗っかる、もう一つは、熊取町で熊取モデルです

るんやったらスピードが速いということも報告されましたので、そういう点の連携とかというのは、

いかがお考えですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、高齢者施設での

クラスターというのが一番多いと。十分注意する必要があるという、これはもう本当におっしゃる

とおりでございます。そういったことで、大阪府のほうも早急にこういう事業を実施していただい

ております。 

   対象につきましては、もう既に通知も行き渡っておりまして、２、３こちらのほうからも、電話

での確認になりますけれども取らせていただいたところ、する予定で今、対象者を募っているとこ

ろやという返事もいただいております。引き続きしっかりと、町としても、この事業に乗っかって

いってよという勧奨はさせていただきたいと思います。 

   それから、熊取モデルでというご提案でございますが、熊取モデルと申しましても要はキャパの

問題がございます。一定、医療機関が検査が遅くなる、どうにかやってほしいという、そこをやは

り最優先、要は、症状がある方、必要な方、その方を最優先にさせていただきたいんで、そちらの

ほうは、できれば、そちらを優先する形で、言い方はあれなんですけれども、温存しておきたいな

という思いが少しありますので、その点についてはもう少し慎重に考えさせていただきたいと思い

ます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）定期ＰＣＲ検査で陽性者というのが３日の新聞に出ておりまして、寝屋川市で感染

拡大を防ぐということで、社会的検査をやっております寝屋川市で、ある介護施設で１人の従業員

の方に陽性が出て、きっちり検査をしたら、あと７人が感染しているというのが分かったと。いず

れも無症状で軽症だったということで、寝屋川市のほうの担当者は、定期ＰＣＲ検査で発見できな

ければもっと大規模なクラスターになっていた可能性があるということで、社会的検査については

評価をされております。こういう認識は他市でもやっておりますので、まずは大阪府の制度に乗っ

かる。それから、それで今、熊取モデルについては症状のある方ということですけれども、私が言

っているのはクラスターにならないための対応というお話ですので、そのあたりも加味していただ

いて、よろしくお願いしたいと思うんです。もうそれは答弁は結構です。 

   それから、今日の緊急事態宣言の再延長の下げ止まりがストップしているということで、まだ逆

に増えているということで再延長されるんですけれども、変異株が非常に増えてきているというこ

とで延長の一因になっているというのが、国会の予算委員会の中で総理大臣のほうから話が出てい

るということなんです。報道によると、昨日の厚生労働省の発表では、全国ではっきりしたのが

234人、大阪で12、兵庫で36変異株が出ていますよと。これは、ヨーロッパの例からしても感染が

急であるとか、それから重篤になる可能性が高いとかということで、第４波に対して非常にこれの
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対策が重要だということで、政府が変異株についての意識をすごく持って、その２週間の間にこれ

の対応をできるような体制をつくっていくということも、１つ２週間延ばした内容に入っていると

いうふうに考えているんですけれども、変異株を見つけるというのはなかなか難しいということで、

国のほうも専門家のほうでこれについては今後力を入れていくということなんです。熊取町の変異

株に対しての対応というのは、国や府の動向を見てということになると思うんですけれども、認識

があれば教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今ご指摘いただいた変異株につきましても、我々としても非常に関心は持

っています。ただ、今ご報告いただいたとおり、全国レベルでの話、あるいは、検査をする研究機

関レベルでの今は話になっております。ただ、それに対して地元の市町村としてどのような対応か

というところについての情報等は、まだ発出されておりません。 

   ただ、基本的にはそれこそ地道な対応、しっかりと手洗い、マスク、これを励行しないと今まで

以上に気をつけないといけない変異株が出てきているよという、そういう通知あるいは周知、住民

の皆様へのご案内、これは、町としても積極的にやっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。今後、変異株について政府や研究所のほうの動きがあると

思いますので、注視していただいて、我々のほうもさらに引き締めてやっていかなあかんなという

ことを認識しておりますので、よろしくお願いします。 

   それでは、大きな２つ目、コロナ禍での働く方への支援、保育の充実について質問させていただ

きます。 

   昨年末、保育所の０、１歳児の待機児童は６人、看護師や保育士の親から、職場復帰をしたいが

子どもを預かってもらえないとの相談があり、コロナ禍での特別な対応を望むところでございます。 

   今後、ワクチンの接種もまだまだ遅れそうな雰囲気ですので、保育士や看護師が産休、育休を取

っていて子どもを保育所で預かっていただくという中で、早く職場からは復帰してほしいという要

望があるにもかかわらず預かってもらえないということで相談があったんですけれども、昨年、元

年度の待機児童は途中で２人とかということがあったんですが、特に０、１歳児について、今年、

令和２年度の状況と、それから今後、コロナ禍の中での対応として熊取町の取っていくべき方向性、

考え方を教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、コロナ禍で働く方への支援、保育の充実についてご答弁申し

上げます。 

   本町では、従前より４月の当初入所時点では待機児童ゼロを継続しており、令和３年４月の当初

見込みにおきましても、現時点では待機児童は発生しない見込みとなっているところでございます。

しかしながら、年度途中におきましては、議員ご指摘のとおり、育児休業の終了に伴う職場復帰な

どの理由により０歳児の途中入所の申込みが増え、11月からは３名の待機児童が発生し、２月時点

では６名となっている状況でございます。これは、特に０歳児は国の基準により児童３名に対して

保育士１名の配置が必要であるものの、保育士不足のため受入れができないことによるものでござ

います。 

   この状況に対しまして、保育士確保のため、インターネットや新聞折り込みの求人広告などを通

じて保育士の募集を行うほか、ハローワーク泉佐野との共催により町立及び民間への合同就職面接

会・相談会を開催するなど、様々な方法を駆使しながら保育士の確保に努めているところでござい

ます。 

   さて、議員ご指摘のとおり、コロナ禍において看護師などの医療従事者の存在は非常に重要であ

ることは十分認識しておりますが、保育所等の入所に当たりましては、各家庭における保育が必要
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な理由などから保育を受ける必要性の程度を評価し、その評価の高い家庭が利用できるよう決定す

ることとなっております。しかしながら、職業によって保育の必要性の程度を評価することは、各

個人で保育を必要とする理由が様々ある中にあっては不公平感を招くことが懸念されます。保育所

等への入所を希望されるご家庭に対して適正に入所を決定していくためには公平性の確保が最も重

要でございますので、コロナ禍とはいえ、職業をもって特別な対応を行うことは困難であると考え

ております。 

   一方、保育士である保護者が保育所等への職場復帰のために児童を受け入れることに関しまして

は、国において方針が示されており、市町村は、保育所の入所希望については、保育所等を優先利

用できるよう調整することとされております。これは、保育士の職場復帰によって、保育を受ける

必要性のある児童をより多く受け入れることが可能となり、結果、保護者は保育所等にご自身の子

どもを預けて職場復帰できることのメリット、他の保護者は自身の子どもの入所の可能性が高まる

ことのメリット、市町村は待機児童対策にすることのメリットといった三方にとってのメリットが

期待できます。この方針を受け、本町におきましても、保育士が町内の保育所等に職場復帰する際

には、優先的に利用調整を行っているところでございます。 

   今後におきましても保育士の確保に鋭意努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。 

   私、保育士や看護師やから特別に取ってくれとか、そういうことを言っているんじゃなくて、待

機児童６名というのは、やっぱり今の時代やから預かってもらえるような状況をつくってもらいた

いという話をさせてもらっています。 

   今、理事から説明のあった保育士の確保というのは難しいというのがずっと広報に出ていますの

で、また貼り紙というか掲示もされているんで分かっているんですけれども、やはりこういうコロ

ナ禍の中ですから、６名の方を預かるような体制の整備というのは特別に必要じゃないかなと思う

んです。子育てのまちを言うんであれば、期間を定めてでも構わないと思うんですけれども、やは

りこういう対応というのは必要と考えるんです。そのあたりは副町長あたりどういう認識がありま

すか。よかったらお願いします。 

議長（矢野正憲君）南副町長。 

副町長（南 和仁君）議員おっしゃるとおり、こういった有事の際に十分に受入れ体制を整えておくと

いうような危機管理、いわゆるリスク管理の中の一つの施策だというように認識はしてございます。

ただ、担当の理事が申し上げたとおり、保育士を確保するのがかなり厳しい状況になっているとい

うのは現実問題としてございます。そういった状況もございますが、本町としては、先ほど申し上

げたとおり、コロナ禍も誰がこんなことを予想しただろうかといつも思うんですけれども、そうい

ったことが起こり得るんだということを前提にしっかりと体制は整えていきたいというふうに考え

ております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。認識は一緒で、現実はなかなか保育士の確保が難しいとい

うことなんですけれども、やっぱり木村理事の答弁を聞いていますと当たり前なんですよね。枠の

中でやっていますよと。例えばうちに保育士が来てもらえるような状況をつくっていくということ

も必要やと思うんで、今、民間でも保育士の確保は難しくて、労働条件が単価とかそういうのが上

がっていると聞いています。そのあたり、やっぱり今は特別な時期ですので、これが何年続くかは

分かりませんけれども、どこか期限を１年やったら１年とかでも区切って、特に可能性のあるとい

うのは半年過ぎた10月以降とかそういうところやと思うんで、途中から人を雇うというのは非常に

難しい点があると思うんですけれども、これについてはやっぱり特別に、熊取町は子育てのまちと
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いう中で考えていっていただきたいなということで私のほうからは要望させていただきます。 

   次、コロナの３番目、コロナウイルスワクチンの接種について。 

   ワクチン接種については、熊取町は町村の代表として大阪府のワーキンググループのメンバーに

入り、早く情報が共有でき、意見、要望ができる立場にあります。ここに入っていることで非常に

メリットがあるということは聞いておるんですけれども、こういう情報を受けて熊取町のワクチン

接種の体制といいますか、個別・集団の具体的な方法については先日、議員全員協議会でも発表さ

れました。その後、日々変わる政府のワクチンの配付について、最初の配付が熊取町は110人分と

いうか、そういうのが昨日、おとといですか、新聞報道されましたですけれども、今後どういう方

向でされるのか、教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の３点目、コロナウイルスワクチン接種についてご答弁

申し上げます。 

   ご質問の大阪府のワーキンググループ会議でございますが、本町は町村長会の代表として、新型

コロナワクチン接種調整ワーキンググループに今参画しております。このワーキンググループでは、

大阪府が接種の広域調整を目的に設置したものでございまして、２月12日に２回目の会議が開催さ

れ、オール大阪で迅速かつ継続的な体制整備や効率的なワクチン接種に向けた工夫ができないかと

いった議題が挙げられたところでございます。 

   本町におきましても、府が掲げる接種を希望する方への目標、これに向けて２月18日に開催いた

しました本町の新型コロナウイルスワクチン接種推進本部会議におきまして、個別接種と集団接種

の実施割合９対１、これをめどとし、その集団接種は、２月11日にシミュレーションも実施した結

果を受けまして、ふれあいセンターと町民会館ホールを利用して実施することなど、今後の基本的

な実施体制について決定をしたというのが今の現状でございます。 

   さらに、今、議員のほうからご指摘のありましたとおり、国のほうからのワクチンのいわゆる配

給、こちらが当初よりも若干遅れぎみというようなところで、第１便が入ってくるだろう４月第１

週、５日、６日のあたりになろうかと思いますが、今おっしゃっていただいたとおり、110人を対

象にするぐらいのワクチン量がまず入ってくるというようなことを伺っております。非常に少量の

ワクチンになりますので、それをどのように接種していくのか今鋭意検討しておるような、それが

今の現状でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。今後、国や府の動向、配送センターの状況も含めて鋭意頑

張っていただきたいなと思います。一番期待しているワクチン接種ですので、個別接種も含めて集

団接種がうまく住民に行き届くようによろしくお願いいたします。 

   それから、コロナウイルスの一番最後ですけれども、本格的になってくるというのは、ワクチン

接種については４月以降、対象の高齢者１万2,500、600人、その後一般の方ということになってく

るんですけれども、マンパワーが不足すると考えられます。日常業務を抱えながら熊取町で職員で

対応するということで、集団接種については日曜日を設定されているということも聞いております

ので、なかなか大変だというふうに思っております。 

   そういう中で、やっぱり外部人材の導入の考えというのが必要かなと。国からの交付金によって

町が直接雇用するという方も今２、３人おるということを聞いておるんですけれども、具体的には、

航空業界とか関西国際空港のほうはお客さんがなくて人手が余っているということも聞いておりま

すので、これについて何か考えがあればお願いします。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）続いて、マンパワー不足に対する外部人材の導入についてでございますが、

ワクチン接種の実施に当たり、その準備作業から業務内容は非常に多岐にわたっております。国に
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おいては、このような事務に対し積極的に外部委託を推奨しており、本町においても、接種券の送

付やコールセンター、健康管理システムへの入力、これらを極力外部委託を進めているところでご

ざいます。 

   また、実施事務体制につきましても、２月からふれあいセンター４階にワクチン担当の事務所を

設置し、専属の正職員を他課から配置転換を実施した者も含めまして３名。また、給付金事務の経

験のある職員ＯＢを２名、さらに会計年度任用職員も配置し、実施に向け準備を進めているところ

でございます。 

   ご提案の航空業界からの派遣受入れも検討いたしましたが、短期集中ということで、実務経験の

ある職員を中心に構成することとさせていただいたものでございます。 

   以上、ご理解いただきますようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）先日、新聞報道で、関西エアポート株式会社のほうから堺市以南の各市町村に２名

の人材が派遣されるような記事が出ておりました。泉佐野市は何か特別で15人とかというふうに出

ていたんですけれど、このあたりはワクチンとは関係ないんですか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）議員おっしゃっていただいています関西エアポート株式会社のグループ会社へ

の経済支援対策ということで、２名の社員の方を会計年度任用職員として受け入れたいと考えてご

ざいまして、令和３年補正予算第１号でまた予算は計上させていただきたいと考えてございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）そういうふうに進められているということで、どういうふうな配置になるかという

のがちょっと今のところ分からないんですけれども、緊急事態宣言の延長を踏まえた経済支援対策

で政府のほうが雇用対策パッケージというのを新設しまして、在籍出向を支援する助成金の新設、

業務・職種を越えた再就職支援等による各種支援ということで、３次補正で国のほうが拡充してお

ります。これを受けて、枚方市だとか寝屋川市だとか役所の窓口業務、案内とかのそういうところ

に何人か、多分短期だと思うんですけれど、短期というか期間限定の職員の方です。案内というこ

とで、案内の専門家である航空業界のそういう客室乗務員の方を雇用したというのが出ておりまし

た。 

   林部長から報告のあった件は、広域で一緒に取り組もうということでそういうふうになっている

と思うんですけれども、こういうの、枠組みの中身はあまりよく分からないんですけれども、最近

の新聞では全日空なんかは何千人という職員の退職の希望を募っているというようなことも出てお

りましたので、こういうところも調べていただいて、また飛行機の客が外国人のインバウンドが戻

ってきたらそういうところに戻りたいと思いますので、短期でもそういうことができないのか、こ

ういうことをちょっと調べて対策を考えていくつもりはないでしょうか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）今、議員がおっしゃっていただいた国の雇用対策パッケージということで国が

示している部分については、一定適用できるかどうかもお調べさせていただいて、国のほうがＱＡ

というものを出してございまして、自治体に出向させる場合も対象となるかという問いに対して、

要は助成対象とはならないと明確に書かれております。そこは一定ちょっと残念だなというのはあ

るんですけれども、今、議員がおっしゃっていただいた内容も受けまして、今後またその辺は一緒

に検討していきたいと思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）せっかくそういう制度がありますので、枠にはまるかどうか分かりませんけれども、

検討していただいて積極的にそういう外部人材の投入を計画していただきたいと思います。 
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   そしたら、次にいきます。 

   大きな２つ目、空き家対策について、高齢化社会対策と空き家活用の具体化に向けての質問をさ

せていただきます。 

   空き家対策の国の法律の施行に伴いまして条例制定を昨年度されましたですけれども、その条例

に基づいて専門家の会議を立ち上げて、その後、具体的に会議を開いたと思うんです。そういった

中で２年６月に熊取町まち育てプランというのができたと思うんですけれども、この条例制定後の

実績というか、教えてください。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）それでは、空き家対策の１点目、条例制定後、専門家会議による具体的な

進捗について答弁申し上げます。 

   平成26年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法を受け令和元年９月に制定した空家

等の適正な管理に関する条例に基づき、学識経験者など専門家６名から構成される空家等対策審議

会を令和２年２月に設置しました。会議については、コロナ禍による書面開催も含めて同年４月ま

でに２回開催しました。これらの議を経て同年６月に、法律に基づく空家等対策計画である熊取町

まち育てプランを策定いたしました。この計画に基づき、関係団体の協力を受けての相談会開催や

空き家バンク制度の運営、空き家等の所有者に対する適切な情報提供といった取組を実施してきた

ところでございます。 

   今後は、新型コロナウイルス感染の状況を見ながら、計画で明記しているその他の施策について

も、その有効性を確認しながら進めてまいります。例えば、空き家所有者の方で遠隔地にお住まい

の場合や施設に入所されている場合に、所有者の代わりに建物の見回りや清掃、投函されたチラシ

の処分などを依頼できる団体を育成し、町もＰＲなどで協力していくことを具体策の一つとして考

えております。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。 

   この間、コロナ禍ということで新型コロナウイルスの感染の拡大があって２回の緊急事態宣言が

あって、なかなか動きづらいことで２回となったと思うんです。過ぎていったことは今後に生かす

ということなんですけれども、やはり空き家の実態をきっちり把握して、その中で地域が困ってい

ることについては対応を迅速に行うということが大事かなと思います。 

   平成30年７月の調査、これは浦川議員の元年度の質問で、そのときの答弁では419戸の空き家が

あるという数字が出ているんですけれども、この後、何か調査とか実態把握とか今の状況とか、そ

んなのが分かっているのがあったら教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）それでは、平成30年７月調査の419戸から空き家数の変化について答弁を

申し上げます。 

   今お示しいただいた419戸という数字なんですが、これは、各自治会の区長などからのご協力を

いただいて、空き家と思われる一戸建ての住戸を各自治会からご報告いただいたものでございます。

この後に同様の調査を行っていることはございません。 

   なお、空き家戸数に関する情報といたしましては、５年ごとに全国規模で行われている住宅土地

統計調査がございます。これは全数ではなくサンプリング調査であるため、大まかな傾向としてご

理解いただければと思いますが、最新の数字である平成30年時点では640戸、率にして4.57％とな

っており、平成25年の417戸3.25％を比較して223戸1.32ポイントの増加となっております。なお、

率につきましては大阪府下の市町村で最低となっております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）サンプル調査なんで誤差が大分あると思うんですけれども、区長が入っていただい



－７７－ 

て調べた数字というのは、それは例えば不動産屋が管理しているものもあると思いますし、それ以

外の家族の方が使う予定だというところもあると思うんで、状況が空き家やということやと思うん

ですけれども、同じ手法で、毎年というわけにはいきませんけれども、ある一定期間、例えばコロ

ナが収まった時点とか、自治会の協力も得て一番直近の数字が必要かなと思います。 

   というのは、次の質問にも関わるんですけれども、いろんなこと、周りに影響が出ているところ

に対応するにも、状況が分からないとその対応もしにくいというようなことにもなってきますので、

そういう調査の予定はありますか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）議員のおっしゃるとおり、実態把握というのは対策の全ての基礎になりま

す。ただ、一方これは自治会の区長等にお願いしているものなので、自治会の区長等の負担も考え

ながら、今後、必要に応じて調査は行っていきたいと考えております。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）私、ちょっと知っている自治会長に最近聞いたんですけれども、毎年把握している

という自治会もあります。そうでない自治会もあると思うんですけれども、文野議員の質問にもあ

ったように、そういう地域の状況というのを自治会長はやっぱりつかんでおくことが非常に大事だ

ということで、私が聞いたところは、一つは150戸ぐらいの自治会、一つは750戸ぐらいの自治会、

あともう一つは450戸ぐらいの自治会なんです。簡単ということはないと思うんですけれども、あ

る一定期間でやろうと思えば可能かなと思うんで、意識していただくということも大事やと思うん

で、大分早くから手当てしておいて、何年に１回ぐらいはこういうことでお願いしたいということ

もやっていく必要があるかなと。それは何でそういうことを言うといったら、自治会長がやっぱり

困っているということがありますので、その点は、これはもうお願いしかしようがないですね。先

ほど答弁いただいたんで、次の質問にいく前にそういうことをお願いしたいなと思います。 

   では、次の質問に移ります。 

   ごみ・草の繁茂、それから樹木の成長による隣地への侵入・害虫駆除などによる隣接地とのトラ

ブルなどによる環境問題などの窓口の一本化をお願いします。環境課なのかまちづくり計画課なの

か、区長が苦労しております。 

   私の住む地区で区長から相談があって、環境と思っていったら、何点か土地が分からないんで一

遍ちょっと相談に乗ってくれるかということで、そのときは最終的にはまちづくり計画課のほうが

対応してくれたんですけれども、何でこういうことを言うかといいますと、環境課のほうは美しい

まちづくり条例というのがあって、その中で最終的には代執行までできるような一応体系になって

おりますけれど、そういうことはやったことがないと思うんです。今まではそれで来たんですけれ

ども、空き家対策の国の法律ができ、また、それに対して熊取町で条例をつくって抜本的にやって

いこうと。目の前にやっぱり起こっていることというのは、まだ壊れて、それで周りの人に迷惑が

かかったというような実例が少ないんですけれども、やはり草が生えてそこへ虫が湧いて、私が相

談に乗ったあれでは、スズメバチが巣をして、通学路で子どもたちが前を通るということでそうい

う相談があったと。もう一つは、木が大きくなって隣の家とか道路にはみ出ているというような実

態がありまして、これは、まちづくり計画課のほうが相続人の方に、遠方地やったらしいですけれ

ども連絡してくれて、それもやっぱり最終的には４か月ぐらいかかりました。それで、スズメバチ

の巣を取るのはすぐやってくれたんですけれども、木の伐採とかというのはやっぱり結構かかりま

した。 

   そういうところを、これ、我々も相談を受けたらどこに行ったらいいのか、両方に行きましたで

すけれども、見解があれば教えてください。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）それでは、空き家対策の２点目ということで、ごみ・草の繁茂・樹木の成

長による隣地の侵入・害虫駆除などによる隣接地とのトラブルなどによる環境問題の窓口の一本化
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について答弁申し上げます。 

   現在、空き家に関する苦情・要望を受けた場合は、まちづくり計画課と環境課が連携を取りなが

ら、現地を確認した上で、問題の種類に応じて、ごみや樹木の繁茂なら環境課が、瓦、外壁などが

破損するといった建物自体の管理不全によるものならまちづくり計画課が、それぞれの所管する業

務として対応しております。 

   具体的な対応についてですが、文書等により所有者に適切な空き家の管理を促すことと、建物の

不具合による隣接建物や通行人などの被害が予想される場合に建築主事から所有者に対する指導を

行うよう大阪府に働きかけることを行っております。 

   しかし、空き家は所有者の連絡先が明らかでない場合が多いことから、そのときは、不動産登記

情報等により調査をし、所有者に通知しております。それでも連絡先が明らかにならない場合は、

空家対策法の法律に基づいて、固定資産税情報の提供を受けて所有者に通知しております。その結

果、環境問題が改善された事例も少なからず出てきているという状況でございます。 

   ご質問の窓口の一本化についてなのですが、これは、空家対策計画にも記載しておりますとおり、

当面は一定の成果を上げていると認識しており、現在の仕組みを変えることなく対応してまいりた

いと考えておりますが、必要に応じて適切な体制づくりなども検討してまいりたいと存じておりま

す。 

   また、私有財産である空き家の管理は所有者が行うものであることから、所有者に対して適切な

情報をお伝えすることが最も重要ではありますが、所有者の特定及び連絡に時間を要したり、問題

の種類によっては、所有者の対応に時間を要したりすることがあります。 

   今後は、区長・自治会長などの関係者に対し、お知らせできる範囲で対応状況を適時適切に提供

することなどを念頭に置き、分かりやすい情報提供を心がけてまいりたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。答弁で１点だけ聞きたいんですけれども、まずはまちづく

り計画課に行ったらよろしいんですか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）問題の性質によるというのが正直なところなんですけれど、まちづくり計

画課にお越しいただければ、その問題の質に応じて環境課なりまちづくり計画課で対応を庁内で振

り分けていきたいと考えております。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）空き家が機縁であればまちづくりのほうで相談させてもらうという認識に私は今さ

せてもらったところなんで、あとは役場の中で調整をお願いします。 

   それから、最後なんですけれども、まちづくりに活かせる空き家対策の実施についてを質問させ

ていただきます。 

   空き家バンクや空き家相談などの施策が熊取町空家等対策計画に上がっていますけれども、もっ

と攻めの姿勢で進めてもらいたいというのが私の気持ちです。具体的には、若者間で広がっている

手作りリフォーム大工工事を自ら習い、手作りの家づくりを進める空き家対策、古民家や中古住宅

を自ら工事して若者世代の移住と空き家をなくする手法であります。これはＤＩＹといいまして、

若者たちが空き家再生の原動力になり、また、この中には利用された方が引っ越してくるというこ

とも実際起こっているということから、各市町村に広がっている状況です。行政によるシステムづ

くりが必要だと思いますけれども、熊取町で取り組む考えはありますか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）それでは、空き家対策の３点目ということで、まちづくりに活かせる空き

家対策の実施について答弁申し上げます。 

   空き家の有効活用によるまちの活性化策の一例として、議員からご提案いただいた古民家や中古
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住宅をＤＩＹでリノベーションして活用する取組につきましては、新聞やウェブなどでそれらの情

報は承知しております。建築から年月を経て老朽化し時代のニーズに合わなくなった建物を資力の

乏しい若者が自ら再生して利用するというのは、すばらしいアイデアだと思います。 

   しかしながら、ＤＩＹでの空き家再生をする場合は、建物の安全性や適法性をアドバイスするな

どサポートできる人材や各種団体の存在が必須であること、それらを含めた環境づくりや体制が必

要となってまいります。また、本町においては、空き家率が府下最低であるということ及び古民家

が少ないなど、バリエーションが豊富でないということから、マッチングには不利な状況にあると

考えております。 

   空き家の発生は、人口減少社会に突入した我が国では避けられない問題です。全国各地でそれに

立ち向かう取組がなされておりますが、これらの情報収集に努めるとともに、本町における空き家

抑制や地域活性化の効果を見極めた上で、効果的な空き家対策の推進に取り組んでまいりたいと考

えております。 

   以上、まちづくりに活かせる空き家対策の実施についての答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）ありがとうございます。何か答弁を聞いておったらやらないということを言うてく

れているような気がしたんですけれども、先ほど文野議員の質問にもありましたように、自治会だ

けじゃなしに、高齢化の中で熊取町から出ていったり、また高齢者施設や介護施設に入って空き家

になっているというか、そういうところもあります。処分するにもできないというふうなところも

あります。そういうところにやっぱり若い人に入ってもらって、熊取町の活性化、子育て世代を行

政自ら生んでいくということが重要かなと。 

   これ、隣の泉佐野市では、銀行とか特別に株式会社をつくりまして、ふるさと納税を使ってＤＩ

Ｙの学校を造ったり補助制度をつくったりとか、そういうことをやっています。状況は熊取町と泉

佐野市で違うところはあると思うんですけれども、これから空き家がまだまだ増えていく可能性も

高いですし、熊取町の場合は昭和50年代に人口が急増しまして、そのときに建てられた家がたくさ

んあります。そういう中では、建て替えできるところはいいんですけれどもそうでない家もありま

すので、やっぱりこういうことを今から考えていかないと取り残されるんじゃないかということが

ありまして、一つは個人の財産ですけれども公共の財産でもあるという、空き家を活用したまちづ

くりということも一考していただきたいなと思うんです。副町長ばかり言うて申し訳ないんですけ

れど、お願いします。 

議長（矢野正憲君）南副町長。 

副町長（南 和仁君）先ほど都市整備部長からご答弁差し上げたところでございますが、改めて、非常

に後ろ向きなようなイメージを受ける答弁であったというふうに考えております。 

   今のところ大阪府下で最低の空き家率ということではございますが、当然のことながら、議員お

っしゃったように、この空き家率というのは右肩上がりに上がっていくんだろうなというのは容易

に想定できるものでございます。その中で、熊取町の空き家状況、先ほどもご提案いただいたんで

すけれども、やっぱり定期的に空き家率がどれぐらいの推移で上がっていくとか、あるいは鈍化し

ているのかも分かりません。そういったものをしっかりと現状把握をまずは定期的に、区長、自治

会長のお力を借りなければなりませんが、そういった取組も今後やっていきたい。その中で、熊取

町に一番合ったやり方というのが必ずあるはずです。そういったものをしっかりと見極めて取り組

んでいきたいというように考えておりますので、よろしくご理解いただくようお願いします。 

議長（矢野正憲君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）私のほうから、補足でもないんですけれども、副町長が申し上げましたとおり、現

状把握、これは本当に重要なことだと思っています。先ほど文野議員からも質問がありましたけれ

ども、現状把握もこちらから積極的にそういったことを行っていくという、そういう姿勢を庁内全

体で考えていく必要が来たなというふうに思っております。そういう状況も含めて、積極的な施策
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の一環として進めていきたいというふうに思います。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）どうもありがとうございました。これで質問を終わります。 

議長（矢野正憲君）以上で、田中豊一議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、ただいまより昼食のため１時10分まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「12時10分」から「13時10分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）議長よりお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問させていただきます。 

   １項目めは防災についてです。 

   3.11東日本大震災からもうすぐ10年になります。改めて、お亡くなりになられた方、またご遺族

の方、被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

   先日、２月13日の夜、福島県沖を震源とする地震がありました。地震の規模はマグニチュード

7.3、震度６強の揺れを観測しました。10年前の東日本大震災の余震と考えられるとのことでした。

そして２日後の15日、和歌山県北部を震源とする震度４の地震がありました。災害は忘れた頃にや

ってくると言いますが、今後30年以内に発生する確率が70から80％と予測されているマグニチュー

ド８から９、最大震度７の巨大地震、南海トラフ地震への備えについて、一人一人が再確認する重

要性を感じました。 

   そこで１点目です。先日の地震で福島、宮城県内でも避難所が開設されましたが、新型コロナウ

イルス感染等のリスクも想定した上で避難所を運営していかなければなりません。本町におきまし

ては、昨年２月に地域防災力向上を図るために熊取町自主防災モデルマニュアルを作成していただ

きました。策定時には想定していなかった感染症への対応も含め、地区別に自主防災マニュアルの

作成についてどのように取り組まれているのか、お聞かせください。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）まず、１点目、地区別自主防災マニュアルの作成状況について答弁いた

します。 

   地区別自主防災マニュアルの作成につきましては、各地区でマニュアルづくりをしていくに当た

り、モデルとするべく、自主防災モデルマニュアルを令和元年度に作成したところです。このモデ

ルマニュアルの作成は、自主防災組織連絡協議会において自主防災モデルマニュアル作成委員会を

立ち上げてご尽力いただいたもので、今年度の活動として、同モデルマニュアルを大いに活用し地

区別自主防災マニュアルの作成を積極的に推進していく予定としておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により自主防災組織連絡協議会の会議がやむなく書面開催となるなど、積極的な

取組がかなわず、残念ながら自主防災マニュアルの作成には至ってございません。 

   本町といたしましては、昨年10月に全自主防災組織に積極的な作成についてお願いし、事務局が

そのサポートを丁寧にさせていただく旨のご案内をさせていただいたところです。あわせて、各地

区における自主防災訓練の際にも、マニュアル作成の依頼とその支援についてご案内しているとこ

ろで、新型コロナウイルスの感染状況によるところとなりますが、できる限り速やかに全地区で自

主防災マニュアルを作成していただけるよう図ってまいります。 

   以上とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。コロナの影響で作成は１地区もできなかったというところなんでし

ょうか。こういったモデルマニュアルをつくっていただきまして、これを基に各地区でつくってい
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ただくということだったんですが、でも、この中には見本で上がっている地区もありますよね。だ

から、そういう地区はできているんではないんですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）おっしゃるとおり、希望が丘であるとか、ほぼモデルマニュアルのモデ

ルとさせていただいたところもあるんですけれども、ただ、議員がおっしゃったコロナウイルス感

染症に対応した見直しとかというところも、これはまだ実際残っている部分もございまして、こう

いうところもかみ合わせて今後しっかりと進めてまいりたいという状況でのお答えをさせていただ

いたものでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。感染症の分につきましてはこの作成時にはなかったので、その分も

盛り込んで令和３年度は全地区が作成できるように支援していくということで理解させていただい

ていいんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）事務局としては、一刻も早く、議員もご指摘いただいたとおり、地震は

いつ来るか分かりませんので速やかにつくりたいというのが本意ではございますが、これはいかん

せん、今まだ現状においてもコロナ禍が収まらない中においては、実際、自主防災組織の活動もか

なり制限されておりまして、身動きがなかなか取れないという状況がございます。だから、その状

況を見ながらにはなりますけれども、時期を逃さず速やかに対応してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。 

   また、町が育成した防災士100名の方がいらっしゃる、その方たちもしっかりとその作成につい

ては関わっていただくということで、前回も質問させていただいたときにはそういうふうなご答弁

があったんですけれども、そういう体制で取り組んでいただくというところでよろしくお願いした

いと思います。 

   やっぱりコロナのことがあるんですが、コロナのことも踏まえての防災マニュアルですので、あ

るからできないというのはやっぱりおかしいかなというふうに思います。コロナがあってでもでき

ると思いますのでね、感染対策をしっかりすれば。いつあるか分からない災害を迎える中で、マニ

ュアルがないからできなかったというのはその理由にはならないと思います。マニュアルの中には

校区別の避難行動・避難所運営マニュアルを参照するというふうなことも書いておりますので、そ

ういった避難所も運営していかないといけないというところでこのマニュアルは基礎となる分です

ので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

   今、マニュアルの中に校区別避難行動・避難所運営マニュアルを参照するというふうにあるわけ

なんですが、その分の策定についてもまだできていないというところなんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）これは２点目の…… 

（「いや、まだ１点目です」の声あり） 

総合政策部理事（野津 惠君）校区別の活動についても、次の答弁でも一定触れさせていただいており

ますけれども、同じく個々の自主防災組織がなかなか動けていない中で、校区が集まって、あるい

は複数の自主防災組織が集まってという活動も、今おっしゃったとおり、なかなか動きとしては取

れていないという状況でございます。 

   ただ、これも先ほど申し上げたところとかぶりますけれども、議員も、コロナだからとどまって

いるのは許されないということは、もうそれはおっしゃるとおりでございまして、そこはどうすれ

ばやっていけるかというのは常にしっかり考えながら進めてまいりたいということでご理解いただ
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きたいと思います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。 

   自主防災モデルマニュアルの中に自主防災組織の活動というものが具体的に書いていまして、そ

の中には、避難所の開設・運営に関する詳細は校区別避難行動・避難所運営マニュアルを参照と書

いてあるわけなんです。だから、参照するということは校区別の避難所マニュアルがないとできな

いというところですので、そのことがあるので聞かせていただきました。この分についてもまだで

きていないというところですね。はい。またその辺のところも、基本となる町の避難所運営マニュ

アルはつくっていただいていますので、それを基に校区別の避難所マニュアルも必要かと思います、

その辺の作成もよろしくお願いしたいと思います。 

   そしたら次、２点目へいきます。 

   ２点目、地区別、指定避難所別防災訓練の取り組みについてお聞かせください。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、２点目の地区別、指定避難所別防災訓練の取り組みについて答弁

を申し上げます。 

   地区別自主防災訓練につきましては、従前より、各地区にて結成されている自主防災組織におい

て実施されており、町危機管理課職員及び消防職員も訓練指導のため参加してきたところです。近

年は、住民の防災意識の向上により訓練実施組織数の増加や活発化が進んできており、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響下においてもソーシャルディスタンスを確保しながら実施できる、例えば

無事ですカードを用いた安否確認訓練など、工夫を凝らして取り組んでいただいているところです。

また、指定避難所別防災訓練につきましては、一部の自主防災組織における複数地区合同による防

災訓練の実施にとどまっている状況となっております。 

   本町といたしましては、昨年３月に作成しました避難行動・避難所運営マニュアルを基礎として、

指定避難所の開設・運営について住民・学校・町の３者で協議を行い、地区別避難行動・避難所運

営マニュアルを作成していく考えであり、あわせて、同マニュアルに基づき校区別に、つまり同じ

避難所を使用することになる地区全てで合同防災訓練の実施を推進していく予定であります。 

   現在のところ、３者協議が新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催できておりませんが、

校区福祉委員会の機会を通じて当該取組の方向性について周知することなどを模索しており、ワク

チンの接種が順次開始されていくこともあり、感染リスクの状況を見極め、機を捉えて開催し、指

定避難所別防災訓練の早期実現を目指してまいります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。指定避難所別、校区別で避難訓練も行っていくというところで、あ

りがとうございます。 

   施政方針の中に今年、令和３年度は総合防災訓練をするというふうに載っていたと思うんです。

それもあるんですが、校区別の避難所で別の訓練ということがやっぱり必要かなと思っております

ので、その辺のところの取組もしっかりできるようにやっていっていただきたいと思います。 

   今、各地区でやっていただいているというところでしたが、各地区は開催してくださっているの

は幾つぐらいの自治会で、参加率はどんな状態でしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）令和２年度の開催の状況が、14回実施がございまして、地区としても14

組織が実施いただいております。それぞれの地区の参加率というのはちょっと私、データを持って

おらないんですが、総延べで参加したのが1,373人というふうに把握してございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 
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10番（渡辺豊子君）分かりました。コロナ禍の中でも防災訓練をやっていただいたということ、大変感

謝したいと思います。その中でたくさんの方に参加していただくことが必要かと思うんですが、こ

れも前回も言いましたが、災害はいつ起こるか分からないので、平日のお昼とか、また夜とか、そ

ういったパターンを変えての訓練も取り組んでいっていただきたいなというふうに思っております。 

   和泉市のほうでは、そういった自主防災訓練をやっていて、夜にも１回やったことがあるという

のを聞かせていただきました。そこの自治会の方の自主防災グループで立ち上げてやってはるとこ

ろのを聞かせていただいたんですけれども、そこは、うちみたいに無事ですカードを作っていない

ので、白いタオルを持って、白いタオルを無事ですという意味で家の前にくくりつけて、そういっ

た訓練をやったというふうに聞いております。ですので、また訓練にしっかり取り組んでいただき

たいんです。 

   無事ですカードも先ほど活用してとおっしゃってくれていましたが、この分については全自主防

災組織のほうで推進していただいているんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）先ほど答弁の中で触れましたとおり、自主防災組織連絡協議会の全体会

議は最初は書面開催となったんですけれども、そういった中でマニュアルづくりのことと併せてこ

のカードについての周知、説明等をさせていただいたところで、先ほど申し上げた自主防災組織の

訓練状況の中ででも、この中で７地区が無事ですカードを使用した安否確認訓練というものを実践

していただいております。一つ、希望が丘はこれからの予定としておりますけれども、以上でござ

います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。よろしくお願いします。 

   日本防災士会というのがあって、私もその防災士会に入らせていただいていて、町の養成した防

災士につきましてもスキルアップ研修に参加していただきたいんですけれども、Ｚｏｏｍでスキル

アップ研修があって、先日参加させていただいたんです。そこで東日本大震災を経験された方が講

師で言われていたんですけれども、東日本大震災のときに、障害者手帳を保持している方の死亡率

は非保持者の死亡率の２倍から４倍あったと。それはなぜかというと、その理由は、障がいのある

方は日頃やっていないこと、訓練していないことはできないと。そして避難場所が分からないとい

う、だから逃げ遅れてしまった。だから、障がいのある方が非保持者の方よりも死亡率で見たとき

に高かったというところだったんです。 

   ですので、地域で今やっている防災訓練につきましても、要支援者である障がいのある方、そう

いった方も全ての方に参加していただくことが重要なんだなというふうに、スキルアップ研修に参

加して聞かせていただいて、講習に参加させていただいて感じました。地域の防災訓練に全ての方

が参加して、地域の全ての方の命を守るんだ、そういう訓練なんだというところに位置づけするこ

とが本当に大切だなというふうに、研修に参加して感じさせていただきました。 

   今、要支援者につきましては災害時要支援者の個別計画を作成するということにもなっています

けれども、なかなか抵抗があって進まないというところですが、地域の皆さんと一緒に避難訓練を

通じて、この方はちょっと耳が遠いとか目が不自由だとか地域の方は分かっていますので、そうい

う方も皆さんで支え合いながら避難訓練することによって、そういった個別計画の推進もできるの

ではないかなというふうなことをおっしゃられておられまして、私自身もそういうふうに感じまし

た。 

   長野県のほうでは、住民支え合いマップづくりということで、そういうことをやって防災訓練の

中で皆さんがそういった状況をつかみ合って、自分の地域の地図を作って、ありますよね、住宅地

図。その地図で、赤、黄色、青、緑とマップの中のそのおうちのところに自分たちで自主防災組織

の中でそれを貼り付けていくんですけれども、日常的に福祉サービスや介助を受けている人、危険

の判断ができない人、情報を得られない人、そこは赤のシールを貼る。独り暮らしで高齢者（日中
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独り暮らし）、障がい者だが支援してあげれば一緒に避難ができる、そういう人は黄色のシール、

日常生活は自立しているが災害時、緊急時に声をかけないと逃げない、そういうふうに配慮をしな

ければならない人、そういう人は青、安否確認など、高齢者やけれど助ける側に、協力できる人に

なりますよと、その人はお隣だったら支援できますよという、そういう人は緑のシールを貼る。そ

ういうふうにしてマップ作りをやっているというふうに紹介されていました。 

   だから、そういった住民支え合いマップ、そういうことを訓練の中で自主防災組織の活動として

やっていく中で、要支援者の方の個別計画もできるのではないかなというふうに思いましたので、

ちょっと紹介させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

   次、３点目です。 

   避難行動・避難所運営マニュアルを作成されておりますが、避難勧告、避難指示等発令時に避難

所開設を迅速、円滑に行うために、開設までの手順が分かるアクションカードや必要な資機材を収

納する初動活動ボックスを各避難所に配備してはどうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）では、３点目について答弁いたします。 

   まず、避難所開設を迅速、円滑に行うために開設までの手順が分かるアクションカードや必要な

資機材を収納する「初動活動ボックス」の配備についてでございますが、本町では、避難所の開設

を決定した際に迅速かつ円滑に避難所派遣職員が出発できるように、避難所運営マニュアル、避難

所レイアウトの図、機材の取扱い説明、必要となる資機材などをコンテナボックスにまとめており

ます。さらに今年度においては、感染症対策のために必要となる資機材が増加したこと及びそうい

ったものを分けるべきものもあるということから、コンテナボックスを追加配備したところでござ

います。 

   今後も、コロナ禍等において必要資機材が増えても、迅速性を損なうことなく職員を避難所へ派

遣できるよう、より機能的なものとするべく常に改良に努めてまいります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）そういったものがコンテナボックスの中に入っているというところですね。８避難

所ごとにあるというところで、それはそこの避難所のところに置いているんですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）このコンテナボックス自体は、一定我々、避難所開設というのが災害対

策本部で決定したときに職員が開設に向かうという想定にしておりますことから、危機管理課のほ

うで全てのコンテナを備えておいて、そこからすぐ出てもらうような形で今備えているところでご

ざいます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。この分につきましては、愛知県の豊橋市の例を見ていいなと思って

質問させていただいたんです。そういった避難所運営につきまして、今は職員がやってくださって

いるんですけれども、各自治会で避難するときもあります、避難所。だから、そうなったときに、

自治会の自主防災組織が避難所を開設するときにまず何をしたらいいのか。避難所運営マニュアル

はあるけれど、一々またそのときにマニュアルを繰っていたら間に合わないというところで、箱の

中にそういった順番を書いたアクションカードというものを入れて、次は何する、次は何する、ま

ずは避難所の鍵の入手、建物の安全確認、受付の設置、居住スペースの区分け、簡易トイレの設置

と順番を書いたカードを置いていて、そのカードを見ながら、自主防災組織の方や住民もできると

いうところのものを用意しているそうです。 

   今言われたように、トイレとか受付とかいう、そのときに受付と書いていても時間がないので、

受付と書いたやつをちゃんとその箱に入れていて、トイレというのもピクトグラム表示で分かるよ
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うにして、それも入れておく。受付のときに、避難してこられた方の健康チェックもしなければな

りませんよね。だから、そういった健康チェックリストももうコピーして入れておく。それで、来

られたときに受付ですぐ、一々またそのときにコピーするんじゃなくて、コピーしておいて準備し

ておいてその箱に入れていたら、それでチェックできると。マスクや体温計、今言われたように、

そういったものも置いて確認するようにしていると。だから、各自主防災組織が防災訓練するとき

に、それを見るだけでも訓練になると。次に何すると、それを確認するだけでも訓練になるという

ことをやっておられまして、これはすごくいいことだなと思いました。 

   発災のとき、やっぱり職員も危機管理課の方が全てすぐ対応できるとは限りません。やっぱり職

員も同じように被災者になります。ですので、それぞれの自治会で自治会役員がそういうことがで

きるように、また、自治会の役員は１年ごとの交代でなられますので、交代になってもすぐ対応で

きるように、そういうところでそういったものを一目で分かるように箱に入れて置いておくという

ふうなことをされているというふうに聞きました。 

   ですので、そういったことを今それぞれ指定避難所で実施しておられるんでしたら、今度は39自

治会の自主防災組織でそういったものを準備できるようにしておくほうがいいのではないかと思う

んですが、その辺どうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）貴重なご提案と認識します。 

   先ほど、前段のご質疑の中でも触れた話で、避難所別の訓練、それの前提となるマニュアル等の

作成は我々も想定しているんです。そういう作業の中においては防災士の方の参画なんかももちろ

ん考えてはいるんですけれども、そういうマニュアルづくりの中で避難所開設についての取組とい

うものも盛り込めたらなと思っております。 

   今、本町においては、ご存じのとおり、基本的には８の指定避難所で対応できるコンパクトな規

模であるということから職員で対応するという想定をしておりますけれども、確かに大きな自治体

においては避難所の数がもう桁違いになりますので、職員の対応も困難というようなところがあっ

て、そういう住民の一定、自主的な取組が進んでいるというところはあろうかと思います。 

   だから、町としてもコロナ禍の中で避難所はこれから箇所数を自然に増やさざるを得ないという

ような環境も想定される中では、今申し上げたような取組もいいとこ取りをしながら、どんどんと

考えてまいりたいということで思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）またしっかりと各自主防災組織の方が活動しやすいように検討していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

   次にいきます。 

   次に、災害時バンダナについてですが、昨年９月議会で質問させていただいたときに、今年度中

には拡充を検討しているということでした。どうですか。 

   あわせて、コミュニケーションボードについても、平成29年12月議会で質問し、避難所運営にお

ける障がいのある方との意思疎通の向上に資するツールと認識している、調査研究をするというお

答えをいただきました。今、コロナ禍でマスク着用の中で、聴覚障がいの方は口の動きが分からな

いというお声も聞いております。ぜひとも配備を検討すべきと思いますが、いかがお考えでしょう

か。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）それでは、バンダナとコミュニケーションボード、併せてご答弁申し上

げます。 

   災害時バンダナにつきましては、平成30年度に社会福祉協議会が100枚を作成し、ボランティア

センター用に70枚、避難所用に30枚を配備してございます。これに加えて本年度新たに150枚を発

注しておりまして、納品後には、聴覚障がい者の方等にとって適切な配備を実施するべく、関係課
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等と連携して計画的に進めてまいりたいと考えております。 

   また、次にコミュニケーションボードにつきましてですが、コミュニケーションボードは、聴覚

障がいや知的障がいの方などの要配慮者に加え、日本語を話せない外国の方に、何か困り事があっ

たり、体調が悪いにもかかわらず意思表示ができないなどの場合に意思疎通のために使用するもの

で、避難所において有用なものと考えており、先進市町の事例を参考に令和３年度中に作成したい

と考えているところでございます。 

   以上、ご理解賜りますようお願いし、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。ありがとうございます。 

   災害時バンダナ、聴覚障がいの方が利用できるように一応今回150枚発注していただいたという

ことで、ありがたく思います。その分につきましても、また障がいのある方個人に配付という形で

考えてくださっているんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）150枚というのは、一定我々、把握できる限り全ての方に配っても足り

るであろう数ということで調達したんですけれども、そこは、無事ですカードなんかでもよくあっ

たんですけれど、配付してしまったらなくしてしまったとかということがやっぱりどうしてもある

もので、むしろ避難所にある程度想定した数を配備しておくほうがいいのか、そこは、関係課と何

が一番有効に使えるのかということを今調整させてもらった中で配備させていただきたいと考えて

いるところでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。ありがとうございます。 

   私の出した資料に写真をつけさせていただいたんですが、熊取町が前回作ってくださったメジー

ナちゃんとジャンプ君のバンダナ、すごくいいのを作ってくださってすごくありがたいんですけれ

ども、このバンダナは、聴覚障がいの方が「耳が聞こえません」とできる言葉で、あとの３つは支

援する人の「自分はできますよ」という、だから助けを求める文言が１つしかなくて、あとは支援

者ができますよというのを書いているんですよね、三方が。 

   下は大阪市のほうなんですけれども、大阪市の住吉区が作っているのは、「耳が聞こえません」

と「目が見えません」というのと「支援が必要です」という３つ。だから、支援してほしい人の声

が３パターンあるわけなんです。だから、「手話ができます」というボランティアが声かけや意思

表示する分については１つだけで、３方面は支援がしてほしいんやという言葉が３つあるわけなん

です。だから、本当にそういった助けてほしいんやという声を届けるためには、大阪市住吉区が作

っているこういった文言をもう少し研究していただいて作っていただけたらなというふうに思うわ

けなんですが、今回は、やっぱり作っていただいたのは上の同じやつなんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）結論から言うと、前回作った版がありますもので、そういったものを活

用して150枚作ったということでございまして、その理由としましては、基本的には聴覚障がいの

方がやはりなかなか支援を必要としていることが分かりにくいということが、我々としてはそこを

まずやっぱり一番先に手当てすべきかなということで、先にそういう形で考えたもので、今の流れ

というか、新しく作られているところは汎用性の高い、いろんな障がいの方にも使えるものを使用

する例も多いですから、これで終わりということではなくて、さらにこれから拡充していくことを

検討していくに当たっては、よりよいものをという形で改良させていただきたいということで考え

ております。ご理解いただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。また、いろんな障がいの方に対応できるようなバンダナも今後作成
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していっていただけますようにお願いしておきます。 

   次、コミュニケーションボードにつきましては、見本をいろいろつけさせていただきました。災

害に対応できるようにというところで、載せている分は埼玉県加須市の危機管理防災課で作ったと

ころです。明治安田こころの健康財団というところに協力していただいてボードを作ったというと

ころみたいですが、またもう一つも同じように違うパターンで上げて、見本でつけさせていただき

ました。また参考にして、令和３年度の作成をよろしくお願いしておきます。ありがとうございま

す。 

   次、２点目へいきます。 

   ２項目めは新型コロナウイルス感染症対策についてです。 

   １点目は、先日行われた議員全員協議会での説明がありましたが、またアメリカ、ファイザー社

から入手するワクチンの時期や量等が不確定で、計画的に接種が実行できるかどうか走りながら進

めていくという、そういった状況です。本町においてワクチン接種についてどのように取り組んで

いくのか、お聞かせください。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の２つ目、新型コロナウイルス感染症対策についての１

点目、ワクチン接種についてどのように取り組んでいくかについてご答弁申し上げます。 

   答弁内容につきましては現時点での進捗状況となりますので、ご了承ください。 

   現状では、２月14日にファイザー社のワクチンが薬事承認され、17日から医療関係者向けの先行

接種を開始、高齢者を対象とした接種を４月以降に開始するという予定でございます。対象者につ

きましては、本町に居住する16歳以上の方となります。実施期間は、２月17日から令和４年２月28

日までとなっております。接種回数は２回で、接種費用は無料でございます。 

   接種順位は４つのグループに分けられておりまして、１グループが医療提供体制の確保等を踏ま

え医療従事者、２グループが高齢者、そして３グループが高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢

者施設等の従事者、ワクチンの供給量に応じて60歳から64歳の方もここに該当します。４グループ

がその他の方となっております。 

   接種券の送付につきましては、国のスケジュールに応じて速やかに送付できるよう準備を整えて

いるところでございます。 

   接種方法につきましては、個別接種と集団接種のどちらかを選択し、個別の場合は、基本は医療

機関へ直接予約、医療機関の希望により一部コールセンター、町のホームページからの予約という

形になります。集団接種は、町のコールセンターに電話または町ホームページからの申込みとなり

ます。なお、町のコールセンターは３月10日開設予定でございます。 

   本町の接種体制でございますが、医師会等医療機関のご協力の下、個別が９、集団が１の体制が

取れると判断し、できるだけ近くて安心できるかかりつけ医の方で個別接種ということを重視して

おります。集団接種は、日曜日を含めて個別接種を補完する形で、会場としましては熊取ふれあい

センターと町民会館ホールでの実施を予定しております。 

   なお、周知方法につきましては、広報やチラシ、ホームページや町公式ＬＩＮＥによる周知、そ

して個別の通知、ポスターやチラシの配架等を行う予定でございます。 

   最後に、今回のワクチン接種につきましては、ワクチンの供給状況に応じ、スケジュールの変更

が見込まれるため、国・府の動向を見極めながら対応してまいりますので、ご理解いただきますよ

うお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ありがとうございます。ファイザー社のワクチンの入荷が遅れているというところ

で、本格的には５月からになるのかなというふうに感じているわけなんですけれども、接種券につ

きましては、当初、議員全員協議会のときには３月末に発送するということでしたが、ワクチンが

まだ来ていない中で接種券を先に送ってもというところかと思うんです。この発送につきましては、
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今のご答弁では別に具体的ないつ頃というふうにはなかったんですが、いつ頃、４月ぐらいと理解

させていただいていいんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今おっしゃられたとおり、当初３月18日とかいうぐらいの日程を予定して

おったんですが、ご案内のとおり、４月５日、６日でやっと熊取町で110人分というような形の通

知が来ておりますので、それを受けまして４月の下旬というぐらいで今、日程を急遽組み直してお

るというような、そんな今現状でございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。そういう流れになってくるかと思いますが、またよろしくお願いし

たいと思います。 

   接種券についてなんですが、昨日、国の参議院予算委員会の中でうちの公明党の議員が質問した

中でもあったんですけれども、視覚障がいの方、そういった方に対しての接種券というのは点字で

分かるように案内して送っていただくことを要望したいんです。その辺のところは聞いておられま

すか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）すみません、正式な形での通知というのはまだあれなんですけれども、確

かにおっしゃられるとおりだと思いますので、その辺は通知に従い適切に対応させていただきたい

と思います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ありがとうございます。 

   また、高齢者の方からですので、ヘルパーと随行して接種しなければならない方もいらっしゃる

かと思いますが、全てそういった費用は国が持つということですので、しっかりと要求していって

いただけたらと思います。対応をお願いしたいと思います。 

   まず、２月12日の新聞に、集団の接種を想定というところで、熊取町は２月11日にお休みを返上

して、職員が80人も想定訓練をしてくださったということが載っていまして、本当に感謝します。

ありがとうございます。お休みを返上してこうやって万全な体制で取り組んでいくんだということ

でやっていただいていること、本当にありがたいなというふうに思います。 

   その想定訓練をやった中で感じたこと、改善しなければならないこと、そういったことは何かあ

りましたでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）当日、医師の方も２名視察というか、ご意見をいただくためご同席いただ

いたんですけれども、その医師の方からは、今回、まずは高齢者からの接種ということになるので、

高齢者の方が待機場所から接種場所へ動く際に、できる限り寄り添うような形で、ご不安を与えな

いようにしてあげてほしいなというお声をいただいております。その辺につきましては、できる限

り我々もそういった体制といいましょうか、そういうふうなものは一定準備したいなというふうに

考えております。 

   あと、細かなところでは、やはりどうしても問診だとかいうところで一定のたまりができてしま

ったり、あるいは逆に体温を測るところで手間取ったりだとか、個別のところは幾つも課題として

上がってきておりますので、それについては、それに対しての対処方法を今検討した中で、そして、

集団接種については基本的には業者のほうにお願いする外部委託ということを考えておりますので、

その辺の詳細について業者と綿密な打合せ、これをもう既に始めておるというようなところでござ

います。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。ありがとうございます。やっぱりそうやって想定訓練をやったから

分かることがあると思います。そういったお医者さんからのアドバイスをいただき、本当にそうい
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うところにしっかり細かく対応していただくことはありがたいと思います。 

   あと、接種後のフォローというのも大切かと思うんです、副反応の問題もありますので。その辺

のフォロー体制についてはどうなっているでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）おっしゃるように、副反応についてやはり皆さんかなりご不安に思ってい

るところがあろうかと思います。副反応につきましても、かなりの極めてレアなケースであるとい

うのはまず大前提にあるわけなんですけれども、それでもやはり起こったときには迅速に対応しな

ければいけないということで、少なくとも接種後15分、場合によっては、問診をしていただいてお

医者さんの判断によってこの方はちょっと30分ほど様子を見ないといけないなということであれば、

待機場所を当然設けております。そちらのほうで接種後の状況を観察して、そして何もないなとい

うことでお帰りをいただく。もし万が一という場合にはすぐに対応できる、アナフィラキシーショ

ックに対して即効性のあるエピペンと呼ばれるものがあるんですけれども、それらの準備だとか、

それから、うちの場合は集団接種の場所がちょうどふれあいセンター、隣の隣が消防署ということ

になりますので、消防のほうにも集団接種はこの日程で行うというようなことで連携も深めており

ます。何かあった場合にはすぐに救急搬送していただけるような体制も連携を取って実施しており

ますので、その点についてもご安心をというか、万が一の場合の体制というのは整えておるつもり

でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）今、部長のほうからありましたアナフィラキシーショックがあったときに対応する

エピペンというのは、本町は９対１の割合で個別診療所での接種が多いんですけれども、それぞれ

の個人病院でもエピペンはしっかりと配備されているんでしょうか。その辺のところはどうですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）まず、個別接種の場合は特にかかりつけ医のお医者さんということで、こ

の方は過去にアレルギーの症状があるなとかいうようなことをお分かりいただいた上で接種という

ことになりますので、やはりそういう状況が分かっておれば接種は見送るというような判断も当然

出てまいります。 

   もし万が一という場合には、エピペンとかそういった対応については町のほうが一括して事前に

配給というか配付するというか、準備は整えさせていただきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。その辺はしっかり連携を取って配備をお願いしたいと思います。 

   １回目と２回目の接種について、個人別データ管理ということで、国のほうは接種記録システム

を導入する方向で今検討を進めております。理由は、１回目、２回目を打つときに、その間に転居

したりとか、また住所地外で接種したりとか職場で打つこともあるかと思うんです、職域接種。万

が一災害があったとき、そういったときに予診票が喪失してしまう、そういったことも想定してそ

ういったシステムを導入するようでございます。 

   私たち公明党も、もっと早く分かっていたらよかったのに、今こういうシステムを導入するとい

うことになりましたので、それぞれの自治体の意向調査というのを３月７日までということでさせ

ていただきまして、それぞれの自治体がそのシステムを導入することによって困ること、希望する

こと、そういったご意見も伺っております。先日いただきましたが、そういった声をまたしっかり

と国のほうに届け、国のほうでしっかり対応していただくように言っていきたいと思っております

ので、安全かつ円滑にワクチン接種が行われますように、大変ですがよろしくお願いしておきます。 

   ２点目へいきます。 

   ２点目は、国は１月13日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い２度目の緊急事態宣言を11都府
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県に発令し、３月７日まで延長しましたが、３月１日からは愛知、岐阜、大阪、京都、兵庫、福岡

の６府県の緊急事態宣言は解除されました。しかし大阪府は、３月21日まで大阪モデル・イエロー

ステージということで、４人以下でのマスク会食や不要不急の外出自粛などの感染予防対策を要請

しております。飲食店等の営業時間短縮を段階的に緩和するとして、１日の協力金を時間に応じて

６万円から４万円、２万円と段階的に支給するとしております。その上で、第３次補正予算、2021

年度予算案のいわゆる15か月予算に、各市町村独自のコロナ対策支援に充てられる地方創生臨時交

付金に１兆5,000億円を積み増ししました。 

   そこでお伺いいたします。営業時間短縮を実施している飲食業だけではなく、それに伴い大きな

影響を受けている町内事業者等に対する町独自の支援策を検討しておられますか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）それでは、ご質問の新型コロナウイルス感染症対策ついての２点目、２度目の

緊急事態宣言発令に伴う町独自の町内事業者等に対する支援策の検討についてということでござい

ます。経済対策、支援策ということでございまして、その検討の中に地域振興券も検討させていた

だいたということで、次の３点目と併せて、まずは答弁させていただきたいと思います。 

   ２回目の緊急事態宣言が発令され、飲食店等に対し営業時間短縮等の要請が実施されたことによ

り、町内飲食店においては、要請に基づき営業時間の短縮や休業にご協力いただいているところで、

ご協力いただいている飲食店や関連する事業者の方々におきましては多大な打撃を受けられている

ものと推察してございます。 

   まず、営業時間短縮等の要請にご協力いただいている飲食店等の支援でございますが、先ほど議

員のほうからもご説明ありましたように、国と大阪府が共同で協力金を支給する形で、１店舗当た

り１日６万円を支給することとなってございます。また国は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営

業や不要不急の外出・移動の自粛により売上げが50％以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に

は、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時金として、中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万

円を支給することとされてございます。 

   今回の緊急事態宣言に伴う営業時間短縮等の要請に伴う協力金や緊急事態宣言の影響緩和に係る

一時金の情報も早期から出されてございましたので、町や商工会に対してその他の支援等の問合せ

というものはほとんどございませんでした。影響を受けられている事業者の多くは、国や大阪府の

支援策の対象となっておるものと考えてございます。 

   このような状況の中で、議員ご質問の独自の事業所等に対する支援策や地域振興券の配布として

の地域経済の活性化の検討についてでございますが、２月19日の議員全員協議会においても総合政

策部から報告があったように、地方創生臨時交付金の活用について議員の皆様からもご提案いただ

きました。また、これまでの議会でも私ども産業振興部門のほうで様々なご意見等を頂戴してござ

いまして、それらを参考に現在検討しているところでございます。 

   また、同じく19日の議員全員協議会で町制施行70周年記念事業の概要についてもご報告があった

かと思いますが、周年記念事業の一つとして、「くまとり ＳＡＮＰＯ ＣＯＢＩＲＩ」を拡充し

た町内飲食店の支援につながる事業も実施する予定としてございます。 

   地方創生臨時交付金を活用した支援策につきましては、詳細が確定次第、３月15日の議員全員協

議会のほうでお示しさせていただけると考えてございます。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました、今検討中というところで。 

   内閣官房のホームページに載っている緊急事態宣言を踏まえての支援策というところで資料をつ

けさせていただきましたが、３番の一時支援金についてです。飲食店で時短営業しているところは

それぞれ金額を挙げられて１日何ぼとあるんですが、一時支援金につきましてはその条件が、本年

の１月から３月までの売上げが前年比50％以上減の中堅・中小法人、個人事業主というふうになっ
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ております。60万円、個人事業主は30万円というところなんです。 

   50％以上にならないと申請できないというところで、40％、また30％売上げが減ったところでも

営業は大変なんだというところで、これも国のほうでうちの北側衆議院議員が、30％、40％減って

も大変なんだ、そういうところをしっかりと手当てしてほしいと質問しておりました、予算委員会

で。そしたらそのときに西村大臣が、そういったところにつきましては地方創生臨時交付金を使っ

て各自治体で独自で上乗せをしてほしいというふうな答弁をしておりましたので、そういったとこ

ろを町として検討していただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）50％未満に係るところというのが、前回の緊急事態宣言が出たときに本町とし

ましても、国や府の対象にならない方ということで困窮事業者ということで対応させていただきま

した。しかしながら、状況は違うのかも分かりませんけれども、困窮事業者の実績というのが当初

想定していたよりもかなり低くて、実際の申請は61件という形となってございます。 

   これまでの町独自の支援策についても、答弁の中で財源がない中でということで、今回、３次補

正でこういうふうに増額されるというのが分かった時点で、我々産業振興を担当しているところと

しましては、特定のそういうような飲食業云々とかというところではなくて、広く全体、これはも

う経済支援だけではなくて生活支援というような形で何かできないかというところで、今現在考え

ておるところでございます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。広く、そしたら地域振興券という形で検討していただきますように

お願いしておきます、皆さんに、全町民に行き渡るようにというところで。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）地域振興券というのは、ちょっと今ここでは明言は控えさせていただきたいん

ですが、言いましたように生活支援、経済支援、両方に資する形で何かできればと考えてございま

す。検討しておりますので、よろしくお願いします。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ありがとうございます。 

   熊取公明党は、二見議員と私と一緒に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が１

月に発令された、そのときに緊急要望書を町長に提出させていただきました。そのときに、営業時

間短縮に伴う町独自の支援策と、そして地域振興券の配布とかを要望させていただき、その中でも

もう一つ、コロナ禍における地域、家庭、職場での差別や偏見をなくし、思いやりの輪を広げよう

ということで、シトラスリボンプロジェクトという、そういうものも含めて６項目要望させていた

だきまして、シトラスリボンにつきましては早速やっていただいて、広報にも載せていただいてい

ますし、こういったリボンもちゃんと作っていただいて、私も今日はこれをかけられるように持っ

てきたんですけれども、こういうふうにしていただき、本当に熊取町は思いやりのあるまちなんだ

と、コロナの差別がないまちなんだということをしっかりとまたＰＲしていっていただきたいなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。 

   それでは、３項目めは危険なバス停についてです。 

   危険なバス停とは、横断歩道や交差点のそばにあり、停車したバスで死角ができ、事故を誘発す

るおそれのあるバス停のことです。 

   2018年、横浜市で、停車中のバスの死角に入った小学５年の女子児童が車に跳ねられ死亡する事

故がありました。そういった事案を受け、国土交通省が全国約40万のバス停について危険度調査を

行ったようです。本町における調査の結果をお聞かせください。 

   あわせて、もう時間がないので、その調査結果を受けて、町内の危険なバス停について移設等安

全対策について協議を行っているのか、お聞かせください。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 
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都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）それでは、ご質問の３点目、危険なバス停について答弁申し

上げます。１点目、２点目、併せて答弁させていただきます。 

   議員が先ほどご説明いただいた経過がございますが、再度説明させていただきます。 

   ご質問の危険なバス停につきましては、平成30年８月、横浜市において、バス停が設置された交

差点において、バスが横断歩道をまたぐ形で停車中、バスの後方から道路を横断しようとした小学

生が対向車に跳ねられ死亡する事故が発生したことにより、国土交通省において全国のバス停の調

査が行われ、資料でご提示させていただいてございますが、横断歩道にバスの車体がかかるか過去

３年で停車中のバスに起因する人身事故が発生したバス停をＡランク、横断歩道の前後５メートル

の範囲か交差点に車体がかかるものをＢランク、交差点の前後５メートルの範囲に車体がかかるバ

ス停をＣランクとし、危険度が高い順にＡからＣの３段階に分類し、昨年12月25日に近畿運輸局に

おいて公表されたものでございます。 

   熊取町内におきましては、最も危険なＡランクはないものの、ひまわりバスのバス停ではＢラン

クが２か所、Ｃランクが４か所、路線バスのバス停においてはＢランクが２か所、Ｃランクが３か

所で、合わせますと11か所となりますが、Ｃランクのバス停１か所についてはひまわりバスと路線

バスが兼用してございまして、箇所数では10か所が公表されたところでございます。 

   該当するバス停の場所については、ひまわりバスのバス停では町道西之山線の泉陽ヶ丘バス停、

町道五門山原線の高塚台バス停の２か所がＢランクとされ、町道青葉台２号線の青葉台北と青葉台

南のバス停、町道山の手南北幹線の南山の手台バス停、路線バスと兼用する国道170号の紺屋バス

停の４か所がＣランクとされました。路線バスにつきましては、町道五門久保小谷線の久保バス停

と国道170号の大宮バス停の２か所がＢランク、国道170号の紺屋と大浦口のバス停、府道泉佐野打

田線の中の池北バス停の３か所がＣランクとされ、公表されたものでございます。 

   ２点目の町内の危険なバス停についての移設等安全対策の協議の実施について答弁申し上げます。 

   昨年12月25日に公表されたことに伴い、ひまわりバスについては、12月28日にはバス車内及び該

当するバス停に、バス停車中や発車直後のバス停付近での横断注意等の注意喚起の貼り紙を設置す

るとともに、危険なバス停の実態把握及び移設候補地の検討を行いました。１月には、泉佐野警察、

バス事業者の南海ウイングバス南部株式会社、本町の３者において現場立会いの上協議し、バス停

を安全が確保できる場所に移設する方向で協議を行ったところでございます。 

   バス停の移設につきましては、ほかにも自治会及びバス停に隣接の土地所有者の同意が必要とな

り、この２月には、調整が整った泉陽ヶ丘バス停について、横断歩道から５メートル以上の離隔を

確保し、安全な場所へ移設が完了したところでございます。現在、高塚台と南山の手台バス停にお

きましても、地元自治会、移設先の隣接住民と調整が整いましたので、移設に向けて準備を行って

いるところでございます。残るバス停につきましても鋭意調整を図っているところであり、調整が

整い次第移設を行い、バス停の安全対策に努めてまいりたいと考えてございます。 

   また、路線バスのバス停につきましては、移設等のハード対策について、南海ウイングバス南部

株式会社が運行する路線におけるＡランクのバス停の安全対策を最優先に行っているところで、Ｂ

ランク、Ｃランクについては現在対応できていないものの、順次検討していくとのことでございま

す。なお、ひまわりバスと同様に、貼り紙や車内アナウンスによる降車後の注意喚起などのソフト

対策につきましては、路線バスについても既に実施し、安全啓発に努めてございます。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。早速、移設できるところは速やかに移設していただき対応していた

だいていること、ありがとうございました。 

   ちょうど時間となりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、渡辺議員の質問を終了いたします。 

   以上で、一般質問を終了いたします。 



－９３－ 

   議事の途中ですが、議場内の換気のためしばらく休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「14時11分」から「14時13分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、日程第５ 議案第３号 監査委員の選任同意についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、議案第３号 監査委員の選任同意についてご説明申し上げます。 

   令和３年４月１日より議員のうちから監査委員を選任しないこととなりますので、新たな識見監

査委員として井上高和氏の選任について、地方自治法第196条第１項の規定により議会の同意を求

めるものでございます。 

   なお、同氏の略歴につきましては、議案書の２ページに記載しているとおりでございます。 

   よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第３号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終了いたします。 

   それでは、本件について、討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第３号 監査委員の選任同意についての件を採決いたします。 

   議案第３号は、原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案に同意することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第６ 議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例の件を議題とい

たします。 

   本件について説明を求めます。林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

   議案書１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、事務分掌の一部について改定を行う必要があるため、この条例案を提

出するものでございます。 

   具体的な改定理由につきましては、現状、住民部産業振興課と都市整備部水とみどり課で連携し

ながら対応している農林分野等の各業務について整理をした結果、１つの課で所管することにより、

効率的に事業が行える業務について、所管替えをするものでございます。 

   ２ページは改め文でございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表にて説明いたしますので、資料３ページをご覧ください。右

が現行、左が改正案でございます。 

   現在住民部で所管しております土地改良事業の所掌事務を都市整備部の所管に変更するものでご

ざいます。 

   恐れ入りますが、議案書２ページにお戻りください。 



－９４－ 

   附則でございます。この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、総務文教常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第７ 議案第５号 森林環境譲与税基金条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）それでは、議案第５号 森林環境譲与税基金条例につきましてご説明申し上げ

ます。 

   議案書１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、森林環境譲与税について、森林の整備に関する施策、森林の整備を担

うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要

する経費の財源として基金を設置するため、この条例案を提出するものでございます。 

   ２ページをご覧ください。 

   条例の内容につきましてご説明申し上げます。 

   第１条は設置でございますが、今ほど提案理由で申し上げたとおりでございます。 

   第２条は積立てでございます。当該基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額と

しております。 

   第３条は管理でございます。第１項では、当該基金に積み立てる現金は、金融機関への預金その

他最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、第２項では、必要に応じて、最も確実かつ有

利な有価証券に代えることができることとしてございます。 

   第４条は繰替運用でございます。町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができるとしてございます。 

   第５条は運用益金の処理でございます。基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に

計上して、この基金に繰り入れるものといたします。 

   第６条は処分でございます。当該基金は、第１条の目的を達成するために必要な財源に充てる場

合に限り、その全部または一部を処分することができるものとしてございます。 

   第７条は委任でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町

長が別に定めるものといたします。 

   最後に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第５号 森林環境譲与税基金条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審

議いただき、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第８ 議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題とい

たします。 

   本件について説明を求めます。山本健康福祉部長。 



－９５－ 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例につきまして

ご説明申し上げます。 

   議案書の１ページをご覧ください。 

   提案理由でございます。介護保険法第117条の規定に基づく介護保険事業計画に伴い、令和３年

度から令和５年度までの介護保険第１号被保険者保険料率等の改正が必要となることに加え、平成

30年度税制改正による給与所得控除等の見直し及び令和２年度税制改正による租税特別措置法の一

部が改正されたことに伴う介護保険法施行令等の一部改正に伴い、介護保険料の賦課に関する規定

について所要の改正が必要となるため、この条例案を提出するものでございます。 

   ２ページをご覧ください。 

   介護保険条例の一部を改正する条例でございます。 

   改正の内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきます。 

   議案書の続き、４ページ以降の資料をご覧ください。 

   介護保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。右が現行、左が改正案となって

ございます。 

   まず、第３条では、第１号被保険者の所得区分に応じた保険料率を定めております。今回改正す

る保険料率は令和３年度から令和５年度までの保険料率となりますので、現行の「平成30年度から

令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改正するものでございます。また、各号につきま

しては、各保険料段階の保険料率を定めておるものでございます。 

   第１号につきましては、介護保険法施行令第39条第１項第１号に掲げる者となっておりまして、

いわゆる保険料段階第１段階の方で、保険料を現行の「３万6,342円」を「３万7,926円」に改める

ものでございます。 

   第２号につきましては、同様に保険料を現行の「４万7,244円」を「４万9,303円」に改めるもの

でございます。 

   第３号につきましても、保険料を現行の「５万4,513円」を「５万6,889円」に改めるものでござ

います。 

   第４号も、保険料を現行の「６万1,781円」を「６万4,474円」に改めるものでございます。 

   第５号につきましても、保険料を現行の「７万2,684円」を「７万5,852円」と改めるものでござ

います。 

   次に、第６号では、保険料段階第６段階の方、本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満

の被保険者の保険料を定めており、保険料は現行の「８万7,220円」を「９万1,022円」に改めると

ともに、今回の税制改正による租税特別措置法の改正による介護保険規則の一部改正に伴い、第１

号被保険者の保険料段階の判定に用いる合計所得金額について、低未利用地を譲渡した際の長期譲

渡所得に係る特別控除が適用されることから、租税特別措置法第35条の３第１項を追加し、特別控

除後の合計所得金額が０を下回る場合には０とする旨を追加するものでございます。 

   ５ページをご覧ください。 

   続きまして、第７号につきましては、保険料段階第７段階の方の保険料で、保険料基準所得金額

の国基準の見直しによる介護保険法施行規則の一部改正に伴いまして、保険料段階を判定する基準

所得金額について、合計所得金額を「200万円未満」から「210万円未満」に改め、保険料を現行の

「９万4,489円」から「９万8,607円」に改めるものでございます。 

   第８号につきましても、保険料段階第８段階の方の保険料で、国基準の見直しに伴い、合計所得

金額を「300万円未満」から「320万円未満」に改め、保険料を現行の「10万9,026円」から「11万

3,778円」に改めるものでございます。 

   ６ページをご覧ください。 

   第９号につきましては、保険料段階第９段階の方で、保険料を現行の「12万3,562円」を「12万

8,948円」に改めるものでございます。 



－９６－ 

   第10号につきましては、保険料段階第10段階の方で、保険料を現行の「13万831円」を「13万

6,533円」に改めるものでございます。 

   第11号につきましては、保険料段階第11段階の方で、保険料を現行の「13万8,099円」を「14万

4,118円」に改めるものでございます。 

   ７ページをご覧ください。 

   第12号につきましては、保険料段階第12段階の方で、保険料を現行の「14万5,368円」を「15万

1,704円」に改めるものでございます。 

   第13号につきましては、保険料段階第13段階の方で、保険料を現行の「15万2,636円」を「15万

9,289円」に改めるものでございます。 

   第14号につきましては、保険料段階第14段階の方で、保険料を現行の「15万9,904円」を「16万

6,874円」に改めるものでございます。 

   ８ページをご覧ください。 

   第15号につきましては、保険料段階第15段階の方で、保険料を現行の「16万7,173円」を「17万

4,459円」と改めるものでございます。 

   最後に、第16号でございますが、保険料段階第16段階の方で、保険料を現行の「17万4,441円」

から「18万2,044円」と改めるものでございます。 

   続きまして、第２項でございますが、第３条第１号に該当する被保険者の保険料については、

国・府・町が公費を投入し低所得者への保険料の軽減を行っているところでございますが、令和３

年度から令和５年度につきましても引き続き実施しますので、今回の保険料率の改定に伴い、現行

の軽減後の保険料を「２万1,805円」から「２万2,755円」に改めるものでございます。 

   第３項につきましては、第３条第２号に該当する被保険者の保険料でございますが、前項と同様

に公費を投入、低所得者への保険料の軽減を行っており、保険料率の改正により、現行の保険料

「３万6,342円」を「３万7,926円」に改めるものでございます。 

   第４項につきましては、第３条第３号に該当する被保険者の保険料でございますが、第２項及び

前項と同様、保険料の軽減を行っており、現行の「５万878円」を「５万3,096円」に改めるもので

ございます。 

   次に、９ページをご覧ください。 

   附則の第８条についてでございます。平成30年度税制改正において、令和３年度分以降の個人住

民税について、給与所得控除と公的年金控除について10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げ

ることとされました。これにより、給与所得者及び年金所得者の介護保険料の算定に係る合計所得

金額が増加し、従前の保険料段階よりも段階が上がり、負担が増加する被保険者が生じることとな

るため、この税制改正の影響を受けないようにする介護保険法施行規則の一部改正が行われたこと

に伴い、合計所得金額に給与所得または年金所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円

を控除する規定を追加するものでございます。 

   第２項及び第３項につきましては、令和４年度及び令和５年度につきましても同様の取扱いをす

る旨を規定しているものでございます。 

   議案書は３ページのほうにお戻りください。 

   附則でございます。第１項、施行期日でございますが、この条例は、令和３年４月１日より施行

するものでございます。 

   次に、第２項、経過措置でございますが、この条例による改正後の介護保険条例第３条の規定は、

令和３年度分の保険料率から適用し、令和２年度分までの保険料率については、なお従前の例によ

るとしております。 

   以上で、議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 



－９７－ 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第９ 議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

   本件について説明を求めます。山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 

   議案書の１ページをご覧ください。 

   提案理由でございます。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第５号）が令和３年２月３日に公布され、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年

法律第31号）の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたた

め、この条例案を提出するものでございます。 

   ２ページをご覧ください。 

   国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表で説明させていただきます。 

   ３ページ以降の資料をご覧ください。 

   国民健康保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。右が現行、左が改正案でご

ざいます。 

   国民健康保険条例の附則第９項の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金に関する規定でございますが、この中で、新型コロナウイルス感染症の説明を現行では新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定するものとしておりますが、今回の法改正に

伴い、新型コロナウイルス感染症が期限の定めなく必要な対策が講じられるよう、指定感染症から

感染症法上の二類感染症に移行したことに伴いまして、特別措置法の附則から削除されたため、も

ともと附則に記載されていた内容を、国の示す参考条例に従って条例本文中に改めて明記したもの

でございます。具体的には、「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月

に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され

たものに限る。）である感染症」と表記を行うものでございます。 

   なお、本条例改正に伴う傷病手当金の支給要件や支給期間等の変更はございません。 

   議案書２ページをご覧ください。 

   附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りまして、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第10 議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の件及び日程第11 議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件、以上２件を一括して議題

といたします。 
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   本２件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第８号及び議案第９号についてご説明させていただきま

す。 

   まず、議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例についてご説明させていただきますので、議案書１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

の施行に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要

が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、３ページの資料をご覧く

ださい。右が現行、左が改正案でございます。 

   第７条につきましては保育所等との連携施設の確保についての規定で、同条第４項でございます

が、家庭的保育事業等、いわゆる０歳児から２歳児までの児童を対象とした小規模保育事業や事業

所内保育事業及び家庭的保育事業につきましては、利用児童が３歳児になり卒園した後におきまし

ても保育所、認定こども園または幼稚園で受皿となる連携施設を確保することが原則となってござ

いますが、市町村が保護者の希望に基づき引き続き教育または保育は提供されるよう必要な措置を

講じている場合には、連携施設の確保を不要とする規定を追加するものでございます。 

   また、同条第５項につきましては、同条第４項第１号が追加されたことに伴う文言の追加でござ

います。 

   次に、資料４ページをご覧ください。 

   第38条につきましては居宅訪問型保育事業の実施についての規定で、同条第４号につきましては、

居宅訪問型保育事業者が保育を提供できる場合として、保護者の疾病等の理由により家庭での養育

を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化するもので

ございます。なお、本町におきましては、家庭的保育事業等及び居宅訪問型保育事業の施設はござ

いません。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   続きまして、議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 

   議案書１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じたため、この

条例案を提出するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、３ページの資料をご覧く

ださい。右が現行、左が改正案でございます。 

   改正内容につきましては、先ほどの議案第８号での一部改正と同様の改正内容となってございま

すので、ご説明は省略させていただきます。 

   なお、今回の改正の対象となってございますのは特定地域型保育事業の基準でございまして、認

可基準にいう家庭的保育事業者等と施設への給付費を支払う確認基準にいう特定地域型保育事業者

は同じ意味でございます。したがいまして、本町におきましては、該当する事業者はございません。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例及び議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、
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原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本２件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第12 議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 

   議案書１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る省令の施行に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する必要が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、３ページの資料をご覧く

ださい。右が現行、左が改正案でございます。 

   第11条第３項につきましては放課後児童支援員の資格要件について規定しているもので、放課後

児童支援員は、一定の資格を有する者であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研

修を修了した者でなければならないとされておりますが、当該研修につきまして中核市の長も行う

ことができることとするものでございます。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、原案どおり

ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第13 議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例について

ご説明させていただきます。 

   議案書の１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、学童保育所の開所時間を拡大し、共働き世帯等の保護者のニーズに対

応するなど、保育サービスの充実を図るため、この条例案を提出するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、３ページの資料をご覧く

ださい。右が現行、左が改正案でございます。 

   第13条でございます。現行、学童保育所の開所時間につきましては、土曜日あるいは夏休みなど

の長期休業期間は「午前８時30分」からとなっておりますが、共働き世帯等の保護者のニーズに対
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応すべく、開所時間を30分早め、「午前８時」からの開所とするものでございます。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、夏季休業日初日の令和３年７月21日から施行するものでござ

います。 

   以上で、議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議いただき、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。田中豊一議

員。 

５番（田中豊一君）この条例で30分早く夏休みの最初から開所するということですけれど、当初予算に

この予算は反映されているか、確認だけしたいんです。 

議長（矢野正憲君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）議員ご指摘の分につきましては、令和３年度当初予算の指定管理委託料

の中に予算を計上させていただいてございます。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第14 議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例の件を議題といた

します。 

   本件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例についてご説

明させていただきます。 

   議案書の１ページをご覧ください。 

   提案理由でございますが、令和４年４月１日からの西保育所の民営化に伴い、西保育所を令和４

年３月31日をもって廃止するため、この条例案を提出するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、３ページの資料をご覧く

ださい。右が現行、左が改正案でございます。 

   第２条の保育所の名称等の表から「西保育所」の項を削るものでございます。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきま

す。よろしくご審議いただき、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第15 議案第13号 町道路線認定及び廃止についての件及び日程第16 

議案第14号 町道路線認定についての件、以上２件を一括して議題といたします。 

   本２件について説明を求めます。白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）それでは、まず初めに議案第13号 町道路線認定及び廃止に

ついて説明させていただきます。 



－１０１－ 

   議案書１ページをご覧ください。 

   道路法第８条第２項及び第10条第３項の規定により、次の町道路線認定及び廃止について議会の

議決を求めるものでございます。 

   認定する路線及び廃止する路線につきましては表に記載のとおりで、各３路線でございます。ま

た、各路線の起点、終点につきましては記載のとおりでございます。 

   詳細につきましては２ページをご覧ください。 

   各路線の総延長や幅員などを記載しており、今回の廃止及び認定により、総延長は258.6メート

ルが増加するものです。 

   各路線の内容につきましては、３ページからの位置図にてご説明させていただきます。 

   左が新たに認定する路線、右が廃止する路線を示しております。 

   ３ページ、路線番号556番、池の台北１号線については、全区間104.2メートルを一旦廃止の上、

住宅開発に伴い新たに帰属を受けた区間を含めた192.5メートルを新たに認定するものでございま

す。 

   ４ページをご覧ください。 

   路線番号662番、朝代東４号線については、全区間42.9メートルを一旦廃止の上、住宅開発に伴

い新たに帰属を受けた区間を含めた87.2メートルを新たに認定するものでございます。 

   ５ページをご覧ください。 

   路線番号782番、野田東６号線については、全区間78.1メートルを一旦廃止の上、住宅開発に伴

い新たに帰属を受けた区間を含めた204.1メートルを新たに認定するものでございます。 

   以上で、議案第13号 町道路線認定及び廃止についてのご説明を終わらせていただきます。 

   続きまして、議案第14号 町道路線認定について説明させていただきます。 

   １ページをご覧ください。 

   道路法第８条第２項の規定により、次の路線認定について議会の議決を求めるものでございます。 

   路線認定については、表に記載のとおり、路線番号894番から903番までの10路線でございます。

また、各路線の起点及び終点につきましては記載のとおりでございます。 

   詳細につきましては、２ページをご覧ください。 

   各路線の総延長や幅員などを記載しており、今回新たに10路線、総延長695.2メートルについて

町道路線認定を行うものでございます。 

   各路線の内容につきましては、３ページからの位置図にてご説明させていただきます。 

   ３ページをご覧ください。 

   路線番号894番、七山西の川２号線、総延長43.4メートルにつきましては、七山地区における住

宅開発に伴い帰属を受けた道路でございます。 

   ４ページをご覧ください。 

   路線番号895番、池の台北３号線及び896番、池の台北４号線、総延長20.3メートルにつきまして

は、大久保南地区における住宅開発に伴い帰属を受けた道路でございます。 

   ５ページをご覧ください。 

   路線番号897番、大久保中８号線、898番、大久保中９号線、899番、大久保中10号線及び900番、

大久保中11号線、総延長344.8メートルにつきましては、大久保中地区における住宅開発に伴い帰

属を受けた道路でございます。 

   ６ページをご覧ください。 

   路線番号901番、朝代東５号線、総延長20.5メートルにつきましては、朝代東地区における住宅

開発に伴い帰属を受けた道路でございます。 

   ７ページをご覧ください。 

   路線番号902番、野田東８号線及び903番、野田東９号線、総延長266.2メートルにつきましては、

野田東地区における住宅開発に伴い帰属を受けた道路でございます。 
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   以上で、議案第14号 町道路線認定についての説明を終わらせていただきます。ご審議いただき、

原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本２件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

   議事の途中ですが、ただいまより３時20分まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「14時58分」から「15時20分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、日程第17 議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号）の件を議題といた

します。 

   本件について説明を求めます。東野総合政策部理事。 

総合政策部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算

（第13号）につきましてご説明申し上げます。 

   今回の補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては国・府支出金、町債などの確定

に伴うもの、歳出につきましては500万円以上の不用額が発生するもの及び事業未執行のもの、国

３次補正予算に伴う補助金の追加内示による町道久保高田線歩道拡幅工事や長池オアシス公園施設

更新工事などとなっております。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをご覧になってください。 

   第１条第１項 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

億6,755万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ216億2,392万4,000円と定めるものでござい

ます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   次に、第２条につきましては繰越明許費の補正、第３条につきましては地方債の補正でございま

すので、順次ご説明させていただきます。 

   ４ページをご覧になってください。 

   第２表繰越明許費の補正でございます。 

   １の追加でございますが、款 民生費、項 社会福祉費、老人憩の家耐震補強工事１億8,442万

4,000円につきましては、当該工事の工期を年度内に設定することが困難であることから、翌年度

に繰り越すものでございます。 

   次の款 土木費、項 道路橋りょう費、道路舗装修繕事業7,173万円及びその下、道路維持事業

540万円及びその下、町道久保高田線歩道拡幅事業２億7,500万円につきましては、追加内示のあり

ました国補助金を活用するために令和２年度予算に前倒し計上し、繰り越すものでございます。 

   次の項 都市計画費、目 公園整備事業6,800万円につきましても、追加内示があった国補助金

を活用するために令和２年度予算に前倒しで計上し、繰り越すものでございます。 

   次に、５ページをご覧ください。 

   第３表地方債補正でございます。 

   １の追加でございますが、ため池整備事業につきましては、成合首ヤ池修繕工事の財源として借

り入れるものでございまして、限度額は190万円でございます。 

   その下、減収補てん債につきましては、今回、今年度限りの措置として減収補てん債の対象に７
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税目が追加され、そのうち地方消費税交付金及び市町村たばこ税の減収見込みに係るものでござい

まして、限度額は3,920万円でございます。 

   続いて、２の変更でございますが、庁舎改修事業につきましては、庁舎トイレ改修工事の財源と

して借り入れるのもので、限度額を680万円に減額変更するものでございます。 

   その下、西保育所改修事業につきましては、西保育所大規模改修工事実施設計業務の財源として

借り入れるもので、限度額を530万円に減額変更するものでございます。 

   その下、認定こども園施設整備事業につきましては、さくらこども園建て替え補助の財源として

借り入れるもので、限度額を2,240万円に減額変更するものでございます。 

   その下、水道事業会計出資債につきましては、水道相互連絡管等整備事業費に対する出資金の財

源として借り入れるもので、限度額を800万円に減額変更するものでございます。 

   その下、町道舗装事業につきましては、町道舗装修繕工事の財源として借り入れるもので、限度

額を2,680万円に増額変更するものでございます。 

   それでは、６ページをご覧になってください。 

   橋りょう修繕事業につきましては、紺屋あいぞめ橋及び谷川橋の修繕工事の財源として借り入れ

るもので、限度額を1,700万円に減額変更するものでございます。 

   次の町道久保高田線歩道拡幅事業につきましては、町道久保高田線歩道拡幅工事の財源として借

り入れるもので、限度額を１億4,210万円に増額変更するものでございます。 

   その下、公園整備事業につきましては、長池オアシス公園施設更新工事の財源として借り入れる

もので、限度額を5,490万円に増額変更するものでございます。 

   いずれも、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ８ページ、９ページは総括ですので省略させていただきます。 

   10ページ、11ページをご覧になってください。 

   まず、歳入でございますが、款 町税、項 町民税、目 個人の所得割2,000万円の増額につき

ましては、決算見込みによるものでございます。 

   次の款 地方特例交付金、項 地方特例交付金、目 地方特例交付金3,538万2,000円の増額につ

きましては、交付決定によるものでございます。 

   次の款 分担金及び負担金、項 負担金、目 総務費負担金の派遣職員人件費負担金593万7,000

円の増額につきましては、岡山県総社市への職員派遣に伴い、総社市から人件費負担金として受け

るものでございます。 

   その下の目 土木費負担金の都市公園整備負担金428万4,000円の増額につきましては、開発行為

に伴う公園等の設置の緩和に係る整備負担金でございます。 

   次の款 国庫支出金、項 国庫負担金、目 民生費国庫負担金の障がい者自立支援給付費負担金

1,969万円の減額及びその下の障がい児通所給付費等負担金814万1,000円の増額及びその下の児童

手当負担金881万1,000円の減額につきましては、いずれも所要見込額の増や減によるものでござい

ます。その下、保険基盤安定負担金274万6,000円の増額につきましては、繰出し金額の確定による

ものでございます。 

   次に、項 国庫補助金でございますが、目 総務費国庫補助金の地方創生推進交付金149万2,000

円の増額につきましては、ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー負担金に対する補助金でございます。

次の地籍整備推進調査費補助金194万6,000円の増額につきましては、朝代地区の南保育所用地にお

ける用地測量経費に対する補助金でございます。 

   その下の目 民生費国庫補助金の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金5,565万6,000円の増

額につきましては、老人憩の家耐震補強工事に対する補助金でございます。その下の地域生活支援

事業費等補助金236万4,000円の減額につきましては、所要見込額の減によるものでございます。そ

の下の保育所等整備交付金5,748万2,000円の減額につきましては、さくらこども園建て替え補助に
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係る所要見込額の減によるものでございます。 

   その下の目 衛生費国庫補助金の妊娠・出産包括支援事業費補助金10万3,000円の増額につきま

しては、産後ケア事業施設における感染症拡大防止経費に対する補助金でございます。 

   その下の目 土木費国庫補助金の道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金6,978万9,000

円の増額につきましては、先ほど繰越明許費でご説明いたしました国補正予算に伴う道路工事等に

係る追加内示があったもの及び所要見込額の減によるものでございます。その下の都市計画費補助

金の社会資本整備総合交付金2,600万円の増額につきましても、国補正予算に伴う追加内示があっ

たもので、公園整備に係る補助金でございます。 

   その下の目 教育費国庫補助金の学校保健特別対策事業費補助金890万5,000円の増額及びその下

の471万7,000円の増額につきましては、それぞれ小学校、中学校における感染症対策のためのマス

ク等購入経費などに対する補助金でございます。 

   次に、款 府支出金、項 府負担金、目 民生費府負担金の障がい者自立支援給付費負担金984

万5,000円の減額につきましては、国庫負担金と同様に、所要見込額の減によるものでございます。

次の保険基盤安定負担金36万2,000円の増額につきましては、繰出金額の確定によるものでござい

ます。次の障がい児通所給付費等負担金407万円の増額及び児童手当負担金185万3,000円の減額に

つきましても、国庫負担金と同様に、所要見込額の増や減によるものでございます。 

   12ページ、13ページをご覧ください。 

   １行目の保険基盤安定負担金264万5,000円の減額につきましては、繰出金額の確定によるもので

ございます。 

   次に、項 府補助金、目 総務費府補助金の大阪府市町村振興補助金2,000万円の増額につきま

しては、交付見込みによるものでございます。 

   その下、目 民生費府補助金の地域生活支援事業費等補助金112万6,000円の減額及び認定こども

園施設整備交付金694万3,000円の減額につきましては、所要見込額の減によるものでございます。 

   その下の目 衛生費府補助金のインフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業補助金870万円の

増額につきましては、高齢者のインフルエンザワクチン接種自己負担額免除経費に対する補助金で

ございます。 

   次の款 財産収入、項 財産運用収入、目 利子及び配当金の基金利子６万1,000円の増額につ

きましては、公共施設整備基金の利子の決算見込みによるものでございます。 

   その下、項 財産売払収入、目 不動産売払収入の土地売払収入65万4,000円の増額につきまし

ては、町有財産払下げ等に伴う収入でございます。 

   次の款 寄附金、項 寄附金、目 一般寄附金のくまとりふるさと応援寄附金2,516万3,000円の

増額につきましては、寄附見込みによるものでございます。 

   次の目 総務費寄附金のくまとりふるさと応援寄附金１億9,900万円の増額につきましては、寄

附実績によるものでございます。 

   続いて、款 繰入金、項 基金繰入金、目 公共施設整備基金繰入金3,800万円の減額及びその

下の目 財政調整基金繰入金１億7,523万9,000円の減額及びくまとりふるさと応援基金繰入金

4,817万5,000円の減額につきましては、いずれも今回の補正に伴う財源調整分でございます。 

   次に、款 諸収入、項 雑入、目 雑入のコミュニティ助成金250万円の減額につきましては、

一般財団法人自治総合センターにおける助成事業補助金の不採択によるものでございます。次の青

少年派遣事業参加負担金150万円の減額につきましては、国際交流事業の中止によるものでござい

ます。次の後期高齢者医療広域連合負担金返還金585万1,000円の増額につきましては、令和元年度

後期高齢者医療定率負担金精算による返還金でございます。次の建物災害共済金5,017万5,000円の

増額につきましては、平成30年台風21号被災に係る建物災害共済金でございます。次の関西国際空

港利用促進・ＰＲ事業支援金220万円の減額につきましては、国際交流事業の中止によるものでご

ざいます。次の退職手当負担金8,685万7,000円の増額につきましては、水道企業団移行に伴う水道
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事業会計からの退職手当負担金でございます。 

   次に、14ページ、15ページをご覧になってください。 

   １行目の広告収入13万2,000円の増額につきましては、住民課窓口に設置の広告付窓口番号表示

システムに係る広告料でございます。 

   最後に、款 町債につきましては、第３表のところでご説明申し上げたとおりでございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   なお、財源振替の項目につきましては説明を省略させていただきます。 

   16ページ、17ページをご覧になってください。 

   款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費の職員給与関係事業（一般管理費一般職分）、退

職手当122万9,000の増額につきましては、所要見込額の増でございます。 

   次の目 財産管理費の庁舎維持管理事業、庁舎改修工事費3,895万8,000円の減額につきましては、

役場庁舎北館外壁等防水改修工事の見直しによるものでございます。その下、財政調整基金積立事

業、財政調整基金積立金8,700万円の増額につきましては、水道企業団移行に伴う退職手当負担金

について、その相当額を財政調整基金に積み立てるものでございます。その下、公共施設整備金積

立事業、公共整備基金積立金500万円の増額につきましては、土地売払収入及び公園整備負担金の

積立て分でございます。 

   次に、目 企画費のくまとりふるさと応援基金積立事業、くまとりふるさと応援基金積立金２億

2,444万3,000円の増額につきましては、寄附実績による積立てでございます。 

   次の目 自治振興費の町内循環バス運行事業、町内循環バス運行費補助金800万円の減額につき

ましては、所要見込額の減によるものでございます。 

   次の目 国際交流費の国際交流事業、謝礼品費１万1,000円の減額から有料道路通行料等4,000円

の減額までにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による国際交流事業の中止によるもの

でございます。 

   続いて、款 民生費、項 社会福祉費、目 社会福祉費の障がい者自立支援給付事業、介護・訓

練等給付費3,937万8,000円の減額及びその下、障がい者地域生活支援事業、移動支援給付費732万

9,000円の減額につきましては、所要見込額の減によるものでございます。 

   次の目 老人福祉費の老人憩の家維持管理事業、耐震補強等工事費１億8,442万4,000円の増額に

つきましては、五月ケ丘老人憩の家など９か所の耐震補強工事に係る経費でございます。 

   次の目 後期高齢者医療費の保険基盤安定繰出事業、保険基盤安定繰出金48万4,000円の増額に

つきましては、繰出金額の確定によるものでございます。 

   続いて、18ページ、19ページをご覧になってください。 

   項 児童福祉費、目 児童福祉総務費の民間保育所等助成事業、民間保育所施設設備整備費等補

助金7,508万2,000円の減額につきましては、さくらこども園建て替えに係る補助金の所要見込額の

減によるものでございます。 

   次の目 児童福祉施設費の保育所運営事業、測量・設計・監理等委託料890万1,000円の減額につ

きましては、西保育所大規模改修工事実施設計等の所要見込額の減によるものでございます。その

下、児童発達支援事業、障がい児通所給付費1,628万4,000円の増額につきましては、所要見込額の

増によるものでございます。 

   次の目 児童措置費の児童手当給付事業、児童手当費1,252万5,000円の減額につきましては、所

要見込額の減によるものでございます。 

   次に、項 国民健康保険費、目 国民健康保険費の保険基盤安定繰出事業、保険基盤安定繰出金

13万5,000円の増額につきましては、繰出金額の確定によるものでございます。 

   続いて、款 衛生費、項 保健衛生費、目 予防費の健康増進事業、検診等委託料300万円の減

額につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による事業見直しに伴う所要見込額の減でござ

います。 
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   次の項 清掃費、目 し尿処理費のし尿処理場運営事業、清掃委託料110万円の減額及び廃棄物

処分委託料271万7,000円の減額につきましては、大原衛生公苑廃止準備業務として、令和３年度に

実施を見送るものでございます。 

   次の項 上水道費、目 上水道費の水道事業会計出資事業、水道事業会計出資金1,200万円の減

額につきましては、水道事業における相互連絡管等整備事業費の確定によるものでございます。 

   次に、20ページ、21ページをご覧になってください。 

   款 農林水産業費、項 林業費、目 林業振興費の森林環境譲与税基金積立事業、森林環境譲与

税基金積立金327万9,000円の増額につきましては、森林環境譲与税の一部を基金に積み立てるもの

でございます。 

   次に、款 商工費、項 商工費、目 商工業振興費の商工業振興事業、休業要請支援金3,250万

円の減額及び事業者特別定額給付金7,130万円の減額につきましては、それぞれ所要見込額の減に

よるものでございます。 

   続いて、款 土木費、項 道路橋りょう費、目 道路維持費の道路維持事業、町道等維持修繕工

事費2,000万円の減額及びその下、幹線町道等舗装工事費5,140万円増額及びその下、その他町道等

舗装工事費1,360万円の増額につきましては、町道五門山原線ほかの道路舗装修繕工事など国補正

予算による補助金を活用するための前倒し計上及び所要見込額の減によるものでございます。 

   次の目 道路新設改良費の道路新設改良事業、道路新設改良工事費１億6,400万円の増額及びそ

の下、移設等補償費200万円の増額につきましては、久保高田線歩道拡幅工事について国補正予算

による補助金を活用するため、前倒し計上するものでございます。 

   次の項 都市計画費、目 公園費の公園整備事業、公園整備工事費6,800万円の増額につきまし

ては、長池オアシス公園施設更新工事について国補正予算による補助金を活用するため、前倒し計

上するものでございます。 

   続いて、22ページ、23ページをご覧になってください。 

   款 教育費、項 小学校費、目 学校管理費の小学校教育情報化推進事業、校用器具費3,500万

円の減額につきましては、ＧＩＧＡスクール整備用端末に係る所要見込額の減でございます。 

   その下の目 教育振興費の小学校就学援助事業、要保護・準要保護児童就学援助費1,300万円の

減額につきましては、給食費無償化により就学援助費の所要見込額が減となったものでございます。 

   次の項 中学校費、目 学校管理費の中学校教育情報化推進事業、校用器具費2,000万円の減額

につきましては、小学校費と同じく、ＧＩＧＡスクール整備用端末に係る所要見込額の減でござい

ます。 

   その下の目 教育振興費の中学校就学援助事業、要保護・準要保護生徒就学援助費500万円の減

額につきましても、小学校費と同じく、給食費無償化による所要見込額の減でございます。 

   次の款 災害復旧費、項 公共土木施設災害復旧費、目 河川災害復旧費の河川災害復旧事業、

災害復旧工事費4,100万円の減額につきましては、雨山川災害復旧事業における未施工分工種の減

額によるものでございます。 

   24ページ以降の補正予算給与費明細書、27ページの地方債調書につきましては、後ほどお目通し

いただきますようお願いいたします。 

   以上で、議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号）の説明とさせていただきま

す。よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、総務文教常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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議長（矢野正憲君）次に、日程第18 議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）の件及び日程第19 議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）の件、以上２件を一括して議題といたします。 

   本２件について説明を求めます。山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、議案第16号及び第17号についてご説明申し上げます。 

   それではまず、議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついてご説明申し上げます。 

   今回の補正は、保険基盤安定繰入金（保険料軽減分及び保険者支援分）の確定、国保財政基盤安

定基金積立金の利子見込額増に伴う補正でございます。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをご覧ください。 

   第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億7,282万9,000円と定めるものでご

ざいます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   それでは、歳入歳出予算の補正の内容につきまして、４ページ以降、事項別明細書で説明させて

いただきます。 

   ４ページ、５ページは総括でございますので、省略させていただきます。 

   ６ページ及び７ページをご覧ください。 

   款 国民健康保険料、項 国民健康保険料、目 一般被保険者国民健康保険料13万5,000円の減

額につきましては、後ほどご説明いたします保険基盤安定繰入金の増に伴い財源調整を図るために

減額を行うものでございます。 

   続いて、款 財産収入、項 財産運用収入、目 利子及び配当金の１万2,000円の増額につきま

しては、国保財政調整基金の利子見込額の増額に伴うものでございます。 

   次に、款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金（保険料軽

減分）535万7,000円の減額、同じく目 一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

549万2,000円の増額でございますが、今年度の繰入額が確定したことにより、それぞれ当初予算と

の差額を補正するものでございます。 

   続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

   ８ページ、９ページをご覧ください。 

   １段目の国民健康保険事業費納付金、医療給付費分につきましては、財源振替のみですので説明

は省略させていただきます。 

   款 基金積立金、項 基金積立金、目 国民健康保険財政調整基金積立金１万2,000円の増額で

すが、今年度に生じる基金利子収入見込額を当該基金に積み立てるものでございます。 

   以上で、議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の説明を

終わらせていただきます。 

   続きまして、議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

てご説明申し上げます。 

   今回の補正は、保険料収入の見込額及び保険基盤安定負担金の増額によるものでございます。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをご覧ください。 

   第１条 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,894万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億2,041万6,000円と定めるものでご

ざいます。 
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   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   それでは、歳入歳出予算の補正の内容につきましては、４ページ以降の事項別明細書で説明させ

ていただきます。 

   ４ページ、５ページは総括ですので、省略いたします。 

   ６ページ、７ページをご覧ください。 

   まず、歳入でございます。 

   款 後期高齢者医療保険料、項 後期高齢者医療保険料、目 後期高齢者医療保険料で1,846万

1,000円の増額でございます。これは、被保険者数の増加等に伴い、特別徴収保険料及び普通徴収

保険料のそれぞれ歳入決算見込額を基に特別徴収保険料を870万3,000円増額、普通徴収保険料を

975万8,000円増額し、この合計額を計上するものでございます。 

   次に、款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 一般会計繰入金48万4,000円の増額でございます

が、こちらも、被保険者数の増加等に伴う保険料の増加と関連いたしまして低所得者に対する法定

軽減負担額が増加したことにより、一般会計から繰り入れる保険基盤安定負担金を増額計上するも

のでございます。 

   続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

   ８ページをご覧ください。 

   款 広域連合納付金、項 広域連合負担金、目 後期高齢者医療広域連合負担金が1,894万5,000

円の増額でございます。この保険料等負担金は、町が徴収した保険料と広域連合から示される保険

基盤安定負担金を広域連合にそのまま納入する仕組みとなっておりますので、今回、歳入で計上い

たしました増加分と同じ額を歳出予算に増額補正するものでございます。 

   以上で、議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただき、議案第16号並びに議案第17号、いずれも原案ど

おりご可決賜りますようお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本２件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第20 議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号）

の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山戸上下水道部長。 

上下水道部長（山戸 寛君）それでは、議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４

号）についてご説明申し上げます。 

   このたびの補正予算の内容ですが、１つ目は大阪広域水道企業団との統合に係る固定資産の整理

による長期前受金戻入及び固定資産除却費の増額、２つ目は大阪広域水道企業団との統合に係る退

職手当の精算に伴う退職手当負担引当金繰入額の増額、３つ目は耐震化事業に係る事業費確定によ

る一般会計出資金の減額によるものでございます。 

   それでは、補正予算書の１ページをお開きください。 

   第１条の総則でございます。令和２年度熊取町水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定め

るところによるものでございます。 

   次に、第２条の収益的収入及び支出の補正でございます。令和２年度熊取町水道事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

   収入として、第１款 事業収益、第２項 営業外収益の既決予定額に2,980万3,000円を増額し、
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補正後の額を２億6,727万4,000円とするものでございます。それにより、第１款 事業収益の補正

後の額を９億8,863万6,000円とするものでございます。 

   次に、支出として、第１款 事業費、第１項 営業費用の既決予定額に１億5,111万円を増額し、

補正後の額を10億6,911万1,000円とするものでございます。それにより、第１款 事業費の補正後

の額を10億9,317万8,000円とするものでございます。 

   次に、第３条の資本的収入及び支出の補正でございます。予算第４条本文括弧書き中「資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１億6,706万2,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額１億7,906万2,000円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金１億2,060万2,000円」を

「過年度分損益勘定留保資金１億3,260万2,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正するものでございます。 

   収入として、第１款 資本的収入、第３項 他会計繰入金の既決予定額から1,200万円を減額し、

補正後の額を800万円とするものでございます。それにより、第１款 資本的収入の補正後の額を

３億2,885万8,000円とするものでございます。 

   次に、第４条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。予算

第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正するもので

ございます。 

   職員給与費の既決予定額に2,758万円を増額し、補正後の額を１億5,254万円とするものでござい

ます。 

   ２ページは、令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号）実施計画でございます。 

   詳細については６ページからの説明書でご説明いたしますので、６ページを開きください。 

   収益的収入の表をご覧ください。 

   第１款 事業収益、第２項 営業外収益の工事負担金長期前受金戻入の2,980万3,000円の増額は、

大阪広域水道企業団との統合に係る固定資産の整理によるものでございます。 

   以上により、収益的収入合計の既決予定額９億5,883万3,000円に補正予定額2,980万3,000円を増

額し、９億8,863万6,000円とするものでございます。 

   収益的支出の表をご覧ください。 

   第１款 事業費、第１項 営業費用、総係費の退職手当負担引当金繰入額2,758万円の増額は、

大阪広域水道企業団との統合に伴い、身分移管しない職員の水道事業での在籍年数に係る退職手当

と身分移管する職員の役場での在籍年数に係る退職手当の精算を行う必要が生じたことにより、次

年度以降の退職手当に不足が生じるため、補正するものでございます。 

   次の資産減耗費の固定資産除却費１億2,353万円の増額は、大阪広域水道企業団との統合に係る

固定資産の整理によるものでございます。 

   以上により、収益的支出合計の既決予定額９億4,206万8,000円に補正予定額１億5,111万円を増

額し、10億9,317万8,000円とするものでございます。 

   次に、７ページの資本的収入の表をご覧ください。 

   第１款 資本的収入、第３項 他会計繰入金の一般会計出資金1,200万円の減額は、耐震管への

布設替えに係る工事及び測量設計業務の入札減等に伴い事業費が確定したことによるものでござい

ます。 

   以上により、資本的収入合計の既決予定額３億4,085万8,000円から補正予定額1,200万円を減額

し、３億2,885万8,000円とするものでございます。 

   恐れ入りますが、３ページにお戻りください。 

   令和２年度熊取町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書補正（第４号）でございます。 

   ４ページは補正予算給与費明細書でございます。 

   また、５ページは令和２年度熊取町水道事業予定貸借対照表補正（第４号）でございます。 

   いずれもこのたびの補正に伴うものでございますので、後ほどお目通しくださいますようお願い
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申し上げます。 

   以上で、議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号）についてのご説明を終

わります。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第21 議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。永橋上下水道部理事。 

上下水道部理事（永橋広幸君）それでは、議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第

２号）についてご説明申し上げます。 

   このたびの補正予算の内容ですが、流域下水道事業の国追加補正による建設費負担金及び企業債

の増額補正を行うものでございます。 

   それでは、補正予算書の１ページをお開きください。 

   第１条の総則でございます。令和２年度熊取町下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによるものでございます。 

   次に、第２条の業務の予定量の補正でございます。令和２年度熊取町下水道事業会計予算第２条

に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものでございます。 

   第３項 主要な建設改良事業の流域下水道建設費負担金の既決予定額に1,302万3,000円を増額し、

補正後の額を4,902万7,000円とするものでございます。 

   次に、第３条の資本的収入及び支出の補正でございます。予算第４条本文括弧書き中「資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額２億3,008万2,000円」を「資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額２億3,020万5,000円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額2,159万1,000円」を

「当年度分消費税資本的収支調整額2,277万4,000円」に、「当年度分損益勘定留保資金１億9,849

万1,000円」を「当年度分損益勘定留保資金１億9,743万1,000円」に改め、資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものでございます。 

   収入として、第１款 資本的収入、第１項 企業債の既決予定額に1,290万円を増額し、補正後

の額を５億6,000万円とし、それにより、第１款 資本的収入の補正後の額を７億8,622万9,000円

とするものでございます。 

   支出として、第１款 資本的支出、第１項 建設改良費の既決予定額に1,302万3,000を増額し、

補正後の額を４億3,692万3,000円とし、それにより、第１款 資本的支出の補正後の額を10億

1,643万4,000円とするものでございます。 

   次に、第４条の企業債の補正でございます。予算書第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補

正するものでございます。 

   流域下水道事業の既決予定額に1,290万円を増額し、補正後の額を4,870万円とするものでござい

ます。 

   次の２ページは、令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画でございます。 

   詳細については５ページの説明書でご説明いたしますので、５ページをお開きください。 

   資本的収入の表をご覧ください。 

   第１款 資本的収入、第１項 企業債の1,290万円の増額は、流域下水道事業において国補助金

追加補正に伴う更新工事の増加に係る起債でございます。内容については、支出のほうでも建設費

負担金を計上していますが、中部水みらいセンターの機械設備更新工事の増加となってございます。 
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   以上により、資本的収入合計の既決予定額７億7,332万9,000円に補正予定額1,290万円を増額し、

７億8,622万9,000円とするものでございます。 

   資本的支出の表をご覧ください。 

   第１款 資本的支出、第１項 建設改良費の下水道建設事業費1,302万3,000円の増額は、収入で

もご説明させていただいた内容となってございます。 

   以上により、資本的支出合計の既決予定額10億341万1,000円に補正予定額1,302万3,000円を増額

し、10億1,643万4,000円とするものでございます。 

   恐れ入りますが、３ページにお戻りください。 

   令和２年度熊取町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書補正（第２号）でございます。 

   ４ページは令和２年度熊取町下水道事業会計予定貸借対照表補正（第２号）でございます。 

   いずれもこのたびの補正に伴うものでございますので、後ほどお目通しくださいますようお願い

申し上げます。 

   以上で、議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２号）についての説明を終

わります。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第19号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終了いたします。 

   それでは、本件について、討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第19号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第２

号）の件を採決いたします。 

   議案第19号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第22 議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３

号）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。永橋上下水道部理事。 

上下水道部理事（永橋広幸君）それでは、議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第

３号）についてご説明申し上げます。 

   このたびの補正予算の内容ですが、１つ目が流域下水道事業市町村負担金の精算に伴う返納金の

計上、２つ目が人事異動等に伴う退職手当負担引当金繰入額の減額補正を行うものでございます。 

   それでは、補正予算書の１ページをお開きください。 

   第１条の総則でございます。令和２年度熊取町下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定

めるところによるものでございます。 

   次に、第２条の収益的収入及び支出の補正でございます。令和２年度熊取町下水道事業会計予算

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

   収入として、第１款 下水道事業収益、第３項 特別利益の既決予定額に1,420万2,000円を増額

し、補正後の額を1,420万7,000円とするものでございます。それにより、第１款 下水道事業収益

の補正後の額を11億5,504万5,000円とするものでございます。 
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   支出として、第１款 下水道事業費用、第１項 営業費用の既決予定額から84万1,000円を減額

し、補正後の額を９億9,347万円とするものでございます。それにより、第１款 下水道事業費用

の補正後の額を11億4,443万4,000円とするものでございます。 

   次に、第３条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。予算

第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を次のとおり補正するもので

ございます。 

   職員給与費の既決予定額から84万1,000円を減額し、補正後の額を9,417万7,000円とするもので

ございます。 

   次の２ページは、令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号）実施計画でございます。 

   詳細については６ページの説明書でご説明いたしますので、６ページをお開きください。 

   収益的収入の表をご覧ください。 

   第１款 下水道事業収益、第３項 特別利益の過年度損益修正益の1,420万2,000円の増額は、流

域下水道事業市町村負担金の精算返納金でございます。 

   以上により、収益的収入合計の既決予定額11億4,084万3,000円に補正予定額1,420万2,000円を増

額し、11億5,504万5,000円とするものでございます。 

   収益的支出の表をご覧ください。 

   第１款 下水道事業費用、第１項 営業費用の総係費の84万1,000円の減額は、人事異動等に伴

う退職手当負担引当金繰入額でございます。 

   以上により、収益的支出合計の既決予定額11億4,527万5,000円から補正予定額84万1,000円を減

額し、11億4,443万4,000円とするものでございます。 

   恐れ入りますが、３ページにお戻りください。 

   令和２年度熊取町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書補正（第３号）でございます。 

   ４ページは補正予算給与費明細書でございます。 

   ５ページは令和２年度熊取町下水道事業会計予定貸借対照表補正（第３号）でございます。 

   いずれもこのたびの補正に伴うものでございますので、後ほどお目通しくださいますようお願い

申し上げます。 

   以上で、議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号）についてのご説明を

終わります。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第23 議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算の件、日程第24 議

案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の件、日程第25 議案第23号 令和３

年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の件、日程第26 議案第24号 令和３年度熊取町介護保険

特別会計予算の件、日程第27 議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算の件及び日程

第28 議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算の件、以上６件を一括議題といたします。 

   本６件について順次説明を求めます。 

   初めに、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算について説明を求めます。南副町長。 

副町長（南 和仁君）それでは、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算についてご説明申し上げ

ます。 

   ３年度における町政運営の基本的な考え方と主要な施策につきましては町長が運営方針によって

申し上げましたので、私からは予算の内容につきまして予算書に基づき、主に増減額が大きかった
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ものを中心にご説明申し上げます。 

   予算書の３ページをご覧ください。 

   議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算。 

   令和３年度熊取町の一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

   まず、第１条 歳入歳出予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ147億5,840万3,000円で

ございまして、令和２年度と比較いたしますと５億8,231万1,000円、3.8％の減となりました。 

   第１条の第２項では、予算の款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算によるとしてございま

す。 

   主な増減など内容につきましては、後ほどご説明いたします。 

   次に、第２条では債務負担について定めてございます。内容につきましては、８ページの第２表

をご覧ください。 

   主なものといたしましては、上から２段目と４段目の小学校給食調理等業務委託、中学校給食調

理等業務委託でございます。小学校が令和３年度までの期間で限度額が３億1,333万2,000円、中学

校が同じく令和６年度までの期間で、限度額が１億4,123万8,000円となっております。 

   次に、５段目の永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑指定管理委託が令和７年度までの期間で、限

度額は5,874万8,000円となっております。 

   ３ページに戻っていただきまして、次に、第３条の地方債でございます。内容につきましては、

９ページの第３表をご覧ください。 

   西保育所改修事業１億3,420万円、認定こども園施設整備事業1,100万円、東保育所改修事業740

万円、広域廃棄物処分場整備事業60万円、ごみ処理施設整備事業6,250万円、水道事業会計出資債

3,140万円、町道舗装事業900万円、交通安全施設整備事業330万円、橋りょう修繕事業220万円、続

いて10ページをご覧ください。町道久保高田線歩道拡幅事業１億120万円、公園整備事業2,430万円、

小学校大規模改造事業8,560万円、中学校施設改修事業4,040万円及び臨時財政対策債８億4,300万

円でございます。合計で13億5,610万円となり、令和２年度と比較いたしますと１億8,990万円の増

となっております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、表に記載しているとおりで

ございます。 

   ３ページにお戻りください。 

   第４条の一時借入金でございます。これは、一時的な資金繰りのために金融機関等から資金を借

り入れる場合の限度額を定めたものでございます。令和３年度も前年度と同様に10億円を限度とし

て設定してございます。 

   続きまして、第５条 歳出予算の流用でございます。各項に計上した給料、職員手当等及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用を可能と

すると定めてございます。 

   それでは、歳入歳出予算につきまして、事項別明細書に従って説明させていただきます。 

   16ページをご覧ください。 

   まず、町税でございますが、項 町民税、目 個人につきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響などにより１億1,888万7,000円減の21億221万3,000円となり、目 法人につきましては

2,890万円減の7,043万6,000円となり、町民税合計では１億4,778万7,000円減の21億7,264万9,000

円となってございます。 

   その下の項 固定資産税につきましては、税制改正や評価替えの影響などにより、3,734万1,000

円減の15億2,065万6,000円となってございます。 

   次に、項 軽自動車税につきましては、新税率に移行する台数の増加などにより、105万4,000円

増の１億1,678万7,000円となっております。 

   その下の項 町たばこ税につきましては、売渡本数の減などにより、187万2,000円減の１億

5,885万4,000円となっております。 
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   次の地方譲与税から20ページの２段目、交通安全対策特別交付金までにつきましては、国が発表

する地方財政計画を参考に算定してございます。 

   18ページをご覧ください。 

   下から２段目の地方特例交付金につきましては、税制上の措置が反映された地方財政計画の見通

しを踏まえ、6,600万円増の9,100万円を見込んでございます。 

   その下の地方交付税につきましても、町税減収の影響を加味し、9,300万円増の30億5,900万円を

見込んでございます。 

   続いて、20ページをご覧ください。 

   上から３段目の款 分担金及び負担金、目 総務費負担金につきましては、2,685万9,000円の皆

増となっております。これは、水道企業団への移行に伴い、本町から水道企業団に派遣する職員の

人件費を派遣職員人件費負担金として歳入に計上したものでございます。 

   続きまして、22ページをご覧ください。 

   一番下の段、国庫支出金でございます。項 国庫負担金、目 民生費国庫負担金につきましては、

9,675万9,000円増の16億1,613万3,000円となっております。これは、障がい者自立支援給付費負担

金や子どものための教育・保育給付費負担金の増加などによるものでございます。 

   次に、24ページをご覧ください。 

   目 衛生費国庫負担金につきましては、皆増の１億4,920万2,000円となっております。これは、

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金を計上したものでございます。 

   次に、項 国庫補助金の２つ目、目 民生費国庫補助金につきましては、１億1,626万1,000円減

の２億307万9,000円となってございます。これは、民間認定こども園の建て替えに伴う保育所等整

備交付金が減少したことなどによるものでございます。 

   その下、目 衛生費国庫補助金につきましては、5,105万2,000円増の5,882万9,000円となってお

ります。これは、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金4,888万8,000円を計上し

たことなどによるものでございます。 

   その下の目 土木費国庫補助金につきましては、７億5,633万9,000円の減、１億8,728万9,000円

となっております。これは、道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金が熊取駅西整備事業

など補助対象事業費の減に伴い減少したことなどによるものでございます。 

   次の目 教育費国庫補助金につきましては、4,412万3,000円増の6,406万4,000円となっておりま

すが、これは、中学校のトイレ改修工事等に係る学校施設環境改善交付金が増加したことなどによ

るものでございます。 

   続きまして、26ページをご覧ください。 

   上から２段目の府支出金でございます。項 府負担金、目 民生費府負担金につきましては、

1,867万9,000円増の８億6,321万2,000円となっております。これは、国庫支出金と同じく、障がい

者自立支援給付費負担金や子どもための教育・保育給付費負担金が増加したことなどによるもので

ございます。 

   その下の項 府補助金のうち、目 民生費府補助金につきましては、2,031万6,000円増の３億

3,178万8,000円となっております。これは、地域密着型サービス等施設整備に伴う補助の財源とし

て社会福祉補助金の地域医療介護総合確保基金事業費補助金が増加したことなどによるものでござ

います。 

   続きまして、少し飛んで30ページをご覧ください。 

   ３段目の款 財産収入、項 財産売払収入、目 不動産売払収入につきましては皆減となってお

りますが、これは、令和２年度に計上しておりました熊取駅西整備事業に係る代替地売払収入がな

くなったものでございます。 

   次に、１つ飛ばしまして、款 繰入金でございます。項 基金繰入金、目 公共施設整備基金繰

入金につきましては、800万円減の２億4,000万円となっており、投資的事業における普通建設事業
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債に充当するものでございます。 

   次の目 財政調整基金繰入金につきましては、１億900万円増の２億8,300万円となっており、一

般財源の不足を調整するため繰り入れるものでございます。 

   次の目 くまとりふるさと応援基金繰入金につきましては、２億2,072万2,000円増の２億2,800

万円となっておりますが、教育・子育て関連事業費や町制施行70周年記念事業などに充当するため

繰り入れるものでございます。 

   繰入金合計では、３億1,981万4,000円増の９億8,548万9,000円となってございます。 

   続きまして、32ページをご覧ください。 

   款 諸収入、目 雑入につきましては、４億1,085万3,000円減の１億9,308万1,000円となってお

ります。これは、駅西整備事業に係る泉佐野市からの負担金が皆減したことなどによるものでござ

います。 

   34ページをご覧ください。 

   町債につきましては、先ほど９ページ、10ページの第３表地方債のところでご説明申し上げまし

たとおりでございます。 

   以上で歳入の説明といたします。 

   続きまして、歳出予算につきまして、主なものを前年度と比較しながら説明させていただきます。 

   36ページをご覧ください。 

   まず、議会費でございますが、1,346万円増の１億4,076万4,000円となっておりまして、これは、

37ページの議会運営事業におきまして議場音響設備の更新経費を計上したことなどによるものでご

ざいます。 

   次に、38ページをご覧ください。 

   総務費でございます。項 総務管理費の目 一般管理費につきましては、１億7,487万1,000円増

の９億1,900万4,000円となってございます。これは、39ページの職員給与関係事業（一般管理費一

般職分）において、退職手当が定年退職者数の増により増加したことなどによるものでございます。 

   少し飛びまして、50ページをご覧ください。 

   目 財産管理費につきましては、3,255万3,000円減の6,851万8,000円となっております。これは、

51ページ、庁舎維持管理事業において、庁舎改修工事費が減少したことなどによるものでございま

す。 

   続いて、52ページをご覧ください。 

   目 企画費につきましては、9,755万円増の１億5,210万5,000円となっておりますが、少し飛び

まして57ページをご覧ください。中ほどにございます町制施行70周年記念事業、こちらが皆増した

ことなどによるものでございます。 

   そして、その左側、56ページをご覧ください。 

   目 自治振興費につきましては、1,572万5,000円増の１億1,860万7,000円となっておりますが、

59ページをご覧ください。一番下の町内循環バス運行事業において、デマンド交通社会実証実験経

費としてスマートモビリティ促進委託料が皆増したことなどによるものでございます。 

   少し飛びまして、72ページをご覧ください。 

   項 選挙費につきましては、任期満了に伴う衆議院議員選挙費1,782万2,000円が皆増となってご

ざいます。 

   続いて、74ページをご覧ください。 

   項 統計調査費の目 指定統計費につきましては、1,884万3,000円減の154万4,000円となってお

りますが、これは国勢調査事業予算の皆減によるものでございます。 

   続きまして、民生費に移らせていただきます。 

   76ページをご覧ください。 

   一番下の目 社会福祉費につきましては、3,992万円増の10億4,414万8,000円となっております
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が、これは、少し飛びまして81ページをご覧ください。中ほどの障がい者自立支援給付事業におい

て介護・訓練等給付費が増加したことなどによるものでございます。 

   続いて、84ページをご覧ください。 

   目 老人福祉費につきましては、3,918万8,000円増の１億1,882万4,000円となっておりますが、

これは、87ページをご覧ください。２段目の社会福祉施設整備事業において、地域密着型サービス

整備事業補助金が皆増したことなどによるものでございます。 

   次に、左側の86ページをご覧ください。 

   目 老人医療助成費につきましては、1,714万2,000円減の246万1,000円となっておりますが、こ

れは、経過措置終了に伴う老人医療費公費負担額の減などによるものでございます。 

   次に、88ページをご覧ください。 

   一番上の段、２つ目の目 後期高齢者医療費につきましては、2,135万4,000円増の６億980万

4,000円となっておりますが、これは、療養給付費負担金の増などによるものでございます。 

   続いて、90ページをご覧ください。 

   項 児童福祉費の目 児童福祉総務費につきましては、5,262万2,000円減の15億1,458万6,000円

となっております。これは、91ページ下の民間保育所等助成事業において、民間認定こども園の建

て替えに伴う民間保育所施設設備整備費等補助金が減少したことなどによるものでございます。 

   次に、92ページをご覧ください。 

   一番下、目 児童福祉施設費につきましては、２億3,848万円増の12億8,692万7,000円となって

おりますが、これは、95ページにございます保育所運営事業におきまして、さらに次の97ページを

ご覧ください。工事請負費において西保育所の大規模改修工事費が皆増したことや、その次にある

児童発達支援事業において障がい児通所給付費が増加したことなどによるものでございます。 

   次に、98ページをご覧ください。 

   目 児童措置費につきましては、1,372万5,000円減の６億9,049万2,000円となっておりますが、

これは、児童手当給付事業において児童数の減少により児童手当費が減少したことなどによるもの

でございます。 

   続きまして、衛生費の説明に移ります。 

   少し飛びまして、104ページをご覧ください。 

   項 保健衛生費の目 予防費につきましては、２億4,019万6,000円増の４億5,221万9,000円とな

っておりますが、これは、109ページをご覧ください。一番上の新型コロナウイルスワクチン接種

事業が皆増したことなどによるものでございます。 

   少し飛びまして、112ページをご覧ください。 

   項 清掃費の目 塵芥処理費につきましては、5,440万2,000円増の６億2,432万6,000円となって

おります。これは、113ページ一番下の環境センター運営事業において、大型設備の修繕に係る経

費が増加したことなどによるものでございます。 

   次に、116ページをご覧ください。 

   目 し尿処理費につきましては、9,503万5,000円減の２億1,788万8,000円となっております。こ

れは、117ページ一番上のし尿処理場運営事業において、令和２年度に計上していたし尿処理広域

化に係る準備負担金が皆減したことなどによるものでございます。 

   次に、118ページをご覧ください。 

   ２段目の項 上水道費、目 上水道費につきましては、1,070万4,000円増の3,140万円となって

おりますが、これは、水道管路等耐震化に係る事業費の増加に伴い、出資金が増加したものでござ

います。 

   次に、農林水産業費に移ります。 

   少し飛びまして、122ページをご覧ください。 

   項 農業費の目 農地費につきましては、210万3,000円増の3,238万4,000円となっております。
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これは、125ページの上から２つ目にございますため池等整備事業において、鳥ノ池取水施設等の

維持修繕工事費が増加したことなどによるものでございます。 

   続きまして、商工費に移ります。 

   126ページをご覧ください。 

   項 商工費の目 商工業振興費につきましては、2,193万5,000円増の8,472万8,000円となってお

ります。これは、127ページ一番下の地域活性化事業において、次の129ページにございます果樹農

園支援事業補助金が和田山ベリーパークの追加整備に伴い増加したことなどによるものでございま

す。 

   続きまして、土木費の説明に移ります。 

   少し飛びまして、134ページをご覧ください。 

   項 道路橋りょう費の目 道路維持費につきましては、１億2,970万8,000円減の１億4,648万

3,000円となっておりますが、これは、135ページの道路維持事業において、橋梁の修繕に係る工事

請負費や用地購入費が減少したことなどによるものでございます。 

   次に、136ページをご覧ください。 

   目 道路新設改良費につきましては、14億2,833万5,000円減の２億8,629万7,000円となっており

ますが、これは、熊取駅西整備事業が皆減したことなどによるものでございます。 

   続いて、138ページをご覧ください。 

   一番下の項 河川費の目 河川維持費につきましては、1,543万8,000円減の1,038万4,000円とな

っておりますが、これは、河川維持事業において河川のしゅんせつに係る工事費が減少したことな

どによるものでございます。 

   次に、140ページをご覧ください。 

   項 都市計画費の目 都市計画総務費につきましては、2,511万7,000円増の4,466万2,000円とな

っております。これは、141ページ中ほどの都市計画一般事務経費において、地形図等の更新に係

る経費や立地適正化計画策定に係る経費が増加したことなどによるものでございます。 

   次の目 公園費につきましては、1,624万2,000円増の１億7,337万6,000円となっておりますが、

これは、143ページをご覧ください。公園維持管理事業において、老朽化したフェンスの維持修繕

工事費などが増加したことによるものでございます。 

   次に、144ページをご覧ください。 

   項 都市計画費の最後となる目 下水道費につきましては、2,607万5,000円減の２億8,350万

6,000円となっておりますが、これは、下水道事業会計側における企業債元利償還金の減少などに

よるものでございます。 

   続きまして、消防費の説明に移らせていただきます。 

   148ページをご覧ください。 

   一番下の目 災害対策費につきましては、2,584万1,000円減の1,799万1,000円となっております

が、これは、151ページをご覧ください。上から３つ目の防災事業において、防災資機材整備等の

経費が減少したことなどによるものでございます。 

   続きまして、教育費の説明に移ります。 

   152ページをご覧ください。 

   項 教育総務費の目 教育委員会費につきましては、4,151万9,000円増の２億3,185万8,000円と

なっております。これは、157ページの教育情報化推進事業においてＩＣＴ支援に関する経費や、

２つ下のスクールサポートスタッフ配置事業の経費が皆増したことなどによるものでございます。 

   次に、158ページをご覧ください。 

   項 小学校費の目 学校管理費につきましては、1,449万6,000円増の２億4,796万4,000円となっ

ておりますが、これは、少し飛びまして163ページの２つ目にございます小学校教育情報化推進事

業におきまして、校務支援システム導入経費を新たに計上したことなどによるものでございます。 
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   続きまして、164ページをご覧ください。 

   目 建設事業費につきましては、7,592万9,000円増の１億4,959万9,000円となっておりますが、

これは、小学校大規模改造事業において東小学校大規模改修工事が増加したことによるものでござ

います。 

   次に、一番下の項 中学校費の学校管理費につきましては、１億583万1,000円増の２億1,574万

2,000円となっておりますが、これは、167ページをご覧ください。中学校維持管理事業において次

の169ページにあります工事請負費が、北中学校及び南中学校のトイレ改修工事が増加するなどし

たものでございます。 

   少し飛びまして、180ページをご覧ください。 

   項 社会教育費の目 図書館費につきましては、1,071万4,000円増の１億2,935万4,000円となっ

ておりますが、これは、183ページをご覧ください。２つ目の図書館施設管理事業におきまして、

街灯のＬＥＤ化に係る工事請負費が増加するなどによるものでございます。 

   次に、186ページをご覧ください。 

   項 保健体育費の目 体育施設費につきましては、3,048万7,000円増の１億8,498万1,000円とな

っておりますが、これは、189ページをご覧ください。体育施設維持管理事業において、八幡池青

少年広場トイレ棟新設工事の工事請負費を計上したことなどによるものでございます。 

   続きまして、190ページをご覧ください。 

   公債費につきましては、元金が3,567万8,000円減の８億207万5,000円、利子が786万6,000円減の

3,539万3,000円となっておりますが、これは、平成29年度債の借入れより据置期間を設けたことに

よる元金の減少並びに町債全体の償還が進んだことによるものでございます。 

   続きまして、その下、災害復旧費につきましては枠取り計上でございますが、192ページをご覧

ください。２つ目の目 河川災害復旧費につきましては、1,561万1,000円増の1,670万9,000円とな

っており、これは、河川災害復旧事業において物件補償費算定委託料などを計上したものでござい

ます。 

   次の予備費につきましては、緊急かつやむを得ない場合など予算外の支出または予算超過の支出

に充てるため、前年度と同様の予算措置としてございます。 

   194ページ以降につきましては、給与費明細書、債務負担行為に係る調書及び地方債に係る調書

となっておりますので、別途配付しております予算附属資料と併せて後ほどご参照いただきたいと

存じます。 

   以上で、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算についての説明を終わります。よろしくご

審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）議事の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長い

たします。 

   次に、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算、議案第23号 令和３年度

熊取町後期高齢者医療特別会計予算及び議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算につ

いて説明を求めます。山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、議案第22号、第23号及び第24号についてご説明申し上げます。 

   それではまず、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算についてご説明申

し上げます。 

   それでは、予算書３ページをご覧ください。 

   令和３年度熊取町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでござい

ます。 

   第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51億4,298万5,000円と定めるものでございま

す。 

   第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとい
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うものでございます。 

   次に、第２条 一時借入金でございますが、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れ最高額を５億円と定めるものでございます。 

   第３条 歳出予算の流用でございますが、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めたものでして、保険給付費の各項に計

上した予算額に過不足を生じた場合、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用を規定しておりま

す。 

   それでは、内容につきましては、９ページ以降の事項別明細書で主な項目のみ説明をさせていた

だきたいと思います。 

   ９ページ、10ページは総括ですので、省略します。 

   12ページをお開きください。 

   まず、歳入についてご説明申し上げます。 

   款 国民健康保険料、項 国民健康保険料、目 一般被保険者国民健康保険料は10億4,166万

8,000円で、対前年度比1,895万8,000円の減額となっております。保険料の予算額は、大阪府が事

業費納付金の財源内訳として示している保険料額から法定の公費負担保険基盤安定負担見込額を除

く金額を計上しておるとなっております。主な減額の理由といたしましては、大阪府による納付金

算定等に係る推計被保険者数が減少傾向であること、それから、令和３年度の保険料抑制対策とし

て、新たに激変緩和財源の全面適用などによる市町村標準保険料率が減少したことによるものでご

ざいます。 

   次に、目 退職被保険者等国民健康保険料８万1,000円ですが、同じく大阪府に納付する額を計

上しているものでございます。退職医療制度は、令和元年度で対象者がなくなったため、滞納繰越

分のみ枠取り計上しているおるものでございます。 

   次に、款 府支出金、項 府補助金、目 保険給付費等交付金は36億9,625万1,000円で、対前年

度比1,234万3,000円の増額でございます。このうち普通交付金は、主に本町が医療機関等に支払う

医療給付費等について、都道府県化に伴い大阪府から普通交付金として交付されるものでございま

すが、令和３年度推計で、１人当たりの医療費をほぼ横ばいと見込んで算定しております。また特

別交付金につきましては、市町村ごとの実績に基づき国を通じて大阪府から交付される保険者努力

支援分や、府独自インセンティブに係る府２号繰入金、特定健診実施に係る国・府の負担金などと

なっております。令和３年度は、税制改正に伴うシステム改修費用に伴って特別調整交付金の増額

を見込むとともに、府繰入金（２号分）につきまして過去の交付実績を踏まえ予算計上をしたこと

などから、増額となっております。 

   次に、14ページをご覧ください。 

   ２つ目の款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 一般会計繰入金は３億9,390万円、対前年度比

1,277万4,000円の減額でございます。これは、繰入れ基準に基づく一般会計からの繰入れで、その

内訳は、15ページの説明欄をご覧ください。 

   まず、保険基盤安定繰入金でございます。保険基盤安定繰入金は保険料軽減分、保険者支援分が

あり、毎年10月に確定するものですが、軽減分は、府が低所得者に対する保険料軽減額を繰り入れ

るものでございます。府が４分の３、町が４分の１を負担するものでございます。それに対しまし

て保険者支援分は、低所得者を多く抱える保険者、市町村等でございます、を支援する制度で、各

市町村における平均的な保険料を基に軽減対象者と国が定める支援率から算出した金額を繰り入れ

るもので、国が２分の１、府が４分の１、町が４分の１、それぞれ負担するものでございます。こ

れらの基準に基づきまして、令和３年度について、保険基盤安定繰入金の保険料軽減分が１億

8,167万2,000円、対前年度比938万1,000円の減額、保険者支援分は9,948万2,000円、対前年度比

285万5,000円の増額となります。 

   なお、これら繰入金につきましては、歳出予算において、大阪府へ納める事業費納付金の一部に
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組み入れて計上しているものでございます。 

   次に、職員給与費等繰入金につきましては、歳出の款 総務費の財源として7,600万6,000円を繰

り入れるものでございますが、人事異動等に伴う当初予算ベースでの人件費の減、電子計算機使用

負担金の減少などにより、前年度と比べまして827万9,000円の減額となっております。 

   次に、出産育児一時金繰入金の1,036万円は、歳出21ページで計上しておりますが、出産育児一

時金1,554万円の３分の２を町が負担する分として繰り入れるものでございます。 

   次に、財政安定化支援事業繰入金でございます。1,898万4,000円ですが、法定軽減の対象世帯の

割合が全国平均を超えた場合及び高齢被保険者の割合が全国平均を超えた場合に算定対象となる法

定繰入金でございまして、対前年度比で353万1,000円の増額となっているものでございます。 

   次に、その他一般会計繰入金739万6,000円でございますが、重度障がい者、老人、ひとり親の各

医療費助成の地方単独事業分について、大阪府から示された額に基づき町が負担する５割相当額を、

また子ども医療費につきましては、小・中学生に係る地方単独事業分、いわゆる未就学児のペナル

ティーは平成30年から廃止されておりますが、それを除く分が全額、前年度の実績を基に一般会計

から繰り入れるものでございます。 

   以上が歳入の主な内容でございます。 

   続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

   16ページをご覧ください。 

   まず、款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費でございますが、6,977万円で、対前年度

比1,191万8,000円の減額でございます。一般管理費につきましては人件費など国保運営事務に要す

る経費であり、減額の主な理由といたしましては、人事異動等による職員給与関係事業費の減、電

子計算機使用負担金の減となっております。 

   次に、18ページ、一番下の欄から次のページをご覧ください。 

   款 保険給付費、項 療養諸費でございます。20ページ、本年度合計が30億9,113万2,000円で、

前年度比3,162万8,000円の減額となるものでございますが、医療費実績、被保険者数の伸びを基に

計上させていただいているものでございます。 

   なお、積算上の１人当たりの医療費をほぼ横ばいと見込んでいるものの、被保険者数の推移が減

少しているため、減額となっておるものでございます。 

   次に、款 保険給付費、項 高額療養費４億6,130万7,000円は、対前年度比2,498万9,000円の増

額となるものでございますが、過去の給付実績等を基に算出したところ、１人当たりの高額療養費

を増額と見込んだものでございます。 

   次に、22ページをご覧ください。 

   ３段目の傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して

支給するため、国の補助事業として令和２年度に特例的に創設され、補正予算対応を行ったもので

ございますが、適用期間終了後も申請に係る時効が２年間と定められているため、枠取りで10万円

を計上しておるものでございます。 

   款 国民健康保険事業費納付金、項 医療給付費分は９億8,450万7,000円で、対前年度比431万

円の減額でございます。 

   項 後期高齢者支援金等分は２億9,312万5,000円で、対前年度比768万3,000円の増額、項 介護

納付金分が9,345万4,000円、対前年度比401万3,000円の減額となり、後期高齢者支援分のみが保険

料率の上昇に伴い増額となっておるものでございます。 

   以上の納付金は、大阪府が示す事業費納付金を予算計上するものでございます。保険料率のほか、

市町村ごとの保険料収納率、所得状況の影響により決定されておるものでございます。 

   なお、退職被保険者分につきましては、令和元年度事業費納付金の精算に伴い追加負担額が生じ

たことにより、計上するものでございます。 

   続きまして、24ページをご覧ください。 
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   款 保健事業費、項 特定健康診査等事業費、目 特定健康診査等事業費3,614万2,000円、対前

年度比65万5,000円の増額でございます。こちらは、特定健診の委託単価の増額に伴う健診委託料

の増額によるものでございます。 

   次に、款 保健事業費、項 保健事業費、目 保健衛生普及費につきましては、3,120万1,000円、

対前年度比68万3,000円の減額でございますが、主に人間ドックや脳ドックの助成事業の見込み人

数の減少に伴うものでございます。 

   以上が歳出の主な内容でございます。 

   なお、28ページから34ページ、給与費明細書の説明は省略させていただきます。後ほどお目通し

をお願いいたします。 

   35ページは、債務負担行為、支出予定額等に関する調書でございます。令和２年度から４年度の

コンビニエンスストア収納業務に関し、令和２年度末の支出見込額56万2,000円を追加しておりま

す。 

   以上で、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていた

だきます。 

   続きまして、議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算につきましてご説明を

申し上げます。 

   予算書の３ページをご覧ください。 

   令和３年度熊取町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございま

す。 

   第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億2,242万2,000円と定めるものでございま

す。 

   第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるもの

でございます。 

   それでは、内容につきましては、９ページ以降、事項別明細書で主な項目のみ説明をさせていた

だきます。 

   ９ページ、10ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   12ページ、13ページをご覧ください。 

   歳入についてご説明いたします。 

   款 後期高齢者医療保険料、項 後期高齢者医療保険料、目 後期高齢者医療保険料５億5,130

万9,000円、対前年度比1,444万2,000円の増額でございます。主な増額要因といたしましては、被

保険者数の増加と低所得者層の特例軽減の段階的な見直しによるものでございまして、被保険者数

につきましては、令和２年度の平均被保険者数の見込みを5,933人としていたものを、令和３年度

は6,092人と159人増と見込んでおります。 

   次に、款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 一般会計繰入金は１億5,849万6,000円で、対前年

度比260万2,000円の増額でございます。このうち事業費繰入金については、大阪府後期高齢者医療

広域連合の事務費負担分と本町における事務経費を一般会計から繰り入れるものでございまして、

２か年に１回印刷する返信用封筒の印刷製本費や被保険者数の増加による郵送代、後期高齢者医療

広域連合への事務費負担金の増加などにより、52万9,000円の増加としております。また、次の節

 保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者等に対する保険料の軽減分を公費で負担するため

の繰入金で、増額要因につきましては、被保険者数の増加に伴い、低所得者の保険料軽減額の財源

となる保険基盤安定負担金が対前年度比で207万3,000円増加するものでございます。 

   次に、款 諸収入、項 受託事業収入、目 高齢者保健事業受託収入1,259万9,000円につきまし

ては、内訳としまして、まず１点目が令和３年度から大阪府後期高齢者医療広域連合の委託事業と

して新たに開始する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に当たり、現在、医療機関での個別

健診のみとなっている後期高齢者の健康診断について、ふれあいセンターでも集団で受診できるよ
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う、その受託費用とし、広域連合から健康診査受託料181万9,000円を計上しております。次に、一

体的実施に係る広域連合からの受託費用を高齢者保健事業受託料として1,078万円を計上しており

ます。 

   以上が歳入の主な内容でございます。 

   続きまして、歳出についてご説明いたします。 

   14ページ、15ページをご覧ください。 

   まず、款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費でございますが、3,465万4,000円、対前年

度比28万3,000円の減額でございます。主な減額要因につきましては、電子計算機使用負担金の減

額によるものでございます。 

   次に、款 総務費、項 徴収費、目 賦課徴収費159万4,000円、対前年度比９万9,000円の増額

でございますが、主な増額要因は、２か年に一度の返信用封筒増刷費用の増によるものでございま

す。 

   続いて、款 広域連合納付金、項 広域連合負担金、目 後期高齢者医療広域連合負担金につい

てでございますが、６億7,274万9,000円、対前年度比1,720万2,000円の増額でございます。負担金

の内訳でございますが、まず、被保険者から納付された保険料と低所得者への保険料軽減分の公費

負担額として受け入れられる保険基盤安定繰入金の合計を広域連合に対する保険料等負担金として

計上するものが６億5,588万6,000円となっております。また、大阪府後期高齢者医療広域連合にお

ける事務費等の総務的経費に対する本町の負担金が1,686万3,000円となっております。主な増額要

因でございますが、先ほど説明申しました被保険者数の増や保険料の特例軽減の見直し等に伴う保

険料徴収金の増及び保険基盤安定繰入金の増による保険料等負担金の増加によるものでございます。 

   次に、款 保健事業費、項 保健事業費、目 保健事業費につきましては、令和３年度に新たに

計上するものでございます。内容は、後期高齢者の健康診査をふれあいセンターで集団実施するた

めの健診業務委託料181万9,000円、また、歳入でも説明申しました高齢者の保健事業と介護予防の

一体実施について、本町では一般介護予防事業の一環として実施することから、介護保険特別会計

へ負担金として1,078万円を計上しております。なお、保健事業費1,262万2,000円のうち消耗品費

6,000円、通信運搬費１万7,000円を除く1,259万9,000円については、全額大阪府後期高齢者医療広

域連合からの受託費用で賄われる予定となっております。 

   以上が歳出の主な内容でございます。 

   給与費明細書については、説明は省略させていただきます。後ほどお目通しをお願いいたします。 

   以上で、議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただ

きます。 

   それでは、続きまして議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算についてご説明申し

上げます。 

   まず、予算の概要についてでございますが、令和３年度は、いきいきくまとり高齢者計画2021

（第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）の初年度となるため、保険料や保険給付費等に

ついては計画値を基に予算編成を行っております。本計画期間の３年間においても高齢化に伴う利

用者の増加が見込まれることから、保険給付費等は上昇すると見込んでおり、それを賄う保険料等

についても増加いたします。 

   令和３年度と令和２年度における予算の総額比較では、歳入歳出それぞれ前年度39億9,983万

2,000円に対しまして4,197万2,000円、約１％の減、39億5,786万円となっております。これは、令

和２年度の予算につきましては、消費税の引上げに伴う介護報酬の引上げが通年で影響することか

ら、介護保険特別会計の予算の大部分を占める介護給付費の増を見込んでおりましたが、令和２年

度の保険給付費の決算見込額は予算額よりも大きく下回っており、予算との乖離が生じております。

このようなことから、予算ベースでの比較ではいわゆる減となっておりますが、令和２年度の決算

見込額との比較では約３億7,000万円、約10％の増加となっておるものでございます。 
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   それでは、予算書３ページをご覧ください。 

   令和３年度熊取町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

   第１条 歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39億5,786万円

と定めるものでございます。 

   第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によるとし

てございます。 

   次に、第２条 一時借入金でございますが、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額を２億円と定めているものでございます。 

   次に、第３条 歳出予算の流用でございますが、地方自治法第220条第２項ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１号において、保険給付費の各

項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と

するものでございます。 

   主な予算の内容につきましては、９ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。 

   ９ページ、10ページは総括ですので、省略いたします。 

   12、13ページをお開きください。 

   なお、関連する予算項目ごとに順次説明させていただきます。何回かページが戻ることがござい

ますので、あらかじめご了承ください。 

   まず、歳入でございます。 

   款 保険料、項 介護保険料、目 第１号被保険者保険料につきましては、９億1,405万4,000円、

対前年度比4,990万5,000円の増となっております。これは、保険料基準額の改定及び被保険者数の

増等によるものでございます。 

   １つ飛ばしていただきまして、次に款 国庫支出金、項 国庫負担金、目 介護給付費負担金で

ございますが、６億7,929万2,000円、対前年度比1,310万5,000円の減、款を１つ飛ばしていただき

まして、款 支払基金交付金、項 支払基金交付金、目 介護給付費交付金９億8,018万1,000円、

対前年度比2,100万8,000円の減、また、その下の款 府支出金、項 府負担金、目 介護給付費負

担金５億55万5,000円、対前年度比1,218万2,000円の減となっております。 

   恐れ入ります。次の14ページ、15ページご覧ください。 

   款を１つ飛ばしていただきまして、款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 介護給付費繰入金４

億5,378万8,000円で、対前年度比972万6,000円の減については、先ほどの総括的な説明の中にあり

ましたとおり、予算の比較では保険給付費が減となったことにより、国庫負担金及び支払基金交付

金、府負担金、一般会計繰入金がそれぞれ減額となったものでございます。 

   恐れ入ります、12ページ、13ページにお戻りください。 

   12ページの中ほどの款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 調整交付金834万9,000円で、対前年

度比2,205万7,000円の減につきましては、保険給付費の予算額の減及び調整交付金の交付基準の見

直しに伴い、交付見込額が減となったものでございます。 

   その下の目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は2,138万4,000円で、対

前年度比40万2,000円の減、その下の款 支払基金交付金、項 支払基金交付金、目 地域支援事

業支援交付金2,854万1,000円で、対前年度比75万5,000円の増、款を１つ飛ばしていただきまして、

款 府支出金、項 府補助金、目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は

1,321万4,000円で、対前年度比35万円の増でございます。 

   次の14ページ、15ページをご覧ください。 

   款を１つ飛ばしていただきまして、款 繰入金、項 一般会計繰入金、地域支援事業繰入金（介

護予防・日常生活支援総合事業）は1,321万4,000円で、対前年度比35万円の増につきましては、歳

出における介護予防・日常生活支援総合事業の増により、国及び支払基金、府・町の法定負担分が

増加したことによるものでございます。 
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   なお、国庫補助金については、調整交付金の交付基準の見直しの影響に伴い減となっております。 

   再度、12ページ、13ページにお戻りください。 

   ページの中ほどでございます。国庫支出金、項 国庫補助金、目 地域支援事業交付金（包括的

支援事業・任意事業）の2,723万3,000円、対前年度比88万4,000円の増、また、款を２つ飛ばして

いただきまして、款 府支出金、項 府補助金、目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業）の1,361万7,000円、対前年度比44万3,000円の増、次の14ページ、15ページの款を１つ飛ば

していただきまして繰入金、一般会計繰入金、地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

の1,361万7,000円、対前年度比44万2,000円の増につきましては、歳出における包括的支援事業・

任意事業の増により、国及び府・町の法定負担分が増加したことによるものでございます。 

   恐れ入ります。いま一度12ページ、13ページにお戻りください。 

   ページの中ほどの款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 介護保険事業費補助金357万3,000円に

つきましては、令和３年度における制度改正に対応するためのシステム改修費に対する国からの補

助金でございます。 

   次に、その下の目 保険者機能強化推進交付金697万2,000円、その下の目 介護保険保険者努力

支援交付金811万8,000円につきましては、各市町村が行う自立支援・重度化防止の取組に対し、評

価指標の到達度に応じ交付されるものでございます。令和３年度の国からの交付金の内示が早期に

あったことから、予算計上させていただいたものでございます。 

   すみません、14ページ、15ページをご覧ください。 

   ページの中ほど、款 繰入金、一般会計繰入金、低所得者保険料軽減繰入金4,170万8,000円、対

前年度比184万4,000円の増となっております。これは、保険料基準額の変更等によるものでござい

ます。 

   また、その下の目 その他一般会計繰入金の１億2,057万7,000円、対前年度比419万3,000円の増

で、これは、職員給与費等繰入金及び介護保険料の賦課徴収、要介護認定に係る事務費をそれぞれ

一般会計から全額繰り入れるものでございます。 

   次に、その下、基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金9,863万2,000円、これは、令和３年度歳

入歳出予算における財源調整に必要な額となっております。 

   それでは、16ページ、17ページをご覧ください。 

   続きまして、歳出でございます。 

   まず、款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費でございます。7,050万6,000円、対前年度

比153万8,000円の増となっております。これは、制度改正によるシステム改修に伴う電子計算機使

用負担金の増によるものでございます。 

   18ページ、19ページをご覧ください。 

   次に、項 介護認定審査会費、目 介護認定審査会費714万5,000円、対前年度比111万8,000円の

増につきましては、介護認定審査会開催回数の増によるものでございます。 

   20ページ、21ページをご覧ください。 

   ページ中ほど、保険給付費でございます。令和３年度の保険給付費の予算につきましては第８期

の推計値を基に予算を見込んでおり、また、冒頭で説明のとおり、予算ベースでの比較は、保険給

付費は減となりますが、令和２年度決算見込額と令和３年度予算額を比較いたしますと約10％の増

加となります。同様に、款 保険給付費、項 介護サービス等諸費、目 介護サービス等諸費、そ

してその下の介護予防サービス等諸費、目 介護予防サービス等諸費、22ページから23ページの項 

その他諸費、目 審査支払手数料、少し飛びまして特定入所者介護サービス等費が減となります。 

   続きまして、一番下の地域支援事業費、項 介護予防・生活支援サービス事業費、目 介護予

防・生活支援サービス事業費9,160万円、対前年度比581万4,000円の増につきましては、総合事業

の拡充及び推進体制の構築のための会計年度任用職員の任用によるものでございます。 

   次に、24ページ、25ページをご覧ください。 



－１２５－ 

   下の項 一般介護予防事業費、目 一般介護予防事業費2,499万1,000円、対前年度比811万8,000

円の増となっております。こちらは、後期高齢者医療広域連合より委託を受け令和３年度から開始

する保険事業と介護予防一体化事業の開始に伴う正職員の人件費を予算に新たに計上したものでご

ざいます。 

   次に、28ページ、29ページの包括的支援事業・任意事業費でございます。7,078万8,000円、対前

年度比231万1,000円の増となっております。これは、３市３町で広域的に在宅医療・介護連携推進

の強化のため、泉佐野泉南医師会に一部委託して実施しておりまして、令和３年度より推進を図る

ため、人員を増員して実施するため、委託料が増となっております。 

   次に、30、31ページをご覧ください。 

   一番下の基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金積立金1,516万1,000円で、対前年度比

1,507万1,000円の増となっておりますが、歳入の保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力

支援金を介護給付費準備基金に積み立てるため、予算を計上しておるものでございます。 

   以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

   給与費明細書につきましては、後ほどお目通しいただきますよろしくお願いいたします。 

   以上で、議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議いただきまして、議案第22号、第23号及び議案第24号、いずれも原案どおりご可決

賜りますようよろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）次に、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算について説明を求めま

す。山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）それでは、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算につきまし

てご説明申し上げます。 

   まず、予算の特徴でございますが、管理手数料につきましては、これまでご利用者に５年に一度

ご負担していただいておりまして、令和３年度はその対象者数が一番多い年度となっていること、

また、年払い制度を導入することに伴い、新たに墓苑管理システムの導入経費や口座振替開始など

への対応経費が発生すること、さらに、墓地を返還する方が近年増加傾向にあることなどの影響に

より、予算総額で申し上げますと4,610万円と、前年度に比べ2,747万4,000円の増加となっており

ます。 

   それでは、内容の説明に移ります。 

   予算書３ページをお開きください。 

   令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算は、次に定めるところによるとしてございます。 

   第１条 歳入歳出予算でございますが、第１項では、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

4,610万円と定めるものでございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による

としてございます。 

   次に、歳入歳出予算につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   少しページを進んでいただきまして、８ページ、９ページは総括でございますので説明を省略さ

せていただきまして、10ページ、11ページをお開きください。 

   まず、歳入でございますが、款 繰入金、項 基金繰入金、目 墓地基金繰入金につきましては

1,988万9,000円で、前年度に比べ1,025万8,000円の増加となっております。これは、永代使用料及

び管理手数料を積み立てている当該基金から事業財源として繰り入れる額が増加したものでござい

ます。 

   次に、款 使用料及び手数料、項 使用料、目 墓苑使用料につきましては1,225万円で、前年

度に比べ565万円の増加となっております。これは、永代使用料において追加募集分が昨年度の11

区画から20区画に増加したためでございます。 

   また、項 手数料、目 墓苑手数料につきましては1,389万円で、前年度に比べ1,155万円の増加
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となっております。これは、管理手数料において、冒頭でも申し上げましたが、令和３年度は納付

対象者数が一番多い年度となっており、その分が763区画、追加募集分が20区画、合計で783区画と、

昨年度の78区画から大幅に増加したためでございます。 

   次に、款 財産収入、項 財産運用収入、目 利子及び配当金につきましては４万8,000円で、

墓地基金利子でございます。 

   次に、款 諸収入、項 雑入、目 雑入につきましては２万3,000円で、公園事業事務費負担金

4,000円と駐車場利用カード再発行実費徴収金１万9,000円でございます。 

   続きまして、歳出でございます。 

   12ページ、13ページをお開きください。 

   款 墓苑費、項 墓苑費、目 墓苑総務費につきましては1,891万2,000円で、前年度に比べ

1,027万2,000円の増加となっております。この主な内容でございますが、一般管理経費において、

中ほどにある口座振替データ伝送業務委託料61万6,000円が管理手数料の口座振替開始に伴い令和

３年度に限り発生すること、また、その下の墓苑管理システム賃借料93万6,000円につきましては、

令和２年度の補正予算において債務負担行為を設定しており、令和３年度から支出が必要となるこ

と、少し下の永楽墓苑指定管理負担金421万1,000円につきましては、これまで委託料として支出し

ておりましたが、一旦一般会計において永楽ゆめの森公園に係る指定管理委託料と合わせて支出し

た後に墓苑分を負担するという形に変更しており、その額が人件費分の増加に伴い前年度に比べ

105万3,000円増加していること、また、その下の墓苑使用料等還付金1,251万円につきましては、

墓地を返還される方の見込みを昨年度の16基から40基に増やしたことにより、前年度に比べ754万

円増加していることなどによるものでございます。 

   次に、款 基金積立金、項 基金積立金、目 墓地基金積立金につきましては2,618万8,000円で、

前年度に比べ1,720万2,000円の増加となっております。これは、基金利子に加え、歳入のところで

ご説明いたしましたとおり、令和３年度に増加となる永代使用料や管理手数料について、その額を

一旦当該基金に積み立てることによるものでございます。 

   次に、款 予備費、項 予備費、目 予備費でございますが、前年度と同じく100万円としてお

ります。 

   続きまして、14ページの債務負担行為に関する調書でございますが、こちらは、後ほどお目通し

いただきますようお願いいたします。 

   以上で、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算についての説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）次に、議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算について説明を求めます。

永橋上下水道部理事。 

上下水道部理事（永橋広幸君）それでは、議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算につきま

してご説明申し上げます。 

   予算書の３ページをお開きください。 

   第１条 総則でございます。 

   令和３年度熊取町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

   次に、第２条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。 

   汚水整備済区域内人口は３万5,552人としてございます。汚水整備済区域内人口については、令

和３年度予算より熊取町下水道ビジョン（経営戦略）の計画諸元により算出してございます。 

   年間下水道布設延長は1.2キロ、整備面積は8.8ヘクタールとしてございます。布設延長は前年度

比0.1キロメートルの減、整備面積は前年度比６ヘクタールの増となってございます。 

   次に、主要な建設改良事業として、下水道建設事業４億6,472万1,000円は前年度比9,771万5,000

円の増、流域下水道建設費負担金3,742万8,000円は前年度比142万4,000円の増となってございます。 

   次に、第３条 収益的収入及び支出でございます。 
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   収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。 

   収入の部でございますが、第１款 下水道事業収益11億1,803万4,000円は、前年度比2,280万

9,000円の減となってございます。内訳としましては、第１項 営業収益５億2,591万1,000円は前

年度比496万6,000円の減、第２項 営業外収益５億9,211万8,000円は前年度比1,784万3,000円の減、

第３項 特別利益5,000円は前年度と同額としてございます。 

   次に、支出の部でございます。 

   第１款 下水道事業費用10億7,826万1,000円は、前年度比4,937万1,000円の減となってございま

す。内訳としましては、第１項 営業費用９億6,455万1,000円は前年度比3,314万7,000円の減、第

２項 営業外費用１億821万円は前年度比1,622万4,000円の減、第３項 特別損失50万円並びに第

４項 予備費500万円は前年度と同額としてございます。 

   ４ページをお開きください。 

   第４条 資本的収入及び支出でございます。 

   資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。 

   収入の部でございます。 

   第１款 資本的収入７億6,366万9,000円は、前年度比966万円の減となってございます。内訳と

しまして、第１項 企業債５億3,600万円は前年度比1,110万円の減、第２項 負担金877万1,000円

は前年度比134万4,000円の増、第３項 補助金１億2,760万円は前年度比2,260万円の増、第４項 

他会計出資金9,129万8,000円は前年度比2,250万4,000円の減となってございます。 

   次に、支出の部でございます。 

   第１款 資本的支出10億2,659万4,000円は、前年度比2,223万1,000円の増となってございます。

内訳としましては、第１項 建設改良費５億2,177万3,000円は前年度比9,692万1,000円の増、第２

項 企業債償還金５億482万1,000円は前年度比7,469万円の減となってございます。 

   なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足しておりますが、第４条括弧書きのとおり、不足

する額２億6,292万5,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,669万5,000円、減債積立金

7,617万7,000円、過年度分損益勘定留保資金6,837万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金9,167

万8,000円で補塡するものでございます。 

   第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定めるものでご

ざいます。 

   水洗便所改造資金融資あっせんに伴う損失補償、水洗便所改造資金融資償還完済補助金、経営改

善支援業務委託及び電子計算機器賃借料の期間、限度額は、表に記載のとおり定めるものでござい

ます。 

   ５ページをお開きください。 

   第６条 企業債でございます。 

   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定めるものでございます。 

   公共下水道事業として３億3,870万円、流域下水道事業として3,730万円、資本費平準化として１

億6,000万円をそれぞれ限度額とし、起債の方法、利率及び償還の方法は表に記載のとおりでござ

います。 

   次に、第７条 一時借入金の限度額は６億円と定めるものでございます。 

   次に、第８条 予定支出の各項の経費の金額の流用でございます。 

   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定めるもので、営業費

用及び営業外費用の間の流用としてございます。 

   ６ページをお開きください。 

   第９条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。 

   次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとしてございまして、
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職員給与費9,515万6,000円としてございます。 

   次に、第10条 他会計からの補助金でございます。 

   一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１億8,263万5,000円としてございます。 

   次の７ページ、８ページには、令和３年度熊取町下水道事業会計予算実施計画を記載してござい

ます。説明につきましては、後ほど24ページ以降の予算説明書にてご説明いたします。 

   ９ページをお開きください。 

   令和３年度熊取町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書でございます。 

   令和３年度における資金収支の状況を活動区分別に表示したものでございます。 

   １点目の業務活動では２億8,771万5,000円のプラス、２点目の投資活動では３億5,799万5,000円

のマイナス、３点目の財務活動では１億2,247万7,000円のプラスとなってございます。 

   10ページから14ページは職員の給与費明細書でございます。ご説明は割愛させていただきますの

で、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

   15ページをお開きください。 

   債務負担行為に関する調書でございます。内容は先ほど４ページでご説明しました事項となって

ございます。 

   16ページから18ページは、令和３年度熊取町下水道事業会計予定貸借対照表でございます。 

   財政状況を明らかにするため、令和４年３月31日時点に保有する全ての資産、負債及び資本を総

括的に表示した報告書でございます。 

   16ページ最下段、資産合計172億7,492万956円となり、18ページ最下段、負債資本合計と同額と

なります。 

   19ページは、令和２年度熊取町下水道事業会計予定損益計算書でございます。 

   令和２年度１年間の営業成績を明らかにするため、収益と費用を記載し、純損益などを表示した

報告書でございます。 

   20ページから22ページは、令和２年度熊取町下水道事業会計予定貸借対照表でございます。令和

３年３月31日時点の財政状況を示しています。 

   なお、これらの財務諸表は、令和２年12月補正予算及び令和３年度当初予算に基づき作成したも

のでございます。 

   23ページは、令和３年度重要な会計方針及び財務諸表に関する注記でございます。財務諸表と併

せ、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

   24ページをお開きください。 

   令和３年度熊取町下水道事業会計予算説明書でございます。 

   主なものについてご説明いたします。 

   まず、収益的収入及び支出の部でございます。 

   収入の第１項 営業収益、目 下水道使用料、節 下水道使用料５億1,608万7,000円は、前年度

比465万9,000円の減となってございます。令和３年度から熊取町下水道ビジョン（経営戦略）の計

画諸元より下水道使用料を算出してございます。 

   次の目 雨水処理負担金、節 雨水処理負担金957万3,000円は、前年度比35万2,000円の減で、

これは、雨水整備に係る企業債利息の減少によるものでございます。 

   次に、項 営業外収益、目 他会計補助金、節 他会計補助金１億8,263万5,000円、前年度比

321万9,000円の減で、これは、企業債利息の減少によるものでございます。 

   次の目 長期前受金戻入、節 長期前受金戻入４億289万1,000円は、前年度比848万円の減で、

これは、資産減耗費の減少に伴うものでございます。 

   これらにより、収益的収入合計11億1,803万4,000円は、前年度比2,280万9,000円の減となってご

ざいます。 

   25ページをお開きください。 
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   収益的支出でございます。 

   項 営業費用、目 管渠費、下から３行目の節 委託料の２項目め、ポンプ施設管理委託料

1,055万3,000円は、前年度比118万円の減で、これは、昨年からマンホールポンプ施設が２か所減

少したことに加え、施設の健全度が良好な箇所について点検頻度の精査を図ったことによるもので

ございます。 

   26ページをお開きください。 

   １行目の節 修繕費の１項目めの公共下水道施設修繕料485万5,000円は、前年度比335万5,000円

の増で、これは、令和３年度よりストックマネジメント計画に基づき、環境施設の点検調査を開始

することによる修繕箇所の増加を見込んでいるものでございます。 

   27ページをお開きください。 

   目 総係費、上から６行目の節 委託料の１項目め、使用料徴収委託料2,949万円は、前年度比

95万円の増となってございます。水道事業が大阪広域水道企業団に統合されることに伴い、算出方

法の見直しを実施してございます。その３つ下、経営改善支援業務委託料257万4,000円は前年度か

ら皆増で、これは、下水道ビジョン（経営戦略）に基づき、下水道使用料の見直しと新たな算出基

準の導入検討を令和３年度、４年度の２か年で実施するに当たり、支援業務を委託するものでござ

います。 

   次に、目 流域下水道維持管理費、節 負担金１億6,913万7,000円は、前年度比302万3,000円の

増で、これは、流域下水道維持管理費の市町村負担金の増加によるものでございます。 

   28ページをお開きください。 

   項 営業外費用、目 支払利息及び企業債取扱諸費、節 企業債利息8,673万5,000円は、前年度

比1,148万4,000円の減で、減少傾向が継続しているものでございます。 

   これらにより、収益的支出合計10億7,826万1,000円は、前年度比4,937万1,000円の減となってご

ざいます。 

   29ページをお開きください。 

   資本的収入及び支出の部でございます。 

   収入の第１項 企業債、目 企業債の公共下水道事業債３億3,870万円は、前年度比8,280万円の

増で、これは、建設事業費の増加によるものでございます。次の流域下水道事業債3,730万円は、

前年度比150万円の増で、これは、流域下水道建設負担金の増加によるものでございます。次の資

本費平準化債１億6,000万円は、前年度比1,000万円の減で、これは、資本費平準化債発行可能額の

減少によるものでございます。 

   次に、項 補助金、目 補助金、節 国庫補助金の社会資本整備総合交付金につきましては、令

和３年度より、整備計画に基づく工事に係る交付金を通常分、ストックマネジメント計画に基づく

更新工事に係る交付金を防災安全分として区分することにより、建設事業費の財源をより明確にし

てございます。社会資本整備総合交付金（通常分）１億1,220万円は、前年度比1,720万円増で、こ

れは前述のとおり、建設事業費の増加によるものでございます。次の防災安全分1,540万円は、前

年度比540万円の増で、これは、更新工事における国補助金事業が増加したことに加え、新たな取

組として管渠の点検調査の実施によるものでございます。 

   次に、項 他会計出資金、目 他会計出資金9,129万8,000円は、前年度比2,250万4,000円の減で、

これは、企業債元金償還金の減少に加え、令和３年度は基準外繰入金の削減ができたことによるも

のでございます。 

   これらにより、資本的収入合計７億6,366万9,000円は、前年度比966万円の減となってございま

す。 

   30ページをお開きください。 

   支出の第１項 建設改良費、目 建設事業費の上から８行目の節 委託料につきましても、資本

的収入でもご説明しましたように、令和３年度より整備計画に基づく委託料整備分、ストックマネ
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ジメント計画に基づく委託料を更新分として区分することにより、建設事業費の内訳をより明確に

してございます。実施設計委託料（整備分）5,382万円は、前年度比2,579万9,000円の増となって

ございます。実施設計箇所につきましては、令和４年度以降に工事予定箇所である小垣内地区及び

南小学校の排水ルートの下流域である朝代・和田地区の詳細設計業務を予定してございます。次の

調査委託料（更新分）957万5,000円は前年度から皆増で、これは、ストックマネジメント計画に基

づき令和３年度より新たに実施するものでございます。調査委託箇所につきましては、自由が丘地

区及び山の手台１丁目地区の汚水管渠と、両地区から流域下水道接続箇所までの汚水幹線管路の点

検調査の実施でございます。 

   次の節 工事請負費の管渠等更新工事費は、令和３年度より長寿命化対策工事費から名称を変更

してございます。管渠等更新工事費2,969万8,000円は、前年度比348万6,000円の減でございます。

更新工事につきましては、ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプ施設のポンプ本体

２基、通報装置12基及び水位計13基の更新を予定してございます。次の公共下水道整備工事費２億

9,840万3,000円は、前年度比4,709万7,000円の増となってございます。整備箇所につきましては、

指定避難所である東小学校を含めた久保地区、熊取南中学校を含めた大宮・久保地区及び現在整備

区域の上流である小垣内地区並びに大久保地区において、汚水管路整備に加え、久保地区にマンホ

ール施設を予定してございます。 

   次の節 補償費の移設補償費（整備分）7,322万5,000円は、前年度比1,873万円の増となってご

ざいます。下水道整備に伴う水道管の移設復元工事及び移設設計業務並びにガス管の移設復元工事

となってございます。 

   次に、項 企業債償還金、目 企業債償還金の企業債元金償還金５億482万1,000円は、前年度比

7,469万円の減で、平成30年度より減少に転じてございます。 

   これらにより、資本的支出合計10億2,659万4,000円は、前年度比2,223万1,000円の増となってご

ざいます。 

   31ページから36ページは企業債償還明細書でございます。説明は割愛させていただきます。 

   また、令和３年度熊取町下水道事業会計予算附属資料では、公営企業会計適用の平成30年度から

収益的収支及び資本的収支の推移や整備人口、下水道使用料収入及び下水道建設事業の推移を記述

してございますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願い申し上げます。 

   最後に、一般会計からの繰入金の総額は２億8,350万6,000円となり、前年度比2,607万5,000円の

減となってございます。 

   以上で、議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算についてご説明を終わります。よろ

しくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で、議案第21号から議案第26号までの６件についての説明を終わります。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。 

   本日はこれにて延会いたします。ご協力ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「17時48分」延会） 

────────────────────────────────────────────── 
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令和３年３月定例会会議録（第３号） 

 

月  日 令和３年３月８日（月曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり13名であります。 

  １番 田中 圭介    ２番 大林 隆昭    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 坂上 昌史    ５番 田中 豊一    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 文野 慎治    ９番 二見 裕子    10番 渡辺 豊子 

  11番 河合 弘樹    12番 矢野 正憲    13番 江川 慶子 

  14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 南  和仁 

教 育 長 勘六野 朗 総 合 政 策 部 長 明松 大介 

総 合 政 策 部 理 事 野津  惠 
総 合 政 策 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 住 民 部 長 巖根 晃哉 

健 康 福 祉 部 長 山本 雅隆 都 市 整 備 部 長 矢部 義雄 

都 市 整 備 部 理 事 

兼 道 路 課 長 
白川 文昭 都 市 整 備 部 理 事 田中 耕二 

会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 上 下 水 道 部 長 山戸  寛 

教 育 次 長 阪上 敦司 
教育委員会事務局 

統 括 理 事 
吉田 茂昭 

教育委員会事務局理事 林 栄津子   

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 藤原 伸彦 書 記 瀨野 裕三 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

  議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算 

  議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算 

  議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算 

  議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は13名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和３

年３月熊取町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）なお、発言される方は、起立の上、マスクを着けたままで発言していただきますよ

うお願いいたします。 

   それでは、本日の日程に入ります。 

   令和３年度町政運営方針及び各会計予算の諸議案について、会派代表質問の通告がありましたの

で、順次発言を許します。 
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   初めに、日本共産党熊取町会議員団を代表して、坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）それでは、私のほうから、日本共産党熊取町会議員団を代表いたしまして、令和

３年度の予算及び町政運営方針に関する会派代表質問をさせていただきます。 

   まず、１点目は、新型コロナ対策としての住民への支援策についてであります。 

   これまで本町では、新型コロナの影響で大変厳しい状況に置かれている町民への様々の支援策を

実施してきました。現在、新規感染者数が減少傾向にあるとはいえ、首都圏では緊急事態宣言が再

度延長されました。感染症対策を緩められる状況にはなく、住民の生活困難は継続しています。こ

ういう状況の下で熊取町に求められていることは何かと考えて、提案させていただきたいと考えて

います。町独自の財源も入れて、ＰＣＲ検査の拡充、そしてまたワクチン接種と並行して、これま

での支援策の継続、拡充が必要かと考えます。 

   そこでお尋ねします。まず第１に、小・中学校、保育所等の給食費の無償化、水道基本料金半額

免除を継続してはいかがでしょうか。そして２点目に、ひとり親家庭など経済的に困難な世帯向け

に、町独自の給付金ないしは商品券等を検討すべきではないでしょうか。この２点について、まと

めて答弁をお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、１点目の小中学校、保育所等の給食費無償化、水道基本料金半

額免除の継続と、２点目のひとり親家庭など、経済的に困難な世帯向けの町独自の給付金や商品券

等の検討につきまして、併せて答弁申し上げます。 

   さきの２月19日開催の議員全員協議会において報告いたしましたとおり、国の第３次補正予算に

より地方創生臨時交付金が増額され、約１億9,800万円の本町の交付限度額が示されたところでご

ざいます。地方創生臨時交付金活用事業につきましては、議員皆様方から事業のアイデアをいただ

きながら、現在検討しているところでございます。 

   活用事業の検討に当たっては、令和２年度に実施した第１弾、第２弾の熊取町版緊急生活・経済

支援と同様、国の３次補正によるメニューや大阪府の地域経済・生活支援メニューの動向を注視し

ながら、重複を避ける意味も含めて、新型コロナウイルス感染症の影響により、本町において厳し

い状況に置かれた住民の皆様への独自支援となるよう、議員ご提案の小・中学校、保育所等の給食

費無償化、水道基本料金半額免除の継続と、２点目のひとり親家庭など経済的に困難な世帯向けの

町独自の給付金や商品券等の検討についてもしっかりと検討してまいります。 

   なお、地方創生臨時交付金活用事業の詳細につきましては、３月15日開催予定の議員全員協議会

において説明の上、３月29日に追加議案として予算案をお示ししてまいりますので、よろしくご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）この点につきましては、一般質問で他の議員からも新たな支援策についての質問

があり、その折もただいまの答弁と同様の答弁であったかと思いますが、国・府の施策との重複を

避けつつ、町としての施策をしっかりと検討していくと。ただ具体的な内容については３月15日の

議員全員協議会、その場で報告したいということで、この場では具体的にはちょっと答弁は遠慮し

たいと。現時点で大体固まっているんですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）ほぼ、今鋭意作業中ということで、固まりつつございます。 

   さきの渡辺議員の一般質問で住民部長が答弁申し上げましたとおり、売上げ減少が50％未満への

町独自の支援金につきましては第２弾で実施しましたけれども、実績が見込みを大きく下回ったと

いうことで、こちらの支援策ではなくて、住民部長が答弁申し上げましたとおり、生活支援と経済

支援の双方に効果のある地域振興券の配布、こちらの支援策は２つの会派や、また多くの議員のほ

うからもご要望いただいておりますことからも、積極的に検討してまいりたいというふうに考えて
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おります。 

   詳しくは、15日の議員全員協議会でその他の支援策と含めてしっかりとご説明申し上げたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）分かりました。 

   ただいまの答弁の中で、町独自の困窮事業者の給付金の利用が少なかったということなんですが、

それはどういう事情なんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）実際、当初見込んでおったよりも実績として、渡辺議員のときにも報告した61

件というところでございました。これにつきましては、まず対象が50％未満の売上げ減少というと

ころで、国の持続化、大阪府の休業、休業要請外の方を見込みとして約７掛けで積算しておったん

ですけれども、恐らく、一つ考えられるのは国や府の対象にほぼ該当しておったのかなというのが

まず１点と、もう一方は、これはどういうふうに発言していいのかあれなんですけれども、例えば、

確かに売上げは減少して困っているんやけれども、手続的に手間やというような方で実際に申請さ

れなかったというケースも考えられるのではないかと考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）はっきりとした理由はちょっとつかみかねるというところでしょうか。 

   私ども、地元の事業者等と対話している範囲でも、かなり多くの方が国の持続化給付金を活用さ

れていると。こういう地元の小さい事業者で国の制度を活用できるんかなとこっちが不安に思うよ

うな方でもいろいろと工夫されて、ほかの商工会とかいろんなところからアドバイスも受けながら

持続化給付金を活用されているという方もかなり多いように見受けました。また、府の支援金につ

いても活用されていると。 

   そういう中で、実際にはかなり多くの方が国・府の制度を活用されたということで、町のそうい

う困窮事業者への給付金の利用が少なかったということかと思いますが、ということは結局、それ

に予定した財源が言えば余ってしまったということにもなりますよね。その分について、ぜひ有効

活用といいますか、考えていただきたいと思っておりますが、先ほどの答弁では地域振興券といい

ますか、そういう商品券のような形で今現在検討しているということをおっしゃっていただきまし

た。それはぜひ実行していただきたいと思っております。 

   給食費の無償化等につきましても検討はしていただいているようなんですが、ここでは明確には

答弁できないということで、近隣の泉佐野市でも給食費の無償化の継続という情報も入っておりま

す。ぜひ、その点につきましても積極的に実現できるよう検討していただきたいとお願いしておき

ます。 

   住民への支援策の３点目でありますが、緊急小口資金や総合支援資金、また休業支援金などの受

付期間の延長ということが国のほうから知らされております。これについて、熊取町でもホームペ

ージを見ましたところ、私の質問通告以後であったかも分かりませんが、一定の改善はされている

ようなんです。さらに、より一層ホームページ等で分かりやすいお知らせ、住民への周知が必要か

と思います。そういう努力はされていますか、ご答弁をお願いします。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の新型コロナ対策、住民の支援策、３点目、緊急小口資

金や総合支援資金の受付期間等の延長についてのお知らせにつきましてご答弁申し上げます。 

   まず、私のほうからは、緊急小口資金及び総合支援資金につきましては、各市町村社会福祉協議

会で申請の受付を行い、大阪府社会福祉協議会で審査、貸付けを行う事業となっております。本町

の受付業務を行っております熊取町社会福祉協議会に確認したところ、緊急小口資金及び総合支援

資金の新型コロナウイルス特例につきましては、これまで案内チラシやホームページ等でも申請期
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限や期限の延長についての記載はされておりませんでした。最終の申請期限が令和３年３月31日と

定められ、申請期限が近づいていることから、貸付けを検討されている方の期限内の申請を促すた

め、町の広報紙と同時配布しております「社協くまとり」３月号へ記事が掲載されるとともに、ホ

ームページにおいても周知されております。また、本町ホームページにおきましても、新型コロナ

ウイルス感染症関連のページに熊取町社会福祉協議会ホームページにリンクさせることにより、両

資金の周知を図っておるところでございます。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）それでは、周知のところの休業支援金の受付期間の延長等について、住民部の

ほうから答弁させていただきます。 

   新型コロナ対策としての事業者向け支援策としましては、国における持続化給付金、大阪府及び

市町村共同による休業要請支援金、大阪府における休業要請外支援金に、町独自支援策である困き

ゅう事業者特別定額給付金などがございました。 

   また、２回目の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、大阪府では営業時間短縮等の要請にご協

力いただいている飲食店等へ１店舗当たり１日６万円を支給する大阪府営業時間短縮協力金を新た

に支給することとし、国においては、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移

動の自粛により売上げが50％以上減少した中小法人・個人事業者の皆様には、緊急事態宣言の影響

緩和による一時金として、中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円を支給することとされ

てございます。本町におきましては、こうした支援策について、情報が入り次第、逐次町ホームペ

ージに掲載して周知してまいりました。 

   分かりやすいお知らせとのことでございますが、町ホームページ、トップページ「重要なお知ら

せ」のところに、先ほど健康福祉部長も申し上げました「新型コロナウイルス感染症関連」としま

して、経済支援を含めたコロナに関する様々な情報をまとめて掲載させていただいております。 

   また、電話等での問合せに対しましても、知り得ている情報の範囲になりますが丁寧に対応する

とともに、国や大阪府のコールセンターやホームページを案内させていただいてございます。 

   今後におきましても、国や府の支援に関する情報収集に努め、できるだけ早期に町ホームページ

に掲載するなど周知に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせて

いただきます。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ホームページを見ますと、自治体ごとに新型コロナ関連の情報が大体まとめて掲

載されております。熊取町の場合も、新型コロナ関連で検索すると、住民に対して注意を促すよう

な情報でありますとか、あるいはワクチン接種に関する情報、そして、ちょっと下のほうになりま

すけれども、住民向けの支援策、経済支援策、町独自の支援策も含めて国・府の制度等がずっと順

番に検索できるように表示されているんですが、その中に緊急小口資金、総合支援資金あるいは住

居確保給付金のことも含めて受付期間の延長に関するそういうことがちらっと書かれていて、そこ

をクリックすると、そこから社協でありますとか、あるいはその他のコールセンターの窓口へ案内

するような、そういうふうな状態になっております。そういう点では一定工夫はされているかと思

うんですけれども、まだ改善の余地があるのではないかなと思います。 

   あちこち見ておりますと、近隣では岸和田市の案内が一番親切ではないかなというふうに感じま

した。岸和田市の場合には、岸和田市のトップページで「重要なお知らせ」という項目がありまし

て、新型コロナ関連の情報にそこから入っていけるようになっていて、そこをクリックすると、直

近の情報で住民に対してどういうふうに注意してほしいかというようなことをまず書いてあって、

その後で、すぐに住民への様々な支援策が岸和田市の支援策と国・府の支援策が一覧で出てくると。

ただこういう支援策がありますという項目だけじゃなくて、その具体的な内容もある程度概略が分

かるように、今日は資料をお配りする余裕はなかったですけれども、一番最初に緊急小口資金、総

合支援資金の案内が出てまいります。 



－１３５－ 

   その後で、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、先ほど巖根住民部長の答弁を聞

いておりますと、ちょっと私の質問の聞き方が悪かったのか勘違いされておるのか、休業支援金と

いうのは事業者への休業要請に関する支援金のことではなくて、各事業所で働く労働者向けの休業

支援金・給付金と言われています。ここでは給付金という表現は省略しましたけれども、休業支援

金・給付金と呼ばれている、言わば雇用調整助成金の対象にならないといいますか、休業手当を受

け取ることのできなかった労働者が自分自身で申請して、休業を指示されたこと、仕事ができなか

った、そのことに対して賃金の８割を国が補償すると、そういう制度なんです。それは事業者の協

力も必要ではありますけれども、働く方がそれを申請すれば、一定の要件を満たせば休業期間に応

じて給付金が頂けると。この制度につきましても他の制度と同様、どんどん申請期間が延長延長と

なっておりまして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金につきましては、令和３年

１月から４月まで休業したその対象期間については、申請期限が令和３年７月31日までというふう

に延長されております。だから、直近で令和３年度に入ってからの休業については、７月31日まで

に申請すれば休業支援金を受け取ることができると。また、前年度の分についても申請期間が３月

31日まで延長されておりますので、前年度分の休業支援金・給付金の申請をしていなかった、漏れ

ていたという方は、３月31日までに申請すれば休業支援金を受け取ることができるというふうにな

っております。 

   ただ、これも働いている方にとっては事業者の協力も得ないと駄目だし、一定、書類申請でそこ

そこの手間といいますか、煩わしさも発生するので、こういう制度があってもなかなかそれを利用

していない方が多いんですけれども、制度そのものを知らない、そういう制度があるのを全く知ら

なかったという方も非常に多いというふうに聞いております。ですから行政からすれば、この休業

支援金の制度はあるということ、そしてまた、申請期限が７月31日まで延長されているということ

をきっちりとお知らせすることが非常に大事だと思われます。 

   ちょっと私の質問の仕方が悪かったのかも分かりませんが、休業支援金については、町のホーム

ページで検索しますと、中小企業の事業者向けの制度についてのところをクリックすると、そこか

ら出てくるんです。だから、事業者向けの案内の中にこの休業支援金が一緒に含み込まれてしまっ

ていて、だから、町のトップページから入ってくる最初の一覧の中では休業支援金がここに入って

いるということが分かりにくい、そういうふうになっていると思います。その辺の改善はいかがで

すか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）議員がおっしゃっている休業のところについても重々承知の上で、まずは経済

支援のところで、先ほど議員がおっしゃられていたように、私どもはコロナ関連のところに入って

いただきまして、緊急生活支援、経済支援というくくりの中で様々な支援給付金を一覧で上げさせ

ていただいております。そこの立てつけというのはつくり手によっていろいろ出てくるかと思うん

ですけれども、議員がおっしゃるように、私どもも近隣ので、確かに私も岸和田市を確認させてい

ただきました。だから、今、議員がおっしゃっているところというのは、まさに要は事業者のとこ

ろを見るんではなくて個人という形になるんで、ホームページの階層の入り方としては、支援とい

うところの次に個人向け、事業者向けというところをつくって入れば分かりやすいんじゃないかと

いうふうに理解してございます。 

   その辺につきましては、これはもう経済支援だけではなくてほかの生活支援のところにもかかっ

てくることでございますので、今後はホームページを担当する部署とも連携、調整をしながら検討

してまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ありがとうございます。 

   ホームページを改善するというのはなかなか大変な作業かと思います。しかも近々全面的なリニ

ューアルも予定されているということのようなんですが、ただ、コロナ禍の中において行政として
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住民にとって役立つ情報を分かりやすく、そして迅速にお伝えしていくというのは非常に大事な仕

事かと思いますので、ホームページを管理する部署もなかなか大変かと思うんですけれども、ぜひ、

その点は緊急に力を入れて改善に取り組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）ホームページ担当部署として答弁させていただきます。 

   第１次のときもそうなんですが、第２次のときもホームページの重要なお知らせのコロナ関連と

いうところでしっかりと住民に周知させていただいたわけなんですけれども、今般の第３弾を公開

するに当たりましては、議員ご提案の岸和田市の形なんかも参考にしながら、住民がより分かりや

すい、また、事業者がより分かりやすいといった、そういった公開に努めてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ありがとうございます。 

   私ども、議員の立場で極力いろんな情報にはアンテナを張っているつもりなんですけれども、そ

れでも、国の制度がどんどん変わっていって、いつの間にやらこの制度が申請期限延長になってい

たというふうに思うことが度々ございます。住民の方々にとっては非常に大事な情報ですので、そ

ういう大事な情報が確実に住民の方々に伝わるように、ぜひ努力していただきたいというふうにお

願いしておきます。 

   大きな２点目、子ども医療費助成に移りますが、子ども医療費助成の18歳までの拡充についてお

尋ねいたします。 

   熊取町では、子ども医療費助成の対象年齢は入院、通院ともに中学卒業までとなっています。２

年前に私ども共産党議員団の江川議員が、その当時、私は議長しておりましたが、会派代表質問で

質問した際には、大阪府下で８自治体が18歳までとなっており、熊取町は平均並みという状態でし

た。その後、18歳まで引き上げる自治体が次々と増えている状況であります。近隣では、貝塚市は

令和３年度の４月から18歳まで引き上げるということも聞いております。 

   子育て支援策の拡充、転入・定住促進という観点からも子ども医療費助成を18歳まで拡充するこ

とをぜひ積極的に検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、子ども医療費助成の18歳までの拡充についてご答弁申し上げま

す。 

   本町では、もうご承知のとおり、平成27年４月に助成対象を拡充し、現在、中学校卒業年度末ま

でを対象に入院・通院とも助成を行っているところでございます。令和３年１月現在、府内では43

団体中24団体が同じ対応となっております。 

   また、18歳年度末までを助成対象としておりますのは府内全体では19団体で、近隣では田尻町と

岬町がこれに該当し、令和３年度から貝塚市が18歳年度末まで拡充する予定と伺っております。 

   さらに、全国の状況では、厚生労働省の調査において平成31年４月時点で６割弱が中学校卒業年

度末まで、約４割が18歳年度末までを助成対象としており、現状での本町の実施状況は標準的な水

準であるというふうに考えております。 

   子ども医療費助成に係る費用につきましては、現行の中学校卒業年度末まででも、令和元年度決

算において補助金を除く一般財源負担が年間で約１億1,000万円となっており、仮に18歳年度末ま

で拡充した場合、さらに年間約2,500万円の追加負担が見込まれるため、対象の拡大につきまして

は、これまでの答弁と同様、慎重に検討を進める必要があると考えております。 

   本町といたしましては、将来にわたって本制度を維持・継続させていくためにも、より安定した

財源を確保するべく、引き続き国や大阪府における補助制度の創設や拡充に向けた要望を行うとと

もに、本町の財政状況や他の自治体との行政サービスのバランスも考慮しながら検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）このテーマにつきましては、一般質問で田中圭介議員も質問しました。その際の

答弁と基本的には同じ答弁であったかと思いますが、確かに子ども医療費助成、18歳まで引き上げ

ると約2,500万円ですか、新たな町独自の負担が発生するということで、なかなか難しいと。引き

続き国・府に要望していくということのようなんですが、国・府に対して要望して、できましたら

国の制度として子ども医療費助成を実現してほしいと思いますし、また大阪府としても、就学前ま

でではなくてもっと対象年齢を引き上げてほしいと我々も思っております。共産党議員団としても、

毎年大阪府に対してそういう要望交渉も続けております。 

   国・府に対して要望を続けながら近隣の自治体の動向を注視しつつやっていくということのよう

なんですが、先ほどのご答弁の中で、現在のところ18歳まで拡充しているのは大阪府下では19団体

という答弁であったんです。それは確かに現時点ではそうかと思いますが、先ほども言いましたよ

うに、貝塚市が新年度から18歳までに引き上げると。新年度でさらに18歳まで引き上げる自治体が

ほかにないのかと調べましたら、羽曳野市、和泉市も令和３年４月から18歳までに引き上げるとい

うことが情報として分かりました。羽曳野市、和泉市、貝塚市、この３市を入れますと、結局19団

体ではなくて22団体ということになります。なおかつ、その22団体の中で大阪市も入っており、堺

市も入っているということで、人口的にいうと大阪府の圧倒的多数の方々が子ども医療費助成に関

しては18歳までというふうなことになってきております。 

   ただ、大阪市の場合は若干所得制限が入っておりますけれども、また、ほかの自治体でも拡充に

合わせて若干新たに所得制限といいますか、そういうのを入れたりとか、あるいは入院中の食事療

養費は対象外にするとか、何とか財源を工夫しながら18歳まで広げようという、そういう様々な努

力をされているようなんですが、先ほどの答弁の中で、本町は標準的な実施状況と言われましたけ

れども、大阪府下だけ見ても新年度においては22団体ということで、これはもう数からいっても人

口的に見ても過半数が18歳まで拡充された状況の下で、子ども医療費助成を受けるということにな

ってきております。 

   そういう状況の下で、確かに財政的には厳しいんでしょうけれども、子育て支援に力を入れる熊

取町として、なおかつ、コロナ感染の下で生活が厳しい、生活困難な世帯も増えているという状況

の下では、子ども医療費助成の拡充は財政的に厳しいけれども思い切って決断するということも必

要かと思うんです。その辺、町長はどうお考えでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）議員ご指摘のとおり、18歳年度末までというのが増えてきておるというの

は、我々も十分承知はしておるところでございます。ただ、子ども施策、子育て施策というのは乳

幼児医療だけというわけではございませんで、町としては、やはりバランスの取れた子ども施策、

それがこれからの将来の熊取町を担っていく子どもたちのために必要なものを考えていく必要があ

ると。この経済的な支援も重要な施策の一つであるということは十分認識はしてございますが、そ

れだけではないと。熊取町は、もっと子育てのまちとして他市町村に引けを取らない、あるいは、

関西でも熊取町だけである、そういったホームスタート事業であるだとか、こういったことも展開

しております。総合的に子育て施策というのを考えていく必要があるというふうに考えております。 

   それから、やはりこの助成制度を一旦拡充すると、その制度をこれから維持し続けなければなり

ません。今現在、中学校末まででも１億円を超える額になっております。さらに、医療費というの

は毎年上がってまいっております。そういったことも総合的に考えていく必要があるので、慎重な

対応をお願いしたいというふうに申し上げておるところでございます。ご理解いただきますようお

願いいたします。 

議長（矢野正憲君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）山本部長がご答弁させていただきましたけれども、大体そのようなところで考えて

いるのが現状です。ただ、これからも社会変動というものがあると思います。熊取町の財政状況を
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勘案しながら、その中で総合的なバランスをまた考慮しながら、子育て支援の方策については考え

ていきたいと思います。 

   部長が申し上げましたように、近隣自治体と比較する中で熊取町が一歩、二歩リードしている、

そういう子育て支援もあろうかと思います。これまで議員の皆さん方とはいろいろな子育て支援の

ことについてご議論していただいた中で、熊取町がリードしている部分もありますし、今回のよう

に近隣では貝塚市がそういう形で熊取町よりは一歩リードするというふうなことになろうかと思い

ますけれども、これは、それぞれのまちの財政状況なりを勘案した中での施策の一環だというふう

に考えております。 

   そういった中で、全体的に総合的に見て、部長が申し上げましたように、引けを取らない、そう

いった子育て支援策をこれからも前向きに検討していきたいというふうに思っております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ありがとうございます。 

   確かに熊取町は、子ども医療費助成のみならず、様々な形で子育て支援に関してはきめ細かな

様々な施策を実施していただいております。そしてまた、学童保育事業につきましても近隣自治体

に比べて極めて質の高い学童保育事業が展開されているというふうに考えております。そういうこ

とから考えて、子ども医療費助成だけが子育て支援ではないと。総合的に考えて、今後の財政状況

も見ながら検討していきたいということで、取りあえず、その点につきましては了解というわけで

はございませんが、現時点ではその程度にしておきます。 

   大きな３点目の緑の基本計画（緑化対策）の推進についてお尋ねいたします。 

   町政運営方針で、みどりの基本計画に基づき、緑化対策を推進すると説明されました。熊取町は、

奥山雨山自然公園など町域全体で見れば緑が豊かですが、市街化区域における緑の割合（緑被率）

は低くなっています。公園整備、宅地開発における緑化の推進、農地の保全など、総合的な対策が

必要と思われます。具体的な緑化推進の対策をお示しください。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）それでは、ご質問の３点目、緑の基本計画（緑化対策）の推進について

ご答弁申し上げます。 

   みどりの基本計画は、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関し総合的かつ計画的に実

施することを目的として策定するもので、本町では平成22年３月に策定後、平成30年３月に令和９

年までを計画期間として改定を行ったもので、緑被率を町域内で見ますと、議員ご指摘のとおり、

市街化区域が低くなっております。 

   市街化区域内における緑化につきましては、みどりの基本計画では、市街化区域内に所在するＪ

Ｒ熊取駅、煉瓦館、図書館、長池オアシス公園の周辺をそれぞれみどりの拠点と位置づけており、

拠点中、長池オアシス公園につきましては令和元年度より３か年で整備工事を行うとともに、緑化

活動につきましてもＮＰＯ法人との協働事業により令和３年度より実施予定としております。また、

ＪＲ熊取駅前夢広場におきましても、町制施行70周年記念事業としてシンボルツリーの植樹をはじ

めとした緑化を行う予定でございます。そのほか、直近では民間事業者からパンジーの苗１万本を、

ＮＰＯ法人からは桜の苗木を14本寄贈・植樹いただくなど、ＮＰＯ・住民・事業所等との協働によ

り、それぞれ公共施設や福祉施設の緑化を図ったところであり、こういった協働の視点での緑化の

推進はもちろん、引き続き、熊取町開発指導要綱に基づく民間事業者による開発時の公園設置や建

物の敷地内の緑化に努めるとともに、市街化区域内における農地の保全等につきましても農業従事

者等のご意見をいただきながら検討を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ありがとうございます。 
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   熊取町に来られた方は、緑が少ないとか殺伐としているとか、そういう印象をお持ちの方はあま

りないと思いますけれども、町域が狭いので、永楽ゆめの森公園、あるいは奥山雨山自然公園、そ

ういうところにも比較的短時間でたどり着けるということもありますので、町域全体として見れば

確かに緑がまあまあ豊かかなという、そういう印象はあるんですけれども、私の質問の中でも申し

述べましたように、市街化区域における緑の割合、緑被率が低いという状態になっております。 

   答弁の中では、熊取駅、そして煉瓦館、図書館周辺、長池オアシス、そういった拠点を整備して

いくことでありますとか、あるいは、開発指導要綱に基づく住宅開発に伴う緑化推進、そしてまた

農地の保全等、様々な角度から緑化対策に力を入れているということをおっしゃっていただきまし

た。その点で確かに大いに努力していただいているかと思うんですが、若干疑問に思っている点を

再質問させていただきます。 

   まず、一つは農地の保全ということなんですが、農地の保全に関連して、みどりの基本計画の中

では、市街化区域内農地について生産緑地地区の指定などによる保全策を検討しますというふうな

ことが書かれております。市街化区域内の農地というのは、農業されている方は別にあえて環境の

ためとか緑の保全のためということは考えておられないでしょうが、実質的には、環境に対してそ

ういう緑を保全するという意味で農地が大きな役割を果たしているかと思います。 

   ところが、市街化区域内農地においては次々と農地が宅地に替わっていくということが続いてお

ります。それは、特に駅周辺でありますとか比較的駅に近いところ、現在も地価、土地の価格が下

がった状態が続いております。以前と比べれば駅近くの宅地も購入しやすい状況にありますので、

ある程度やむを得ない面もあるんですが、農地がどんどん宅地に変わってきております。 

   そういう中で、生産緑地地区の指定などによる保全策を検討するとあるんですが、その点は現状

いかがなんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）生産緑地地区の指定についてということで答弁を申し上げます。 

   生産緑地地区につきましては、熊取町内では過去、検討はされたということなんですけれど、現

状、まだ指定というふうなところまでにはいっていないという状況でございます。都市の緑地保全

という観点、都市の緑被率の向上とか緑化率の向上とかそういったことで、基本計画で一応検討す

るというふうに書いておりますので、そこは農業従事者のご意向も踏まえつつ、導入するかどうか

ということについても引き続き検討はしてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）これは、農業関係者の意向がありますので、農業従事者の側が熊取町では生産緑

地指定を望まない方が多いんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）たしか過去、平成13年頃に、農業従事者の方も含めて生産緑地の制度につ

いて研究会ということが何回か行われたというふうに聞いておりまして、その中で、生産緑地の希

望をされた方はいなかったというふうに聞いております。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）生産緑地の指定を希望する方がおられなかったということですか。ということは、

熊取町では生産緑地地区の指定による保全策というのは、現実問題としてはかなり難しいというこ

とになってくるんですか。その点はいいですわ。 

   なかなか生産緑地という形で農地を保全していくというのは、現実問題としては、これは農業者

の意向の問題もありますので、農業者自身がそれを望まないというんであれば、もうこれはいかん

ともし難いということになってくるかと思います。 

   一方で、開発指導要綱に基づく緑化推進というのがあるんですが、熊取町では開発指導要綱に基

づいて指導していただいているかと思うんですけれど、みどりの基本計画の中では、開発地におけ
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る緑地協定など住民主体の緑の保全というのがあります。この緑地協定ということについてちょっ

と説明いただけますか。 

議長（矢野正憲君）答弁できるか。矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）申し訳ございません。手元に資料がないので、それが入り次第、後ほど答

弁させていただきます。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）開発指導要綱については、そこで全般的な緑化の協力要請というのがまず冒頭に

あって、そしてその次に、１ヘクタール以上の開発についての町に対する緑化計画の協力要請が第

２段目にあって、そして第３番目に、1.5ヘクタール以上の開発について緑地協定を結ぶというふ

うなことが書かれていたかと思います。 

   その点について、１ヘクタール以上ないしは1.5ヘクタール以上の開発については一定の指導と

いいますか、規制がかかるんですけれども、１ヘクタール未満の開発については特に規定はないん

ですよ。１ヘクタールというのは結構大きいですよね。１ヘクタールというのは100メートル掛け

る100メートル、１万平方メートル。だからそこそこの大きさだと思うんですけれども、そういう

１ヘクタールを若干下回る開発については緑化に努めていただきたいみたいなね、何かそういう総

括的な表現はありますけれども、具体的な縛りというのは何らないということになっています。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）１ヘクタール未満の開発につきましては都市計画法に基づき公園を設置す

るようにということが書かれておりまして、１ヘクタールは１万平方メートルなんですけれど、

3,000平方メートル以上１万平方メートル未満の開発につきましては、その開発面積の３％の公園

を設置するということが都市計画法で定められています。それに基づいて３％の公園を設置すると

いうことになります。 

   ただし、昨年条例を制定させていただきましたが、既存の公園から250メートル以内の範囲につ

きましては、公園設置に代わって負担金を開発者から町に支払っていただくという制度をつくりま

して、実際、3,000平方メートル以上１万平方メートル未満の開発につきまして公園が設置されな

いという場合も存在しておるという状況でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）町の条例を改正して、結局、公園設置についてはちょっと条件を緩めているんで

すよね。それは当然のことながら承知しておりますけれども、住宅開発の事業者に対して、公園と

いう形で緑化すること以外に宅地そのものに関して緑化を協力要請していくというのは、実際上な

かなか難しいと思います。宅地の１戸当たりの区画面積もありますので、住宅そのものについて緑

化してほしいということを具体的に要請していくというのはなかなか困難であるかと思うんですけ

れども、どうも見ておりますと、最近の住宅は全く緑のない住宅が、ご存じかと思いますけれども

非常に増えております。これは生活スタイルが変わってきているのでやむを得ないかもしれないん

ですけれども、ガレージは２台分ないしは３台分確保してあるけれども、いわゆる庭といいますか

植樹、そういったことは一切何もないと。だから住宅の建てるスペース以外は完全にコンクリート

のような、そういう住宅が増えております。 

   １ヘクタール未満の開発で、そういう緑のない住宅地がどんどん増えているという状況が進行し

ているんです。なおかつ公園設置についてもちょっと条件を緩めて、もちろん、その一方である程

度のまとまった形で公園を整備していくということがもう一方にありますので、緑の確保というの

は必ずしも住宅地だけではないんですけれども、住宅開発の中での緑化、緑ということも何らかの

形でぜひ開発指導要綱の中に盛り込めないものかと思うんです。その辺はいかがですか。 

議長（矢野正憲君）矢部都市整備部長。 

都市整備部長（矢部義雄君）今、議員おっしゃる住宅自身の緑化というのは、やっぱり住宅の所有者に
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維持管理なりをやっていただく必要もあるので、その住宅に住まれる方のライフスタイルなどによ

ってくるので、必ず設置しろとかいうことはなかなかちょっと……。要は指導するのはなかなか難

しいのかなということなんですが、開発指導要綱にも緑化の促進ということの観点で何か盛り込め

ないかというのは、一度検討させていただきたいと考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）その点よろしくお願いしたいと思います。 

   最後に１点だけ、みどりの基本計画の中で若干疑問に思う点がありましたので、その点だけ確認

させていただきます。 

   みどりの基本計画の中では、緑被率の確保目標として、これは大阪府の基準に基づいて市街化区

域の緑被率の目標を20％としているんです。だから、目標年度が2027年ですけれども、その時点に

おける緑被率を20％と目標設定しているんですが、みどりの基本計画の26ページを見ますと、目標

年次のところで12.57％、現在、2017年の時点で11.82％で、緑被率の変化が１％もないという状況

なんです。だからこれは、大きな目標は20％だけれども、現実的な目標はなかなか難しいからほん

のちょっとだけ上げているという、そういうことなんですか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）平成29年度の時点での緑被率は議員おっしゃるとおり町内で11.8％、10

年後の令和９年の目標は、あくまでもやはり緑被率は20％というふうに考えております。 

   １点だけ、緑被率は、答弁でも申し上げましたとおり、市街化区域内農地はやっぱり低くなって

おるんですけれども、住民１人当たりの緑地面積、これもちょっと古いデータで、両方とも大阪府

が29年にやっていただいている調査なんです。このデータ上でいきますと、１人当たり本町は23平

方メートル、他市町村、近隣市町村を見ますとおおむね10平方メートル以下というところが多いと

いうところで、本町は決して近隣に比べて少ないというよりも、市街化区域内の緑地は結構高いと

いうふうなところです。ただし、目標とするところはまだもっと高いところを目指しておるという

ようなところでご理解いただければと思います。 

議長（矢野正憲君）まとめてください。 

14番（坂上巳生男君）分かりました。 

   時間がまいりましたので、引き続き、様々な角度で緑化の推進に努めていただきたいと思います。 

   みどりの基本計画について質問しようと考えたのは、今回の町長の町政運営方針の中で、国連で

目標として定められたＳＤＧｓ17項目を念頭に置いて、自治体としてもＳＤＧｓの達成のために頑

張っていくということを町長自らおっしゃっておられたので、そういう観点からも緑化推進、緑を

増やすということが非常に大事であろうと考えて、テーマに入れさせていただきました。どうもあ

りがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、坂上巳生男議員の質問を終了いたします。 

   議事の途中ですが、議場内の換気のため、しばらくの間休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時02分」から「11時05分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、創生くまとりを代表して、大林議員。 

２番（大林隆昭君）それでは、議長のお許しをいただきましたので、令和３年度町政運営方針、３年度

予算に関して、会派を代表してご質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

   今定例会の冒頭に、藤原町長より令和３年度町政運営方針の表明がございました。令和３年度に

重点的に取り組んでいくべき施策の中にも含まれておりましたが、令和３年度は熊取町町制施行70

周年の記念すべき年となります。これまで以上に熊取町が発展していけるように、ここにおられる
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皆様の力を合わせてしっかりと取り組んでいかなくてはいけないなというふうに思っております。 

   それでは、私からは令和３年度町政運営方針の中から幾つか質問をさせていただきます。 

   主要な取組の１つ目に書かれています住民協働、住民参画についてお尋ねをいたします。 

   まずは、町政運営方針に書かれている令和３年度に行政テーマ型として６つの事業を実施すると

ありますが、その６つの事業について教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、住民協働事業についての質問の１点目、令和３年度に予定して

いる住民協働事業（行政テーマ型）の６つの事業について答弁申し上げます。 

   まず、来年度実施する住民協働事業（行政テーマ型）として採択しました６つの事業のうち、１

件目は、町のイベントにおいて、オープニングやステージ演奏を行うことで、イベントを盛り上げ、

会場のにぎわい感や一体感を演出することを目的とした熊取町演奏にぎわい事業でございます。 

   ２件目は、ＳＮＳを活用した住民主体の熊取町のプロモーションを推進することを目的としたＹ

ｏｕＴｕｂｅｒ養成講座でございます。 

   ３件目は、近年、子どもの孤食が増えるなど深刻な問題となっている中、地域の理解と協力を得

て、みんなで一緒になって夕食の場を提供し子どもの居場所づくりに貢献することを目的とした、

子ども食堂、こどもレストランでございます。 

   ４件目は、奥山雨山自然公園周辺において、紅葉の植栽などの保全活動を通じて公園周辺の魅力

の向上を行うことを目的とした、奥山雨山自然公園周辺における紅葉の保全・活用と魅力の向上で

ございます。 

   ５件目は、奥山雨山自然公園エリアを活用し、体験型学習やイベントなどを通じた環境教育を行

うことにより、環境保全と理解を促進することを目的とした、奥山雨山自然公園エリアを活用した

体験型環境教育でございます。 

   そして、６件目は、令和３年度からの新規事業となります安全・安心な地域の憩いの場となるよ

う長池オアシス公園の維持管理を行うことを目的とした、長池オアシス公園維持管理でございます。 

   以上が、令和３年度に予定している住民協働事業（行政テーマ型）の６つの事業となります。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。 

   ６つの事業を実施するということなんですが、では、継続してやっていただいていることもある

んですが、なぜ令和３年度もその６つの事業を行政テーマ型として採択したのかというのを教えて

いただけますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、続きまして質問の２点目、事業を選んだ理由について答弁申し

上げます。 

   住民協働事業（行政テーマ型）につきましては、町がテーマを設定の上、当該テーマに沿った事

業を募集し、団体が具体的な事業提案を行う協働事業となっております。 

   まず、行政テーマ型の事業選定の流れについてご説明させていただきます。 

   まず最初に、７月に役場内部において次年度に実施したい協働事業について募集をかけてまいり

ます。その後、各部局から提出された事業の目的が協働の趣旨に合致しているか、また、行政の課

題解決につながるかなどの観点で、内部庁議での審議を踏まえ、一般公募する事業を選定していき

ます。 

   そして、次の段階といたしまして、10月の１か月間をかけて広報・ホームページによりまして募

集をかけさせていただき、11月に事業担当課による審査を経て協働のパートナーを決定するという、

そういった流れになります。 

   したがいまして、ご質問のこの６つの事業を選んだ理由につきましては、各事業担当部局が協働
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の趣旨に合致し、課題解決につながるといった観点でエントリーし、内部庁議での審議を踏まえた

結果によるものでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）庁内で事業を決定して10月に募集をかけるということなんですけれど、例えば、こ

れまで１つの事業に対して２つの団体が応募してきたとか、そんなことはありましたか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）行政テーマ型といいますのが平成26年度から実施してございます。 

   １件だけなんですけれども、熊取町の魅力を町内外に発信する事業として熊取町プロモーション

バスツアーというのがあるんです。これは結果として大阪観光大学のほうがずっと事業実施をして

いただいたんですが、一度、民間の旅行会社がエントリーをしかかったところのご相談までは受け

ましたけれども、最終的には提案はなかったというところで、あとは以降、全て１者ということに

なってございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。なかなか募集しても１つの事業者、団体しか来ないという

ような感じなんです。今回、行政テーマ型では６事業を行うんですが、もう一つの団体提案型の事

業というのは、令和３年度に実施する予定はあるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）これは次の４点目の質問にもつながっていくんですけれども、我々、これ

が一番の課題かなと思っておりまして、いわゆる住民提案型、議員おっしゃるところの個別提案型

という、こちらにつきましては令和２年度、募集をかけさせていただきましたが、ゼロ件というこ

とになってございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）令和３年度に関してはゼロということなんですが、資料を見る限りでは、最近、こ

こ数年は少ないような状況が続いているという感じなんです。 

   団体提案型というのをどういうふうに捉えているのかなんですが、僕としては団体提案型もたく

さん出てきたほうがいいというふうに思っています。なかなか提案がない、実施の実績がないとい

うところに飛び込んでいくというのは、なかなかそれがそもそもハードルが高いんかなというふう

に思うので、やっぱりたくさん提案が出てくるというような状況をつくっていかないといけないん

だろうなと。たくさんある中からプレゼンしていただいた中で、熊取町に対しての重要性だとか将

来性というようなものを見て、その中で採択していくということをしていかないと、なかなか住民

提案型という住民協働事業が増えていかないんだろうなというふうに思っています。 

   たくさん事業をして実績の報告をたくさん上げると、こんなにたくさんの団体が熊取町と協働で

いろんな事業をしているんやなということで、どんどん認知度も上がるでしょうし、関心も高くな

っていくのかなというふうに思うんですが、今現在、団体提案型の住民協働事業を増やすために取

り組んでおられることはございますでしょうか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）そのご質問というのが３点目、４点目につながっていくので、こちらのほ

うをまずは答弁申し上げてよろしいでしょうか。すみません。 

   それでは、ご質問の３点目の現在、協働事業の活用促進のために行っていることにつきまして答

弁申し上げます。 

   まず、平成22年に構築しました住民提案協働事業制度につきましては、住民活動団体の育成支援

を前提に、成熟度に応じたメニューを備えた制度として、グループ化を目指す個人提案型とグルー

プ化した団体が次のステップとして自由な発想で行政に提案する団体提案型、この２本を主軸とし
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てスタートしたところでございます。 

   そして、平成23年には、公益活動を始めたが比較的活動年数の少ない団体を対象とした住民活動

団体育成支援補助を創設するとともに、平成26年には、テーマを行政側から示すことで、よりよい

住民サービスの提供や課題解決を図る行政テーマ型を創設するなど、住民活動団体の状況によりメ

ニューの選択ができるよう改善を重ね、幅広く利用いただける環境づくりに努めてまいりました。 

   さらに、これらの制度をより多くの団体に活用していただくため、令和元年度には、事業の条件

緩和や手続の簡略化、提案から実施までの期間を可能な限り短縮するなどの改善を行うとともに、

町広報紙や町ホームページを活用し、制度周知や実施事業の紹介を行うなど、ご質問の活用促進に

ついて注力しているところでございます。 

   そして、議員がご質問いただきました問題点とその改善策というところに答弁申し上げますと、

４点目になります。 

   住民提案型協働事業の令和３年度の応募状況を見ますと、団体の自由な発想による行政との協働

事業である団体提案型の応募がないこと、これが現時点の住民協働事業制度の問題点であると考え

ております。 

   この問題点につきましては、事業提案から実施までの期間に要する時間をできる限り短縮するこ

とが改善策の一つであるとの考えの下、先ほど答弁で申し上げましたとおり、令和元年度に条件緩

和や手続の簡略化とともに、提案から実施までの期間の短縮といった制度改正を行ったところでご

ざいます。したがいまして当面は、令和元年度でまだ２年ほどしかたってございませんので、この

現行制度を運用していく中で引き続き問題点を洗い出すとともに、改善の検討を進めながら、協働

のまちづくりの促進につながるよう努めてまいりたいと考えております。 

   加えて、協働を進める上で最も大切な過程である町と団体間における信頼関係と合意形成をしっ

かりと行えますように、町職員全体が協働について深く理解し、より高い住民活動への支援を図る

ための職員向けの研修や、また、住民活動団体向けの研修を引き続き実施し、団体同士の交流によ

る気づきや相乗効果も併せて図ってまいりたいと考えております。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）３番、４番を併せてご答弁いただきまして、ありがとうございます。 

   以前の制度の見直しなんかで幾分かは提案から実施までのサイクルというのも短くなっているよ

うなんですが、それでもやっぱり今、現状でも提案から年度をまたいで翌年度に実施というところ

は変わっていなくて、なかなか予算の関係であるとかいろんな諸事情があるのは理解できるんです

が、住民協働事業の中で住民団体と熊取町が手を合わせて頑張っていこうと、熊取町さん、頑張り

たいからちょっと手を貸してくださいという思いを持っておられる方が、なかなか１年待ってくだ

さいと、提案から１年後にやりましょうというところで、なかなか団体の活動をしている中で、し

っかりと出来上がっている団体であればそれは可能だとは思います。 

   ただ、こんなことがやりたいねというふうにしてなかなか足元が固まっていないような団体は、

１回やってみる中で、これがどういうふうな結果、熊取町にどんな風を吹かせられるかというよう

なことも考えながら団体を立ち上げている方たちもおられますので、なかなか年度をまたいで事業

を考えているというのもしんどいところもあるのかなと。熊取町として、住民協働事業というのを

主に取り組んでいくべき事業だという中で考えていただいているならば、もう少し使いやすいとい

うか、利用しやすいというか、提案しやすい事業にしていっていただけたらなというふうに思いま

す。 

   その中で一つ、１事業に対して上限補助金額というのが決まっています。補助率が３分の２で上

限がこれだけというのが決まっているのであれば、難しいことは分からないですが、例えば一定、

予算の中で件数を決めて枠で取ってしまっておけば、年度内に執行することはできるんじゃないん

かなというふうに思うのですが、それは実際、できないんでしょうか。 
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議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）議員おっしゃるとおり、令和元年の改定の際にも様々なやり方を検討した

というふうに伺っております。 

   その中で、大林議員おっしゃられたような枠取りで、上限が30万円ですので、例えば３件の90万

円枠取りで押さえておくといったやり方や、また、あるいは補正予算で提案が出てきてから、その

ときの一番直近の補正予算で上げるといったやり方とか様々な方法はあるんですけれども、一定、

今の流れといいますのがいろんな様々な面から見て合理的なやり方に実はなっておりまして、この

裏で協働推進委員会というのもございまして、協働推進委員会の委員に審査を行う機関、これは

様々な方に参画していただいております。そういったご負担の点であったりとか、あるいはまた公

表、しっかりと職員と団体との間で当初予算とかに向けて積み上げていくというコンセンサスとい

う非常に大事なプロセスがあるんですけれども、それらを考えていきますと、一定、今の当初予算

をターゲットにして積み上げていくやり方、これが今のところ合理的なのかなというふうに考えて

ございます。 

   ただ、我々も当然、今ちょっと住民提案協働事業の件数が減っている、その原因の一つに、やは

り提案してから実施が来年度ということになる間延び感というのは否めないところかなというふう

にも感じておりますので、この点につきましては今後の課題ということで、またしっかりと検討し

てまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。予算の都合とか委員の予定だとかというところは十分分か

るんですが、行政にとって合理的なところが住民提案していただける団体にとっては合理的じゃな

いというのもたくさんあると思うので、できるだけ使いやすい、利用しやすいように改正していっ

ていただきたいなというふうに思います。 

   また、改善とか見直しをしてほしいところなんですが、例えば１事業に対する上限金額というと

ころなんです。これも難しい話だとは思うんですが、一般質問でも空き家問題についてお話がござ

いました。例えばどこかの団体が、ここに空き家がありますと、ここでこの家をリフォームしてシ

ェアショップみたいにして、ここを拠点に何人かで団体をつくった中で活動していきたいんだと思

うというような例えば団体があったとしまして、当然、リフォームという行為になってくると今の

上限金額ではとても足りないと。それは自助努力でどないかすべきやろうというところももちろん

あるんですが、もちろん自助努力を含めて補助いただけるというところであれば、今、この制度の

中に協働推進委員会に対してプレゼンテーションをするという決まりがあります。今まで、これま

での議事録読ませていただいたんですが、このプレゼン自体がハードルを上げているんじゃないの

かという話も過去には出ていたようなんですが、このプレゼンをするという意味を、例えば逆に、

絶対プレゼンしないといけないと。ただ、自分たちの思いとかというのはこれだけの金額のプレゼ

ンをするんやというような形に変えてしまって、例えば100万円の補助が上限100万円でプレゼンを

したいというようなプレゼンを可能にするとか、それを協働推進委員が見て、もちろん職員の皆様

も見るでしょうから、それを見て熊取町に対する例えば重要度とか将来性というのを見極める場と

して利用していけば、今のプレゼンテーションというところを有効活用できるんじゃないんかなと

いうふうに思うんです。 

   例えば、この金額以下であればプレゼンテーションはなくてもいいとか、そういう改正の仕方も

できるんじゃないんかなというふうに思うんですが、この辺はどう思いますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）ご質問は大きく２点あったかと思います。 

   まず、１点目の補助金額が今現在、団体提案型のほうが３分の２の上限30万円ということで、事

業費でいいましたら、効率よくいくなら45万円の事業費で30万円の補助というのがアッパーという
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ことになっているんですけれども、実際のところ、議員の例えば今参考にご提案いただきました空

き家のリフォームなんかという取組なんかでしたら、私はどちらかといえば、行政自身がその課題

解決を行政としてやっぱり必要だというふうに感じれば、要は行政テーマ型のほうで募集をかけさ

せていただくことによって、行政テーマ型のほうは上限ございませんので、どちらかといえば、

我々子ども食堂なんかがそうなんですけれども、これはもともと団体提案型で出てきたんです。こ

れも最終的に、上限が３回までと決まっておりますので、もう４回目からは金額を上げて、要は行

政テーマ型にしております。そういった形で、金額に関しましては、本当に行政が必要であるとい

うことであれば行政テーマ型でいいのかなというふうに感じております。 

   それと、２点目なんですけれども、金額に応じてプレゼンテーションが一定ハードルになってい

るということで、これは実際、提案された方々は皆さんすごいハードルやなということで、そのご

意見は毎回聞いております。ただ、このプレゼンテーション、公開プレゼンテーションなんですけ

れども、やはり町の補助金を出す上では、金額の多寡に関係なく、しっかりと委員に、また、これ

は公開プレゼンテーションにしておりますので傍聴もできますので、住民の皆様にもしっかりと聞

いていただくというプロセスは一定必要なのかなというふうに現時点では考えております。 

   ただ、コロナ禍じゃないんですけれども、書類審査とかでも一定、審査項目にやる気とか意欲と

かいうところもありますので、対面じゃないと計り知れないところとかもあるのはあるんですけれ

ども、一定今後、そういったハードルがあまりにもということと利用件数ゼロがあまりにも続くと

いうようなことがありましたら、ちょっとその点につきましても検討していきたいというふうに考

えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）よろしくお願いします。 

   ちなみに、来年度ゼロじゃないですか、令和３年度は事業ゼロで、元年と令和２年は団体提案型

というのは……。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）そしたら、直近３年間をご紹介させていただきますと、まず、平成30年度

が２件でございます。令和元年度、今年度実施しておりますのが１件でございます。来年度実施予

定がゼロ件ということになっております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）改正もしていただいたんですけれども、ちょっと増えそうな雰囲気もないので、し

ばらくこの制度を見直すまでに時間をというよりも、増えるようにどんどん見直していっていただ

きたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

   熊取町には熊取町協働憲章というのもつくられています。まちづくりのあらゆる主体が、時代に

即した協働のまちづくりを一層深め、愛着を持てるよりよいまちづくりにつなげていくことを目指

すというふうに書いています。70周年を迎えるに当たっても、愛町心という言葉が使われています

ので、ぜひとも多くの住民の方が利用できるようにブラッシュアップしていっていただきたいなと

いうふうに思っています。 

   それでは、２つ目のテーマに入ります。 

   大学との連携についてなんですが、令和３年度の町政運営方針でも大学との連携についてはいろ

んな分野で行われているように読みました。 

   １つ目の質問なんですが、現在行われている大学との連携について教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、大学との連携についての１点目、現在の大学との連携での取組

について答弁申し上げます。 
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   大学との連携につきましては、平成17年３月に地域の振興や活性化に寄与することを目的に、町

内の３大学及び１研究所と連携協力に関する協定書を締結し、以降、様々な連携の取組を実施して

まいりました。 

   具体的には、連携事業といたしましては、熊取町防災会議をはじめとする各種審議会への委員就

任や、くまとりゆうゆう大学連携講座への講師派遣、また、学習支援ボランティア派遣事業をはじ

めとする事業協力など様々な分野で連携しながら、新型コロナウイルスの影響を受けていない令和

元年度では103本の事業を進めているところでございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。 

   ちなみに、大学と各事業について連携していくときに大学とお話合いをする例えば部署であると

かというのは、その事業課、事業を行う担当部署がそれぞれ大学と連携を取って、委員にお願いし

たりとか講師派遣をお願いしたりというのを行っているというような状況なんですよね。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）この内容につきましては、ご質問の３点目にもつながってくるんですけれ

ども、町内の大学連絡会というのがございまして、そちらのほうで年度当初、４月の後半ぐらいに、

毎年なんですけれども、大学連絡会というのが各大学の事務局長と、それから我々事務局になるん

ですが、そこで、町からお願いしたい事業一覧というの、先ほど言いました令和元年度というとこ

ろの103本、これを一覧化した要はご依頼する事業一覧というのを提案します。 

   逆に、大学側からも町にお願いしたい事業という提案がございます。その内容というのを４月の

会議の中で提案し合った後に、その一覧表の中に実施事業原課がどこかというのは明確に明示して

おりまして、その事業原課のほうがいつぐらいの時期になったらご相談に上がりますというふうな

流れになっておりまして、そういったことで１年間の事業を流していっているといった、そんなと

ころでございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。 

   では、２つ目に、大学と連携を行う何か問題になっていることとか障害になっていることという

ような質問をしたんですが、今、それ自体はございますか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）結論は特段、問題、また障害になる点というものはないものと。要は大学

連絡会を通じてしっかりと行っているということで、ないものというふうに認識しております。 

   ただ、あえて障害になってくる点というのを積極的な観点からで言いましたら、例えば大阪体育

大学とのＤＡＳＨプロジェクトに代表されるような、各大学の専門性を生かした先進的な事業の内

容とか、その効果というものを十分に住民の皆様にお伝えし切れていない点、こういったところは

あるのかなというふうに考えておりまして、広報紙やホームページを通じた積極的な情報発信に努

めることで改善を図ってまいりたいと、このように考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。 

   今、行政、熊取町と大学、研究所というところの連携についてお伺いをしていたんですが、民間

で例えば商工業、農業分野の方が大学生とか大学と連携をしたいというときに、どこに相談に行っ

たらいいのか分からないとか、例えば商工会なのか、それとも役場の担当課なのかというところが

ちょっと把握しづらいというところがあるんです。このときは、例えば大学に直接お願いしに行く

というのはとてもじゃないけれどハードルが高いので、役場の担当課になるのか、商工業の方であ

れば商工会に相談をしに行くのか、農業関係の方であればＪＡなのかというところがたくさんあっ
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て分かりづらいというか、どこに相談していったらいいか分からないというふうなことをよく聞く

んです。 

   例えば、これを熊取町側でどこかでまとめて、大学との連携、大学にこんなことをお願いしたい

んだというような例えば企業の方であるとか一個人の方であるとかというのを窓口として、どこか

で受けてくれないかなというところをつくっていただけませんかというような質問なんですが、次

の質問なんです。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）申し訳ございません、用意していました答弁書というのがちょっと趣旨が

違う内容で作っておりますので、議員おっしゃられていますのは、総合政策部の企画経営課に先ほ

ど言いました町内大学連絡会の事務局窓口というのがございます。当然、そこの事務局といいます

のは４大学、また横の大学間連携とかを要は調整するという、そういった機能を持っておりまして、

しっかりと連携を行っておるというところでございます。 

   議員ご提案いただいておりますいわゆる商工業者、農業関係者、また民間の方々が大学に相談し

たいというときの窓口というご質問かということで捉えさせていただきますと、基本的には総合政

策部の企画経営課にご相談していただいたら結構かと思うんです。ただし、内容によりましては、

民間の営利内容であったりとか行政のまちづくりからちょっと外れるような要は調整であったりと

かというのは、なかなか調整しづらいというところはあると思うんですけれども、まず一旦は役場

の我々総合政策部の企画経営課にご相談いただきましたら結構かと思いますし、今、そういった民

間の町内４大学に対するワンストップ窓口が企画経営課であるというような周知も行っておりませ

んので、そのあたりにつきましてはまた検討の余地があるのかなというふうに考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ごめんなさい。僕も質問の書き方が悪かったのかなというふうに思います。 

   大学への相談というところの窓口を設置していただけたらいろんな相談が出てくるのかなという

ふうに思いますので、熊取町でせっかく大学が３つもありますので、いろんなところでいろんな企

業の人とか農業関係者の方とかも、大学生が来てくれて手伝ってくれるだけじゃなくて、その大学

生たちがどんな経験をして帰るのかというところも含めて、いろんなところで大学との連携という

のができたらいいのになというふうに思います。できたらどこかに、ホームページなんかで、相談

はこちらぐらいと書いていただけたらなというふうに思います。 

   では、最後の質問にいかせていただきます。 

   私もこれまで何回か質問をさせていただいたことがあるんですが、公共交通機関についてご質問

をさせていただきます。 

   令和３年度の町政運営方針に、デマンド交通社会実証実験を行ってまいりますというふうにあり

ました。また、令和３年度の予算にも計上されております。これはスマートシティ構想にもあるス

マートモビリティへの取組だと思うんですが、今現状、決まっていること、ここで言える限りで構

いませんので、教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）ご質問のデマンド交通実証実験についての１点目、具体的に

決まっていることについて答弁申し上げます。 

   12月議会におけるひまわりバスについてのご質問におきましても答弁させていただきましたが、

本町の公共交通事情につきましては、熊取駅と地域を連絡する路線バスが大きく３ルート確保され、

令和元年度実績で年間約73万人以上が利用してございます。また、役場を起点に公共施設を循環す

るひまわりバスが４ルートで運行し、同じく令和元年度実績で６万6,000人余りにご利用いただい

ており、これらが相互に補完し、役割分担を明確に、効率的な輸送に努めているところでございま

す。 
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   しかしながら、高齢化の進行による買物難民や自宅からバス停までの移動困難な状況によるラス

トワンマイル問題という課題が顕在化している状況で、熊取スマートシティ構想におけるスマート

モビリティの検討におきまして、コミュニティバスや路線バスと適切な連携の下、柔軟性に優れた

交通手段であるオンデマンド交通について調査研究に取り組んでいるところでございます。 

   また、大阪府のスマートシティ戦略部にも協力をいただき、本町の地域特性、公共交通事情に基

づいた新たな交通体系の構築に係る意見、情報等をいただくとともに、ＡＩオンデマンド交通の導

入に向けた事業者ヒアリングを行ってまいりました。 

   次年度におきましては、各地区における意向、ニーズ把握のためのアンケート調査の実施や、ア

ンケート結果に基づく課題抽出や方針の設定、導入システム、運行ルート、導入車両、料金体系な

どを検討の上、社会実証体制を構築する経費等を予算計上させていただいてございます。 

   次年度設置予定の地域公共交通会議と適切な連携の下、社会実証実験に取り組んでまいりたいと

考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。実証実験をするための用意をするというふうに捉えたんで

すが、例えばこれから来年度に実証実験するための用意をして、本当の実証実験がいつになるかち

ょっと分からないですが、実証実験をして、実際、熊取町でデマンド交通が動き出すというのが、

僕にはすごく先になるんじゃないんかなというふうに思うんです。それまで、前にも質問させてい

ただいていますが、スマートシティを目指すスマートモビリティでオンデマンドの実証実験を行い

ますので、それを見極めた上でオンデマンド交通が動き出すのを見極めるとなってくると、少なく

とも５年ぐらいの周期はかかってくると思うので、それまで例えば、じゃ、ひまわりバスは今の現

状のままずっと何も変わらずに動いていくのかなというふうに、次の質問を聞かせていただこうと

思っていたんです。実際、デマンドが交通動き出すまでひまわりバスには何も一切手をつけずに、

僕が質問しても、スマートモビリティの実証実験を見極めた上でというような答弁しか返ってこな

いということですか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）まず、２点目のご質問の答弁をさせていただきます。 

   デマンド交通サービス実施までのひまわりバスについて答弁申し上げます。 

   現在検討してございますＡＩオンデマンド交通につきましては、買物難民やラストワンマイル問

題などの課題を解決するため、自宅周辺等からひまわりバス及び路線バスのバス停までの間をＡＩ

を活用した予約制の交通手段でつなぎ、課題解決を図ることを検討しているところで、既存のひま

わりバス及び路線バスと相互に連携して利便性の向上を図るものと考えてございます。 

   ですので、議員先ほどご質問のひまわりバスをデマンド交通が大きく取って代わるというイメー

ジではなくて、オンデマンド交通を活用して、より利便性を高めていきたいというふうに考えてい

るところです。 

   しかしながら、新たな交通手段の構築により、経費の増加が懸念されることから、アンケート結

果や利用者数の状況を踏まえ、具体的な方針は未定ではありますが、ひまわりバスの運行ルートの

コンパクト化やバス停の集約など、効率的な運行の検討は必要になるというふうに考えてございま

す。 

   今後も地域公共交通の利便性向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、

答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。オンデマンドで全部やるんやとも思っていないですし、ひ

まわりバスはひまわりバスでやっぱり必要なものやというふうに思っていますので、デマンド交通

が始まって、例えばラストワンマイルで家からバス停までというところを言っていただけたんです

が、家からバス停までのそのバス停は本当にそこで正しいのかとか、今現状、乗り継ぎ所として熊
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取町役場となっているバスは、もうそもそものものが町内循環バス、コミュニティバス、熊取町の

各場所を回るというようなものなので、もうそれしかできないのかもしれないですけれど、例えば

公共交通会議を設置していただけるんであれば、これから通るであろう都市計画道路大阪岸和田南

海線が外環まで出てきますよね。例えばあの道沿いに大きな乗り継ぎ所を造ってもらうとか、全て

のひまわりバスがあそこに入る、駅に行く人は乗り換える、南海バスで駅に行くと。ただ、南海バ

スが走っているルートはひまわりバスはもうどきましょうと、南海バスに乗ってもひまわりバスに

乗っても全て料金は同じですとか、そういうことをしっかりとこれから設置する公共交通会議で話

をしていただかないと、幾らデマンド交通を実施しても、根本的な利便性とかという熊取町の移動

しやすさというところに関しては変わっていかないのかなというふうに思います。 

   今、役場の前にひまわりバスが入ってきているんですけれど、あそこにひまわりバスが入らなく

なったらすごく動きやすくなるというか、スペース的に、あそこにバスが止まることで歩道も取れ

ないですし、そういうのも考えると、あそこでやる必要であるとか、いろんなことを改善していか

ないといけないところはたくさんあると思うので、熊取町でこれから公共交通というのをどういう

ふうにしていくのかというのは、しっかりと考えていっていただきたいなというふうに思います。

何かありますか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）議員要望のとおり、ルートの変更につきましても公共交通会

議で検討してまいりますし、新たなルート、さらに効率よく回れるような道路が新たに構築される

場合につきましては、もちろんそのような形でルート変更なども考えてまいります。 

   ただ、役場を今現在起点にしておりますのは、ひまわりバスにつきましては一定、公共交通とい

う路線バスとは目的を異にしておる施設循環というのを目的にしてございます。現状も役場にお越

しいただくのにご利用いただいている方も多数ございますので、一定、役場を中心にした形で、後

はどこをどう接続していくか、路線とどうつないでいくかについては今後も検討していきたいとい

うふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）ありがとうございます。 

   来年度に公共交通会議を開いていただいて、いろんな道路交通事業者と話をして、熊取町はこれ

からどういうふうにいろんなものを動かしていけばいいのかというのをしっかりと考えていってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、大林議員の質問を終了いたします。 

   会派代表質問の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時53分」から「13時00分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、新政クラブを代表して、河合議員。 

11番（河合弘樹君）議長のお許しを得ましたので、新政クラブを代表いたしまして会派代表質問をさせ

ていただきます。 

   まず、１つ目の老人憩の家についてです。以前にも質問をさせていただいているんですが、改め

てまたお聞きいたします。 

   まず初めに、老人憩の家の設置運営について、昭和40年に各都道府県知事宛てに現在の厚生労働

省の前身である厚生省から、老人福祉を増進するための施設対策として、老人憩の家の設置運営要

綱を定め、積極的な整備を図ることを各管下市町村に対し実施するように通知があり、熊取町でも、
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昭和49年より朝代地区を筆頭に建設されてから現在まで38か所設置にまで至っていますが、１点目

の平成30年度より行われている耐震補強工事と令和３年度の耐震補強工事を行う地区をお聞かせく

ださい。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、老人憩の家につきまして、１点目のこれまでの耐震補強工事と

令和３年度の耐震補強工事地区はについてご答弁申し上げます。 

   老人憩の家は、議員ご指摘のとおり、昭和49年度より順次設置し、町内各自治会38か所に整備さ

れております。そのうち26か所が昭和56年以前の旧耐震基準で建設されており、耐震化が課題とな

ってございます。 

   このような状況の中で、タピオステーションが各地区で行われている背景から、介護予防の拠点

施設として地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、単独施設である老人憩の家から順

次耐震工事を進めているところでございます。 

   まず、進捗状況でございますが、久保、小谷、翠松苑、東和苑、小垣内の５か所については昨年

８月に工事が完了しております。青葉台、桜が丘、朝代、大久保、高田の５か所については、実施

設計業務を終え、本年３月から８月を工期に耐震補強工事に入る予定でございます。続いて五月ケ

丘、水荘園・大久保サニーハイツ、山の手台、公社熊取・美熊台、新野田、和田、泉陽ケ丘、長池、

つつじヶ丘の９か所につきましては、７月から12月において耐震補強工事を予定しております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。昭和56年以前の旧耐震基準の単独憩の家が20か所あって、

そのうちの19か所は全て耐震工事を行うということでよろしいですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）単独の分はおっしゃるとおりでございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。 

   この耐震工事は以前の計画よりも前倒しで行われていると聞いているんですが、その辺、詳しく

お聞かせ願えますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）以前の計画ではプラス３年程度計画期間が長かったんですが、やはり耐震

補強というのをもう早く進めないといけないということで、まず何か補助制度がないのかというこ

とで、町長をはじめ渡辺議員と二見議員と国のほうの要望にも出かけていただきまして、そこで先

ほど申し上げました地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金というのに令和２年度までに申し込

めばその補助金に該当するよというのが見つかりまして、急遽これに焦点を当てまして、大至急令

和２年度までに予算化し、実質９か所につきましては繰越しで令和３年度において完了するという

超短縮、超スピード施工ということで、単独の老人憩の家の分については耐震工事を完了するめど

となったものでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。ありがとうございます。予定より早くできるということはいいこと

なんで。 

   それでは、各地区の老人憩の家の利用率等は把握しておりますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）老人憩の家につきましては地元の自治会様の管理運営ということで、これ

はもうお任せしておるという状況になります。その中で、タピオステーション、今全部で23か所立

ち上がってきておるということで、利用率についてはほぼ毎日ご利用いただけているものやという
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ふうに考えております。ただ、コロナの関係で大分その辺は自粛というところがありますので、今

時点はなかなかちょっとご利用のほうも自粛ムードになっておると思いますけれども、かなりの自

治会の集会所的な要素も大分ございますので、利用率については高いものやというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。せっかく耐震化してきれいになった家になるんで、少しでも利用し

ていただけるように、なったらなったでまた使う回数も増えるかなと思うんですけれども、今後そ

うやってアンケートなり、利用率等を調べていってもいいのかなと思うんで、その辺またよろしく

お願いいたします。 

   それではもう一つ、憩の家のことなんですけれども、近隣市町の老人憩の家の状況について、分

かる範囲でお答え願えますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）老人憩の家の府内の状況でございますけれども、老人憩の家自体を保有し

ているのが大阪府内43市町村中17にとどまっております。率にして約４割程度というような府内の

状況でございます。近隣の岸和田市以南でも、複数の老人憩の家、集会所、こういうのを保有して

おるのは、本町以外では泉南市と岬町の２団体のみとなっております。老人憩の家でございますが、

各自治会に存在するというのは極めてまれなケースになっております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。もう近年少なくなってきていて、熊取町では各地区に１つ

あるという大変すばらしいことだと思います。 

   それでまた、熊取町では、先ほどおっしゃられました単独施設20か所を令和11年度に完了とした

計画に令和２年度の予算措置までの前倒しで取り組むということで、スピード感があり、大変努力

され、地域社会に対する貢献が手厚くできていて、ありがたく、感謝申し上げます。 

   それでは、２点目の会館と併設している地区のこれまでの経緯と今後の課題等についてを答弁願

えますか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）次に、ご質問の２点目、会館と併設している地区のこれまでの経緯と今後

の課題はについてでございますが、公民館といわゆる併設している五門、紺屋、成合、野田、大久

保、七山老人憩の家につきましては、自治会様の意向を順次確認させていただいているところでご

ざいます。まずは、タピオステーションを既に立ち上げていただいている七山地区、それから立ち

上げを現在鋭意検討いただいております紺屋地区へ、耐震化についての意向や課題について説明の

場を設けたところでございます。また、大宮地区につきましては、地区の会館に老人憩の家を増築

したという施設でございまして、耐震診断を実施したものの改修費用がかなり高額になることが想

定されたことから、一定、診断を中断し、想定費用を大宮区にお示しした上で、地区の方向性を今

検討していただいているところでございます。 

   このように、併設施設の改修時の課題といたしまして、自治会の費用負担がどうしても生じるこ

とから、自治会の耐震化に向けての意向を確認しながらの推進ということになりますので、ある一

定の時間を要するものと思われます。また、町の財政状況なども勘案しながら、耐震化を含めた施

設の安全対策や長寿命化を計画的に進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご

理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。その併設している６か所と大宮地区１か所、全部で７か所

は、単独の憩の家が完了して、その後続けて行うということです。単独の場合はこれだけなのでや
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りやすいと思うんですが、併設の場合は公民館との兼ね合いがあるので、なかなかそう今までみた

いにうまくはいかないと思うんです。また、公民館自体もある程度年数がたっているところもある

と思いますので、なかなか大改修をその地区でするという、今も費用のほうをおっしゃっていまし

たが、難しいんじゃないかと思うんです。 

   以前も総務のほうに聞いたと思うんですけれど、集会所等を改築した場合は120万円、新設した

場合は600万円の熊取町の補助金があると聞いて示していただいたんです。現在もそれはございま

すか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）議員おっしゃるとおりで、要は補修と改善については、対象経費が100万円以

上の本体工事ということで120万円まで、あと新設と増築につきましては累計で600万円ということ

で、制度はそのままございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。分かりました。そうした制度も取り入れて、今後、老人憩

の家は健康福祉部などの問題じゃなくして全て、会館の場合は総務部のほうも関連してくると思う

んで、そういった地区の負担が少しでも減るように今後ともよろしくお願い申し上げます。 

   それと、冒頭に申しましたが、老人憩の家の設置運営要綱の第４、設置基準の１で、立地条件に

ついて、老人憩の家の建設地は、環境、老人の分布状況等、地理的状況等を考慮し、その社会的需

要に応じた効果的な利用を確保できると認められる地であるとされています。また、このような要

綱がある中でも、熊取町にある38か所の中でも高台にあるところや急な坂などのある立地の悪い憩

の家も何か所かございますが、今後の維持管理に至っても十分に考慮していただけるようお願い申

し上げまして、次の大きな２つ目の質問へいかせてもらいます。 

   それでは、２つ目の駅西交通広場についてです。 

   駅西交通広場について、令和元年９月議会でも以前も質問していますが、駅西整備は、平成28年

３月に駅西整備に係る都市計画決定を行い、平成30年６月に都市計画が変更になり、平成30年８月

に事業認可を取得してから現在に至っています。令和元年12月に行われた議員勉強会の説明では進

められるところから進めていくとのことでしたが、現在の進捗状況と、令和元年９月議会での答弁

で令和２年度末に整備工事完成を目指すとありましたが、どうも工事が遅れているように思います。

２点目の竣工予定日も一緒で結構ですので、答弁願えますか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）ご質問２点目の駅西交通広場についての現在の進捗状況につ

いて及び竣工予定月日について、一括して答弁申し上げます。 

   熊取駅西整備事業は、泉佐野市との境界付近に位置する熊取駅西側の市街地形成を図ることを目

的として、泉佐野市による都市計画道路整備と連携して駅西交通広場を整備するとともに、町の玄

関口としてふさわしいまちづくりを図るものでございます。 

   現在、泉佐野市域の都市計画道路におきましては今年度末に完成の予定で、府道泉佐野打田線の

蓮池交差点と府道大阪和泉泉南線の長池交差点をＬ型につなぐ熊取駅西１号線につきましては４月

１日より供用開始される予定であり、熊取駅西１号線と本町が整備する駅西交通広場をつなぐ熊取

駅西線につきましては、駅西交通広場の整備完了に合わせて供用開始予定とされているところでご

ざいます。 

   本町におきましても本年３月末の完了を目指していたところではございますが、事業地の取得に

時間を要しており、泉佐野市域と完成時期がずれることとなりましたが、コロナ禍の中、現在、関

係者等におきまして前向きな協議に応じていただいてございまして、交渉の最終段階に来ていると

ころでございます。 

   なお、本町の工事にあっては、施工可能な範囲におきまして第１期工事として駅西交通広場の擁
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壁工事等を施工しているところであり、今月中の完了予定でございます。 

   交通広場本体の第２期工事につきましては、関係者等と最終段階ではあるものの交渉途中であり、

現時点で竣工予定月日を明確にお示しすることはできませんが、工事発注の段階となった時点にお

きましては、議員皆様に対し、完成時期等につきましてお示しさせていただきたいと考えてござい

ます。 

   本事業につきましては、12月議会でも明許繰越補正の議決をいただいておりますが、引き続き、

国の交付金を活用してしっかりと取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、

答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。今の答弁ですと、４月からは泉佐野市の一部のほうの道が

開通するということで、予定よりは遅れていると。相手があってのことなんで、それは仕方ないこ

とだと思うんです。 

   駅西交通広場につきまして、昨年２月に矢野議長を筆頭に、私も含めて８人の議員が国のほうへ

要望に行き、お願いしてきたところなんですけれども、駅西広場の対象物件のところがあると思う

んです。言えないかも分かりませんが、その建物が代替地のほうに移ってからじゃないと工事がで

きないということなんですか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）特定個人の交渉状況になりますので明確にはお答えできない

んですけれども、代替地を要求されておりますが、代替地先で個人がどのような形で事業をされる

かというところについては、町のほうからご説明させていただけるというものではございませんの

で、ご理解賜りますようお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。だから、その建物が建ってからとかは関係ないということになりま

すね。代替地に建物が建ってから今の現状のところを解体するということじゃないということです

か。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）すみません、私の説明不足やったかと思いますが、代替地先

でどのような形で事業をされるかというのは、町のほうで申し上げられる内容ではございません。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）私のちょっと質問が悪かったのか分かりませんけれど、現状ある建物、それが代替

地のほうに移転しないと工事ができないんですかと聞いたんです。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）代替地のほうに移転するかどうかは我々お答えすることはで

きませんが、現状ある建物は取壊ししていただかないと事業を実施することはできません。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。それはまだ決定していないからはっきりしたことはあれやというこ

とで、またはっきり決まったら詳しくお聞かせください。よろしくお願いします。 

   駅西交通広場が完成したら、駅東側の駅前ロータリーの混雑の緩和が図られて、また新しい熊取

町の玄関口として駅西側が発展し、活気立っていくことと思われます。これまでも大変な努力はさ

れていると思われますが、完成に向けてなお一層励んでいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

   それでは、３つ目の次の質問にいきたいと思います。 

   ３つ目の地域活性化についてですが、近年、よく全国的に、古民家を利用してカフェやリノベー
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ション、民泊など様々な取組が行われています。2018年６月に施行された民泊新法により、個人が

簡単な手続により空き家や空き室等の遊休資産を活用して民泊を合法的に行うことが可能になりま

した。そんな中、補助金を出し支援している自治体があります。 

   午前中の大林議員の質問の中にも空き家等ありました。また、その前の先週の田中豊一議員の一

般質問の中にもこういったよく似た内容の質問がありましたんですけれども、中がかぶるかも分か

りませんが、１点目の熊取町では古民家を利用しての民泊サポート等の支援制度等はありますか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）それでは、ご質問の地域活性化についての１点目、古民家を利用した民泊サポ

ート等の支援制度について答弁申し上げます。 

   民泊サービスを実施するには、旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法の３つの法律に

基づき行う方法がございます。 

   それぞれの違いを申し上げますと、旅館業法による民泊を行う場合府知事の許可が必要であり、

建築基準法上、一般建物とは異なる特殊建築物となりまして、用途地域による建築物の用途制限に

より、住居専用地域では営業を行うことができないなど、厳しい基準をクリアする必要がございま

す。 

   国家戦略特別区域法による民泊を行う場合、大阪府内では、平成28年４月から国家戦略特別区域

外国人滞在施設経営事業、いわゆる特区民泊が実施可能となっており、特区民泊については、旅館

業法の特例措置として大阪府知事の認定を受けることにより、旅館業法の適用が除外されまして、

本町の住居専用地域以外において実施可能となってございます。政令指定都市などを除く大阪府内

では、令和３年１月31日現在で24件の認定がございますが、本町内ではゼロ件という実績でござい

ます。 

   次に、住宅宿泊事業法による民泊を行う場合でございますが、住宅宿泊事業法は平成29年６月に

成立し、平成30年６月15日から、大阪府へ届出を行うことで、年間宿泊提供日数が180日を超えな

い範囲で民泊を行うことが可能となってございます。また、住宅宿泊事業法による民泊は一般住宅

を活用した民泊サービスの提供を行うものであることから、原則として用途地域にかかわらず民泊

を行うことが可能となっており、本町では令和３年１月31日現在で３件の届出がございます。 

   議員ご質問の民泊サポート等の支援制度でございますが、現在、本町では民泊に特化した支援制

度はございませんが、熊取駅周辺の近隣商業地域内での民泊事業を創業の場合、諸条件はございま

すが、産業活性化基金の補助メニューを活用いただくことが可能となってございます。 

   また、今年度は第３次産業振興ビジョンの策定の年でございまして、ビジョンの中で、今も河合

議員からございましたように、田中議員から空き家の活用について攻めの姿勢でといったような一

般質問がございましたが、産業振興の観点からも民泊事業を含め空き家、空き店舗の利活用、こち

らにつきましては重点項目として検討しているところでございます。 

   空き家等を活用した地域活性化においては、近隣住民とのトラブルにも留意する必要がございま

して、住民の快適な住環境に配慮しながら、大阪府や関係部署と連携して慎重に検討してまいりた

いと考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）どうもありがとうございます。町内には３件の申請があって、現在もその３件は運

営されているんですか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）すみません、こちらはちょっと現地のほうの確認はできておりませんでして、

大阪府のホームページでそちらが上がっておりますので、そちらで検索でチェックしたところ３件、

地区のほうも把握はできてございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。その地区というのはやっぱり山手地区になるんですか。 
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議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）小垣内区内で１件、五門区内で２件、計３件となってございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）分かりました。ありがとうございます。 

   駅前の商業施設でもし行う場合は基金のあれがあるということで、それはそれでいいことなんで

すけれども、先日、あるテレビ番組で、九州地方の山間部で築100年以上の古民家を利用して夫婦

で民泊業をされている特集があり、私自身拝見したんですが、まずはそんなに改修にお金をかけず

に行っていて、それと、近所にある自分とこの畑でお客様と一緒に収穫した食材等、地場産物の物

を料理に出しています。そしてまた、まき割りを体験して、その割ったまきでお風呂をたいてお風

呂に入れる経験ができるとあって、都会に住む人々が多く宿泊しに来ているとありました。多いと

きには１か月で100組のお客様があるらしいです。同じように、そんな難しいことじゃないと思う

んですけれども、それを町で行うんじゃなしに、現役を引退されたような方が自分とこの畑をやっ

ているような人にぜひやってみませんかとか、それがもし町で補助のそういうサポートでもあれば

余計やりやすい。自分でなかなかやるといっても難しいと思うんです。またぜひ、熊取町でもこう

いった古民家を利用した民泊サポート等の支援を検討していただきたいと思いますけれど、どう思

いますか。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）ご提案ありがとうございます。 

   まず、特区民泊や新法民泊と言われる部分なんですけれども、こちらができた背景というのは、

やはりバックボーンにはインバウンドというところがあったりとか、東京オリンピックの開催で海

外からの旅行客というのが増えてくるであろうという、そういうふうな見込みがあったかと思いま

す。ただ、今現在のところコロナ禍ということで、想定はしておらなかったんですけれども、民泊

という宿泊業、そういったところの需要というのがどれだけあるのかというところも一つあると思

います。 

   同様の質問を平成28年３月の会派でもいただいておったかと思うんです。そのときはまさにイン

バウンドはこれからというさなかで、まだ本町にスーパーホテルもできておらなかったというとこ

ろがあり、そういうようなご提案もあったかと思うんですけれども、こういう情勢が変わってきて

おる中で、先ほど申し上げましたように、私どもとしましては空き家とかという活用につきまして

は、民泊を否定するものではなくて、民泊も含めてやはり産業活性という観点から利活用は大変重

要なことであると思ってございます。その辺につきましては、先ほど申し上げましたように産業振

興ビジョン、来年度にはそれに基づきましてアクションプログラムを策定していきますので、そう

いったところでしっかりと検討してまいりたいと思っております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。しっかり検討していただきたいと思います。 

   それでは、２点目の野外活動ふれあい広場で、直近５年間の宿泊施設使用者数を答弁願えますか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）それでは、２点目の野外活動ふれあい広場の直近５年間の宿泊施設使用

人数について答弁申し上げます。 

   平成27年度は266人、28年度は162人で前年度より104人減、29年度は271人で前年度より109人増、

30年度は184人で前年度より87人減、31年度は295人で前年度より111人増、令和２年度は、１月末

現在でございますが、170人の方にご宿泊いただいております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。今お聞きしたところ、31年度が一番多くて295人、令和２
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年度もコロナ禍でありますが170人と、そこそこ泊まっているんだなと今分かったんですけれども、

これは、宿泊できるのは５月から11月29日ですよね。それで、町内に住んでいる一般の人が１人

400円で町外から来た人は600円、町内の３歳から中学生の人が200円で、３歳から中学生の町外か

ら来た人は400円ですよね。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）すみません、今手元にすぐ資料が出てこないんですけれども、条例規定

上そうなっておったと記憶しております。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）泊まれるのはＰＭ２時から次の日のお昼正午までと書いていたんで、それで間違い

ないと思うんですけれども、あと、テントも１張り800円でレンタルできるとあるんですが、これ

は何張りあるのかと、自前のテントを持っていっても大丈夫なんですか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）基本的には、テントにつきましては持込みという形も……。すみません、

そちらについて今資料がございませんので、後ほどご答弁させていただきます。何張りかという部

分についても、すみません、併せて答弁させていただきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。 

   野外活動ふれあい広場で私どもも小さい頃、小学生の子ども会のときに夏休みにテントで泊まっ

て楽しかった思い出があるんですけれども、今でもあの場所が残っているということはありがたい

ことなんです。それにちなんで、泊まっている人数的にはまあまあおると思うんですけれども、野

外活動ふれあい広場につきましては坂上昌史議員からも質問がありました。私自身が思うのは、次

の３点目にいかせてもらいます。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）先ほどのテントの持込みでございますが、基本的にはオーケーでござい

ます。 

   何張りかというのはちょっとあれなんですけれども、一応、基本的には宿泊可能人数は30名を限

度としておると。施設全体としては100名可能なんですが、今コロナの状況下でございますので、

段階的に緩和したんですけれども、昨年11月１日以降は一応４組50名。50人以上はあの施設は、宿

泊にかかわらずですけれども、利用制限していると。利用の状況等、利用の団体数、この辺を見な

がら運用させていただいているというところでございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）その４組といいますのは１組何人なのか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）これも指定管理者と協議いたしまして、もともとは昨年の４月に緊急事

態宣言が出ましたときは、宿泊も含めた施設の利用は中止しておりました。施設に入っていただく

分には構わないよという形にしていたんですが、協議していく中で、まずは２組20人という小さな

ところから始めてみて、どういうふうにしていったら密を防ぎながらやっていけるのかというのも

実際にやりながら考えていこうかという形で、２組20名が６月１日から、２年７月１日からは２組

30名まで上げるような形で、何組何人というよりも、家族で来られる方もあれば10人ぐらいの団体

で来られる方もあるので、それぞれがうまいことかぶさらないような動線になるようなというとこ

ろも配慮しながら、その都度検討しているものでございます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）４組で合計50人ということですね。分かりました。すみません。 

   それでは、３点目の近年グランピングが日本中ではやっています。近場では、昨年オープンした

ＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫや泉佐野りんくう公園で楽しむことができますが、まず、グラン
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ピングとは英語で魅力的な、華やかななどを意味するもので、気軽に豪華なキャンプを楽しむこと

ができる施設です。 

   そこで、熊取町でも既存の今あるキャンプ場施設を利用してグランピング施設にしてはいかがか

と思いますが、どうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）それでは、３点目の既存のキャンプ場施設を利用してグランピング施設

にしてはについて答弁申し上げます。 

   グランピングは、先ほど議員のほうからもありましたように、テントの設営や食事の準備、キャ

ンプグッズの購入や暑さ寒さ対策などをすることなく、アウトドアをリゾート感覚で楽しむキャン

プの新しいスタイルであり、近年ではりんくうエリアに開設されるなどしております。 

   一方で、野外活動ふれあい広場は、自治会など各種団体が日帰りでバーベキューを行ったり、ボ

ーイスカウトや大学のクラブ等の団体や家族・少人数グループが、多目的学習棟や炊飯棟、多目的

広場等の施設を活用し、アウトドア活動をしながら宿泊いただいております。 

   一定規模のグランピング施設を設置するためには、現状のテント設置場所であるふれあい広場や

多目的広場の一部転用等が必要になるというスペース上の課題や、設置等に要するコスト面の課題

などが想定され、現状では困難であると考えております。 

   一方で、野外活動ふれあい広場の利用者の増加策につきましては重要な課題であり、イベントの

再整理や和田山ベリーパークとの一体的利活用などの連携も含め、引き続き指定管理者とともに検

討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていた

だきます。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）どうもありがとうございます。コストがかかるというのが一番のあれで、今、だか

らテントが張れる場所を利用して、そんなに大きく幾つも造るんじゃなしに最低限のテントを張れ

る場所は置いておいて、１つないし２つでもグランピングの、テントのちょっと高級版のようなや

つを目玉としてね。そんなに大きくするんじゃなしに熊取町でできる範囲内で、それを町の売りと

して、熊取町にはこういうところがあります、そういうのをやっていったらまた利用客も増えます

し、そのほか、ゆめの森公園へまた行ったりブルーベリー農園も入ったりすると思いますので。 

   ここでも、先ほどの民泊同様、町内で取れた野菜や地場産業物を売出し、また、その収益改善に

してもプロのコンサルタントからアドバイスをいただいて、熊取町のまちおこしの一つとしてぜひ

行っていただきたいと思います。これは要望というか熱望ですので、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）田中都市整備部理事。 

都市整備部理事（田中耕二君）熱望をいただきましてありがとうございます。 

   先ほどの何張りふれあい広場のところで今可能なのかというのは５張りでございまして、やっぱ

りコンパクトな場所なんです。今、議員おっしゃっていただいた一定の大きさのテントというのは、

多分見られたのがあれかも分からないですけれど、ＳＥＮＮＡＮ ＬＯＮＧ ＰＡＲＫに一定オート

キャンプ場があって、そこには常設のテント４張りを置いていて、非常に大きなものでございます。

ああいうものを想定しておられるのかなと思いながら答弁させていただきました。あれもやはり結

構な敷地を取るものでございまして、今あるのは、グランピングもそうですが、やっぱりこの空間

というのを大事にするようなところがありまして、テントがあって、その前でたき火だとかバーベ

キューとかができる、一定の囲われた自分たちの敷地みたいなところで楽しむというのが非常に多

くなっていて、その部分ではやっぱりちょっと手狭であるのかなというところがございます。ただ、

そういったアイデアも使いながら利用率を上げていかないかんよなというのがあります。というの

は思っております。 

   もう一つあるのが、令和３年度から令和７年度まで指定管理者制度で現状の形で当初予算計上さ

せていただいているというのが１点と、先日の坂上昌史議員のハード施設についてという分では、
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令和７年度から16年度までの長寿命化計画、この中であの施設に一定投資をするのか、修繕をする

のかという部分も含めて検討するのが令和６年度になってくるというようなところ、もう一点が、

林野庁の補助金を頂いておりますので、施設をいらうとなれば一定、補助金の関係が出てきます。

耐用年数も含めてそちらのほうがどうなっているのかという、そういったことも見ながら検討はし

ていくべきなのかなと。ただし、やっぱりしんどいなというのが正直なところでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）河合議員。 

11番（河合弘樹君）ありがとうございます。前向きに検討していただけるということで期待しています

ので、よろしくお願いいたします。 

   これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、河合議員の質問を終了いたします。 

   議事の途中ですが、議場内の換気のため、しばらくの間休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「13時44分」から「13時47分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、熊取公明党を代表して、二見議員。 

９番（二見裕子君）それでは、議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして、熊取公明党を代表い

たしまして会派質問をさせていただきます。 

   まず、１点目、高齢者支援についてであります。 

   高齢化が進み、支える側、支えられる側と、今後は高齢者同士による地域づくりが重要となりま

す。熊取町の高齢化率が、2023年に29.7％、2025年には30.2％、そして2040年には36％になる見込

みです。また、2040年の総人口に占める75歳以上の割合は20％と、５人に１人となります。地域共

生社会の実現として、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えてつながり、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をつくる社会を目指すため、支援体制など

の取組が重要となります。 

   65歳以上の要介護認定を受けていない方が対象の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果で、

地域づくり活動への参加意欲がある高齢者の方は、参加者としては54.1％、お世話役としては

29.7％になっています。地域づくり活動への意識はあると考えます。住民主体での支え合い、誰か

にやってもらうのではなく、自分たちもできることを積み重ねることが重要となると考えますが、

熊取町としてはどのように考えていますでしょうか、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の１点目、高齢者どうしによる地域づくりについての町

の考え方につきましてご答弁申し上げます。 

   まず、本町の高齢者を取り巻く現状についてでございますが、議員既にご指摘のとおりでござい

ます。今後ますます高齢化の進行により、単身世帯、高齢者のみの世帯の増加が見込まれておりま

す。その一方で高齢者を支える生産年齢人口の減少が進むと考えられており、令和22年には、高齢

者１人を生産年齢人口約1.5人で支える、いわゆる肩車型の構造になる見込みでございます。 

   このような状況を踏まえ、先日の議員全員協議会でご報告いたしましたいきいきくまとり高齢者

計画2021において、制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超え、地域住民や地域

の多様な主体が我が事として参画し、世代や分野を超えてつながり、身近な地域で支え合い、助け

合うことのできる地域共生社会の実現を目指し、各施策を展開することとしております。 

   その一つといたしまして、タピオステーションを地域共生社会の拠点の一つとして位置づけ、地

域の支え合いや助け合いの場として継続支援を行うとともに、新たな担い手の育成に努め、より多

くの方が参加し活躍できるよう支援してまいります。 
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   また、町内大学と連携し、より多くの高齢者の生きがいや介護予防につながるよう、住民主体の

地域活動やボランティア等の新たな担い手を育成し、高齢者が地域で役割を持って活動できるよう、

そういう取組を推進してまいります。 

   このような活動などに対し、ポイントの付与や有償ボランティアの推進を行うことで、高齢者の

地域の支え合い活動の担い手として主体的な参加を促進いたします。 

   さらに、退職者等への生きがいづくりや地域活動の参加を促進するため、関係機関が実施する多

様なニーズに応じた講座や地域活動の周知に努めてまいります。 

   また、生活支援コーディネーターや社会福祉協議会の地域づくり支援員、ＣＳＷ等と連携いたし

まして、住民主体の地域づくりの取組を支援するとともに、その担い手への支援にも努めてまいり

ます。 

   以上のような取組を推進することにより、高齢者が生きがいや役割を持って活動することで、支

える側、支えられる側という関係を超えて、地域を共に創る地域共生社会の実現につながると考え

ております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。今も、大学と連携して新たな担い手を推進していくというふうなご

発言があったかなと思うんですけれども、これは２点目に続くのかなと思うんです。 

   ２点目の担い手の育成にはどうかということで資料もつけさせていただいているんですが、2025

年には団塊の世代が75歳以上に、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上になり支援が必要な方が

増えますが、地域社会の担い手が減少していきます。いきいきくまとり高齢者計画2021の重点課題

に担い手の育成というのがありますが、介護人材の裾野を広げ、元気な高齢者などの多様な主体が、

日々の暮らしの中で身近な支援を担う地域づくりを行っていくことが重要とあります。ここら辺に

ついては具体的にどうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の２点目、担い手の育成につきましてご答弁申し上げま

す。 

   先ほどの答弁でもございましたように、今後ますます高齢化が進行し、介護サービス需要がさら

に増加することが見込まれるとともに、高齢者が抱える課題は複雑化・複合化してまいります。そ

の一方で、高齢者を支える担い手の不足が見込まれることから、介護人材の確保をはじめ、地域の

支え合い活動の担い手の育成が重要となってまいります。 

   そこで、本町ではこれまでも、健康くまとり探検隊をはじめとする健康づくりボランティアの育

成支援や、今年度はコロナ禍によりまして開催中止となりましたが、大阪体育大学との協働事業で

あるＤＡＳＨプロジェクトによるフレイル予防サポーター養成講座を開催し、新たな担い手の育成

を行っております。また、地域における介護予防及び地域の支え合い活動拠点の一つであるタピオ

ステーションを継続して活動できるよう、リーダー同士のつながりを深め、運営方法や課題解決を

話し合う連絡会などを開催し、担い手の支援を行っております。 

   このようなボランティア活動に対し、くまとりぴんぴん元気！ポイントアップ事業を活用し、活

動継続並びに主体的な参加促進へのインセンティブ事業として行っておるところでございます。 

   そのほか、生活支援コーディネーターをはじめ、関係機関の専門職が連携し、住民主体の地域づ

くりの取組を支援するとともに、地域の担い手の支援についても取り組んでおります。 

   さらに、社会福祉協議会においても、ボランティア入門講座の開催や、生活上の困り事に対し支

援を行う生活支援ボランティアの養成、また、令和２年度からは傾聴ボランティアの養成も開始し、

地域活動の担い手育成に努めておるところでございます。 

   介護サービス分野におきましても介護人材の不足が課題となっており、このような状況も踏まえ、

本町では総合事業の一つである緩和型サービスの利用促進を図るとともに、その担い手である生活
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援助従事者の養成にも努めておるところでございます。 

   最後になりますが、本町では高齢者の健康づくり、介護予防・自立支援の取組、これらを充実し、

重点的に取り組むことにより、元気な高齢者を増やし、地域で生き生きと役割を持って活躍できる、

そういった取組を推進してまいります。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）町のほうでも、様々なボランティア等の育成であったりとか様々な事業に力を入れ

ていただいているというのは分かるんです。 

   今回提案させていただくので資料をつけているんですが、これは神戸市東灘区の事業で、50歳以

上の男性限定講座マスターズゼミというものです。地域で輝くおやじを応援、仲間づくりを進める

講座になっていて、10回開催し、学び、遊びを通して友達を増やす取組であります。これは担い手

づくりの取組と、そのまずは人材づくりのきっかけ活動としてゼミを展開しております。そこから、

修了生が会員となって活動の場を広げていくようなものになっています。 

   今のお父さん世代と言われる50代以上の方は、やっぱりお仕事に頑張られていて、現役の時代は

地域の活動に参画することが難しい方も多いかなというふうに考えます。仕事は上下関係や職業、

係などの社会的な役割でつながる縦の関係というのが中心でありますが、退職後の生活というのは、

お互いが対等な関係でつながる横の関係であります。退職されて、地域の活動に豊富な経験を生か

して地域を元気にする活動に貢献していただきたいというふうに思いますが、今ある町内の様々な

ボランティア活動の場にもなかなか男性は入りにくいのかなと。女性の方は本当にすぐに入りやす

いのかなと思うんですけれども、そういうこともあるかなと思いまして、50歳以上の男性限定とい

うのがちょっとみそなのかなと思うんです。 

   このような事業をやり、地域の担い手につながっていけるようなものを熊取町としてもやってい

ってはどうかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ご紹介いただきましてありがとうございます。町のほうも、早速こちらの

ほうに直接電話をかけさせていただいて、状況等も聞かせていただいております。非常に参考にな

るところが多いというふうに考えております。 

   いわゆる地域デビューという形のものがなかなか難しいというのは、もうよく言われておるよう

なところでございます。退職までのノウハウをたくさん持ってはる方がたくさんいらっしゃいます。

その方々が地域において非常にそのノウハウを生かしていただければ、物すごいポテンシャルを発

揮していただけるんだろうなというふうに我々も思っておるところでございます。ぜひとも、この

ような活動を熊取町のほうでも何らか仕組みづくりができればなと考えております。 

   ただ、熊取町もそういった考えを従前より常に持っておりまして、タピオステーション、これも

一つの地域の集まり、また生活支援コーディネーターのそういった集まりも各種いろいろ進めてお

ります。そういったものともいろいろと連携を取って、そういったことも一つの視点として進めて

まいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）いろんな活動があると思うんですけれど、タピオに入ろうと思われる方もあったら、

体操とかはようせえへんなという方もいらっしゃるので、こんな事業がありますよ、あんな事業が

ありますよという提案によって、お父さんの経験の力を生かしていけるような事業があればそこに

入っていただいて、その講座を受けたら、その後それをやっぱり地域で還元していっていただける

ような活動になっていけばいいかなというふうに思います。 

   堺市のほうでも「あ・し・た」プロジェクトというふうなプロジェクトをされていまして、民間

の新しい提案を活用した介護予防事業の中で、新しい層を参加につなげるきっかけづくりプログラ
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ム、また、多様な興味・関心に対応し地域課題も踏まえた本格的な学びの場プログラム、活動のお

披露目となる活躍の場プログラムを組み合わされ、日常生活の中で、継続して介護予防につながる

行動の変化に導く仕掛けづくりをされています。また、このプログラム終了後も、参加者が学んだ

知識を生かして地域などで活躍し続けていけるようなプログラムの展開をしています。 

   この中で、学びの場プログラムの中で男・本気のパン教室とか男・本気のコーヒー教室、男・本

気の木工教室というような、65歳以上の男性が参加しているプログラムがあります。こんなふうに、

やはり女性よりは男性の方にというのを目線を変えてされているのかなというふうに思いました。 

   堺市は、この事業を委託にされて、成果に応じて対価を支払う成果連動型委託契約というふうに

されていますので、熊取町も民間の力を借りながら、そういう新しい事業から地域の担い手につな

がる事業を考えてみてはどうかなと思うんですが、その辺はいかがですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ありがとうございます。昨今、ジェンダーフリーという中で男性に限定す

るというのはちょっとあれなのかなという気がいたしますが、いわゆる地域共生社会の構築という

のは、いきいきくまとり高齢者計画2021、先日の議員全員協議会でも担当課長のほうから情熱を持

って説明させていただいたところでございます。この計画を随時、順次進めていくことで、そうい

ったことが一歩ずつ一歩ずつ進めていけるものやというふうに考えております。 

   地域共生社会のイメージ図を思い起こしていただければありがたいんですけれども、みんなでや

はり支え合う、男性、女性に関わりなく、若い者、年の上の方、全てそれぞれが自分の役割を持っ

てその地域でやりがいを持って生きていっていただくと、これが一番の目指すところかなというふ

うに考えております。その中で、今おっしゃっていただいた地域デビューということも非常に重要

な施策の一つやと考えておりますので、ぜひともまた、そのあたりを参考にさせていただきまして、

町としてもいろんな取組を進めてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）男性、女性ということに関わりなくということも、私も分かりながらこの発言をさ

せていただいたんですけれども、やはり両方の女性も男性も活躍できるような地域というところで、

家庭にいてるという言い方は語弊があるかもしれませんけれど、女の人は割と地域の方と交流があ

りますので、そういう意味でお父さん世代、男性の方が地域の方と交流を取れるようにという意味

で、そのような考えで男性にというふうな事業をされてはどうですかということで言わせていただ

きました。またよろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、３点目にいきます。 

   災害時等における支援体制はどのように考えるかということで、総務省が新年度から、災害時に

自力避難が難しい高齢者や障がい者の誘導方法を決めておく個別避難計画の策定に財政支援を行う

方向だが、熊取町としてはどのようになるのかということで、国としても、個別計画について作成

を市町村の努力義務として災害対策基本法に明記する方針を決めています。市町村が、計画に関わ

った福祉事業者等の報酬を支援することによって少し計画が進むのではないかなというふうに思い

まして、今回質問させていただきましたが、どうでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、ご質問の高齢者支援についての３点目、災害時等における支援

体制はどのように考えるかについてご答弁申し上げます。 

   災害時等における支援体制につきましては、熊取町避難行動要支援者支援プラン、いわゆるまち

ぐるみ支援制度に基づきまして、支援を必要とされる方の避難支援の個別計画を策定し、災害時に

は避難支援者が個別計画の内容に沿って安否確認や要支援者の避難に支援いただくこととなってお

ります。 

   12月議会の一般質問でご答弁いたしましたとおり、個別計画の策定は、要支援者の状態に応じ、
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地域において支援者と要支援者が互いの信頼に基づく顔の見える関係を築き策定することが重要と

なりますので、要支援者本人、家族及び避難支援等関係者の具体的な話合いを通じて個々に進めて

いただいております。しかし、このような方法だけでは限界があり、要支援者の心身状況を熟知し

た介護支援専門員や相談支援専門員の参画による災害時ケアプラン等の先進事例の調査研究も進め

ております。 

   なお、令和２年12月にまとめられた内閣府ワーキンググループの避難行動要支援者支援個別計画

作成等に係る最終報告におきまして、個別計画の作成については、介護支援専門員や相談支援専門

員などの福祉専門職との連携、参画、こちらが重要であり、議員ご指摘のとおりでございます。国

からの支援や都道府県の関与による策定促進の取組が必要との意見が示されております。 

   また、国からは、令和３年春頃に個別計画の作成の参考となる避難行動要支援者の避難行動支援

に関する取組指針を改定、公表される予定であると聞いております。今後も、大阪府との連携を図

り、財政支援等の情報収集をはじめ、事業者等との協力による個別計画の策定等の先進事例を参考

に、個別計画策定方法の見直しの検討などにも取り組みまして、災害時における支援体制の向上に

努めてまいります。 

   以上、ご理解をお願い申し上げまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。この個別計画につきましては、自治会もどうすればいいかというふ

うなことで悩んでおられたりとか、また12月の議会のときも、同意された方が532人で、策定でき

た方が326名で、６割強は策定ができているという数字ではありますけれども、現に同意されてい

ても策定できていない206名の方がいらっしゃるというのが現実でありますし、災害はいつ起こる

か分かりませんので、やはり支援体制を早急に改善するために、国としてもそういう財政支援をし

て、しっかりと個別計画しなさいよというふうな流れであります。その辺も、また３月、春に取組

が出るということですので、前向きにしっかりと検討していただきたいなというふうに思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

   それでは、４点目です。 

   高齢者見守り支援として、通信機能付き電球による見守りをしてはどうかということですが、独

り暮らしの高齢者の方は、新型コロナウイルス感染症拡大による住民交流の停滞や見守り活動の制

限もあると考えます。見守り電球というのは、独り暮らしの高齢者のお宅に、通信機能が内蔵され

たＬＥＤ電球を日常的に使用するトイレなどに取り付けるだけで、点灯情報が関係機関、町の見守

りのところであったりとか、また別居されている家族のパソコンやスマホに送られるということで、

電球からの点灯情報のみなので、見守り対象者には個人情報を見られる心配がありません。また、

生活リズムを把握できるので、いいのかなというふうに思います。 

   それと、点灯が長い時間ない場合は管理者のスマホに警告も知らせるので、これはしっかりと訪

問していかないといけないというふうなものにつながるかなと思って、今回、質問に上げさせても

らいました。いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）それでは、４点目の高齢者見守り支援として、通信機能付き電球による見

守りについてご答弁申し上げます。 

   民間サービスといたしましては、ご質問にあります通信機能つき電球などのＩｏＴのほか、セン

サーや訪問など多種多様な事業が展開されております。気軽で安価なものから手厚く高価なものま

で様々でございます。利用者が自分に合ったサービスを選択できるようになっておるというふうに

感じておるところでございます。 

   本町の高齢者見守り事業といたしましては、文野議員からの一般質問に対しお答えしましたとお

り、独居高齢者等が急病や災害時の緊急時において第三者に通報ができる緊急通報装置貸与事業及

びその追加サービスであるお元気コールを実施いたしております。 
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   コロナ禍の中、高齢者の見守り支援の拡大を目指し、８月から令和３年３月までは自己負担金を

無料で利用可能とし、75歳以上の方への勧奨通知も行っております。これによりまして、緊急通報

装置貸与事業の利用者は現在200人を超えており、倍増しております。また、令和３年度は、独居

高齢者の見守り強化のため、所得に応じて自己負担金を頂く形ではありますが、両事業を予算計上

いたしております。現在のところ、このサービスを推進いたします。他のサービスについては、今

のところは考えてございません。 

   今後とも、既存のネットワーク事業を引き続き活用することで見守り体制を図ってまいりたいと

考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）これ、同居されていない家族にも知らせるというようなこともありますので、町で

やっているふるさと寄附金の返礼品としてこの電球代を導入してはどうかなというふうなことを考

えました。今、ふるさとの返礼品には郵便局のみまもり訪問サービスみたいなのがあるかなという

ふうに思います。他市なりに住まれている家族がふるさとの寄附をしていただく、そして高齢の方

が熊取町に住まれていて、その分を内蔵のＬＥＤの電球で返礼品にするというような形で見守って

いくというような提案はどうかなと。この電球代自体は通常価格でいうと１万円程度というふうに

なっていますので、そんなに高い寄附金でということではなく、皆さん親御さんの見守りを簡単に

できるのかなと。これを返礼品に加えるのはどうかなというふうに思ったんですが、この辺はいか

がですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）二見議員のほうからせっかくのお申出をいただいております。高齢者見守

りということも、これは非常に重要な事業だと考えます。またふるさと納税担当部局とも十分検討

して、今答弁してくれそうなんで、そちらのほうのご意見をいただきたいと思いますけれども、福

祉部門といたしましては、一定、既存の見守り事業、これをしっかりと定着するように頑張ってい

きたいというふうに考えるのが基本でございます。あと、いろんなアイデア、いろんなことをプラ

スアルファ考えていくというのは、当然我々も勉強させていただかなあかんというふうに思ってお

るところでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）ご指名でございましたので、答弁申し上げます。 

   ふるさと納税の返礼品なんですけれども、昨年６月の総務省の返礼品の見直しで、謝礼品の返礼

品というのが地場産品であることということで、工場が熊取町内にというような、そんな制限がご

ざいます。恐らく、この製品自体が他府県のところで製造されているんだと思うんです。 

   ただ、郵便局の例のみまもりサービスなんですけれども、あれにつきましても商品といいますか、

労務に対しての中でというところがございまして、熊取町内のそれぞれの郵便局と協定を結んでと

いうような形でさせていただいておりますので、１回、そういった趣旨、目的が総務省が指定する

地場産品の枠外で取り扱ってもらえるかどうか、そのあたりも確認しながら検討していきたいなと。

確かに郵便局と同類の形につながっていくと思いますので、ご提案ありがとうございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）地場産品ではないのでというところがあれですよね。見守りセットみたいなので町

として何かできればいいのかなというふうに思いましたので、提案させていただきました。また検

討していただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   そうしましたら、大きな２点目です。 

   スマートシティの実現に向けたまちづくりについてということで、１点目、役場のデジタル化

（行政ＤＸ）についてどのような取組を進めるのかというところで、役場のデジタル化はデジタル

技術を活用して行政サービスを変革することだと考えますが、これは具体的にどのように進めてい
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ますか、ご答弁お願いいたします。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）それでは、１点目の役場のデジタル化（行政ＤＸ）についてご答弁申し

上げます。 

   まず、現時点での取組についてご報告申し上げますと、本町は、今年度からスマートシティを目

指すことを打ち出して、令和２年４月にスマートシティ熊取プロジェクトチームを設置し、同年10

月には熊取町スマートシティ構想を策定したところです。同構想で取り組むテーマの１番目には役

場のデジタル化（行政ＤＸ）を位置づけ、直ちに取りかかったところで、子育てアプリの導入、Ｌ

ＩＮＥの公式アカウント、おくやみワンストップサービスを開始するなど、その取組を進めてまい

りました。 

   令和３年度からの役場のデジタル化（行政ＤＸ）に向けた取組といたしましては、オンライン会

議のためのウェブ会議ツールを導入して出先施設や外部関係者との会議での利用を行い、移動時間

の短縮による業務効率化や３密対策を進めます。また、役場窓口における証明書発行に係る手数料

キャッシュレス化の導入及び行政手続オンライン化のための電子申請システムの導入の検討に着手

し、デジタル化による住民サービス向上の実感につなげられるよう努めてまいります。 

   加えて、国の動向に目を向けますと、総務省において令和２年12月25日に自治体ＤＸ推進計画が

策定されており、重点取組事項として、自治体の情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカ

ードの普及促進、行政手続のオンライン化、ＡＩ・ＲＰＡの利用促進、テレワークの推進、セキュ

リティー対策の徹底の６項目が掲げられております。これら６項目については、令和３年夏頃をめ

どに総務省において自治体ＤＸ推進手順書が作成される予定となっており、こうした国の動きは本

町の役場のデジタル化と目的を同じくするものであることから、当該手順書を参考にしながら、国

が主導する全国的な動きに適切に対応していくことを通じて、役場のデジタル化を推進していく所

存でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）ありがとうございます。先ほど、令和３年度で進めていく内容を様々言っていただ

きましたが、マイナンバーカードを用いて何か申請を考えているものとかというのはあるんですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）先ほど答弁の中で、行政手続の手順書が総務省からも出されるというこ

とでお答え申し上げましたけれども、国のほうでもマイナンバーカード使った行政手続のオンライ

ン化というものは積極的に進める予定にしておりまして、具体的には、子育て関係であるとか介護

関係の主に31の手続について、マイナンバーカードを使った申請を進めるというふうに下りてきて

おりますので、この動きについてはしっかりと見ながら、町の動きとそごのないように進めるとい

うことで考えております。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）今ほどおっしゃられました子育て関係で15手続、介護関係で11手続、被災者支援関

係で１手続が市町村が代書してできるような手続であるというようなことが載っておりましたので、

できることからマイナンバーを使ってやっていくということがこれから行っていくことなのかなと

いうふうに思うんですけれども、令和３年夏に総務省から手順が出るというのは、この辺も含めた

上で夏以降に考えていくというような感じですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）議員おっしゃっているとおりなんですが、こういう手順書をしっかり見

て、町のほうの手続の具体化についてはこれとそごのないように進めていくんですけれども、ただ、

スケジュール的に令和３年度で何らかの手続が進められるかというと、そこはちょっとまだ我々と
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してもその辺の見込みが立たない状況です。ただ、国のほうの計画では一定、令和４年度末という

想定もございますので、ここにはしっかりと合わせて進める形で考えているところでございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。できるところからというふうになるのかなと思っておりますので、

またよろしくお願いいたします。 

   それと、デジタル化のための人材というところで、町としてはどのように考えていますか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）デジタル化のための人材についてのご質問でございますが、先ほど触れ

たとおり、行政ＤＸにつきましては多岐わたっておりまして、高い専門性が求められるものでござ

います。そこで政府では、令和２年12月25日に閣議決定されたデジタルガバメント実行計画におい

ても、総務省及び今後設置されるデジタル庁が連携して地方公共団体のデジタルガバメントの推進

を支えるデジタル人材の確保・育成のための施策を講じることとされておりまして、本町といたし

ましても、これらの支援の枠組みを有効に活用できるよう検討してまいります。 

   また、令和３年度から本庁職員を大阪府スマートシティ戦略部に派遣する予定としておりまして、

万博開催を念頭に世界的な視野でスマートシティを目指す大阪府のデジタル化に関するノウハウや

国の動向など、いち早く本町にフィードバックしてもらい、本町のスマートシティの推進に役立て

ていきたいと考えております。 

   加えて、冒頭申し上げた自治体ＤＸ推進計画の重点６項目の推進とともに、本町のデジタル化と

スマートシティを実現していくに当たり不可欠となる専門知識を有する職員の確保のため、今後、

政府が進めるデジタル人材職員の採用募集を参考としながら、本町のデジタル人材採用枠の検討を

人事当局と行い、積極的な人材育成や人材確保に努めてまいります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。府のほうにもそうやって研修に出ていただくということと、また、

専門人材の採用も考えていくというご答弁もありましたので、これからの時代という言い方はあれ

かも知れませんけれども、やはり職員も専門のある方をというところが重要なところかなと思いま

すし、今いらっしゃる職員についてはまた育成というところもあるのかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

   それと、今、行政サービスを充実していくためのスマートシティなのかなというふうに思ったと

きに、誰一人取り残すことなく皆さんが、簡単にではないですけれど、スマートフォンを使って、

先ほどおっしゃっていましたように、手数料のキャッシュレス化であったりとかというところをや

っていっていただこうと思ったときに、高齢者の方、私、以前にも議会でスマホ教室という形で質

問させていただいたときには、ゆうゆう大学の講座で実施しているというふうなご答弁をいただい

たんです。今、本当にスマホの価格も安くなって、皆さん高齢の方がスマホに、３Ｇがもう駄目に

なっていくので買い換えていっている時期になっています。うちの母も90歳ですけれどスマホに買

い換えましたので、そんなのを思ったら、本当に高齢の方がスマホを触ることが割と楽しく、ぼけ

防止じゃないですけれども、そんなふうに考えておられる方もいらっしゃいます。町としてデジタ

ル化を進めていくなら、一人も取り残すことがないというような思いでスマホ教室というものも取

り組んでいただいたらいいのかなと思うんですけれど、その辺はどうですか。 

議長（矢野正憲君）野津総合政策部理事。 

総合政策部理事（野津 惠君）熊取町としまして、確かに現状、既に執り行っております講座等につい

ては、しっかりとご提案いただいた内容を加味したような中身についての調整は、もう最低限させ

ていただくべきかなと考えております。 

   我々、デジタル化を進めていく中では、当然住民の利便性の向上もそうですし、今後、職員も少

なくなっていくこともある程度想定される中で、職員の手も省いていくというんですか、省力化を
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図っていくという観点もございまして、じゃ、省力化していった職員の労力というか、手はどこへ

向けるかというと、まさにおっしゃったような、誰も取り残さないための手当てといいますか、後

ほど相談事業等のご質問もありますけれども、まさに職員でしかできないようなところに振り向け

ていくというのがスマートシティ構想の目的でもございます。そういうところには十分注意してい

きたいということもございます。 

   また、マイナンバーカードの関係でマイナポイントの事業なんかでも企画経営課の職員は都度都

度その対応に従事しておるんですけれども、ほとんどがやっぱり高齢の方に対してのいろんな手続

のサポートです。我々世代以下といいますか、もうほとんどの人は自分で大体知識を持って対応で

きているんですけれど、やっぱりご高齢の方はなかなかそこが難しいということで、それはもう既

に今現在でもかなりの時間を割きながら対応しておりますので、ここはしっかりとこれからも取り

残さないということを留意しながらやっていきたいということです。 

   ご提案のスマホの講座については、またいろんな方法について検討させていただきたいというこ

とで、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）以前も質問させていただいたときは、ゆうゆう大学の講座であるとか、分からなけ

れば町に来ていただいたら幾らでもご案内いたしますよというようなことであったんですが、これ、

国の何かお金を使って携帯屋に講座をやってもらうとか、私も支援を見ていないんですけれど、そ

ういうのを使いながら町として発信していただいたほうが、来る来ないは別として、高齢者の方に

も優しい熊取町という意味でしていただいたほうがいいのかな。今、コロナ禍で難しいところもあ

るんですけれど、本当であれば、それこそ自治会ごとに声をかけにいっていただいて、何かそうい

うのをやりますよと言っていただくだけで、住民としては本当にデジタル化に向けて町は動いてい

るんやなと。せっかく公式のＬＩＮＥも町の中でありますので、それもしっかりとそこでアプリを

取っていただくようなことをやっていただいたら、かなりＬＩＮＥ登録も増えて、皆さん必要なこ

とを指一本でぽんぽんと見られるのかなというふうに思うんですけれども、町長、どうですか、そ

の辺。 

議長（矢野正憲君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）ＳＤＧｓの関連でいいますと「誰一人として取り残さない」、これがスローガンで

あります。言われてみれば、私もｉＰｈｏｎｅを使っていますけれども、私から上の年代の方では

なかなか使えていないという方が結構いらっしゃると思います。そういった方々に対してどういう

サービスを行うか、それによって、熊取町が進めているスマートシティ化、これは住民の皆さんが

主役ということで進めるわけですけれども、そういった中で、それになかなか対応できにくい高齢

者の皆さん方へのサービスも拡充できる方向で考えていく必要があろうかなと思います。 

   それにつけては、これからまた担当部署でいろいろと考えていくんですけれども、いろんな場面

が考えられると思います。まずは、先ほど来話題に上っていましたタピオステーションなんかの場

を通じて簡単な説明から入るとか、長生会の皆さん方のところでそういった説明をさせてもらうと

か、いろいろな方法が考えられるというふうに思いますので、それらを検討しながら進めていきた

いというのが私の今の思いでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）ありがとうございます。いろんな手だてを見ていただきながらやっていただきたい

なというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   次、２点目の、今ＬＩＮＥも言わせていただきましたけれど、ＬＩＮＥの活用についての今後の

取組としてご答弁をお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）ご質問は、今後の取組と、それから、１ポツ目のＳＮＳの相談事業はどう
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か、これは別々のほうがよろしいですか。 

（「別々でいけるんであれば……。一緒でもいいです」の声あり） 

総合政策部長（明松大介君）よろしいですか。 

（「はい。大丈夫です」の声あり） 

総合政策部長（明松大介君）そしたら、今後の取組と、１ポツ目のＳＮＳ等を活用した相談事業はどう

かという、これをまとめて答弁させていただきます。 

   本町では、令和２年８月28日にＬＩＮＥの公式アカウントの運用を開始し、町内放送のほか、最

近ではコロナ関係の緊急情報などを積極的に発信するなどし、令和３年２月25日現在、ＬＩＮＥの

友だち数は2,419人となっております。 

   ご質問のＬＩＮＥの今後の取組につきましては、今後も運用の拡大を検討していくべきものと認

識しております。具体的には、３月１日より運用開始しました道路・公園通報システムの導入をは

じめ、今後、役場のデジタル化を推進する中で、さらなる活用方策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

   次に、ＳＮＳ等を活用した相談事業につきましては、まず、役場に気軽にお問合せいただけるシ

ステムとして、現在、ホームページにお問い合わせフォームを設置し、役場の業務に関するお問合

せを受け付け、各担当課よりご回答させていただいております。これに加え、ＬＩＮＥなどのＳＮ

Ｓの活用につきましては、役場への来庁や電話が困難な状況にある住民の皆様がご利用いただける

ツールの一つとしても、今後検討すべき取組であると認識しております。 

   ただし、ＳＮＳでの相談となりますと一定の限界も想定されることから、まずはＳＮＳを通じて

住民の皆様が気軽に町にお問合せができ、それに対して一定の回答を自動で行うことができる、い

わゆるチャットボットシステムの導入が効果的であると考えております。そこで本町では、令和３

年度のホームページのリニューアルに際しまして、チャットボットシステムを導入する予定で進め

ております。また、ＬＩＮＥからホームページのチャットボットを利用できるよう連携する仕様を

想定しており、それにより、ＬＩＮＥから気軽にお問合せや業務の確認ができるようになります。 

   このように、令和３年度は、ホームページのリニューアルの中でチャットボットシステムの導入

を行い、ＳＮＳと連携させることで、さらなる住民の利便性の向上につなげてまいりたいと考えて

おります。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）ありがとうございます。まさにチャットボットを利用してということで質問させて

いただいて、もう３月１日に実施済みということです。電話の相談に比べてＬＩＮＥでの相談が

26.4倍とも言われています。先ほど言われたように、ＬＩＮＥで相談したから答えていくというや

り方をすると業務量が増加していってというところもあるので、チャットボットを用いて、簡単な

質問へはボットが回答する仕組みづくりをしていただいて、町がしっかりと人が対応すべき問合せ

のところの相談窓口につなげていただきたいなというのは私も思っておりました。 

   広報の最終ページに相談窓口の一覧をずっと載せていただいているんですが、やはりそこを見た

だけではなかなかどこにというのが分かりにくい場合もありますので、チャットボットを導入して

いただいて、自分の相談をしたらどこに電話をすればいいのかということもつなげられるような機

能にしていただけたらありがたいというふうに思うんですが、それはそんなふうにされるんですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）もう今、二見議員からおっしゃっていただいたチャットボット、それが一

番基本のスタイルになっておりますので、それは当然、来年12月からのホームページのリニューア

ルの中には基本はそれでまずさばいていくと。それ以上の深い相談に入っていくと、そこからは担

当課の連絡先へつないで職員で対応すると、そういった流れを想定しております。 

   以上でございます。 
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議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。ＬＩＮＥというすごいツールがあるので、上手に使っていただきた

いなというふうに思います。 

   先ほど、チャットボット機能として、道路破損の通報の受付というのは３月１日で入れていただ

いて、ホームページのほうにも載せていただいていますので、回答はありませんよね。答弁ありま

すか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、ご用意しておりましたので、一定ご答弁申し上げます。 

   次に、議員からご提供のありましたＬＩＮＥの機能の一つであります会話を自動的に行う機能、

いわゆるチャットボット機能を利用した道路・公園施設に関する破損等の通報受付につきましては、

先日、２月24日に情報提供させていただきましたとおり、本町におきましても３月１日から、資料

でご紹介いただきました清須市と同内容のシステムの運用を開始してございます。 

   ＬＩＮＥを活用した当該システムの導入によりまして、簡便な通報と正確な破損情報の集約が可

能となり、さらなる住民生活の利便性の向上につなげてまいりたいというふうに考えておりまして、

ちょうど先週で１週間、導入からたちましたが、今のところ通報が１件ございました。そういった

実績でございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。ありがとうございます。 

   それと、今、ＬＩＮＥでワクチン予約のシステムを提供するというような発表をされていたかな

というふうに思うんですが、熊取町としてはそれはどうされるんですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）すみません、現時点、ＬＩＮＥを使ってかどうかというところは今まだ調

整中ということで答弁させていただいて……。今後、ワクチン接種の委託業者等々とそのあたりの

話もできる機会があるのかなと思っておりますので、そのあたりは今後調整ということでよろしく

お願いいたします。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。新聞のほうにＬＩＮＥ側が予約できるシステムを提供するというよ

うな、自治体が公式を入れているところにはそういうシステムを提供するというような発表をされ

ていましたので、自由に使えるのかなと思いましたのでちょっと質問させていただきました。 

   それと、またＬＩＮＥなんですけれど、オレンジＬＩＮＥというふうな形で、熊取町でも徘徊高

齢者等ＳＯＳネットワークというのがあるんです。これを、ＬＩＮＥ活用するやり方と同じような

形でオレンジＬＩＮＥというのを、全国初で神奈川県の横須賀市で認知症の方の行方不明者情報の

発信をＬＩＮＥを活用して行うというのをやっております。認知症サポーターに対しましては年代

や外見の特徴など概略を通知して、もう一つ上の専門的な講習を受けた認知症オレンジパートナー

には名前を公表したりとかして、ボランティアが捜索しやすく、協力しやすくなるような取組もさ

れています。また、ＬＩＮＥを通じてできることが様々増えておりますので、見ていただけたらい

いかなというふうに思いますが、この辺はどうですか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）今後、ＬＩＮＥの活用の拡充のご質問かなというふうに承らせていただく

んですけれども、基本的に今現在2,400人の友だちがいらっしゃって、これからどんどんその数を

増やしていきたいというふうに考えております。それに併せて、今、横須賀の取組をご紹介をいた

だきましたが、ＬＩＮＥというのはいろんな可能性を秘めていると思いますので、そういった事例

も参考にしながら、積極的に住民にとって利便性の向上のプラスにつながるものにつきましては入

れていきたいと。結構、ＬＩＮＥというのは無料でやっていただけるというようなシステムが多い
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んで、その費用対効果とかも参考にしながら検討してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）じゃ、最後にデマンド交通社会実証実験について、先ほど大林議員のほうからも聞

かれていましたが、内容をお聞かせください。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）ご質問のスマートシティの実現に向けたまちづくりについて

の３点目、デマンド交通社会実証実験について、答弁申し上げます。大林議員の答弁と重複いたし

ますが、ご了承をお願いいたします。 

   本町の交通課題といたしましては、高齢化の進行による買物難民や自宅からバス停までの移動困

難な状況によるラストワンマイル問題が顕在化している状況で、熊取スマートシティ構想における

スマートモビリティの検討におきまして、コミュニティバスや路線バスと適切な連携の下、柔軟性

に優れた交通手段であるオンデマンド交通について調査研究に取り組んでいるところでございます。 

   現在検討してございますＡＩオンデマンド交通は、自宅周辺等からひまわりバス及び路線バスの

バス停までの間をＡＩを活用した予約制の交通手段でつなぐことで課題解決及び利便性の向上を図

るもので、次年度におきましては、各地区における意向、ニーズ把握のためのアンケート調査の実

施や、アンケート結果に基づく課題抽出や方針の設定、導入システム、運行ルート、導入車両、料

金体系などを検討の上、社会実証体制を構築する経費等を予算計上させていただいてございます。 

   今後も地域公共交通の利便性向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、

答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。自宅周辺からバス停までのラストワンマイル問題というところがち

ょっとがっかりしたんですけれど、もうちょっと広く使えるスマートモビリティなのかなというふ

うに思っていたんです。最後のラストワンマイル問題の解決ということで、バス停までというとこ

ろだったんですけれども、アンケート調査等もこれから実施されるということで、ニーズを聞いて

いただいて、買物難民というところで今、高齢者の方は介護予防として外出支援が有効的かなとい

うふうに思ったときに、社会福祉協議会が移送サービス、行こうＣａｒを開始していただきました

が、そのような高齢者の視点の観点プラス、さらなる支援としてデマンド交通というものも入れな

がら、皆さんが高齢になっても熊取町で住むことが困らないような内容でしっかりと進めていきた

いなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   これ、アンケートはどんな形で取っていくんですか。まだ決まっていないんですか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）明確にどのような形というのはあれなんですけれども、各地

区に取らせていただこうと思っています。利用者アンケートという形でバス車内でアンケートを取

るのではなく、全地域・地区の方々に対して、一定全ての町民の方を対象にするか各地区の抽出し

た方になるのか、その辺はこれから検討させていただきますが、広くご意向を調査させていただけ

たらというふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）ラストワンマイルということなので、高齢者に取るということではないんですね。

利用者という形で住民全体を広くということで取るということですか。 

議長（矢野正憲君）白川都市整備部理事。 

都市整備部理事兼道路課長（白川文昭君）高齢者だけをターゲットにするのではなく、今、ひまわりバ

スには年間６万6,000人のご利用いただいている方もいらっしゃいますので、そのままで使い勝手

のいい方というのもいらっしゃると思います。ワンマイル問題だけでオンデマンドに置き換わって
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しまうというのではなく、ひまわりバスでも十分ご活用いただいている方もいらっしゃいますので、

全ての方からのご意見をいただきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）二見議員。 

９番（二見裕子君）分かりました。本当にせっかくデマンド交通、スマートモビリティをやっていこう

というふうに頑張っていただくわけですので、皆さんが利用しやすいものになっていくというのが

大事かと思います。その辺、併せてよろしくお願いしたいと思います。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）先ほどのワクチン接種のＬＩＮＥの活用につきまして、正確な情報が分か

りましたのでご報告申し上げます。 

   国のＬＩＮＥの無料のシステムは、今のところ使わないという方向で進んでおります。何をどれ

でいくかといいますと、別のワクチン接種の申込システムを今構築していると。ただし、町のＬＩ

ＮＥからそのシステムにリンクを張って申込みができるというような、そのような形で対応すると

いうことでございまして、国のシステムではない別のシステムということでご理解いただけたらと。

分かりにくいですかね。 

（「最後にいいですか」の声あり） 

議長（矢野正憲君）まとめて。二見議員。 

９番（二見裕子君）すみません。 

   国のではなくて、申込みをするだけの取っかかりの分のＬＩＮＥを使うという意味ですね。分か

りました。 

   以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）以上で、二見議員の質問を終了いたします。 

   会派代表質問の途中ですが、ただいまより３時10分まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「14時49分」から「15時10分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、未来を代表して、浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）それでは、会派未来を代表いたしまして、町政運営方針における主要施策について

通告に従い質問させていただきます。 

   １点目は、ＧＩＧＡスクール構想についてであります。 

   ＧＩＧＡスクール構想の実現を目指して、本年１月末日までに町内の全ての全小・中学校の子ど

もたち一人一人にタブレット端末を整備いただきました。本来であれば令和５年度までに全小・中

学校の子どもたちに端末を整備する予定であったものが、今回のコロナ禍において全国一斉に大き

く前倒しとなって、本町でも全ての小・中学校に設置いただき、現場の学校の先生方をはじめ教育

委員会の皆様方、関係者の皆様には心から御礼申し上げたいと思います。 

   また、教育委員会のホームページでも確認させていただきましたが、端末整備と併せて各教室や

体育館、運動場でのＷｉ－Ｆｉ環境や校内ネットワーク整備、端末を充電する充電保管庫、65イン

チ画面の大型提示装置も整備いただいて、学校教育におけるＩＣＴの基盤が整い、これからいよい

よ未来を担う子どもたちがタブレット端末やインターネット環境をフルに活用し、多様で豊かな学

習が進められるようになりますというふうに記載もありました。 

   そこで、ＧＩＧＡスクール構想がスタートすると、子どもたちの学びはどう変わり、どんな力を

身につけられるようになるのか、ご答弁をお願いします。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、浦川議員のＧＩＧＡスクール構想についての１つ目、
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整備完了に伴い、子どもたちの学びはどう変わり、どんな力を身につけられるようになるのかのご

質問にご答弁申し上げます。 

   ＩＣＴを学びの場で活用することは、子どもたちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授

業を実現する上で効果的であると考えます。文部科学省は平成29年３月に改訂した学習指導要領の

中で、情報活用能力は言語能力などと同様に学習の基盤となる資質・能力と位置づけました。 

   情報活用能力は、学習活動において必要に応じてＩＣＴを適切に用いて、情報の収集や整理、分

析や表現、発表等を行うことができる力のことです。さらに、ＩＣＴの基本的な操作の習得やプロ

グラミング的思考、情報モラルや情報セキュリティーや統計等に関する資質・能力等も情報活用能

力であります。 

   これらの情報活用能力の育成は全ての教科で行うこととされ、また、教科の枠を超えて行ってい

かなければならないとされています。そのため、国語辞典や図鑑など紙の資料のみを活用していた

調べ学習が、必要に応じてクロームブックを活用することで、即座に必要な資料を得ることができ

るようになりました。また、同時に自分の考えと友達の考えを比較検討できる協同学習ツールの活

用や、具体的なイメージを持つために効果的な動画の視聴を取り入れた学習指導等をすることがで

きるようになりました。 

   今後、学習の中で子どもたちの資質・能力の向上に向け、効果的なクロームブックの活用の在り

方について一層研究を進めてまいりたいと考えております。 

   以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）先日、情報提供で、中央小学校の４年生の端末を活用した一部、動画のほうで４分

ぐらいですか、ご紹介いただきましてありがとうございました。結構、雰囲気がそれで見て取れた

んです。 

   町長の施政方針にもあったんですけれども、小・中学校の社会と理科にデジタル教科書を導入し

ていく、これはもう実際にやっておられるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）小・中学校における理科と社会の指導者用のデジタル教科書に

つきましては、令和３年度から導入予定でございます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）ありがとうございます。これからいろんなことができるようになるというか、非常

に期待しています。教科書なんかも、今までテキストを紙媒体で見ていた２次元のものがより立体

に見られるようになったり、子どもたちの学びもより深くなっていくのかなという意味では本当に

期待しているんです。 

   去年、全協で僕らのほうにも説明いただいて、大きく計画が前倒しになるということで、当時は

本当に小・中学校全ての、4,000台ですよね、設置できるんかなというところで思っておったんで

すが、今回設置いただくに当たって大きなトラブルとかは特になかったんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）本町においては大きなトラブルはなかった、スムーズに導入

していただけたのかなと思っています。他市町の状況を聞いてみますと、パソコンの初期の設定に

かなり時間がかかって予定どおり入れることができない、入ってこないというような市町もあるや

に聞いておりますが、本町ではスムーズに導入できたのかなというふうに思っています。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）分かりました。本当に大変な作業だったかと思います。先ほど、冒頭でもちょっと

触れられましたけれど、デジタル教材なんかの選定等も今学校の現場の先生方を含め、皆さんいろ

いろと検討いただいていると思うんですけれども、そういう意味では先生たちの作業量というのが

ますます大変になってくるというか、負担が非常に大きくなっているのかなと。この１月末に向け
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て、各子どもたち一人一人に4,000台を設定していただいて、そこで本当に一息つく間もなく、こ

れからどういうふうに活用していくのかであったりとか、デジタル教材、それからドリルとか、い

わゆる教材、そういったものを導入していただくに当たって本当に大変だと思いますし、しかも、

今回のＧＩＧＡスクール構想において全ての自治体で一斉に用意ドンというような形、もちろん先

進的に取り組んでいる自治体なんかはマラソンでいうところのトップ集団を走っていって、ようや

く我々熊取町としても同じマラソンコースを走っていけるような状況になるのかなと思うんですが、

ただ、これがどんどん時間がたてば、よりＩＣＴ機器をうまく活用できている自治体とそうでない

自治体の自治体間格差がこれからちょっとずつ開いてくるのかなと。そういった意味では、現場の

先生方を支える体制づくりというところがこれからもっと重要になるのかなと思うんです。 

   次の質問にしているんですが、本町では学校の先生方に対してどのような体制で支援を実施でき

るのか。また、プログラミング教育等においては民間企業などと連携を図り実施する自治体もあり

ますけれども、本町としてはいかがお考えでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、浦川議員のＧＩＧＡスクール構想についての２つ目、

学校の先生方をどの程度支援できるのか。また、プログラミング教育等、産官学民等と連絡を図り

実施している自治体もあるが、本町はどうかのご質問にご答弁申し上げます。 

   現在、本町には、ＧＩＧＡスクールサポーター１名とＩＣＴ支援員２名がおり、学校の支援に当

たっております。先生たちへの主な支援といたしましては、本町で採用しているＧ Ｓｕｉｔｅ ｆ

ｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの機能や授業支援ソフトの活用方法についての説明や授業での活用支援、

また、学校の要請を受けて校内研修も行っております。実際の授業の中では、クロームブックの扱

いに困った児童・生徒がいるときに、支援員が児童・生徒の近くに行き操作方法を教えたり大型提

示装置への画面転送を支援したりすることで、教員が授業を進めることに集中できるようになって

きております。 

   プログラミング教育につきましては、算数科や理科、家庭科といった教科においてＩＣＴを活用

しながら論理的思考力の育成を目指した授業づくりについて、各小・中学校の担当教員とともに研

究を進めているところです。 

   今後は，町内に複数の大学があることなどの強みを生かし、大学との連携等、様々な資源を活用

させていただきながら取組を充実させたいと考えております。 

   以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）ＩＣＴ支援員も８校で２人という説明も従来からあったわけですけれども、やっぱ

り８校で２人なので十分ではないのかなというふうにも思っています。先ほど、冒頭でマラソンに

例えてお話しさせていただきましたけれども、やっぱりトップ集団を走ってる自治体でいくと、例

えば佐賀県の武雄市であったりとか埼玉県の戸田市、ちょっとインターネットで探した中でもそう

いうところが結構出てきたわけです。そういうところは、早くからＩＣＴを活用して、さらに得意

である民間企業とタイアップすることによって学校の先生方の負担も減らせますし、子どもたちも

国内で非常に進んでいる企業からそういったことを直接学ぶことで、よりノウハウというものを活

用できている。だから、そういった意味では、学校の先生方の負担を減らし、かつ、より得意な企

業と連携することによって子どもたちにも深い学びを提供できると。 

   だから、そこで重要になってくるのがお金の問題が出てくるんかなと思うんですけれども、現場

の先生方を支援するという意味では、そういう民間企業、先ほど大学と連携してというようなお話

もありましたけれども、もう少し広い分野というか、得意なところの力を借りることによって作業

効率を上げていくということも検討していただくところかなと。 

   学校の先生方の負担を減らすという意味では、従来から校務用パソコンの導入ということで、議

会のほうでもその導入の議決なんかもあったわけですけれども、学校の先生方の勤務時間、そうい
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うものは効率化されて圧縮されているんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）昨年度からというか、その前からも働き方改革が言われ始め

て、例えば勤務時間のＩＣＴでの退勤の管理であるとか、あるいはこういった状況の中でできるだ

け学校で過ごす時間を短くしましょうといったような働きかけの中で、実際、２年前と比較して昨

年、本年度というのはやっぱり勤務時間は減ってきております。ただ、現在コロナ禍ということで

特別な状況があるというふうなこともあって、今後、まだ十分だと我々は考えておりませんので、

そのあたりは、もっと先生方の勤務時間を縮減できるような形での工夫というのは必要になってく

るのかなというふうに考えております。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）学校の先生方の勤務日数、勤務時間の削減というか、働き方改革の一環で、これは

僕だけじゃなくて、もう本当にいろんな議員の方々が学校の先生方の業務量については心配されて

きましたし、今回のコロナにおいてもっと忙しくなったというか、手を取られることにもなったわ

けですし、さらに今回のＧＩＧＡスクール構想が予定よりも大幅に前倒しになったことによって、

学校の先生方に対しての負担というものがまたここに来て大きく増えているんじゃないのかなと。

その増えることによって一番心配なのは、やっぱり一人一人の子どもたちを見る時間が削られてく

るというか、先生たちの精神的な負担が大きくなって子どもたちを見る余力につながっていかない、

ここが僕は一番心配しているわけなんです。 

   なので、そういった意味で学校の先生方の勤務時間等を見える化する、今、答弁の中にも、少し

ずつ減ってはいるけれども十分ではないといったように、我々議会の中でもそういう学校の先生方

を見える化していくというか、時間を見える化させていく、いわゆるＫＰＩの設定みたいなものが

あれば、我々議会も共通認識できますし、ここで皆さん方と一緒に今の先生方の実際の労働時間が

どれぐらい減って効率的なのか、かつそこで見ることによって、もっと我々議会としても現場を応

援させていただけるきっかけにもなるかなと思うんで、そのあたりはどうですか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）まず一つ、今までも働き方改革に関するご質問のときにご答

弁させていただいておるんですけれども、先生方の勤務時間というのは、もともと例えば、ある学

校の例で言えば８時半から７時間45分間の勤務、間に45分の休憩というふうに決まっておるんです。 

   今、国が我々に指示を出しております先生方の勤務時間というのは、実は８時半から何時という

授業のある時間帯ではなくて、先生が学校に入られた時間、だから、例えばちょっと早めに来たん

ですと７時に来られた、あるいは７時半に来られたとすると、その間ちょっと仕事ではなく違う業

務をしていても、７時半に入ったら７時半がスタートで、帰りは、例えば６時半までお仕事をされ

ていたと。あとちょっと先生方とお話しされていて、出たのが夜の７時半であったとしたならば、

その入った時間から出た時間までを一応勤務時間としてカウントしなさいという今、指示になって

おります。 

   ですから、朝の例えば見守り活動があった場合に早く来た、それも当然、行くために入った時間

が勤務時間になっていると。だから非常に難しいのが、どれを勤務としてどれを勤務としないのか

という結局線引きが難しいから、文部科学省のほうもそういう時間の計り方をしていると。だから、

我々としたら、まずできるだけそういった仕事以外のことについては学校の外でやっていただけた

らどうかということも、当然ご提案をさせていただいているという状況です。 

   ですから、そういった状況で、見える化というふうなお話もいただいたんですけれども、どれか

らどれまでを勤務とするのかという正味の勤務時間というのが非常に難しい状況が実際ございまし

て、そういったところで、一応規則としては、これだけ縮減しなさい、残業はここまでにしなさい、

いじめ等の様々な事案が起こった場合はそこまでいけますというルールというのは基本的に国で定

められておりますので、基本はそれに基づいて、それ以内で収まるように取組を進めていかなけれ
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ばならないというふうに考えているというのが今の現状でございます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）その線引きのところは、より現場に精通されている教育委員会の皆さんと一緒にお

考えになられるところなのかなというふうに思うんですが、やはり気になるところは、最終的なし

わ寄せというか、子どもたちを見る時間をつくるためにどこが一番効率的なのかなという、その一

つの手段が校務用パソコンであったり、先ほど私、申し上げたようなプログラミング教育、特にこ

れに関しては去年から小学校のほうで導入されて、今まで何十年もやってこられたベテランの先生

もそういうところは初めて教えていくというところにもなってくるかと思うので、そういった得意

なところに外注して学校の先生方の時間を確保してあげられるような取組、それこそがまさに教育

委員会の皆さんであったりここに座っておられる理事者、町長を含め、皆さん方でお金を出して解

決できるところはサポートしてあげるように働きかけていただくと。 

   私が先ほど見える化したらというところは、やっぱり議会の承認も当然必要になってくるところ

もあるので、より議会、行政とが同じベクトルを向いて、学校の先生たちの時間を確保してあげら

れるような取組ということがこれから重要になってくるのではないか。特に、コロナに続いて今回

のＧＩＧＡスクール構想というところで先生方の負担も非常に大きくなってきているので、そこを

サポートすることによって、当然ながら熊取町にもよりすばらしいというか、より質の高い先生が

集まりやすくなることにもつながりますし、子どもたちを見ていく時間にもつながってくるかと思

うので、その辺のところは引き続き検証いただきながら、検討いただきたいなというふうに思いま

す。 

   次の質問に移りたいと思います。 

   ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴ機器の活用について伺っていきたいと思います。 

   ＧＩＧＡスクール構想には遠隔授業などによる不登校児童への支援も位置づけられており、現在

もなお何らかの理由により学校に行けない、学校に行きたくない、そういった子どもたちが本町に

も在籍しております。今回、直近３年間の各小・中学校別での不登校児童の状況についてというこ

とで資料を頂きまして、ありがとうございます。ぜひ、こういった子どもたちに対して遠隔授業の

実施というものを検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、浦川議員のＧＩＧＡスクール構想についての３つ目の

ＩＣＴ機器の活用についての一つ、各小・中学校に在籍している不登校児童に対し遠隔授業を実施

できないかのご質問についてご答弁申し上げます。 

   ＩＣＴ機器が児童・生徒一人一人に配備されたことにより、一人一人に応じた学びの保障を含め、

学校教育における様々な可能性が広まると考えております。 

   不登校児童・生徒への遠隔授業については、配信の方法や環境整備、授業している教員が１人で

対応可能であるのか等、検討が必要な課題がたくさんあります。この間、児童・生徒への１人１台

のクロームブックを配備することに合わせ、家庭にいながら自学自習ができるドリル教材を導入し、

全ての児童・生徒が活用することができる状況にあります。また、この教材については、教員が児

童・生徒の学習状況を個々に把握することができ、不登校児童・生徒に対しても個別に指導するこ

とができることから、指導上における効果的な活用の方法を考えていきたいと思っております。 

   さらに、本町で採用している基本ソフトであるＧ Ｓｕｉｔｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎには、

プリントや教材、また動画を共有することが可能であることから、クラスや学校の様子を配信する

など、今後、不登校児童・生徒に対するクロームブックの効果的な活用方法について検討していき

たいと考えております。 

   以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）今ご答弁であったように、そういった遠隔授業というか、クラスの雰囲気、様子を



－１７６－ 

そういった子どもたちに配信するというか、それも学校に来る一つのきっかけになると思うんです。

なので、どれだけのきっかけを子どもたちに与えられるかという意味では、今回の遠隔授業という

か、クラスの様子を配信するでもいいと思うんですけれども、誰々君も頑張っているから俺も行こ

かなとか、誰々ちゃんがあんなふうに頑張っているから自分もやっぱり行かなきゃなとか、そうい

った意味で、学校に戻ってこられるきっかけづくりとして、まず第一歩を踏み出していただきたい

なと。 

   授業に関してはまだ今回始まったばっかりなので、どうやっていくかというところがまだまだ時

間がかかるのかなというふうにも思うんですが、何分、子どもたちの１年は我々大人が考えている

よりもあっという間に過ぎてしまうので、検討している間に子どもたちがどんどんと大きくなって、

最終的に卒業していくということになってしまうので、とにかく何らかのアクションを踏み出して

いただきたい。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの皆さんとも一緒に、さ

らに言うと、後ほどの質問にも出てきますが、当然親御さん、家庭でのご協力というところも併せ

て必要になってくると思いますので、とにかく何らかのアクションを起こせるような形で頑張って

いただきたいなと思います。 

   不登校児童への支援もそうなんですが、基本的にはいつでも学び直しができるようになるのがＩ

ＣＴ機器のよさであり、学校に大事に置いておくのではなく、持ち帰りを前提に有効利用してもら

いたいと考えている、こういうことが文部科学省のほうにもよく記載されているんですが、要する

に、子どもたちが端末を持ち帰って自宅で学習する家庭学習がこれからより一層求められるように

なってきます。家庭学習の推進について、現在のお考えをお願いします。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）ＩＣＴ機器の活用についての２つ目、家庭学習の推進をどの

ように考えるか、また、モバイルルーターの貸出しはどの程度検討されているのかについてご答弁

させていただきます。 

   まず、家庭学習の推進についてでございますが、先ほどの１点目の答弁でも述べさせていただい

たように、ドリル教材については、既に昨年９月から各家庭にあるパソコンやスマートフォンで利

用できる状態となっています。既に幾つかの市町村では、自宅での学習支援として学習動画の配信

や、家庭への連絡手段として端末の持ち帰り利用が進められており、本町といたしましても、持ち

帰り利用に向けて、持ち帰る際のルールづくりに加えて家庭でのネットワーク環境の整備や、児

童・生徒の習熟度合いによっては保護者等に付き添っていただく必要があるなどから、保護者の理

解を求めるとともに先進自治体の取組等を参考にしつつ、進めてまいりたいと考えております。 

   次に、モバイルルーターの貸出しについてですが、今年度、補助金を活用し整備を行っており、

ネット環境が整っていない家庭への機材貸出しについて準備を整えているところです。しかしなが

ら、通信料の負担方法やその金額については検討が必要となります。 

   いずれにしましても、先進自治体での課題を踏まえつつ、今後、家庭での学習環境の充実に向け、

速やかに貸出しができるよう検討してまいりたいと考えていますので、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）ルーターのほうを先にお伺いしたいんですけれど、モバイルルーターは、貸出しは

無料やけれども通信費は各家庭でのご負担になって、何台ぐらい例えば想定されているというか、

どれぐらい需要があるというふうにお考えですか。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）モバイルルーターですけれど、今日ちょっと持ってきたんです。こんな感じで

す。スマホみたいなんですけれど、基本的にはスマホと一緒に公衆の電波を受けて、これがパソコ

ンにつながるというふうな感じで、今回、補助金を活用して200台を導入させていただいています。

ただ、200台全部に通信料をかけるとすごくお金がかかっちゃうので、そのうちの100台分について、
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月額1,000円程度の回線の契約をさせていただいております。これは、コロナで臨時休校が増えた

ときの対応ということで、パソコンもＧＩＧＡ端末のほうも先行で何台か入れさせてもらってとい

うふうな対応で、入れさせてもらったものです。一応そういうような形でルーターを入れさせてい

ただいています。 

   基本的には、町のほうで回線契約していますので、このまま持って帰ってもらったら家でつなげ

ると。ただ、月に動画で15分間を20日ぐらいで大体の料金になっていますので、ずっと使うとなる

とちょっと心もとないなというふうな感じになっています。 

   ルーターについては町で準備したので貸出しはできるんですけれども、やはり通信料につきまし

ては、今各家庭でも通信環境をお持ちの家庭が大多数ですので、基本的には通信費については各家

庭のほうでお持ちいただきたいなというふうに考えております。 

   ただ、今回のコロナに併せて、就学奨励のほうの関係で生活保護世帯であるとか就学援助を受け

ている家庭についての通信費は奨学援助のほうでも見られますよというふうな制度改正もされてい

ますので、そういうふうなご家庭につきましては就学援助も活用して通信費を出させていただくと

いうふうな方法も取れます。今、そのあたりについて検討させていただいているという状況です。 

   できるだけ早いタイミングで持ち帰りというのは考えたいんですけれども、先ほどの通信料の問

題であったりとか、やっぱりいろんな持って帰るとなるとルールづくりというのが必要になってき

ますので、その辺は先進市の状況とかも見させていただいて、どのような形がいいのかというのを

今検討させていただいているという状況です。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）モバイルルーターの件については分かりました。ありがとうございます。 

   ドリル教材なんかは、去年の９月からおうちのパソコンであったりスマートフォンで入れるよと。

これは、子どもたち一人一人にログインＩＤを付与して、自分の持っているパソコンやスマートフ

ォンから入っていくと、そういう認識ですよね。そうすると、今与えられているクロームブックに

関しては、持ち運ぶというよりかはどっちかと言ったら学校に置いておいて、家でやる場合は家の

パソコンとかスマートフォンで見てねと、そういうような使い方ですか。 

議長（矢野正憲君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）今現在のところはそのような形になっております。ただ、そ

ういったことも含めて今後、この持ち帰りをどういうふうにしていけるかというのは考えていきた

いなというふうに今検討しているところです。 

   もう一点は、ドリルを実際にやるに当たっては、各学校を回らせていただいて、昼休み等の時間

に体験したい人は来てねということで体験も実際にやって、子どもたちが触るというようなことも

行わせていただいたという経過も実際にございます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）やっぱり端末も、自分のものにしようと思うとどんどん触っていって、おもちゃと

言ったらちょっと語弊があるかも分からないですけれど、自分のお気に入りのおもちゃのようにど

んどんと触って、常に肌身離さずというか、それぐらいでないと使いこなしていくのは時間がかか

ると思うんです。一部ちょっとお話で聞いたんですけれど、これ壊したらおまえら弁償やぞみたい

な、そういうことというのはないと思いますけれど、サポート期間というか、壊れた場合の対応と

かそういう保険みたいな、メーカー保証というんですか、何かそういうところはきちっとどれぐら

いやられていますか。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）メーカー保証については、前に契約のときにもちょっとお話しさせてもらった

と思うんですけれど、当初、保守契約というのを考えたんですけれども、すごく費用がかかるとい

うことで、今は基本的にはメーカー保証の１年間ということになっています。その分やっぱり当然
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壊れることを想定していますんで、予備機というのを何台か持たせてもらっています。今後も必要

に応じて、若干の壊れたときの入替え用の端末というのは毎年度少しずつ予算化をさせていただこ

うと思っています。トータル的に考えるとそっちのほうが経費的には安くつくかな。どうしてもこ

の手の機械というのは日進月歩で変わっていきますので、若干仕様が変わったりとかすると思うん

ですけれども、ほぼ同等の機械の導入可能ということで、そういうふうな対応を考えてもらってい

ます。 

   基本的には、壊した場合は弁償ねという話は、これは今、各小・中学校でガラスを割ったときは、

やっぱり自分が悪いからということで、ある程度ガラス代とか、学校によっては先生と一緒にガラ

スを入れたりというふうなことをしていますので、絶対弁償せえよというわけではないですけれど、

やっぱり大事に使ってほしいという思いから、最終的にはお金頂戴とは言わないと思うんですけれ

ども、基本的には、故意に壊されたりした場合はご負担をお願いしますというふうな案内を保護者

宛てにはさせていただいているという状況です。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）分かりました。本当に大事に扱っていただきたいというのはやまやまですけれども、

やっぱり常に持ち運んでいく、自分のものにしていくとなると、当然たくさん使っている子どもの

ほうが故障していく率は高くなると思うので、その辺のところも踏まえていただきながら保証等を

お考えいただけたらと思います。 

   じゃ、次にいきます。 

   次に、外国語教育におけるＩＣＴ機器の活用についてはどのようなことに取り組んでいくのか、

ご答弁お願いします。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）続いて、３番目、ＩＣＴ機器の活用についての３つ目、外国語

教育での取組についてご答弁申し上げます。 

   新学習指導要領では、ＩＣＴ等の活用により、子どもたちの興味・関心をより高め、指導の効率

化や言語活動のさらなる充実を図ることと明示されています。本町においては、英語教育の充実を

推進しておるところですが、今後はＩＣＴ機器を有効に活用していきたいと考えています。具体的

には、授業の導入として、英語の歌の動画を見せ、一緒に歌ったり踊ったりするなど英語に慣れ親

しむ活動を行ったり、まとまりのある英語を聞いた後、内容に関する質問に子どもたちが自分のク

ロームブックで回答したりするなどです。また、習った表現を使いながら友達とやり取りしている

場面をクロームブックで撮影し、その後、撮影した動画を見ることで、自分や友達のいい点や改善

すべき点などを客観的に捉えることができ、英語で話す力をつけることができると考えています。 

   以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）自分で話した内容を撮影して、それを後で振り返るというか、それなんかも確かに

ＩＣＴ機器の有効活用の一つになると思いますし、動画を見るという部分でも確かにそうなのかも

分からないです。 

   先日の坂上昌史議員の一般質問の中に、英検補助の中から英検ＩＢＡのお話やったかと思うんで

す。これなんかも１人１台端末があることによってできることなのかなというふうに思ったんです

けれど、例えば、英検ＩＢＡなんかも中学生を対象にやられていくということなんですが、どんな

話か聞いてもいいですか。英検ＩＢＡ、全員の中学校に対して実施するんですか、３年生だけとか

ですか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）来年度からの実施になりますが、中学１年生から３年生まで中

学生全員対象というふうに思っております。このテストは、実は45分で実施できるテストで、文法
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的な記述の問題と、あと放送問題、リスニング力を確認するテスト内容というふうになっておりま

す。英検とよく似た問題形式ということになります。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）ありがとうございます。これで、子どもたちがどれくらい理解が進んでいるのか、

英語に関しての能力がどれぐらいあるのかということが一つの指標で、これからちょっとつかみや

すくなるのかなというふうに思います。 

   次の質問にも関連してくるんですけれども、１人１台整備いただいたことで、これまで未来会派

としては子どもたちが英語に触れ合う機会というものをできるだけ多くしてほしいということで、

英検の補助なんかもその一環やったわけです。町長の町政運営方針にもありましたけれども、英会

話能力向上を目的とした、それに対してのハード面が今回整備されて、ぜひこういうのも計画的に

やっていただきたいなと思うんですが、外国人とのスカイプなどのオンラインビデオ通話会議を推

進することについてご答弁をお願いしたいと思います。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）続いて、４つ目、英会話能力向上を目的とした外国人とのオン

ラインビデオ会議を推進することについてですが、現在、子どもたちの英語力向上のためにＡＬＴ

を配置したり、担任や英語教員ができるだけ英語を使いながら授業を進めたりしているところであ

ります。ＡＬＴ以外の外国人とのやり取りについては、校外学習等で出会った外国人にインタビュ

ーをするなど行っておりますが、ＧＩＧＡスクール構想により、世界の人々とより簡単につながる

ことが可能となります。つきましては、外国について学ぶ単元等でオンラインビデオシステムを活

用し、まずはＡＬＴの家族や友達とやり取りする機会を設けることができないか、模索していきた

いと考えています。 

   今後も、子どもたちが主体的に学びを進めていけるよう、ＩＣＴを活用した教育の充実に取り組

んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いしまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）少し兆しが見えてきたかなというところで、まずはＡＬＴのご家族の方とお話しで

きないかなというところから模索していくというご答弁だったかと思うんです。 

   今回のＧＩＧＡスクール構想で、文部科学省のいろんな資料を見ても、ＩＣＴ機器の活用で海外

とつながる本物のコミュニケーションにより発信力を高めるために、子どもたち一人一人が海外の

子どもとつながり、英語で交流、議論を行うことで能力向上に努めたい、こういうような文言とい

うのが結構いろいろ出てくるんです。いわゆる海外の子どもたちとつながるというところが僕はす

ごくヒットしたんですけれども、やっぱり同じような目線で立つ、同じような子どもたち同士で会

話していくということが、子どもがもっとしゃべりたいにつながってくる。従来からこういう議論

は何回も僕もさせていただいているんですけれど、ＡＬＴの先生方はやっぱり先生なんですよ。だ

から、先生と生徒であるという関係には変わりなくて、もちろんそこでもどんどん話していくとい

うことは重要なんですけれども、そうなると話せる子だけが話すという形にどうしてもなりがちで、

引っ込み思案というか、恥ずかしいなと思っている子であったりとかが前へ来て俺もしゃべりたい

なと、こうなるのは、やっぱり自分の身近なよく知っている友達が話すことによって、格好ええな

とか俺もしゃべりたいなとか、俺もこんなことを聞きたかったなとか、こういうことがやっぱり子

どものもっともっとにつながると、僕は教育者じゃないですけれど、やっぱり自分の子どもを見て

いてもそう思ったりもします。 

   だから、そこの海外との子どもとつながるというところがやっぱり非常に大きい。そういった意

味で、いろんな段階を踏んでいただいてそこにたどり着くのかも分からないですけれども、できる

だけ早くそういったきっかけというものをつくっていただきたいな。 

   僕は、いつも英語の話をするとオーストラリアのミルデューラ市の話をするんですけれども、去

年行けなくて今年行くということで予算化されています。ちょっと状況的には、非常に未知数とい
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うか、微妙なところかなというふうにも思っています。 

   ミルデューラ市なんかは、うちと姉妹提携しているという関係からすると本当に取っかかりやす

いというか、できやすいのかなと思うんですけれども、時差の影響とかいろんな障壁があってなか

なか進んでいかないというか、難しい点があって、子どもと話すという部分では別にミルデューラ

市じゃなくてもいいと思うんですよ。時差が問題であれば、アジア圏内でも英語を話せる国という

のはやっぱりありますし、例えばフィリピンとかシンガポールとかマレーシアとかも十分英語で話

せる国ですよね。だから、特にフィリピンなんかはもうネーティブのアメリカ人よりも非常にすば

らしい発音力やということで、大企業がフィリピン人を雇用してコールセンターなんかをずっと立

ち上げているというのはすごく有名な話で、だから、そういう意味では別にミルデューラ市ではな

くてもいいし、とにかく早い段階で子どもたちにそういう世界というか、きっかけをやっぱりつく

ってあげる、これが我々大人の仕事なのかなと。 

   だから、子どもたちの１年というのは本当に早くて、あっという間に卒業してしまうので、そう

いった意味では、この端末ができてもうハード面は整備されているわけです。だから、学校の先生

方の仕事を減らしてくださいと言いながらこんなことを要望するのは非常に矛盾しているかも分か

らないですけれど、やっぱりあるものを使わない手はないと思うので、できない要因というのはい

っぱいありますけれど、できないことを考えるんじゃなくて、どうやったらやっていけることがで

きるのか、子ども同士でつながるというところが非常に大きな意義があると思っています。ぜひと

もその辺のところは、ずっと言っていますけれども、引き続き要望したいと思います。 

   次に、コロナ禍におけるマスク着用による、子ども達の「健康被害」の状況や「将来の夢」につ

いて伺いたいと思います。 

   現在は、飛沫感染防止のためにマスクの着用が、義務づけられていると言っていいのかどうか分

からないですけれども、義務になっています。マスクを着用することによって頭痛を引き起こす子

どもがいると複数の子どもたちのお母さんたちから僕のほうにご相談があったんで、今回この場を

お借りして質問させていただきたいんですが、そういった子どもたちの健康被害の情報というのは

入っていないでしょうか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）浦川議員の２番目、コロナ禍におけるマスク着用による、子ど

も達の「健康被害」の状況や「将来の夢」についての１つ目、マスクの着用が義務づけられている

が、低酸素症による頭痛など、子どもたちからの健康被害の情報は入っていないかについてご答弁

申し上げます。 

   専門家の指摘にあるように、マスクの着用は感染予防のためには欠かせない状況であり、暑い時

期には熱中症対策を講じ、子どもたちの健康状態への配慮を行ってまいりました。各校及び教育委

員会においては、頭痛等の健康被害情報は入っておりませんが、引き続き、毎日の検温等の健康観

察を行い、子どもたちが安心・安全に学校生活を送ることができるよう、子どもたちの心身のケア

に努めてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）健康被害の情報が入っていないと。これはすごく難しくて、マスクをしたから、低

酸素だから頭が痛いんかという関連づけるところがすごく難しいのかなというふうに僕自身も思い

ます。だからといって、外してと言ってあげてくださいと言っているわけじゃなくて、体育の時間

とかクラブ活動時間は外していいよというふうに先生からもちゃんと言われているということはよ

く聞いています。だけど心配なのは、やっぱり我々大人もそうですけれども、外すことによって周

りの目がすごく気になったりとか、あとやっぱり自分もうつしてはいけないというふうに思ってい

ますから、少々苦しくなっても頑張ってつけているというふうに子どもたちは言っているんですよ。

だから、そういったところも含めて、もう一度先生方に注意深くケアしていただきたいなというと
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ころしか今回ちょっとお願いできないなと思ったんで、教育委員会としては取りあえず今のところ

はそういった報告はないということで、分かりました。 

   最後の質問に移りたいと思います。 

   新型コロナウイルスの影響によって、将来の夢や目標を持つ子どもたちの割合がコロナ禍前と比

べて減っているとの調査結果が出ていると。これは、先月22日の日経新聞で北海道教育委員会で明

らかになったということで出ていたんですけれども、本町の子どもたちは大丈夫なのかということ

でご質問させていただきました。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）次に、２つ目の将来の夢や目標を持つ子どもたちの割合が、コ

ロナ禍前と比べて減っているとの調査結果が出ている都道府県もあるが、本町ではどうかについて

です。今年度は全国学力・学習状況調査が中止されたこともあり、町全体の割合については把握し

ておりませんが、別途アンケートを実施した学校では、「将来の夢や目標を持っている」と回答し

た子どもの割合は76％から74％となり、僅かながら減少しておりますが、ほぼ横ばいだと考えてお

ります。 

   しかしながら、日常生活が大きく変わる中、子どもたちは友人関係や学習、進路や将来のことな

ど、様々な思いや悩みを抱えながら生活を送っているとも考えられます。全ての子どもたちが安

心・安全に学校生活を送るとともに自分の将来を思い描くことができるよう、教育活動全体を通じ

て、人とつながる力、難しいことにチャレンジする力など自立の基盤となる力の育成を引き続き図

ってまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いしまして、ご答弁とさせていただ

きます。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）76％から74％、これは中学校ですか、小学校ですか。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）１つの中学校となります。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）ほぼ横ばいということで、心配していたんですけれども安心しましたというか、安

心していいのかどうか分からないんですけれど、北海道は大阪府と同じように感染者がすごく多く

て、緊急事態宣言なんかも北海道独自でやったりとかして、本当に大阪府民、我々自身もそうなん

ですけれど、毎日毎日暗いニュースがあって、感染者がすごく増えていって、所得が減っているご

家庭もあるでしょうし、そういった中で子どもたちも、僕もこの話を何回かさせていただいていま

すけれど、従来から自分に自信がなかったり将来の夢をなくしてしまったりとか、そういう悲観す

る子どもたちが一定数いて、それがさらに今回のコロナによって増えたというような結果が出たん

で、大阪の子どもたち、本町の子どもたちは大丈夫かなという意味で質問させていただいたんです。 

   全国学力・学習状況調査、去年はコロナでなくなって、今年は予定どおり今のところはされる予

定ですか、５月か６月にやりますよね。 

議長（矢野正憲君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）来年度につきましては５月27日に実施される予定です。コロナ

の影響もありまして、例年でしたら４月20日前後ぐらいにあるんですが、１か月遅い段階で実施す

るというふうに国から聞いております。 

議長（矢野正憲君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）分かりました。今回この５月にやられて、その動向とかもこれからまた見ていきた

いと思います。 

   ワクチン接種が始まってきて、感染者数も減ってきて大阪では緊急事態宣言が外れた。これから

ちょっとずつ明るいニュースが出てきているので、これからよい方向に向かっていくことを強く願

いまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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議長（矢野正憲君）以上で、浦川議員の質問を終了いたします。 

   以上で、会派代表質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）お諮りいたします。議案第21号から議案第26号までの６件につきましては、７人の

委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、議会会議規則第38条第１項の規定により、これに付

託して審査を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異義なしと認めます。よって、本６件につきましては、７人の委員で構成する予算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

   ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、議会委員会条例第７条第

４項の規定により、議長が指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議がないようですので、議長が指名いたします。 

   予算審査特別委員会委員に議席２番 大林議員、議席３番 浦川議員、議席５番 田中豊一議員、

議席６番 鱧谷議員、議席９番 二見議員、議席13番 江川議員、最後に私、議席12番 矢野、以

上７名の方を指名いたします。 

   お諮りいたします。ただいま議長が指名した７人を予算審査特別委員会委員に選任することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました７人を予算審査特別委員会委員に選任

することに決定いたしました。 

   次に、予算審査特別委員会委員長及び副委員長の選任を行います。 

   選任の方法につきましては、議会委員会条例第８条第２項の規定により、委員会において互選す

ることとなっております。 

   それでは、これから正副議長室で互選していただきます。 

   その間、しばらく休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「16時01分」から「16時06分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   予算審査特別委員会委員長及び副委員長が選任されましたので、その報告をいたします。委員長

に江川議員、副委員長に大林議員、以上のとおりでございます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）以上で、本日の日程は終了いたしました。よって、本日はこれで散会いたします。

お疲れさまでした。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「16時07分」散会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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令和３年３月定例会会議録（第４号） 

 

月  日 令和３年３月29日（月曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり13名であります。 

  １番 田中 圭介    ２番 大林 隆昭    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 坂上 昌史    ５番 田中 豊一    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 文野 慎治    ９番 二見 裕子    10番 渡辺 豊子 

  11番 河合 弘樹    12番 矢野 正憲    13番 江川 慶子 

  14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 南  和仁 

教 育 長 勘六野 朗 総 合 政 策 部 長 明松 大介 

総 合 政 策 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 総 務 部 長 林  利秀 

総 務 部 理 事 阪上  章 住 民 部 長 巖根 晃哉 

住 民 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 長 山本 雅隆 

健 康 福 祉 部 理 事 木村 直義 都 市 整 備 部 長 矢部 義雄 

都 市 整 備 部 理 事 

兼 道 路 課 長 
白川 文昭 都 市 整 備 部 理 事 田中 耕二 

会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 上 下 水 道 部 長 山戸  寛 

教 育 次 長 阪上 敦司   

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 藤原 伸彦 書 記 瀨野 裕三 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

  議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例 

  議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号） 

  議案第５号 森林環境譲与税基金条例 

  議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

        る条例 

  議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例 

  議案第13号 町道路線認定及び廃止について 

  議案第14号 町道路線認定について 

  議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号） 

  議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号） 
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  議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算 

  議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算 

  議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算 

  議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算 

追加付議議案 

  議案第27号 教育長の任命同意について 

  議案第28号 産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第29号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第14号） 

  議案第30号 令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第31号 令和３年度熊取町一般会計補正予算（第１号） 

  委員会提出議案第１号 議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 

        議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は13名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和３

年３月熊取町議会定例会第４日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）なお、発言される方は、起立の上、マスクをつけたままで発言していただきますよ

うお願いいたします。 

   本日の日程は、お手元の議事日程表のとおりであります。 

   日程に入るに先立ち、議会運営委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許可し

ます。文野議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（文野慎治君）おはようございます。それでは、議会運営委員会報告をいたしま

す。 

   去る３月11日午後１時30分から、委員７名全員出席の下に議会運営委員会を開催し、令和３年３

月熊取町議会定例会における追加議案について審議いたしました結果、次のとおり決まりましたの

で、その報告をいたします。 

   追加議案といたしましては、理事者提出の議案として、教育長の任命同意についての件、産業の

活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の件、令和２年度熊取

町一般会計補正予算（第14号）の件、令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予算（第３号）の件、

令和３年度熊取町一般会計補正予算（第１号）の件、議会運営委員会提出議案として、議会議員政

治倫理条例の一部を改正する条例の件、以上６件を追加議案といたします。 

   なお、理事者提出５件、委員会提出議案１件につきましては、委員会付託を省略し、本会議で審

議をしていただきます。 

   このほかに、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についての件であります。 

   なお、追加議案に係る議事日程についてでありますが、議案書の追加議事日程表のとおりといた

します。 

   以上のとおり決まりましたので、議長よりよろしくお諮り願います。 

   これで、議会運営委員会の報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、理事者提出

議案５件、委員会提出議案１件及び議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についての件、以
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上７件を日程に追加することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本７件を日程に追加することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）それでは、本日の議事日程に入ります。 

   日程第１ 議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例の件、日程第２ 議案第15号 令和

２年度熊取町一般会計補正予算（第13号）の件、以上２件を一括して議題といたします。 

   本２件は、３月５日の本会議で総務文教常任委員会に付託され、審査を終わり議長に報告されて

おります。 

   総務文教常任委員会の報告を求めます。浦川総務文教常任委員会委員長。 

総務文教常任委員会委員長（浦川佳浩君）それでは、総務文教常任委員会報告をいたします。 

   去る３月５日の本会議において本委員会に付託されました議案２件の審査を行うため、３月15日

午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委員７名出席の下に総務文教常任委員会を開催い

たしました。 

   その審査の結果について報告いたします。 

   まず、議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答もなく、

採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号）の件につきましては、質疑応

答の後、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し、本委員会を閉会いたしま

した。 

   以上で、総務文教常任委員会報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第４号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第４号 事務分掌条例の一部を改正する条例の件を採決いた

します。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第15号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第15号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第13号）の件

を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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議長（矢野正憲君）次に、日程第３ 議案第５号 森林環境譲与税基金条例の件、日程第４ 議案第６

号 介護保険条例の一部を改正する条例の件、日程第５ 議案第７号 国民健康保険条例の一部を

改正する条例の件、日程６ 議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の件、日程第７ 議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件、日程第８ 議案第10号 放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件、日程第９

 議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例の件、日程第10 議案第12号 保育所条例の

一部を改正する条例の件、日程第11 議案第13号 町道路線認定及び廃止についての件、日程第12

 議案第14号 町道路線認定についての件、日程第13 議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４号）の件、日程第14 議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）の件、日程第15 議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正

予算（第４号）の件及び日程第16 議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３

号）の件、以上14件を一括して議題といたします。 

   本14件は、３月５日の本会議で事業厚生常任委員会に付託され、審査を終わり議長に報告されて

おります。 

   事業厚生常任委員会の報告を求めます。坂上昌史事業厚生常任委員会委員長。 

事業厚生常任委員会委員長（坂上昌史君）それでは、事業厚生常任委員会報告をいたします。 

   去る３月５日の本会議において本委員会に付託されました議案14件の審査を行うため、３月11日

午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委員７名全員出席の下に事業厚生常任委員会を開

催いたしました。 

   その結果について報告いたします。 

   まず、議案第５号 森林環境譲与税基金条例の件につきましては、質疑応答もなく、採決の結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答もな

く、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の件につきましては、質疑応答の後、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

   次に、議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採決の結果、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の件につきましては、質疑応答もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

   次に、議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、

採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採決

の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第13号 町道路線認定及び廃止についての件につきましては、質疑応答もなく、採決

の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第14号 町道路線認定についての件につきましては、質疑応答もなく、採決の結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の件につき
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ましては、質疑応答もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

   次に、議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の件につきま

しては、質疑応答もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

   次に、議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号）の件につきましては、質

疑応答もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３号）の件につきましては、

質疑応答もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し、本委員会を閉会

いたしました。 

   以上で、事業厚生常任委員会報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）以上で、事業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第５号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第５号 森林環境譲与税基金条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例の件について、討論を行い

ます。 

   初めに、本件に反対の方の発言を許します。鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例に、日本共産党熊取町会議員団を

代表いたしまして反対討論をさせていただきます。 

   この条例は、熊取町における平成３年度から５年度までの第８期の介護保険料を引き上げる条例

改正です。コロナ禍の中で生活が大変になる中、基準保険料月額が4.35％の引上げで6,321円とな

ります。消費税10％への引上げに伴う制度改正で低所得者層の保険料率が軽減されていますが、今

回の条例改正で基準保険料が引上げとなるため、今年度と比較では全ての段階で保険料が値上げと

なります。第５段階の方は月額264円、年間で3,168円の値上げです。 

   そもそも介護の社会化がうたわれ始まった介護保険ですが、介護保険料は改定のたびに上がり続

け、平成12年度の制度開始当初との比較では2.5倍もの保険料になっています。自助・共助がうた

われ、十分にサービスが受けられない状況があります。誰もが安心して利用できる介護保険制度と

なるよう保険料、利用料軽減のさらなる努力を求めて、反対討論といたします。 

議長（矢野正憲君）今の反対討論、冒頭で年号を間違ってなかったか。ちょっとそれを確認していただ

いて、平成３年は令和３年の間違いでございます。 

   次に、本件に賛成の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本件に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本件に賛成の方の発言を許可します。 
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（「なし」の声あり） 

   ほかに討論される方はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   以上で、議案第６号について討論を終わります。 

   それでは、議案第６号 介護保険条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第７号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の件を採決

いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第８号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第８号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第９号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第９号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第10号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第10号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
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準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第10号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第11号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第11号 学童保育所条例の一部を改正する条例の件を採決い

たします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第11号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例の件について、討論を行いま

す。 

   初めに、本件に反対の方の発言を許します。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）それでは、日本共産党熊取町会議員団を代表して、議案第12号 保育所条例の一

部改正に対する反対討論を行います。 

   この議案は町立西保育所を廃止するという内容の改正であり、共産党議員団として西保育所の民

営化に反対であるため、この条例改正には賛成できません。 

   西保育所の民営化に反対である理由は、令和２年６月補正予算の際にも述べましたが、改めて整

理する形で反対理由を述べておきたいと思います。 

   まず、第１に、保育所民営化について納得のいく説明がされていないということです。主な理由

に経費削減と保育サービス拡充を挙げていますが、これは自己矛盾に満ちた説明だと言わざるを得

ません。経費削減については地方交付税を度外視した説明に終始しており、保護者説明会の資料で

は、公立は民間の４倍もの経費がかかる説明になっています。これは財政効果を大きく見せるやり

方であり、納得できません。また、一時預かりや休日保育をさらに拡充するために民営化が必要だ

という根拠も不明確です。 

   休日保育は、現在２つの民間保育所が実施していますが、実質的には１つの保育所に集中してお

り、西保育所民営化でこの問題が解消できるのか不透明であります。一時預かり保育も休日保育も、

それを実施する民間園にとっては職員配置や財政負担の面で大変厳しい状況に置かれます。財政支

援策の拡充とセットで示されてこそ意味のある提案だと言えます。 

   また、障がい児保育については、現在、町立保育所がその大半を引き受けており、民営化で障が

い児保育がより充実するという保証もありません。経費削減のための民営化という発想では、公立

も民間も保育サービスの拡充は望めないと言わざるを得ません。 

   問題点の第２は、民営化に当たって住民の意見、保護者の意見を聞く姿勢が全く見られなかった

ということです。本来であれば、子ども・子育て会議の中で保育所の在り方についても議論すべき

でした。第２期子ども・子育て支援計画が昨年３月に策定されましたが、会議の中で保育所の在り

方を議論した形跡は全くありません。また、６月に開催された保護者説明会は、西保育所民営化の

スケジュール説明会であり、保護者の不安解消のための説明会であって、民営化そのものを住民に

問う姿勢は全く見られません。 

   問題点の第３は、公民の連携ということをうたっていますが、公立保育所の役割、位置づけが不
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明確だということです。公立保育所が今後どのような役割を果たしていくのか、それを納得のいく

形で示していない中では、なし崩し的に民営化が進んでいくと言わざるを得ません。安心できる標

準的な保育を提供してきた公立保育所、子育て支援の中核となるべき公立保育所をずるずるなくし

ていっていいのか、不十分な点があるならそれを改善してこそ公民の連携ではないのか、真剣な検

討を求めます。 

   以上をもって、保育所条例の一部改正に対する反対討論といたします。 

議長（矢野正憲君）次に、本件に賛成の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本件に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本件に賛成の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   ほかに討論される方はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   以上で、議案第12号について討論を終わります。 

   それでは、議案第12号 保育所条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第12号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第13号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第13号 町道路線認定及び廃止についての件を採決いたしま

す。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第13号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第14号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第14号 町道路線認定についての件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第14号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第16号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第16号 令和２年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予



－１９１－ 

算（第４号）の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第17号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第17号 令和２年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第18号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第18号 令和２年度熊取町水道事業会計補正予算（第４号）

の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第20号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第20号 令和２年度熊取町下水道事業会計補正予算（第３

号）の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、日程第17 議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算の件、日程第18 議

案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の件、日程第19 議案第23号 令和３

年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の件、日程第20 議案第24号 令和３年度熊取町介護保険

特別会計予算の件、日程第21 議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算の件及び日程

第22 議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算の件、以上６件を一括議題といたします。 

   本６件は、３月８日の本会議で予算審査特別委員会に付託され、審査を終わり議長に報告されて

おります。 

   本６件に関し、予算審査特別委員会の報告を求めます。江川予算審査特別委員会委員長。 

予算審査特別委員会委員長（江川慶子君）それでは、予算審査特別委員会報告をいたします。 
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   去る３月８日の本会議において本委員会に付託されました議案第21号 令和３年度熊取町一般会

計予算の件ほか５件の審査を行うため、３月19日、22日及び23日の３日間にわたり、町長ほか関係

職員の出席を求め、予算審査特別委員会を開催いたしました。 

   その審査の中で出された意見、要望及び審査の結果について報告いたします。 

   まず、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算の件は、歳入、歳出を総務文教常任委員会及

び事業厚生常任委員会の所管事項におおよそ区分し、それぞれ２班ずつ、計４班に分けて審査を行

いました。 

   その審査においては、活発な質疑応答があり、質疑終了後に出された意見・要望を申し上げます。 

   まず、熊取公明党代表からは、１点目、新型コロナウイルス感染症への対応について、ワクチン

接種に向け、全庁挙げて万全の体制で挑まれたい。コロナ禍で厳しい状況に置かれている住民に対

し、国・府からの動向を注視し、効果的な独自支援を積極的に取り組まれたい。コロナ禍で生活困

窮の方に、災害用備蓄物資の生理用品を必要な方に配布されたい。また、食料についても併せて配

布されたい。 

   ２点目、防災・減災対策について、いつ起こるか分からない災害、地区別自主防災マニュアルの

作成の推進、避難行動要支援者の個別避難計画の策定について、早期に取り組まれたい。総合防災

訓練の行われる本年、併せて校区別防災訓練の実施を推進されたい。ペット防災についても検討さ

れたい。また、水害ハザードも含めた総合防災マップの早期作成、配布を図られたい。 

   ３点目、町内を循環するひまわりバスについて、駅西開発に伴い駅への乗り入れやフリー乗降制

度の拡充など、適宜見直しを図り、高齢者や交通弱者の生活交通としての利便性向上に努められた

い。危険なバス停については、住民が利用しやすいよう、移設等、安全対策を実施されたい。また、

デマンド交通社会実証実験については、アンケート調査による住民ニーズを把握し、地域公共交通

の在り方も検討されたい。 

   ４点目、地域共生社会の構築。地域交流や介護予防の拠点である老人憩の家の耐震補強工事は、

国の交付金を活用して計画的に進める安全対策を強化する。地域課題を把握し、地域づくりの取組

を図られたい。タピオステーションを地域共生社会の拠点の一つとし、スマートシティ熊取の実現

によるデジタル化に向け、誰一人取り残さないために、高齢者へのスマホ教室の実施を図られたい。

また、独り暮らしの高齢者の見守りも重層的に取り組まれたい。 

   ５点目、道路整備及び交通安全対策について、町道久保高田線歩道拡幅事業のひまわりドーム前

交差点からひまわりドーム南交差点区間の通学路の安全・安心な歩行空間の確保、また、第３次道

路整備計画策定業務の実施による道路網整備の検討、路面下空洞調査についても計画的に事業実施

を進められたい。 

   ６点目、地球環境保全について、熊取町気候非常事態宣言による周知啓発と熊取町エコプロジェ

クトのプラスチックごみ削減の取組、食品ロス削減の取組等、循環型社会、ＳＤＧｓの取組を積極

的に進められたい。 

   ７点目、にぎわいづくりの推進。今年度の町制施行70周年記念事業のイベントを、関係団体との

協力で交流人口の増加を図り、地域活性化に積極的に取り組まれたい。 

   ８点目、転入・定住促進と子育て支援について、さらなる３世代近居等支援の充実と転入促進の

一環となる子育て支援の取組における妊娠期・出産期から子育て期にわたる切れ目のない支援、貝

塚市との広域利用の病児・病後児保育サービスの充実等、安心して子育てができる熊取町ならでは

のきめ細かい対応を図られたい。 

   ９点目、教育環境の整備について、熊取北中学校、南中学校のトイレの洋式化、熊取中学校の同

工事に向けた設計等評価するが、避難所となる学校体育館の空調設備の整備についても計画的に取

り組まれたい。 

   次に、日本共産党熊取町会議員団代表からは、１点目、職員体制について、新年度予算において

は採用数が退職者数を上回り、若干改善が見られたが、依然として会計年度任用職員など非正規の
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職員が大きな比重を占めている。自然災害や感染症などへの対応を考え、必要な職員は極力正職で

の採用を進められたい。 

   ２点目、保育所について、西保育所の民営化がコロナ感染が拡大する中でも着々と進められてい

る。引継ぎ保育は、十分な機関を確保し、子どもたちの安心を第一に万全の体制で臨まれたい。ま

た、休日保育については、特定の民間保育所に集中することのないよう配慮されたい。 

   ３点目、学校教育について、教員の過重負担解消に努め、現場の先生が児童一人一人に目が行き

届くよう、35人学級の拡大に努められたい。就学援助は、コロナ禍の下でより多くの方が利用でき

るよう周知に努められたい。 

   ４点目、学童保育について、児童数増加に対応した施設整備、指導員の待遇改善を求める。また、

児童、保護者、事業者にとって安心できる学童保育が継続できるよう、事業者選定の在り方を改善

されたい。 

   ５点目、ひまわりバスについて、高齢者に対する割引制度を創設されたい。また、駅西整備に合

わせ、熊取駅への乗り入れも検討されたい。 

   ６点目、安全第一の道路整備、交差点改良、歩道確保に努め、久保高田線歩道拡幅事業を着実に

進められたい。 

   ７点目、大規模地震・台風災害に備え、自主防災との連携を強め、避難所となる小・中学校体育

館のエアコン設置など施設整備に努められたい。 

   ８点目、産業活性化について、ふるさと応援基金を産業活性化基金に組み替えるなど、大胆な取

組を進められたい。創業支援は地域を限定せず、全町的に取り組まれたい。 

   ９点目、情報公開について、ホームページのリニューアルが予定されている。住民が必要とする

情報に簡単にたどり着けるように改善されたい。また、審議会等の議事録は会議の内容が分かるよ

うに改善されたい。 

   10点目、新型コロナ対策について、ＰＣＲ検査の熊取モデルを拡充し、社会的検査を広げること

を求める。また、住民への経済的支援策第３弾は、国・府の支援策と合わせて、町民が各種支援策

を確実に利用できるよう、制度の周知、相談体制拡充に努められたい。 

   11点目、70周年記念事業について、記念事業の予算規模が大き過ぎると懸念する。コロナの終息

が見通せない中での70周年事業、住民にとって必要とされる事業なのか、内容、予算規模について

再検討を求める。 

   次に、熊愛及び未来代表からは、１点目、自治振興事業について、地区別自主防災マニュアルの

推進や備蓄品、防災資機材の整備に向けた取組を評価する。今後は、自治会加入率が低下してきて

いることを考慮し、自治会を支援できる組織づくりに力を入れていただきたい。 

   ２点目、シティプロモーション事業について、３世代近居支援策の延長については評価できるが、

ここ数年、新たな転入促進施策を打ち出せていない。今後は「子育て・教育のまち」としてふさわ

しい転入促進策の導入を期待する。 

   ３点目、国際交流事業について、ミルデューラ市の子どもたちとの交流につき、長年にわたりＳ

ＮＳ等を使った取組ができておらず、一部の限定的な児童だけの取組に終わっている。今後は、児

童一人一人がＩＣＴ機器を有効に活用し、グローバル人材の育成につながるように取り組んでいた

だきたい。 

   ４点目、小・中学校維持管理事業について、町内の小学校・中学校の修繕、維持管理への投資に

ついて大いに評価する。引き続き、子どもたちが快適に学校生活を送れるよう努めていただきたい。

また、照明ＬＥＤ化を早期に進め、コストの抑制にも努めていただきたい。 

   ５点目、ＤＡＳＨプロジェクト推進事業について、子どもたちが様々なクラブ活動を通じて成長

できるよう、また、学校の先生たちの負担を減らすことができるよう、外部人材の活用となるＤＡ

ＳＨプロジェクトを大幅に推進する取組に励んでいただきたい。 

   ６点目、英語民間試験補助事業について、授業で培った英語力の力試しの場づくりとして、民間
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英語試験等の実施を大いに評価する。しかしながら、長年にわたり外国人と会話する本物のコミュ

ニケーション能力の育成への取組がなされていないため、今後はしっかりと取り組んでいただくこ

とを要望する。 

   ７点目、図書館運営事業について、ここ数年、図書館を新たに有効活用した取組がなされておら

ず、貸出し利用者もどんどん減少している。住民の意向に沿った館内のカフェスペース常設に向け

た取組や、子育て世代の利用促進に向けた館内の改修・レイアウト変更等、大胆な取組を期待する。 

   ８点目、永楽ゆめの森公園、奥山雨山自然公園について、奥山雨山自然公園エリアを一体的に運

営していくための所管替えを評価する。今後は、エリアを一体的に捉え、関係団体が連携し、交流

人口の増加につながるような取組を期待する。 

   ９点目、学童保育運営事業について、入所児童数の適正化に向けたクラブの増設及び施設整備、

また、夏休み期間などの開所時間の前倒しへの取組について高く評価する。 

   次に、大阪維新の会熊取からは、１点目、廃棄物処理施設に見るような行政運営の中での広域連

携の事業を各事業に拡充されたい。 

   ２点目、財源の確保のため、行革プランを計画どおり進めてもらいたい。 

   ３点目、新型コロナ対策には万全を期し、ワクチン接種が住民にスムーズに受けていただけるよ

うに進められたい。 

   ４点目、町制70周年事業を通して、町のにぎわいづくり、経済の落ち込みをなくすきっかけにし

てもらいたい。 

   ５点目、住民との協働事業の場をさらに広げてもらいたい。 

   ６点目、子ども基本条例を早期にまとめ上げ、18歳医療制度の拡充を実現することを期待する。 

   ７点目、ＧＩＧＡスクール構想実現の中で教員の働き方改革を進め、校務支援システムの実効力

のあるシステム構築を図られたい。 

   ８点目、小・中学校施設の長寿命計画による施設整備を進められ、健全な施設運営、施設整備を

図られたい。 

   ９点目、道路網の計画による本町の交通体系を確立し、町内の府都市計画道路の早期実現を図ら

れたい。 

   10点目、コミュニティバスを中心とした交通対策を含め、公共交通会議による町の将来を含めた

公共交通体系システムを構築されたい。 

   11点目、保育所・こども園については、待機児童ゼロを実現されるよう努力されたい。 

   12点目、老人憩の家耐震補強事業については、憩の家と地区公民館の併設の施設などについて改

修が進むよう、補助金等の拡充を図り、実現されたい。 

   13点目、駅西事業の早期実現を進め、熊取駅前広場の混雑緩和を図られたい。 

   次に、創生くまとり代表からは、１点目、新型コロナウイルス対策について、ワクチン接種をは

じめ、コロナウイルス対策への積極的な取組の継続をお願いする。また、各自治会や各種団体への

聞き取り、ＬＩＮＥを使ってのアンケートなど、あらゆる手段を使い、町民に寄り添った支援に努

められたい。 

   ２点目、防災事業について、感染症対策を盛り込んだ地区別自主防災マニュアルの作成や、各避

難所での合同防災訓練の実施などに積極的に取り組んでいただきたい。また、令和３年度に行われ

る予定の総合防災訓練では、ペット防災についても取り組んでいただきたい。 

   ３点目、産業活性化基金事業について、熊取町の産業の活性化のため、令和３年３月31日策定と

なる第３次産業振興ビジョンを基に、産業活性化基金補助金の補助メニューの見直し、新たな補助

事業創設など、熊取町で事業を始める方が利用しやすい制度づくりに取り組んでいただきたい。そ

して、その原資となる産業活性化基金の積み増しも検討していただきたい。 

   ４点目、町内循環バス事業について、公共交通会議の早期発足を強く要望し、公共交通会議では、

交通事業者、利用者、行政の３者で熊取町内の移動手段を一度フラットな状態から組み上げていく
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ことを望む。 

   ５点目、消防団の待遇改善について、地域防災力の要である消防団の待遇改善を要望する。昨年

12月に総務大臣から発出された書簡に基づき、消防団の処遇改善に取り組んでいただきたい。 

   ６点目、老人憩の家耐震化事業について、老人憩の家耐震化については、速やかに耐震化工事に

着手していただいたが、残っている公民館併設の老人憩の家の耐震化については、自治会へ負担が

非常に大きくなる。大規模災害時に緊急避難所にもなる公民館の耐震化工事は必須事項である。自

治会公民館耐震化補助金を創設し、自治会への支援策を講じていただきたい。 

   ７点目、奥山雨山自然公園エリアについて、永楽ゆめの森公園を中心としたエリア全体の未来図

を示し、町民の皆様の協力の下、奥山雨山自然公園エリアの積極的な開発と、観光人口とその先に

ある関係人口の創出に取り組んでいただきたい。 

   ８点目、スポーツ環境の向上について、大阪体育大学、各大学、各種団体などとの連携を強化す

るとともに、スポーツ施設を、全国規模の大会を誘致可能な国際規格に沿った施設へリニューアル

し、くまとりスポーツコミッションと連携し、スポーツで地域を活性化する取組を進めていただき

たい。 

   ９点目、学校教育事業について、タブレット端末導入に伴い変化する学校生活につまずくことの

ないよう、手厚いケアをお願いする。また、子どもたちだけでなく、教職員の負担軽減のための支

援策にも取り組んでいただきたい。 

   10点目、子ども医療費補助事業について、子ども医療費補助の18歳までの拡充を要望する。子育

てのまち、教育のまちに必要な施策には積極的に取り組み、他市町村よりも一歩先を進む姿勢を打

ち出していただくことを望む。 

   次に、新政クラブ代表からは、１点目、町制施行70周年記念事業について、今年の11月３日に町

制施行から70周年を迎えるに当たり、住民の多くの皆様とお祝いをするとともに、先人が築いてき

た我が町を改めて知り、感じることで、愛町心を高め確かな未来への夢や希望を育む機会にするた

めに、まずは町民の皆様に今年が町制施行70周年であることを周知徹底していただきたい。 

   ２点目、家庭支援・学校学習支援について、様々な問題を抱えている家庭への支援も含め、ソー

シャルワーカー・コミュニティワーカーの効率的な配置、町内大学との連携を充実したＤＡＳＨプ

ロジェクトの推進、教職員の指導向上に向けた研修会の充実と働き方改革の一環としての統合型校

務支援システムの導入に代表される負担軽減策の推進、学校ＩＣＴ環境整備を有効活用して情報活

用能力育成のための情報教育の充実を強く望む。 

   ３点目、防災について、地区別自主防災マニュアル作成の支援推進をしっかりとしていただきた

い。また、水防法に基づく水害ハザードマップが新たに位置づけられた。熊取町防災マップに水害

ハザードも含めた総合防災マップを一日も早く作成し、町民と情報共有をしっかりとしていただき

たい。 

   ４点目、し尿処理場跡地利用について、今年４月から泉佐野市田尻町清掃施設組合への事務委託

を開始し、大原衛生公苑については受入れ終了となる。跡地の有効活用については、しっかりとし

た議論をベースに多くの町民から納得と共感される跡地利用となるよう強く望む。 

   ５点目、商工業・サービス業について、産業振興ビジョンの具現化やコロナ禍で大きく傷ついた

熊取町内の経済復旧に向けて、産業活性化基金の中小企業向け融資制度に対する補助や熊取ブラン

ド創造支援事業により、町内の中小企業・農業者をしっかりと支えていただきたい。 

   ６点目、老人憩の家耐震化について、公共施設等総合管理計画などに基づき、昭和56年以前の26

施設は、これまでに12施設の耐震補強工事が完了、残りの14施設についても耐震補強工事を完了さ

せる予定など、早期の耐震化に向け安全対策などを計画的に進めている。単独の老人憩の家耐震化

については評価する。老人憩の家と会館が併設している７地区については、交付要綱にのっとって

改修改善で120万円の補助、新築で600万円の補助をしているが、新たにそれぞれの補助金額や補助

率拡充を検討し、７つの自治会が耐震補強工事や建て替え工事等が行いやすい環境整備をお願いし
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たい。 

   ７点目、保育所の民営化について、令和４年度からの西保育所の民営化について、現在の町立保

育所の保育を継承し、子どもや保護者が不安を抱かないよう保護者の意見を聞き、しっかりと丁寧

に引き継いでいただきたい。 

   その後、採決いたしました結果、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算の件は、賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の件、議案第23号 令和３

年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の件、議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予

算の件、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算の件、議案第26号 令和３年度熊取

町下水道事業会計予算の件、以上５件の審査を順次行った結果、質疑応答があり、質疑終了後に出

された意見・要望を申し上げます。 

   まず、日本共産党熊取町会議員団代表からは、国民健康保険事業特別会計については、広域化以

後、保険料が毎年上昇し、住民にとって限界を超えている。新年度は若干下がる見込みだが、国・

府への要望活動を強め、さらに保険料軽減に努められたい。均等割第３子以降の免除など減免制度

の拡充を求める。資格証明書、短期証の発行は極力抑え、きめ細かい納付相談を求める。また、新

型コロナの影響で収入が減少した人への保険料減免については、新年度も継続できるよう努力され

たい。 

   後期高齢者医療特別会計については、令和２年度に所得割、均等割ともに大幅な保険料値上げと

なった。介護保険と連携でフレイル予防に取り組むことは評価するが、制度改正が心配。窓口２割

負担の導入をやめるよう、広域連合と国に対し要望されたい。 

   介護保険特別会計については、保険料値上げの予算となっている。国・府にも働きかけ、保険料

抑制に努められたい。また、地域包括支援センターと連携を取り、高齢者が確実に制度を利用でき

るよう、相談体制のさらなる改善に努められたい。保険料減免制度の周知に努め、利用料減免も検

討されたい。 

   墓地事業特別会計については、全国的に事例の増えつつある合葬墓について積極的に検討された

い。 

   下水道事業会計については、整備完了地区における水洗化促進に努め、未整備地区は国の交付金

を活用しながら、整備促進に力を尽くされたい。下水道料金の値上げはせず、抑制に努められたい。 

   なお、水道事業については、企業団への統合で予算はないが、引き続き広報、ホームページなど

で住民への分かりやすい情報公開、お知らせを求める。本町にとって安心のできる水道水供給が持

続できるよう、力を尽くされたい。町議会への報告も求める。 

   次に、熊取公明党代表からは、国民健康保険事業特別会計について、都道府県化になり、保険料

の徴収や医療費の適正化等に対してインセンティブが交付されています。特定健診の受診促進、熊

取町独自の取組としての健康づくり推進奨励事業「めざせ！がっちり健幸」、熊取ぴんぴん元気！

ポイントアップ事業を引き続き取り組まれたい。またジェネリック薬品、後発医薬品の勧奨にも取

り組まれたい。 

   介護保険特別会計について、介護認定率が19％を超える見込み。タピオ体操プラスによる介護予

防事業の推進により、年々増加の介護認定率を抑え、健康長寿、ひきこもり対策等、さらなる事業

の拡大に取り組まれたい。また、認知症予防については、やっと導入していただく認知症簡易チェ

ックシステムによる認知症の早期発見に期待する。 

   下水道事業会計については、国の補助金を活用し、計画的に整備を推進されたい。また、計画期

間内に入っていない区域についても拡大を図り、より効果的・効率的な事業運営になるよう積極的

に取り組まれたい。 

   その後、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号及び議案第26号について順次採決し

た結果、まず、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の件は、賛成多数で
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原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の件は、賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算の件は、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算の件は、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算の件は、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定し、本委員会を閉会いたしました。 

   以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。 

議長（矢野正憲君）以上で、予算審査特別委員会委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、討論を行います。 

   お諮りいたします。議案第21号から議案第26号までの６件について、一括して討論を行いたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第21号から議案第26号までの６件について、一括して討論を

行います。 

   初めに、本６件について、原案に反対の方の発言を許します。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）それでは、私のほうから、日本共産党熊取町会議員団を代表して熊取町令和３年

度予算に対する反対討論を行います。 

   一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計に対して反

対の意見を述べます。 

   この１年間、世界中に新型コロナウイルスの感染が広がり、世界全体では感染者累計は１億

3,000万人に迫っており、270万人以上もの方々が命を失いました。日本は、感染者累計46万人を超

え、死亡者は9,000人を超えています。日本の感染拡大は、第３波の拡大を緊急事態宣言によって

減少傾向に持ち込みましたが、今現在新たな感染拡大が進行しており、熊取町においてもクラスタ

ー発生が報告されるなど、安心できない状況の下での新年度予算となっています。そのような事態

の下で、万全のコロナ対策・生活支援策を含んだ予算編成、住民の命と暮らしを守る積極的な施策

が求められています。 

   まず、一般会計についてですが、新年度予算においては職員体制の若干の改善が見られました。

引き続き、必要な職員は補充していただきたいと考えます。国の補助金による新型コロナワクチン

接種事業が予定されています。万全の準備体制で進めていただきたいと思います。 

   学校関係では、中学校のトイレの洋式化や東小学校大規模改修などが予定されています。 

   道路関係、まちづくりでは、町道久保高田線歩道拡幅事業が継続して進められ、駅西整備も事業

用地の取得、交通広場の整備が予定されています。また、今年度の広報Ａ４判カラー化に引き続き、

新年度はホームページの刷新が予定されています。その他、今年度策定された産業振興ビジョンの

具体化なども計画されています。 

   これらの施策はおおむね評価するところではありますが、新年度予算では大きな問題点も含まれ

ています。 

   第１の問題点は、西保育所民営化を進める予算だということです。令和３年度が引継ぎ保育の期

間で、令和４年４月からの移管となります。住民の声を十分聞かない中での民営化で、保育サービ

ス拡充も限定的です。第３次行革プラン実行のための保育所民営化は認められません。 
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   第２の問題点は、町制70周年事業の予算規模と内容です。町制60周年の予算が約1,000万円でし

た。泉佐野市は、平成30年度に市制70周年を迎えましたが、70周年の冠事業は約4,500万円、プレ

ミアム商品券事業が別枠で実施されていますが、それを加えても約7,000万円の事業です。予算規

模150億円、人口４万3,000人の熊取町で8,000万円を超える周年事業は、過剰予算ではないでしょ

うか。70周年を祝い、町民を元気づける趣旨は理解しますが、予算規模、内容について再検討すべ

きです。 

   第３の問題点は、ＰＣＲ検査の拡大に消極的だということです。熊取モデルという形で検査体制

を充実させたことは評価しますが、社会的検査を抜本的に広げる姿勢が見られません。この点はぜ

ひとも改善すべきです。 

   国民健康保険については、保険料が若干下がる見込みではありますが、一部保険料が上がる世帯

もあります。これまで、統一化以後、毎年保険料が上がっています。根本的改善には国庫負担の増

額が必要ですが、町独自の裁量で均等割減免などを進める必要があります。 

   後期高齢は、令和２年度に大きく保険料が上がり、令和３年度もその状態が続きます。特例軽減

も廃止され、高齢者の負担は増える一方です。集団健診を活用したフレイル予防対策は評価すると

ころですが、制度改正による窓口２割負担導入も予定されています。国・府へ働きかけ、負担軽減

の努力を求めます。 

   介護保険についても、来年度は保険料が上がります。介護予防の事業は評価いたしますが、高い

介護保険料を払っても利用を控えている方もおられます。保険料減免の拡充、利用料減免の創設を

求めるところです。 

   以上、令和３年度予算に対する反対討論といたします。 

議長（矢野正憲君）次に、本６件について、原案に賛成の方の発言を許します。二見議員。 

９番（二見裕子君）私は、議案第21号から議案第26号までの令和３年度熊取町一般会計予算、国民健康

保険事業特別会計、介護保険特別会計、下水道事業会計予算について、熊取公明党を代表いたしま

して賛成の立場で討論させていただきます。 

   令和３年度一般会計予算は、前年度に比べて約3.8％減の予算となっていますが、過去最大規模

となった令和２年度に次ぐ予算となっています。新型コロナウイルス感染症対策の対応について、

いち早く対策本部を設置し、感染拡大の防止に向けた対策や体制整備などを検討し実施、また、町

独自の熊取町版緊急生活・経済支援の取組は評価するものです。順次開示されるワクチン接種に向

け、全庁挙げて万全の体制で臨まれたい。今後も、コロナ禍で厳しい状況に置かれている住民に対

し、国・府からの動向を注視し、効果的な独自支援を積極的に取り組み、生活困窮の方に災害用備

蓄物資の生理用品や食料を必要な方に配布されることを望みます。 

   スマートシティの実現に向けたまちづくりについて、亡くなった方への様々な手続を専用窓口で

一括して受け付け、ご遺族の負担を軽減することを目的としたおくやみワンストップサービスにつ

いては評価するものです。役場のデジタル化に向け、誰一人取り残さないために、高齢者にはスマ

ホ教室の実施を図り、独り暮らしの高齢者の見守りも重層的に取り組まれることを望みます。 

   デマンド交通社会実証実験については、アンケート調査により住民ニーズを把握し、地域公共交

通の在り方も検討されたい。 

   地域共生社会の構築として、地域交流や介護予防の拠点である老人憩の家の耐震補強工事は、国

の交付金を活用し計画的に進める安全対策は評価するものです。今後は、地域課題を把握し、地域

づくりの取組を望むものです。 

   道路整備及び交通安全対策について、熊取駅西整備事業、町道久保高田線歩道拡幅事業、路面下

空洞調査については評価するものです。第３次道路整備計画策定業務の実施による道路網整備の検

討、道路舗装修繕、道路橋梁修繕についても、計画的な事業実施に取り組まれることを望みます。 

   地球環境保全について、熊取町気候非常事態宣言を表明し、熊取町エコプロジェクトに基づくプ

ラスチックごみ削減、食品ロス削減の取組等、評価するものです。今後も、循環型社会、ＳＤＧｓ
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の取組を積極的に進められることを望みます。 

   にぎわいづくりの推進として、今年度の町制施行70周年記念事業のイベントを、関係団体との協

力で交流人口の増加を図り、地域活性化に積極的に取り組まれることを望みます。 

   子育て支援については、産後ケア事業の拡充、多胎妊婦への妊婦健診の拡充、不妊・不育治療費

助成の拡充等大変に評価するものですが、子ども基本条例については、コロナ禍により令和２年度

策定予定が大きく遅れていることを踏まえ、コロナ禍ゆえに社会全体で子どもの命と権利を守るた

め、早期制定を望むものです。また、３世代近居等支援については、さらなる転入・定住促進の一

環としてバージョンアップすることを期待するものです。今後も、安心して子育てができる熊取町

ならではきめ細かい施策の推進を望みます。 

   教育環境の整備については、熊取北中学校、南中学校のトイレの洋式化、熊取中学校の同工事に

向けた設計等を評価するものです。今後は、避難所となる学校体育館の空調設備の整備についても

計画的に取り組まれることを望みます。 

   なお、今後におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響で経済状況はいまだ厳しく、町と

しても厳しい財政状況ですが、誰一人取り残さないＳＤＧｓの持続可能なまちづくりに取り組み、

「住みたい 住んでよかった ともにつくる“やすらぎ”と“ほほえみ”のまち」の実現を望みま

す。 

   国民健康保険事業特別会計については、都道府県化になり、保険料の徴収や医療費の適正化等に

対してインセンティブが交付されています。熊取町独自の取組としての健康づくり推進奨励事業

「めざせ！がっちり健幸」、熊取ぴんぴん元気！ポイントアップ事業は大変評価するものです。今

後も、特定健診の受診促進、ジェネリック薬品・後発医薬品の勧奨にも引き続き取組を望みます。 

   介護保険特別会計については、タピオ体操プラスによる介護予防事業の推進、認知症簡易チェッ

クシステムの導入は大変評価するものです。年々増加の介護認定率を抑え、認知症の早期発見、早

期治療による重症化の予防、健康寿命、ひきこもり対策と、さらなる事業の拡大に取り組まれるこ

とを望みます。 

   下水道事業会計については、年度末人口普及率82.6％を目標に整備し、施設の維持管理や国の交

付金を活用し施設の長寿命化に努められ、大変評価するものですが、指定避難所の早期整備、整備

事業計画区域や未整備区域についても計画的な整備を推進し、熊取町下水道ビジョンに基づき、持

続可能で健全な運営を望むものです。 

   以上、賛成討論とさせていただきます。 

議長（矢野正憲君）次に、本６件について、原案に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本６件について、原案に賛成の方の発言を許します。大林議員。 

２番（大林隆昭君）それでは、創生くまとりを代表しまして、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計

予算について賛成の立場から討論をさせていただきます。 

   令和３年度の一般会計予算は、昨年度に比べますと3.8％の減となりましたが、147億5,000万円

と過去最大だった昨年に次ぐ規模となっております。新型コロナウイルス感染症の影響が現れてい

る中でも各分野への適切な予算配分が行われたものであり、また、スマートシティ熊取に向け、ス

マートモビリティー実証実験、行政ＤＸなどの取組が進められるものと思われます。 

   大きな課題である新型コロナウイルス感染症対策については、ＰＣＲ検査の熊取モデルの確立や

保育所等副食費、小・中学校の給食費無償化延長をはじめとする緊急支援などは大変評価できるも

のであり、引き続き、町民に寄り添った取組に期待するものであります。 

   主要施策においては、防犯事業では防犯カメラの設置台数が100台となりましたが、機器の更新

をはじめ、さらなる防犯への取組を期待いたします。また防災事業では、地区別自主防災マニュア

ルの作成支援、総合防災マップの作成等の取組は大いに評価できるものでありますが、地域防災力

の要である消防団については速やかな処遇の改善を望みます。 
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   産業振興については、令和２年度に更新した産業振興ビジョンに基づき町内産業の活性化に取り

組んでいただくとともに、産業活性化基金補助金事業の見直しをはじめ、産業活性化基金の積み増

しを希望するものです。 

   学校教育では、令和２年度に全配備されたタブレット端末を活用し、新たな教育環境に児童・生

徒、そして教職員も含め、誰一人取り残されないように配慮していただくことをお願いいたします。

また、熊取町令和３年度の重点テーマの一つであるＳＤＧｓを通じて様々な問題について学ぶなど、

ＩＣＴ機器が配備されたからこそ取り組んでいける新たな学習への取組にも期待するものでござい

ます。計画的に進められている町立小・中学校のトイレ洋式化事業、エアコン設置事業、東小学校

大規模改修等は評価するものでありますが、避難所として利用される体育館へのエアコン設置事業、

マンホールトイレの設置にも速やかに取り組んでいただけることを期待いたします。 

   最後に、令和３年度は町制施行70周年の年となります。しっかりと熊取町民の皆様に周知してい

ただき、熊取町全体でお祝いができるように環境をしっかり整えていただきますようにお願いいた

しまして、創生くまとりの賛成討論といたします。 

議長（矢野正憲君）次に、本６件について、原案に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本６件について、原案に賛成の方の発言を許します。浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）それでは、会派熊愛及び未来を代表して、令和３年度熊取町一般会計予算について

賛成の立場で討論させていただきます。 

   令和３年度の当初予算は、令和２年度と比べ、投資的経費がおよそ15億円減少したことや新型コ

ロナウイルスに伴う町民税等の減少もあり、昨年対比3.8％減のおよそ147億5,800万円となってお

ります。本年度はコロナ禍での予算編成となっているため、事業として十分に発揮できない予算も

多くあったものの、できる限り町政を前進させていく前向きな姿勢も取られており、期待するもの

です。おおよその事業予算の内容は十分に納得できるものでありましたが、以下の点においては少

し懸念が残りました。 

   まずは、子育て、教育の分野であります。 

   小・中学校の施設整備や近年ますますニーズが高まる学童保育所への積極的な施設整備を大いに

評価するものの、文部科学省が掲げるグローバル人材の育成という観点においてはここ数年停滞し

ており、先進的な自治体と比べ、大きな遅れを取っています。ＳＤＧｓへの取組を含めたＩＣＴ機

器を有効に活用した今年度の取組に、大いに期待しています。加えて、働き方改革を推進し、長年

オーバーワークに苦しむ学校の先生方の勤務時間を減らすためにも、プログラミング教育等は民間

企業と連携し、勤務時間の見える化を行うためのＫＰＩの設置を検討するなど、議会とも共有でき

る体制づくりを望みます。 

   また、全国的に少子高齢化が進む中、本町においても人口減少が続いており、３世代近居支援策

を継続してはいるものの、子育て世代向けの新たな転入促進策を打ち出せておらず、さらにはコロ

ナ禍における住民同士のコミュニケーションの低下にますます拍車がかかり、結果として自治会か

らの脱退、加入率の低下につながっています。今後ますます財源が先細る中、今のうちにしっかり

と住民と連携を取るための組織体制の構築を要望します。 

   最後に、令和３年度は町制施行70周年の記念の節目であり、周年記念事業としては大きな予算が

執行される予定であることから、これらの財源を有効に活用し、新型コロナウイルスによって大き

な影響を受けた産業や住民生活をしっかりと支援いただき、住民の皆様が明るく元気な生活を再び

過ごせる取組につなげていただくことを強く願いまして、賛成討論といたします。 

議長（矢野正憲君）次に、本６件について、原案に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本６件について、原案に賛成の方の発言を許します。田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）それでは、大阪維新の会熊取として、令和３年度熊取町一般会計ほか５会計予算に
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対し賛成の立場で討論をさせていただきます。 

   令和３年度予算は、藤原町長２期目、２年目の当初予算として147億5,840万3,000円と、積極的

な予算編成となりました。住民の命と生活を守る大型予算となっております。その評価の一端を述

べさせていただきます。 

   １点目、防災、防犯、地区別自主防災システム作成支援の取組、２番目、交流人口・関係人口増

加、ブルーベリー農園等奥山雨山エリア活用の新たな取組、３点目、教育環境の改善、小・中学校

施設の長寿命化計画の策定と施設整備、とりわけトイレの洋式化、東小学校の大規模改造の取組、

４点目、町制施行70周年事業による町の活性化への取組、５番目、市街化整備の推進、駅西地区事

業、町道久保高田線の拡幅、長池オアシス公園整備の取組、廃棄物処理施設のし尿処理施設とごみ

処理施設の広域化の取組、７点目、介護予防タピオステーションによるフレイル予防、交流及びひ

きこもり対策への取組、８点目、昨年度の町広報Ａ４カラー化に続き、ホームページのリニューア

ルの取組、９点目、産業振興ビジョンの策定に続き、アクションプログラムプランによる町の活性

化の取組、10番目、保育・こども園の待機児童ゼロの堅持、これらの予算を活用し、最大の効果を

上げられることに期待いたします。 

   しかし、課題も明らかになり、次の点に留意され、事業を取り組まれるよう要望いたします。 

   まず、１点目として、人口減少、高齢化による財政堅持には、町施設維持やサービスの低下が懸

念されております。不断の行政改革、新たな収入財源確保を進められたい。 

   ２番目として、人口減少や高齢化により、生活基盤である自治会運営や福祉活動に影を落として

きつつあります。長年にわたり自治会と一体となった町政運営を行ってきた熊取町にとっては、ゆ

ゆしき問題であります。自治会を支援し、入会を支援するインセンティブを、町が手を差し伸べる

時期に来ていると感じております。今回の議会のやり取りで明らかになった自治会問題、老人憩の

家耐震化問題は、自治会連合会役員と協議をされ、解決に向けてスタートしていただきたい。 

   ３番目、事業の実施に必要であるマンパワーの不足を感じます。新型コロナウイルス対策の執行

に当たり、あらゆる手段で人材確保をお願いしたい。 

   以上、大阪維新の会熊取の賛成の討論といたします。 

議長（矢野正憲君）次に、本６件について、原案に反対の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   次に、本６件について、原案に賛成の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

   ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   以上で討論を終わります。 

   それでは、議案第21号から議案第26号までの６件ついて、順次採決を行います。 

   まず、議案第21号 令和３年度熊取町一般会計予算の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第22号 令和３年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算の件を採決い

たします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 
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（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第23号 令和３年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算の件を採決いた

します。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第24号 令和３年度熊取町介護保険特別会計予算の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 ９名） 

   起立多数であります。よって、議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第25号 令和３年度熊取町墓地事業特別会計予算の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 12名） 

   起立全員であります。よって、議案第25号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、議案第26号 令和３年度熊取町下水道事業会計予算の件を採決いたします。 

   この採決は、起立により行います。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立 12名） 

   起立全員であります。よって、議案第26号は委員長の報告のとおり可決されました。 

   議事の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時38分」から「13時00分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、追加議事日程第１ 議案第27号 教育長の任命同意についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、議案第27号 教育長の任命同意についてご説明申し上げます。 

   教育長の勘六野 朗氏につきましては令和３年３月31日付で退職いたしますので、その後任とい

たしまして岸野行男氏を任命したいと考えております。地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

   略歴につきましては、議案書２ページのとおり、昭和62年４月に大阪府に採用され、その後、平

成３年３月に近畿大学法学部を卒業されております。その後、総務部財政課、総務部市町村課課長

補佐として岬町への派遣などを経まして、平成28年12月からは教育行政に携われ、教職員室、教育
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総務企画課の課長補佐を歴任後、令和３年３月には参事に昇格され、現在に至っております。 

   岸野氏におかれましては、長年、大阪府財務部や総務部といった要職に就かれるとともに、教育

行政分野においても優れた業績を残されております。 

   今回、大阪府に対して教育長適任者の派遣を要請いたしましたのは、「教育のまち くまとり」

のさらなる取組のために学校現場や教育委員会全体において大阪府教育委員会との連携が非常に重

要となっており、ＧＩＧＡスクール構想の推進をはじめ、学校施設の長寿命化改修での財源確保な

ど、岸野氏にはこれまでの経験やネットワークを生かしていただき、行政側と学校現場の充実した

連携構築も図りながら、本町の教育部門のさらなる充実に取り組む必要があると判断したためでご

ざいます。 

   よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第27号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ただいまご説明いただきました岸野行男さんの経歴、職歴は資料を頂いておりま

すので分かります。教育庁教育総務企画課というところに最後おられているんですが、ここでどう

いう仕事をされたのか、それと、最後の人事は令和３年３月に教育総務企画課参事ということにな

っているんですが、令和３年３月付で課長補佐から参事に変わっているのはどういう事情によるの

か、その辺のご説明を願います。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）教育庁の教育総務企画課というところの職務ですけれども、主に教育行政の総

務的な仕事のところに携わっておられたというふうに聞いています。業務的には、小・中学校課と

か学校の直接指導する部門ではなくて、教育委員会全体の総務的な業務をされている課というふう

に聞いてございます。 

   ３月の異動の件については、総務部長のほうにお願いします。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）３月の人事発令につきましては、大阪府のほうに直接確認できたわけではござ

いませんが、一定、異動の月については決まったものはないというところでの３月の人事発令とい

うことでございます。次に本町のほうに出向という形を踏まえた中での３月の人事発令かなという

ふうに理解してございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）教育庁のほうでの仕事は総務的な仕事ということで、教育政策に関わるような部

分とかそういう点には直接タッチしておられないということでしょうか。 

議長（矢野正憲君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）教育委員会全体なことですので、当然そのあたり、教育行政の各小・中学校に

対する部分についても、直接ではないにしろ携われていたというふうに聞いてございます。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終了いたします。 

   それでは、本件について、討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第27号 教育長の任命同意についての件を採決いたします。 
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   議案第27号は、原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第27号は原案に同意することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第２ 議案第28号 産業の活性化等の促進に係る固定資産税の

特例に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）それでは、議案第28号 産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に

関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

   議案書の１ページをご覧ください。 

   初めに、提案理由でございます。 

   さきの議員全員協議会でご説明申し上げましたとおり、原子力発電施設等立地地域の振興に関す

る特別措置法、いわゆる原発特措法に基づく固定資産税の不均一課税に伴う措置（国からの減収補

塡措置）、これを活用することによりまして、本町における事業所の立地や設備投資を促進し、産

業基盤の強化、発展等を引き続き図るため、この条例案を提出するものでございます。 

   それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。 

   次の２ページは改め文となりますので、３ページの新旧対照表のほうでご説明申し上げます。 

   第２条、固定資産税の不均一課税です。まず、第２条の規定につきまして端的に補足申し上げま

すと、本町で新たに事業所を新設、増設する場合あるいは既存の事業所の設備を新設、更新する場

合に、固定資産税のうち償却資産の課税について免除、減額することに関して、対象業種や不均一

課税の率などの詳細を規定してございます。 

   改正内容でございますが、現行の原発特措法の期限が平成33年（令和３年）３月31日までの時限

立法ということで、同法に合わせて本町の特例条例の期間も新旧対照表右の現行のとおり平成33年

３月31日と法律の期限としておりましたが、今般、同法が10年延長されることに伴い、本町の特例

条例の期間につきましても左の改正案のとおり令和13年３月31日に改め、延長するものでございま

す。 

   恐れ入りますが、議案書の２ページをお願いいたします。 

   附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第28号 産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正

する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りま

すようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ただいまご説明いただきました議案ですが、提案理由のところで固定資産税の不

均一課税に伴う措置（減収補塡）とありました。この減収補塡ということの意味と、それと本町に

おいてこの条例を過去に適用された企業がどれだけあったか、その事例について報告願います。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）まず、減収補塡の内容でございますが、原発特措法で規定されております

基本的に３年間で国のほうから75％の減収補塡があるというもので、減収に対して75％の補塡があ

るというものでございます。 

   実績でございますが、制度を導入しましたのが平成26年度からでございまして、平成26年度から
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令和２年までの７年間実績がございまして、毎年１件ずつの実績ということになってございます。 

   以上でございます。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終了いたします。 

   本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第28号 産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関

する条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第３ 議案第29号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第14

号）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。東野総合政策部理事。 

総合政策部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第29号 令和２年度熊取町一般会計補正予算

（第14号）につきましてご説明申し上げます。 

   今回の補正予算の主な内容でございますが、国補正予算（第３号）の補助金を活用して行う東小

学校大規模改造工事、北中学校・南中学校トイレ改修工事、小・中学校コロナ対策などでございま

す。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをご覧ください。 

   第１条第１項 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

億4,088万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ218億6,481万2,000円と定めるもので

ございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   次に、第２条につきましては繰越明許費の補正、第３条につきましては地方債の補正でございま

すので、順次ご説明させていただきます。 

   ４ページをお開きください。 

   第２表繰越明許費の補正でございます。 

   １の追加でございますが、款 教育費、項 小学校費、東小学校大規模改造工事１億4,959万

9,000円、次の小学校感染症対策等支援事業680万円、次の項 中学校費、熊取北中学校・熊取南中

学校トイレ改修事業費8,088万9,000円、次の中学校感染症対策等支援事業360万円でございますが、

これらにつきましては、いずれも事業実施が次年度となるため、全額を翌年度に繰り越すものでご

ざいます。 

   次に、５ページをご覧になってください。 

   第３表地方債補正でございます。 

   １の追加でございますが、河川災害復旧事業（過年災害分）につきましては、雨山川災害復旧工

事費の財源として借り入れるもので、限度額は3,720万円でございます。 

   ２の変更でございますが、町道舗装事業につきましては、町道舗装工事の財源として借り入れる

もので、限度額を2,980万円に増額変更するものでございます。 

   次の公園整備事業につきましては、長池オアシス公園施設更新工事の財源として借り入れるもの

で、限度額を5,750万円に増額変更するものでございます。 
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   次の小学校大規模改造事業につきましては、東小学校大規模改造工事の財源として借り入れるも

ので、限度額を9,970万円に増額変更するものでございます。 

   次の中学校施設改修事業につきましては、北中学校・南中学校トイレ改修工事の財源として借り

入れるもので、限度額を5,980万円に増額変更するものでございます。 

   最後の減収補てん債につきましては、地方消費税交付金、市町村たばこ税及び地方揮発油譲与税

の減収補塡のために借り入れるものでございまして、限度額を6,235万4,000円に増額変更するもの

でございます。 

   いずれも、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては補正前と同じでございます。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ６ページ、７ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   ８ページ、９ページをご覧になってください。 

   まず、歳入でございますが、款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 教育費国庫補助金の学校施

設環境改善交付金5,036万5,000円の増額につきましては、東小学校大規模改造工事に係る補助金で、

その下、学校保健特別対策事業費補助金340万円の増額につきましては、小学校におけるコロナ対

策に係る補助金で、その下、学校施設環境改善交付金2,723万1,000円の増額につきましては、北中

学校・南中学校トイレ改修工事に係る補助金で、その下、学校保健特別対策事業費補助金180万円

の増額につきましては、中学校におけるコロナ対策に係る補助金で、いずれも国３次補正予算に伴

う追加内示によるものでございます。 

   次に、款 繰入金、項 基金繰入金、目 公共施設整備基金繰入金3,720万円の減額及びその下、

財政調整基金繰入金１億7,573万8,000円の増額につきましては、財源調整分でございます。 

   次に、その下、減債基金繰入金２億円の減額につきましては、決算見込みによる減額でございま

す。 

   次の款 町債につきましては、第３表のところでご説明申し上げたとおりでございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   なお、財源振替の項目につきましては、説明を省略させていただきます。 

   10ページ、11ページをご覧になってください。 

   上から３段目、款 教育費、項 小学校費、目 学校管理費の小学校感染症対策等支援事業、消

耗品費92万7,000円の増額及び校用器具費587万3,000円の増額につきましては、マスクや空気清浄

機など小学校におけるコロナ対策に係る経費でございます。 

   次の目 建設事業費の小学校大規模改造事業、大規模改修工事費１億4,959万9,000円の増額につ

きましては、東小学校大規模改造工事費でございます。 

   次の項 中学校費、目 学校管理費の中学校維持管理事業、維持修繕工事費8,088万9,000円の増

額につきましては、北中学校、南中学校トイレ改修工事費でございます。その下、中学校感染症対

策等支援事業、消耗品費240万6,000円の増額及び校用器具費119万4,000円の増額につきましては、

マスクや空気清浄機購入など中学校におけるコロナ対策に係る経費でございます。 

   続きまして、12ページをご覧ください。 

   地方債調書につきましては、第３表でご説明した地方債の補正を反映し、調書を作成してござい

ます。 

   以上で、議案第29号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第14号）の説明とさせていただきま

す。よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 
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   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終了いたします。 

   本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第29号 令和２年度熊取町一般会計補正予算（第14号）の件

を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第４ 議案第30号 令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）それでは、議案第30号 令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予算（第３

号）につきましてご説明申し上げます。 

   今回の補正内容でございますが、熊取永楽墓苑の墓地区画の返還に係る還付金の増加による歳入

歳出予算となっております。 

   まず、１ページをご覧ください。 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ658万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ2,588万4,000円と定めるものでございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしてございます。 

   それでは、歳入歳出予算につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ４ページ、５ページは総括でございますので、説明を省略させていただきます。 

   ６ページ、７ページをご覧ください。 

   まず、歳入でございます。 

   款 繰入金、項 基金繰入金、目 墓地基金繰入金658万5,000円の増額につきましては、歳出に

おける墓苑使用料と還付金の財源でございます。 

   次に、歳出でございます。 

   ８ページ、９ページをご覧ください。 

   款 墓苑費、項 墓苑費、目 墓苑総務費の墓苑使用料等還付金658万5,000円の増額につきまし

ては、近年、墓地区画を返還される方が増加傾向にあることに加え、令和３年度から始まる管理料

の年払い制度の導入及び口座振替開始の案内を２月上旬に全使用者様に送付したところ、これが墓

地区画の返還を考える一つの契機となっていることから、今回、予算に不足が生じたため増額補正

することとなりました。 

   以上で、議案第30号 令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予算（第３号）についての説明を

終わらせていただきだきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお

願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。渡辺議員。 
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10番（渡辺豊子君）令和３年度の予算委員会の中でも説明があったかと思うんですけれども、もう一度、

今回こうやって議案になっておりますので、今回の返還された区画というか、その内容を今、ざく

っとした説明、管理料が５年ごとだったのが単年度になったから返還に伴う要因になったというふ

うな説明がありましたが、何区画返還になったのかといった内容をもう少し説明していただけます

か。 

議長（矢野正憲君）山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）令和２年度で、現時点でございますけれども、18件の返還がございました。 

   今回補正させていただく件数でございますけれども、今、許可している返還の申請が来ている分

が９件ございます。あと、その見込みである件が１件と、約10件はこの補正予算の中から執行され

るであろうというふうに見込んでおります。ですので、合計、今の現時点で28件を見込んでおりま

すが、あと３日ほど駆け込みで来る可能性もありますので、その点はまだ最終的な確定ではないか

なというふうに思っております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。住民の利便性を図っての変更だったんですけどね、この管理料の支

払いについては。結局28件の返還になってくるというところで、予算の委員会でもありましたが、

墓地の在り方というものをまたしっかりと検討していっていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）28件の内訳です。Ａ、Ｂ、Ｃ、永代使用料が違うと思いますので、たしか幾らか返

すというその比率もあったと思いますし、管理料の内訳も教えていただけますか。 

議長（矢野正憲君）山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）今回の補正の内容をまず申し上げますと、Ａ型というのは47万円の区画でご

ざいます。これで１年以上持っている方については半額の還付金になります。これが全体的に言え

ることです。これは条例のほうで定められております。 

   予算としましては、Ａ型を６区画、Ｂ型につきましては63万円の区画で半額の31万5,000円、こ

れを１区画で、枠取りもひっくるめましてＣ型なんですけれども、これは78万円の区画で、半額の

39万円掛ける12区画を今回の予算化ということになっております。 

   ちょっと数えなくてはいけないんですけれども、これまであったという分です。Ａ型につきまし

ては５件、Ｂ型につきましては12件、Ｃ型につきましては１件となっております。 

   あと、今回の先ほど前段で申し上げました予算要求の中で見込みというものがあるということで

予算化する分と、それで今18件、これは今までの予算執行分ということで申し上げました。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）18件は分かったんですけれども、予算の内訳をやっぱり教えてもらわないと658万

5,000円というのが分からないんで、お願いします。 

議長（矢野正憲君）山本住民部理事。 

住民部理事（山本浩義君）先ほど前段のほうで申し上げました分が予算の分でございます。もう一度申

し上げます。 

   Ａ型の分が23万5,000円掛ける６区画、Ｂ型が31万5,000円掛ける１区画、Ｃ型が39万円掛ける12

区画で、あと管理手数料の年払いの支払いがありますので、その分、枠取りで18万円予算を取って

おります。この合計なんですけれども、658万5,000円となっております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第30号 令和２年度熊取町墓地事業特別会計補正予算（第３

号）の件を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第５ 議案第31号 令和３年度熊取町一般会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。東野総合政策部理事。 

総合政策部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第31号 令和３年度熊取町一般会計補正予算

（第１号）につきましてご説明申し上げます。 

   今回の補正の主な内容でございますが、地方創生臨時交付金を活用した熊取町版緊急生活・経済

支援第３弾に係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費などでございます。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをご覧になってください。 

   第１条第１項 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

7,320万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ148億3,160万4,000円と定めるものでご

ざいます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   次に、第２条につきましては地方債の補正でございます。 

   ４ページをお開きください。 

   第２表地方債補正でございます。 

   １の追加でございますが、熊取駅西整備事業につきましては、駅西整備に係る用地購入費、物件

移転等補償費に充当するもので、限度額を4,160万円とするものでございます。 

   その下の２の変更でございますが、いずれも国補助金を活用するために事業費を令和２年度予算

に計上したことにより、皆減となるものでございます。 

   町道舗装事業につきましては900万円の皆減、その下、町道久保高田線歩道拡幅事業につきまし

ては１億120万円の皆減、公園整備事業につきましては2,430万円の皆減、小学校大規模改造工事に

つきましては8,560万円の皆減、中学校施設改修事業につきましては、北中学校・南中学校トイレ

改修工事分の4,040万円の皆減となるものでございます。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ６ページ、７ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   ８ページ、９ページをご覧になってください。 

   まず、歳入でございますが、款 分担金及び負担金、項 負担金、目 民生費負担金の保育料

731万7,000円の減額につきましては、保育所等の副食費無償化によるものでございます。 

   次の款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 総務費国庫補助金の地方創生臨時交付金１億9,822

万7,000円の増額につきましては、国補正予算に伴う追加内示によるもので、本町緊急生活・経済

支援第３弾に対するものでございます。その下、個人番号カード交付事業費補助金497万7,000円及

び個人番号カード交付事務費補助金627万2,000円の増額につきましても、国補正予算に伴う追加内

示によるものでございます。 

   次の目 衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金2,773万
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9,000円の増額につきましては、ワクチン接種事業に対するもので、補助金の増額が示されたもの

でございます。 

   次の目 土木費国庫補助金、道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金6,499万6,000円の

増額につきましては、２つの要素がございまして、まず、国補正予算による交付金を活用するため

に令和２年度に前倒し計上した町道久保高田線歩道拡幅事業費の減額分、もう一点が熊取駅西整備

に対するものの増額分で、差引き6,499万6,000円の増額となるものでございます。次の都市計画費

補助金の社会資本整備総合交付金2,700万円の減額につきましては、国補助金を活用するために事

業費を令和２年度に前倒し計上した長池オアシス公園施設更新事業費の減額によるものでございま

す。 

   次の目 教育費国庫補助金、小学校費補助金の学校施設環境改善交付金3,531万4,000円の減額、

その下の中学校費補助金の学校施設環境改善交付金2,696万3,000円の減額につきましても、国補助

金を活用するために令和２年度に前倒し計上した東小学校大規模改造工事及び北中学校・南中学校

トイレ改修工事の減額によるものでございます。 

   続いて、款 繰入金、項 基金繰入金、目 公共施設整備基金繰入金5,600万円の減額及び目 

財政調整基金繰入金458万4,000円の減額につきましては、今回の補正における財源調整分でござい

ます。 

   その下、目 くまとりふるさと応援基金繰入金4,590万7,000円の増額につきましては、増減要因

が３点ございまして、まず１点目としまして、熊取町版緊急生活・経済支援の一部に充当するもの、

２点目として、新型コロナウイルスワクチン接種事業の一部として充当するものの増額分、３点目

といたしまして、財源調整として東小学校大規模改造工事及び北中学校・南中学校トイレ改修工事

の事業費減額に伴い、それぞれに充当していた分としての減額分をおのおのの増減を差し引いた結

果、4,590万7,000円の増額となるものでございます。 

   次に、款 諸収入、項 雑入、目 雑入の駅西整備事業負担金１億810万円の増額につきまして

は、熊取駅西整備事業に対する泉佐野市からの負担金でございます。その下、副食費693万9,000円

の減額につきましては、保育所等の副食費無償化によるものでございます。 

   次の款 町債につきましては、第２表のところでご説明申し上げたとおりでございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   なお、財源振替の項目につきましては説明を省略させていただきます。 

   10ページ、11ページをご覧になってください。 

   款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費の非常勤職員関係事業、人件費等負担金484万

1,000円の増額につきましては、関空関連企業であるＣＫＴＳ株式会社職員の出向受入れに伴う負

担金でございます。 

   その下、目 自治振興費の町内循環バス運行事業、町内循環バス運行費補助金240万円の増額に

つきましては、令和３年９月末までのひまわりバス運賃無償化によるものでございます。 

   次に、項 徴税費、目 税務総務費の税務一般事務経費、会計年度任用職員報酬179万4,000円の

減額及びその下、期末手当38万9,000円の減額及びその下、費用弁償５万1,000円の減額につきまし

ては、先ほどご説明いたしましたＣＫＴＳ株式会社職員の出向受入れに伴う負担金支出と関連して、

配置予定部署の人件費予算を減額するものでございます。 

   次の項 戸籍住民基本台帳費、目 戸籍住民基本台帳費の戸籍事務事業につきましては、国補正

予算による補助金の追加内示に伴うマイナンバーカード交付事務に係る経費でございまして、会計

年度任用職員報酬222万8,000円の増額及びその下、期末手当46万3,000円の増額及びその下、費用

弁償４万8,000円の増額につきましては、臨時交付窓口設置に係る会計年度任用職員分でございま

す。その下、消耗品費３万2,000円の増額につきましては、臨時交付窓口に設置するアクリル仕切

り板の予算でございます。その下、通信運搬費５万円の増額につきましては、マイナンバーカード

交付予約に係る周知文書郵送代でございます。その下、情報システム使用料91万3,000円の増額に



－２１１－ 

つきましては、マイナンバーカード交付管理予約システムサービス使用料でございます。その下、

庁用器具借上料12万1,000円の増額につきましては、臨時交付窓口設置用の事務机などでございま

す。その下、庁用器具費20万円の増額につきましては、マイナンバーカード交付予約システム用ス

キャナーなどでございます。その下、地方公共団体情報システム機構交付金500万1,000円の増額に

つきましては、マイナンバーカード交付見込み数の増に伴う増額でございます。 

   続いて、款 民生費、項 児童福祉費、目 児童福祉総務費の民間保育所等助成事業、保育事業

補助金1,803万6,000円の増額及びその下、施設型給付費243万円の増額につきましては、令和３年

９月末までの保育所等の副食費無償化によるものでございます。 

   続いて、12ページ、13ページをご覧になってください。 

   ２段目の款 衛生費、項 保健衛生費、目 予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業につ

きましては、国補助金の増額を受けワクチン接種に向けた追加補正を行うものでございまして、予

防接種健康被害調査委員会委員報酬27万円の増額につきましては、接種に伴い健康被害が生じたと

きに開催される委員会の枠予算でございます。その下、会計年度任用職員報酬47万5,000円の増額

及びその下、期末手当20万6,000円の増額につきましては、保健師１名分でございます。その下、

報償金34万2,000円の減額につきましては、ワクチン集団接種業務の外部委託化に伴い、集団接種

を町で直接実施することを想定していた予算を減額するものでございます。その下、消耗品費９万

3,000円の増額につきましてはコピー用紙などの消耗品費、その下、印刷製本費116万5,000円の増

額につきましては予診票やチラシなどの印刷経費、その下、医薬衛生材料費187万円の増額につき

ましては、ワクチン接種に係る医薬材料費分でございます。その下、通信運搬費209万4,000円の増

額につきましては、ワクチン接種協力医療機関へのワクチン配送経費などでございます。その下、

集団接種委託料2,231万7,000円の増額につきましては、ワクチンの集団接種業務の外部委託料で、

20回分を想定したものでございます。その下、庁用器具費100万円の増額につきましては、ワクチ

ン接種必要物品の枠取り予算でございます。その下、ワクチン接種体制整備補助金950万円の増額

につきましては、町内ワクチン接種協力医療機関に対し、接種に係る経費を対象として補助を行う

ものでございます。 

   次に、款 商工費、項 商工費、目 商工業振興費の地域振興券事業、消耗品費30万円の増額に

つきましては、プリンターインクなどの消耗品費でございます。その下、印刷製本費30万円の増額

につきましては、地域振興券送付用封筒の印刷経費でございます。その下、通信運搬費920万円の

増額につきましては、地域振興券送付経費でございます。その下、電話回線架設料９万円の増額に

つきましては、臨時電話回線の架設料でございます。その下、封入封緘等委託料248万6,000円の増

額につきましては、地域振興券の封入封緘に係る委託料でございます。その下、地域振興券換金等

委託料737万3,000円の増額につきましては、地域振興券の換金等に係る委託料でございます。その

下、機械器具借上料４万9,000円の増額につきましては、コピー機の賃借料でございます。その下、

地域振興券１億3,450万円の増額につきましては、１人3,000円の振興券を全住民４万3,500人分と

ひとり親世帯１万円の振興券400世帯分を想定してございます。 

   次に、14ページ、15ページをご覧ください。 

   款 土木費、項 道路橋りょう費、目 道路維持費の道路維持事業、幹線町道等舗装工事費

1,000万円の減額及びその下、その他町道等舗装工事費1,000万円の減額につきましては、国補助金

を活用するため事業費を令和２年度に計上した町道舗装事業費の減額分でございます。 

   次の目 道路新設改良費の道路新設改良事業、道路新設改良工事費２億6,000万円の減額及びそ

の下、移設等補償費500万円の減額につきましては、国補助金を活用するために事業費を令和２年

度に計上した町道久保高田線歩道拡幅事業費の減額分でございます。次の熊取駅西整備事業、用地

購入費１億7,000万円の増額及びその下、物件移転等補償費１億7,500万円の増額につきましては、

令和元年度に計上し、令和２年度に繰り越していた熊取駅西整備事業に係る予算のうち、未執行の

予算について令和３年度に改めて予算計上するものでございます。 
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   次に、項 都市計画費、目 公園費の公園整備事業、公園整備工事費6,800万円の減額につきま

しては、国補助金を活用するために令和２年度に事業費を計上した長池オアシス公園施設更新工事

費の減額分でございます。 

   次に、款 教育費、項 小学校費、目 建設事業費の小学校大規模改造事業、大規模改修工事費

１億4,959万9,000円の減額につきましては、国補助金を活用するために令和２年度に事業費を計上

した東小学校大規模改造工事費の減額分でございます。 

   次の目 学校給食費の小学校給食事業、給食費補助金5,270万2,000円の増額につきましては、令

和３年９月末までの小学校給食費無償化によるものでございます。 

   次の項 中学校費、目 学校管理費の中学校維持管理事業、維持修繕工事費8,088万9,000円の減

額につきましては、国補助金を活用するために令和２年度に事業費を前倒し計上した北中学校・南

中学校トイレ改修工事費の減額分でございます。 

   次の目 学校給食費の中学校給食事業、給食費補助金3,151万2,000円の増額につきましては、小

学校費同様に、令和３年９月末までの中学校給食費無償化によるものでございます。 

   次の16ページ、17ページの補正予算給与費明細書につきましては、今回の補正に係る会計年度任

用職員の増額分を反映してございます。17ページの下半分のイ、会計年度任用職員の表の比較の行

に報酬と職員手当の増額分を反映してございます。 

   また、次の18ページの町債調書では、第２表にてご説明しました地方債補正を反映したものとな

ってございます。 

   以上で、議案第31号 令和３年度熊取町一般会計補正予算（第１号）の説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）ただいまご説明いただきました令和３年度一般会計予算の補正予算（第１号）で

すが、13ページのところで新型コロナウイルスワクチン接種事業についてご説明いただきました。

直接ワクチン接種に関わるものとしては、委託料、集団接種委託料と、そして個別に接種する場合

のワクチン接種体制整備補助金、この２つが上がっているんですが、医者や看護師らに集団接種を

お願いする場合は、これは委託先というのは医師会になるわけなんですか。それと、ワクチン接種

体制整備補助金は町内の医療機関を何か所想定されているのか、ご説明願います。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）まず、委託料のほうでございます。集団接種につきましては専門のいわゆ

る業者でございます。健診等を中心にやっている業者のほうで、こちらで一抱えで医師、看護師、

そしてその案内受付、それらを全て込み込みでやっていただける事業者を選定しております。これ

が委託料となっております。 

   それから、18番の整備補助金のほうでございますが、こちらのほうは個別接種、かかりつけの医

者のほうで接種をお願いする場合において、病院のほうが２か所、それからいわゆる診療所のほう

が15か所、今のところ想定した整備体制補助金ということになってございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）そうしますと、集団接種の委託料というのは、そういうものを請け負っている専

門の業者があるということのようなんですが、その業者１社でしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 
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健康福祉部長（山本雅隆君）今想定してございますのは数社程度ということになるんですけれども、や

はり丸抱えで、しかも接種に関して責任を持ってやっていただける業者というのは非常にごく少数

ということになっております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）そうしますと、現時点ではまだ委託の事業者は決まっていないということですね。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）事業者とは鋭意今交渉を進めておるというような状況になってございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）複数の事業者に委託するということになる可能性もあるということのようです。

そして、下のほうの個別接種をお願いするほうですが、病院が２つ、そして診療所が15か所という

ことであったんです。この補助金は950万円なんですが、医療機関にとっては、この補助金以外に

国からも入ってくるお金というのはあるんでしょうか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）個別接種の場合、１人接種いただくに当たっていわゆる負担金、これは集

団の場合も同様でございます。体制整備補助金とは別に接種の補助金、これは国のほうから満額入

ってきておりまして、１人当たり2,070円掛ける消費税1.1で2,277円、これが接種１人当たりの負

担金として国のほうから個別接種も集団接種も支払われるという形になっております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）同じくそこのところで上のほうの予防接種健康被害調査委員会、枠取りでというと

ころで予算計上されているんですけれど、委員報酬、この委員会について、何人体制とかどういっ

たメンバーでとかいったことを考えておられるのか、この後、接種後の副反応等があった場合の委

員会かと思うんですが、ちょっと説明をお願いします。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今おっしゃっていただいたとおり、これはいわゆる副反応が起こった後の

健康被害を補償する際に、それが副反応によるものなのかどうか、それを審査していただくという

委員会でございます。これは、今も普通に予防接種、ほかのものもいろいろやってございます。そ

れと同じ委員会を活用させていただく予定でございまして、メンバーは５名、それを今回の場合、

一応枠取りで３回開催する想定で予算取りをさせていただいております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。どういったメンバーになるんですか。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）基本的には医者が５名というようなメンバー構成になっております。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。本当に無事にワクチン接種が滞りなく進むことを望んでおります。 

   そのほかのことなんですが、９ページでくまとりふるさと応援基金繰入金が4,590万7,000円とい

うところで、前回、議員全員協議会のときに、緊急生活・経済支援を独自でやった場合、地方創生

臨時交付金の足らない分をふるさと応援基金で補塡するというところで、そのときにふるさと応援

基金は7,740万7,000円というふうに説明があったかと思うんですが、今回上がっているのは4,590

万7,000円ということで、先ほど説明いただいた分の中で、東小の大規模改修や北中や南中のトイ

レ改修で国からの補助金がある分で減額された分とかを含めてそういうふうになったというふうに
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説明されていて、そういうことだと思うんです。であるならば、7,740万円を予定していたので、

その差額の3,000万円を見て、今、経済支援をやっている中でもう少し期間を延ばすとか、もう少

し上乗せできることも考えられないかなというふうにちょっと思うんです。今、保育園とかの副食

代とか上がっている分、９月までとかになっていますが、令和３年度いっぱいするとか、そういっ

たことにできないでしょうか。何か岬町のほうは３年度いっぱい副食費を無償にするというふうに

聞いているんですが、その辺をまた検討していただきたいなというふうに思うんです。どうでしょ

うか。 

議長（矢野正憲君）明松総合政策部長。 

総合政策部長（明松大介君）先ほどございました7,700万円が結果として4,500万円で3,000万円ほどさ

らに減っているという、この分、確かに見た目はそうなっているんですけれども、先ほど東野理事

から説明ありましたとおり、結果、今回たまたまそうなったというだけでございまして、今ご要望

いただいております副食費、給食費の延長の分、今現時点で９月末までとなっております。あわせ

て、バスのほうも９月末というふうにしておるんですけれども、バスのほうにつきましても、ワク

チン接種が今予定では９月末までには終わらないだろうということで、当然、例えば計画期間の10

月末までということですと１か月まだ向こうやというところで、そのあたりも柔軟に対応していき

たいというふうに考えてございます。 

   あわせて、副食費、給食費につきましても、一旦経済状況等を見極めた上で、コロナワクチン接

種に合わせて一定、町長のお声をいただいて半年というふうにしておりますが、またこちらにつき

ましても、当然昨年の第１弾の３億円の使っていない部分もございますので、それにつきましても

一定、今後の状況を見極めてまた対応していきたい、検討してまいりたいと思います。一旦は第１

号補正予算でご理解いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）柔軟な対応をよろしくお願いしたいと思います。 

   もう一点、地域振興券のほうなんですけれども、郵送していただくというところで、今から準備

して郵送という形になりますので利用できるのが年度内という、議員全員協議会でもそんなふうに

言っていましたよね。その辺のところの説明と、利用できるお店、どういうところで利用できるか

というのはこれからなんですか。どういうふうにして住民のほうに周知していただけるのか、その

辺も教えてください。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）それでは、まずスケジュール的なところでございます。 

   当然、地域振興券の作成、印刷等々というところが入ってきますので、そちらについては６月の

中旬ぐらいまでを考えてございます。出来上がった商品券を封入封緘という作業をさせていただい

て、それが７月中旬から７月末にかけてで、住民の皆様のお手元に届く、発送させていただくのが

今のところ８月上旬、できれば８月に入って早々にというふうなところを考えてございます。 

   もう８月上旬に送付しますので、ここはちょっとまだ調整中なんでございますが、実際、住民の

皆さんに使っていただける、想定している期間というのが８月、９月、10月の３か月間というふう

に今考えてございます。といいますのも、もともと３次の交付金、これが確定する以前に、70周年

の記念事業で、私どもはそちらで地域支援といいますか経済支援ということで、ＣＯＢＩＲＩをや

るということで、もともとＣＯＢＩＲＩのチケット云々で支援させていただくのは11月というふう

に考えてございました。当然、期間を重複して取ることも可能かとは思うんですけれども、店舗事

業者が複数の券を扱う形になりますので、そこは一定、私どもは８月、９月、10月で地域振興券、

それが終わった後でＣＯＢＩＲＩで支援するというような流れで今のところ考えてございます。 

   あと、事業所なんですけれども、こちらについては、基本的にはこれまでのプレミアム商品券を

扱っていただいていた事業所ということで、業種については飲食等を問わず、あらゆる事業所を考

えてございます。こちらにつきましては、当然商工会を通じて、商工会に加盟されている事業所ま
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たは加盟していない事業所、こちらにつきまして公募するなりして、商工会のほうで集めていただ

くというふうに今のところ考えてございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。 

   ８月から10月の３か月間しか使用できないというところはちょっとタイトかなというふうに、も

う少し、やっぱり住民に周知する期間とか、来てすぐ、はいといって使えるものかなというところ、

額はしれていますからあれかもしれませんが、ＣＯＢＩＲＩと重複しても別に問題はないのではな

いかなというふうに思うんです。もう少し検討をお願いしたいと思います。 

議長（矢野正憲君）巖根住民部長。 

住民部長（巖根晃哉君）そういったご意見もごもっともかと思います。私どもも、そういうようなとこ

ろの意見は内部でもあったのはあったんです。ただ、これまでのプレミアム商品券と違って、今回

は困窮生活者の支援、事業者の支援というところに重きを置いて取り組むものでございますので、

できるだけ年度の早い段階からできるだけ早い短期で使っていただいて、町内の活性化につなげた

いというところに重きを置いたというところでございます。いただいたご意見につきましては、こ

れからもちょっと検討はさせていただきたいと思います。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）先ほど新型コロナウイルスワクチンの接種事業でいろいろやり取りがありましたけ

れども、ここの収入のところ、財源内訳を見ますと、一般財源が140万9,000円、それからその他と

いうのは何か、多分、町の独自の財源やと思うんですけれども、この事業は国が全部出してくれる

んじゃなかったんですか。単費が発生している内容を教えてください。 

議長（矢野正憲君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今おっしゃられたように、10分の10というのがもう大原則でございます。

ただ、上限額が示されておりまして、当初5,500万円でございました。体制整備補助金の分ですけ

れども、当初5,500万円でしたが、それでは足らんということでほぼ倍増になっておりまして、今

１億458万7,000円、これが上限額になっております。 

   ただ、個々積み上げてまいりますと、一応予算でございますので安全サイドで出のほうを組ませ

ていただきますと、今のところ、そこに書いてございます部分の足が出ていると、その部分につい

ては一般財源等で補塡して予算組みをさせていただいておるというような状況でございます。 

   ただ、かなり安全サイドで出の予算組みをさせていただいておりますので、上限額で収まるとい

う可能性も十分あるというような状況でございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）田中豊一議員。 

５番（田中豊一君）収まるようにお願いします。 

   それと、11ページの一番上のほうなんですけれども、先ほどの説明で非常勤職員の派遣関係、こ

れ、たしか私、一般質問でもさせていただいた関空関係の派遣の負担金というふうに理解したんで

す。たしか２名だったと思うんですけれども、これは事業所側が国の交付金を受けてやる事業では

ないんですか。この負担金を払わなあかんのですか。 

議長（矢野正憲君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）この部分について、まず国の補助については、一般質問の中でも私、述べさせ

ていただいたんですが、一定、自治体への派遣の部分については対象外となるということの内容で

ございました。要は、株式会社、グループ会社への経済支援対策ということで、２名の社員の方を

会計年度任用職員として受け入れるものでございます。要は、その社員の方につきましては企業側

に籍を残したまま本町にとなりますので、給料分については、本町の会計年度任用職員分の費用を

まず企業側に負担金としてお支払いしまして、本来の給料分、その方々の給料分の足らずを企業側
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が足して本人に支払うという形態を取るということで、企業側への人件負担金として計上している

というものでございます。 

   以上です。 

議長（矢野正憲君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第31号 令和３年度熊取町一般会計補正予算（第１号）の件

を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第６ 委員会提出議案第１号 議会議員政治倫理条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。文野議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（文野慎治君）それでは、委員会提出議案第１号 議会議員政治倫理条例の一部

を改正する条例について説明させていただきます。 

   １ページをご覧ください。 

   議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例。 

   地方自治法第109条第６項及び議会会議規則第13条第３項の規定により提出するものでございま

す。 

   提案理由でございますが、議員が長に就任しないこととしている団体を明確にするため、この条

例案を提出するものでございます。 

   次のページをご覧ください。 

   議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例、改め文でございます。 

   内容につきましては、議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例新旧対照表により、説明をさ

せていただきます。 

   次のページをご覧ください。 

   議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。右が現行、左が改正案と

なっております。 

   第３条、各号に掲げられております遵守しなければならない政治倫理基準のうち、第６号につい

て、議員が長に就任できない団体等は、町から補助または助成を直接受けている団体であることが

明確となるよう改正するものでございます。 

   前のページ、改め文にお戻りください。 

   附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、委員会提出議案第１号 議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の説明を終わらせ

ていただきます。よろしくご審議をいただき、原案どおりご可決を賜りますようお願いいたします。 

議長（矢野正憲君）以上で説明を終わります。 

   本件については、議会会議規則第38条第２項の規定により、委員会付託せず、本会議で審議いた

します。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 
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   本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第１号 議会議員政治倫理条例の一部を改正する

条例の件を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、委員会提出議案第１号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）次に、追加議事日程第７ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についての

件を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、議会会議規則第74条の規定により、お手元に配付いたしております

申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。 

   お諮りいたします。委員長からの申出書のとおり、次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会

を含む）の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、令和３年３

月定例会閉会から令和３年６月定例会開会までの間、閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり、令和３年３月定例会閉会から令和３

年６月定例会開会までの間、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（矢野正憲君）以上で、本定例会に付された案件の審議は全て終了いたしました。 

   お諮りいたします。本日をもって本定例会を閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

   閉会に当たり、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、閉会に当たりまして一言お礼を申し上げます。 

   本定例会にご提案申し上げました諸議案につきまして、慎重なご審議を賜り、誠にありがとうご

ざいました。令和３年度におきましても、限られた財源の中で計画的かつ効率的な行財政運営を進

めてまいります。また、本定例会においてご指摘、ご要望いただきました事項につきましては、今

後の町政運営の中で十分留意をしながら、さらなる町政発展のために努力してまいりたいと存じま

す。 

   さて、先々週19日に大阪では観測史上最も早い桜の開花が発表され、早い春の到来となりました。

また、25日にはオリンピック聖火リレーが福島県よりスタートするなど、明るい話題も出てまいり

ました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策のため、依然として様々な行事の縮小や自

粛などが続き、住民皆様におかれましては、現在も心労が絶えない日々を過ごされている方もいら

っしゃるかと存じます。本町といたしましても、一刻も早い終息を願いつつ、本日ご可決いただい

た熊取町版緊急生活・経済支援第３弾をはじめとする様々な生活・経済支援対策のほか、感染症対

策にしっかりと取り組んでまいります。議員皆様におかれましても、引き続きご支援、ご協力いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

   最後になりますが、今後とも町政の運営並びに事務事業の執行に際しまして、より一層のご支援

とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会の挨拶とさせていた

だきます。本日は誠にありがとうございました。 

議長（矢野正憲君）ここで、３月31日をもって退任されます勘六野教育長に、議会を代表してお礼の言

葉を申し上げたいと存じます。 

   勘六野教育長におかれましては、平成28年４月から５年間、教育長の要職を担ってこられました。
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昭和53年４月に教壇に立たれてからの長きにわたる経験、また熊取中学校教頭、熊取中学校校長の

職を歴任されるなど、学校教育においてそのお力を遺憾なく発揮されてきたことと存じます。また、

本町公民館の館長も務められ、学校教育だけではなく、社会教育においても力を注いでいただきま

した。 

   教育長在任の間、学校教育では各小・中学校のエアコン設置やトイレの洋式化の推進のほか、Ｇ

ＩＧＡスクール１人１台端末の配備、また、いじめ防止基本方針の策定やスクールソーシャルワー

カーの配置、加えて令和元年度末から令和２年度にかけては新型コロナウイルス感染症への対応な

ど、多くの面において子どもたちが心身ともに健やかに育つ教育環境の実現にご尽力を賜りました。 

   社会教育では第４次生涯学習推進計画の策定と各施策の推進など、熊取町の教育行政全般の振興、

発展に対し、その多くの経験と豊富な知識をもって当たっていただきましたことに対し、心から敬

意を表し、感謝を申し上げたいと思います。 

   今後も熊取町の発展にお力添えをお願いいたしますとともに、これからの勘六野教育長のご健勝、

ご多幸をお祈り申し上げ、お礼の言葉といたします。本当にありがとうございました。（拍手） 

   勘六野教育長から、退任に当たり発言を求められておりますので、これを許可いたします。勘六

野教育長。 

教育長（勘六野 朗君）貴重な時間を取っていただいて、このようにお礼の言葉を申し上げる時間を取

っていただきまして、どうもありがとうございました。 

   ただいま身に余るような私の話をしていただいて、非常にこそばい感じでおりましたが、今言わ

れたとおり、ちょうど教育長になって、西牧前教育長の残任が２年、私が３年ということで、５年

間皆様方に非常にお世話になりました。この間、教育委員会では、今年についてはコロナことで非

常に気を遣いましたが、それでも私が気を遣っているわけじゃなくて、議員の皆様をはじめ町職員

のごっつい協力がありまして、そんなに大きな混乱がなく過ごしてきたように思います。 

   議員の皆様のこの５年間、いろいろ教育に対する要望をお伺いしておりますと、非常に子どもた

ち、特に学校教育に対して非常に温かい言葉で、これもやったらどうや、あれもやったらどうやと

いうような感じで非常にありがたく感じました。むしろ、それだけお金使っていいのというような、

そういう感じまで受けさせてもらいました。なかなか議員の皆様方の意に沿って、じゃそれやりま

すわと言えなかったのは、一つは予算の関係、もう一つは、やっぱり教育委員会として優先的にど

れをやっていけばいいのかということで考えた結果、どれもみんなありがたい提案やったわけです

が、なかなかすぐに食らいついてこれをさせていただくというようなことはできなかった点につい

ては、非常におわびしたいと思います。ただ、議員の皆様方のお気持ちは常に感じておりまして、

子どもたちの未来のため、町民の方々のために非常に意見を言っていただいているというふうなこ

とを感じました。 

   最後になりますけれども、ただ、私はこの仕事をさせてもらってちょっと戸惑ったのは、今まで

教育というのは１年、２年で成果が出るものではないというふうに考えておりまして、子どもたち

が10年後あるいは20年後、このときの教員の言葉がどんなふうに生かされるんだろうかというよう

なことを考えてずっとやってきました。つまり、まあ言ったら子どもの目に見えない力というのか、

なかなかそれが、議員の皆様方に説明しても説明し切れないもどかしさというのがございました。

ただ、予算をかけているわけですから成果を出さなあかんというようことも言われながら、成果を

出そうと思ったらなかなか子どもに通じないというようなジレンマもございました。ただ、議員の

皆様方の温かいお心は感じておりましたので、これからも子どもたち、あるいは町民の方の将来の

学びについてご尽力いただきますようにお願い申し上げまして、また、議員の皆様方の今後のご健

康にも留意されまして、健康をお祈りしたいと思います。 

   長い間どうもありがとうございました。（拍手） 

議長（矢野正憲君）最後にいま一度、勘六野教育長に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうござ

いました。（拍手） 
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   これをもちまして、令和３年３月熊取町議会定例会を閉会いたします。ご協力ありがとうござい

ました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「14時30分」閉会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

 以上の会議の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、

ここに署名する。 
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